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は   じ   め   に 

 

 

 この報告書は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 5 項の規

定による令和５年度（2023 年度）の主な施策の成果を説明する書類として、

大阪狭山市の事務事業の概要を収録したものである。 
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第１　令和５年度（2023年度）会計別決算統括

１．令和５年度（2023年度）会計別歳入歳出決算総括表 1
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１．令和５年度（2023年度）会計別歳入歳出決算総括表

（単位：円）

　           事　項

会計区分
歳 入 歳 出 差 引 額

翌 年 度 へ
繰 越 す べ き
財 源

実 質 収 支 額

一 般 会 計 23,972,226,399 23,449,854,365 522,372,034 66,295,244 456,076,790

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計
（ 事 業 勘 定 ）

6,185,067,413 6,108,159,051 76,908,362 11,113,990 65,794,372

介 護 保 険 特 別 会 計
（ 事 業 勘 定 ）

5,824,320,266 5,631,563,382 192,756,884 0 192,756,884

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

1,216,227,424 1,167,838,691 48,388,733 0 48,388,733

池 尻 財 産 区
特 別 会 計

1,253,990,441 1,253,990,441 0 0 0

半 田 財 産 区
特 別 会 計

164 164 0 0 0

東 野 財 産 区
特 別 会 計

7,503,573 7,503,573 0 0 0

今 熊 財 産 区
特 別 会 計

2,632,366 2,632,366 0 0 0

岩 室 財 産 区
特 別 会 計

1,920,712 1,920,712 0 0 0

茱 木 財 産 区
特 別 会 計

8,500 8,500 0 0 0

合 計 38,463,897,258 37,623,471,245 840,426,013 77,409,234 763,016,779



























（款）１．議会費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.議会費  1.議会費 議会だより等の 2,772,100 2,076,425 一般財源 　議会の活動状況を市民に周知するために「議会だより」（広報お

発行・配布 2,076,425 おさかさやまに併載）及び「声の議会だより」を発行しました。

議会情報の配信 1,026,000 1,011,450 一般財源 　議会会議録・本会議録画映像・一般質問・会期日程など、より開

1,011,450 かれた市議会を実現するために、大阪狭山市議会ホームページを活

用して広く情報を配信しました。

（款）２．総務費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 3.広報・魅力 広報事業 28,993,000 25,006,868 国庫支出金 　広報誌を毎月1回1日付けで発行しました。

　発信費 147,000 　基本となる発行部数は27,800部で、市内全世帯と各事業所に配布

府支出金 しました。

28,000 　ホームページ利用者の利便性の向上や災害発生等の緊急時の対応、

その他 セキュリティ対策の強化とともに、シティセールスの充実を図るた

790,000 め、市ホームページとシティプロモーションサイトをリニューアル

一般財源 しました。

24,041,868

魅力発信事業 1,628,000 1,519,010 その他 　市の魅力を市内外に発信するための事業に取り組みました。

585,570

一般財源

933,440

4.企画費 行政評価システ 70,000 42,000 一般財源 　市民や学識経験者等9名で構成する大阪狭山市行政評価委員会に

ム推進事業 42,000 より、行財政改革推進プラン2020及び第五次総合計画実施計画の令

和4年度実績並びに第2期総合戦略の進捗状況に対する評価や意見を

いただきました。

１４.令和5年度（2023年度）主要事務事業と予算の執行実績

一　般　会　計



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 4.企画費 ふるさと応援寄 11,442,000 7,972,557 一般財源 　本市へのふるさと納税の利用をさらに促進するため、本市に5,000

附金事業 7,972,557 円以上の寄附をしていただいた市外の方に贈呈する返礼品の充実を

図りました。

　また、ふるさと納税におけるさらなるシティプロモーションの強

化を図るため、一般公募型プロポーザル方式により令和6年4月から

のふるさと納税業務受託事業者を選定しました。

7.財産管理費 公共施設等総合 8,677,000 5,656,900 一般財源 　昨年度策定した「大阪狭山市公共施設再配置方針」に基づき、

（庁舎管理含）管理計画推進事 5,656,900 「大阪狭山市公共施設再配置計画」の策定に着手しました。

業 　また、策定にあたって必要な地質・地盤調査を行いました。

11.コミュニ コミュニティセ 35,979,000 34,411,463 R4から（繰越） 　指定管理者制度の導入により、コミュニティセンターの適正かつ

 ティセンター ンター管理事業 8,440,300 円滑な管理運営と利用者の利便性向上に努めました。

 管理費 その他 　・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,803,149円

7,636,797 　コミュニティセンターの老朽化に伴う改修工事を行いました。

一般財源 　・コミュニティセンター改修工事 　　　　　　　  　8,440,300円

18,334,366 　　（防水改修工事、建具改修工事）

12.自治推進費 広聴・相談対策 5,806,000 5,575,328 国庫支出金 　無料法律相談に応じました。(相談件数 252件)

事業 953,000 　女性のくらし特別法律相談に応じました。(相談件数 13件)

一般財源 　無料司法書士相談に応じました。(相談件数 54件)

4,622,328 　各種市民相談に応じました。

地域力活性化支 5,500,000 3,839,497 一般財源 　地域における活力の活性化を図り、市民との協働による安全なま

援事業 3,839,497 ちづくりを推進することを目的に補助金を交付しました。

（補助対象:34団体、81事業）

市民活動支援セ 12,534,000 12,294,000 一般財源 　市民で構成するNPO法人が本市の委託と補助金制度を活用し、自

ンター事業 12,294,000 主的な市民活動を支援するとともに、市民と行政との協働によるま

ちづくりの推進のためのさまざまな事業を実施しました。

　また、ボランティア活動の支援体制の強化や情報の一元化をめざ

して設置したボランティア・インフォメーション・コーナーにおい

て、市民の主体的なボランティア活動が活発に展開されるように努

めました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 12.自治推進費 市民公益活動促 1,500,000 591,000 一般財源   市民公益活動を促進するため、公募により選考した市民公益活動

進補助事業 591,000 団体が行う事業に補助金を交付しました。

（補助対象：3団体、4事業）

狭山池まつり補 3,500,000 3,500,000 一般財源 　市のシンボルである狭山池を拠点に市民のための事業を実施した

助事業 3,500,000 狭山池まつり実行委員会に対し、補助金を交付しました。

まちづくり円卓 5,000,000 4,425,422 国支出金 　大阪狭山市まちづくり円卓会議条例及び同条例施行規則に基づき、

会議交付金 1,902,000 交付金を交付しました。

一般財源

2,523,422

第三中学校区円 1,378,000 485,337 国支出金 　第三中学校区において地域コミュニティの醸成を図るため、ウォ

卓会議推進事業 209,000 ―キング、グラウンドゴルフ、花いっぱい運動やフラワーガーデン

一般財源 事業を行いました。

276,337

第三中学校区円 1,775,000 1,212,000 国支出金 　第三中学校区において、地域住民によるまちづくりを進め、住民

卓会議夏まつり 520,000 同士が気軽に交流できるように、夏まつりを実施しました。

事業 一般財源

692,000

狭山中学校区円 2,503,000 1,353,499 国支出金 　狭山中学校区において、地域コミュニティの醸成を図るため、地

卓会議推進事業 582,000 域コミュニティ誌の発行や市民研修会を行いました。

一般財源

771,499

狭山中学校区円 1,210,000 1,166,568 国支出金 　地域の文化や芸術に触れることで、地域文化の向上・発展を図る

卓会議地域文化 501,000 ことを目的とした文化祭を開催しました。

祭事業 一般財源

665,568



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 13.文化振興費 文化会館指定管 193,321,000 193,321,000 一般財源 　文化会館の管理運営に関する基本協定及び年度協定に基づき、指

理料 193,321,000 定管理者が次の業務を行いました。

主な業務内容

　・施設及び設備の維持管理に関する業務

　・使用の許可に関する業務

　・市民の文化の創造及び振興のため実施する事業に関する業務

文化会館改修事 23,608,000 21,771,200 地方債 　施設の経年劣化に伴い改修工事等を行いました。

業 15,700,000 　・文化会館施設改修工事

　　（大ホールホワイエカーペット・クロス入替等）

一般財源 　・文化会館ITV放送設備改修工事

6,071,200 　・文化会館ピアノオーバーホール

　・文化会館フロアクリーニング

文化会館ESCO事 181,500,000 181,500,000 地方債 　文化会館において老朽化した空調設備等を更新するにあたり、省

業 139,100,000 エネルギー化を推進し、効果的に光熱水費を削減するため、民間事

その他 業者から更新内容の提案を受け実施するESCO事業を導入しました。

9,387,333 　提案内容に基づき、空調設備及び照明機器の入替を行いました。

一般財源

33,012,667

文化振興事業 2,100,000 2,010,000 一般財源 　文化会館を拠点に市民団体が行う文化活動を支援し、文化会館の

2,010,000 活性化と市民文化の振興を図るため、文化振興事業団に対し、補助

金を交付しました。

  また、市民の教養を高め、文化向上に寄与することを目的に大阪

狭山市文化協会が実施する事業に対し、補助金を交付しました。

14.総務・情報 情報管理事業 18,437,000 12,243,880 府支出金 　令和6年4月の大阪狭山市施設予約システム更新に向けて、システ

　　管理費 599,500 ムの開発・整備やデータ移行等を行いました。

一般財源 　また、本市のDX推進に対する基本的な考え方や個別の取組等を示

11,644,380 すとともに、引き続き国と歩調を合わせてデジタル化の取組みを推

進し、一層の事務効率化とさらなる市民サービスの向上につなげて

いくことを目的に、「大阪狭山市DX推進方針」を策定しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 15.防犯対策費 金剛駅西口地域 3,240,000 3,240,000 一般財源 　安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、金剛駅西口

防犯ステーショ 3,240,000 地域防犯ステーションの運営を市民で構成された防犯ボランティア

ン事業 団体に委託し、地域周辺の犯罪抑止に努めました。

防犯委員会助成 944,000 854,272 一般財源 　地域における防犯活動を積極的に推進することにより、各種犯罪

事業 854,272 の防止を図り、市民組織による市民の安全で安心して暮らせるまち

づくりを支援するため、大阪狭山市防犯委員会に対し、助成金を交

付しました。

地域防犯ステー 1,056,000 960,437 一般財源 　地域防犯ステーションを学校内に設置し、学校と地域の安全を守

ション事業 960,437 ることを目的に自主的に組織された小学校区地域防犯ステーション

運営団体に対し、補助金を交付しました。

街頭防犯カメラ 2,800,000 1,631,000 一般財源 　街頭犯罪などを未然に防止し、市民が安心して暮らすことができ

設置補助事業 1,631,000 るまちづくりを推進するため、自主的に街頭防犯カメラを設置した

自治会等に対し、その費用等の一部を補助しました。

街頭防犯カメラ 997,000 138,600 一般財源 　防犯環境の充実を図り、犯罪がなく、安全で安心して暮らせるま

設置事業 138,600 ちづくりを推進するため、市内主要駅等の不特定かつ多数の人が利

用する公共的な場所へ街頭防犯カメラをリース方式で設置及び更新

しました。

自動通話録音装 2,775,000 1,870,000 一般財源 　還付金詐欺などの特殊詐欺を未然に防止するため、被害を抑止す

置貸与事業 1,870,000 る効果が期待できる自動通話録音装置の無償貸与を行いました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 16.人権啓発・ 人権啓発・平和 4,235,000 3,939,783 府支出金 　大阪狭山市人権協会に助成し、次の事業を行いました。

　平和事業費 事業 2,849,503 　・人権週間事業(「フェスタにんげんばんざい」、「GOTCHA DANCE 

一般財源 　　LIVE in 大阪狭山市人権を考える市民のつどい」）の実施

1,090,280 　・中学生から高校生までを対象に、「対立は怖くない！～身近な

　　事例から平和を学ぶワークショップ～」の実施

　・「平和を考える市民のつどい」にて、映画上映、ワークショッ

　　プ参加者による発表、夏のおはなし会、平和に関する人形劇の

　　実施

　・研修会、講演会等の開催及び人権啓発学習会への助成

　・人権啓発標語の募集、選定

　・人権連続学習講座（ヒューマンライツ・アクト）の開催

　大阪狭山市企業人権協議会に助成し、次の事業を行いました。　

　・就職差別撤廃月間事業、人権問題企業啓発講演会等の実施

　・人権啓発資料の貸出

　人権相談を実施し、人権擁護委員・人権相談担当職員が適切な助

言等、必要な措置を行いました。（相談件数 91件）

17.男女共同参 男女共同参画推 11,160,000 11,049,391 国庫支出金 　大阪狭山市男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）をNPO法

   画費 進事業 998,000 人と協働で運営しました。（利用者数 1,453人）

一般財源 　専門のカウンセラーによる女性相談を行いました。

10,051,391 　（相談件数 108件）

　第３期大阪狭山市男女共同参画推進プラン改定版の進捗状況を集

約しました。

　大阪狭山市女性のためのよりそいホットライン事業として電話相

談と生理用品の提供を実施しました。

　（相談件数96件、提供数297件）

　第４期大阪狭山市男女共同参画推進プランを策定しました。

18.都市間交流 都市間交流事業 2,000,000 2,000,000 一般財源 　姉妹都市アメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市、友好都市和歌

　 費 2,000,000 山県日高郡日高川町との市民相互の交流を促進するため、さまざま

な交流事業を行う大阪狭山市都市間市民交流協会に補助金を交付し

ました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.総務管理費 19.災害対策費 災害対策管理事 22,231,000 19,881,978 一般財源 　風水害、地震等の自然災害に備えて、防災行政無線（同報系）の

業 19,881,978 保守点検及び資機材の点検整備を実施するとともに、アルファ化米

や乳幼児用ミルクなどの災害対策用備蓄物資を整備しました。

　市民の防災防犯力を高めることを目的に、救命・防災・防犯を統

合した安全安心スクールを実施しました。

　さらに、安全で安心できるまちづくりに取り組むことを目的とし

て、市民、関係団体、安全安心推進リーダー、防災士資格取得者を

対象に「安全・安心セミナー2024」を開催しました。

　避難行動要支援者名簿を自主防災組織及び民生委員・児童委員へ

交付しました。

　大規模災害発生時、学校で待機する場合等に活用するとともに、

賞味期限が切れる前に自宅へ持ち帰ることで家庭での防災意識を高

めることを目的に、小学1年生と4年生、中学1年生の1,549人を対象

に備蓄セットを配布しました。

　災害情報や緊急情報をはじめとする重要な情報を、市民に対して

迅速かつ正確に、インターネット環境がない方にも配慮し、メール

や電話、FAXにて一斉発信できるシステムを利用しました。

自主防災組織育 6,154,000 5,384,518 その他 　地域防災力の向上をめざし、災害時に自主防災組織が効率的・効

成事業 2,000,000 果的な応急活動ができるよう、資機材を貸与しました。

　防災資機材の購入及び防災活動、地域が自主的に開設する地域一

一般財源 時避難場所に対し、補助金を交付しました。

3,384,518 　自主防災組織等のリーダーを育成するため「防災士」の資格取得

に対し、補助金を交付しました。

防災訓練事業 1,404,000 1,366,491 一般財源 　「楽しく学んで防災意識を高めよう」をテーマに災害時の非日常

1,366,491 を見て、学んで、体験してもらうことで市民の防災意識の高揚を図

ることを目的に、防災フェスタを開催しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 3.戸籍住民基 1.戸籍住民基 戸籍住民基本台 11,612,000 10,685,874 国庫支出金 　マイナンバー（個人番号）カードを申請された方に対して、市民

　本台帳費 　本台帳費 帳管理事業 10,685,874 窓口グループ及びニュータウン連絡所窓口においてカードの交付を

（マイナンバー 一般財源 行いました。

（個人番号）カ 0

ード交付事業）

戸籍住民基本台 6,950,000 6,362,356 国庫支出金 　令和３年２月から開始したマイナンバーカードの利用による住民

帳管理事業 1,154,142 票の写し・印鑑登録証明書のコンビニエンスストア等のキオスク端

（コンビニ交付 一般財源 末で取得できるサービスの維持管理を行いました。

サービス） 5,208,214 　令和５年９月からコンビニエンスストア等での住民票の写し・印

鑑登録証明書の発行手数料を１００円減額しました。

旅券事業 23,790,000 18,322,928 府支出金 　大阪府からの権限移譲により、一般旅券（パスポート）の申請受

1,373,000 付及び交付等を行いました。また、旅券手数料の納付のため、収入

その他 印紙の取扱いを行いました。

16,949,928

一般財源

0

（款）３．民生費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 1.社会福祉総 福祉団体補助事 38,699,000 37,913,949 府支出金 　福祉団体の活動の促進を図るため補助金を交付しました。

  務費 業 13,456,127 　・大阪狭山市社会福祉協議会　　　　　　　　35,136,484円

一般財源 　・大阪狭山つくし会（精神障がい者家族会）　 　 54,000円

24,457,822 　・河内長野・大阪狭山地区保護司会大阪狭山支部 472,000円

　・大阪狭山市更生保護女性会　　　　　　　　　 130,000円

　・大阪狭山市民生委員児童委員協議会　　　   1,520,000円

　・大阪狭山市身体障害者福祉協議会　　　　　　 401,465円

　・大阪狭山市知的障害者（児）あんずの会本人会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　200,000円



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 1.社会福祉総 コミュニティソ 12,744,000 12,743,500 府支出金 　市立第三中学校区、市立南中学校区及び市立狭山中学校区にコミ

  務費 ーシャルワーカ 7,543,000 ュニティソーシャルワーカーを配置し、地域の要援護者に対する個

ー設置事業 一般財源 別支援(発見・見守り・相談・必要なサービスへのつなぎ)、市民や

5,200,500 地域福祉関係団体・機関、行政のネットワークによるセーフティネ

ット体制づくりなどに努めました。

ボランティア活 6,737,000 6,562,179 府支出金 　地域福祉を支えるボランティア活動や地区福祉委員会を中心とす

動等推進事業 3,180,000 る小地域ネットワーク活動などに助成し、地域住民が主体となる地

一般財源 域福祉活動を促進しました。

3,382,179

災害ボランティ 783,000 88,435 一般財源 　大阪狭山市が災害で被災した場合や市外で大災害が起こった場合

アネット運営事 88,435 を想定し、各種団体、NPO、企業、学校等に参画をよびかけ、本事

業 業の推進母体となる「災害ボランティアネット」を運営しました。

援護団体等育成 296,000 296,000 一般財源 　援護団体の活動の促進を図るため、補助金を交付しました。

事業 296,000 　・大阪狭山市遺族会　　　　　　　　　             296,000円

生活困窮者自立 36,417,000 24,368,480 国庫支出金 　生活保護に至る前の段階で自立支援策の強化を図るため、生活困

支援事業 19,113,983 窮者に対して自立相談支援事業などを実施しました。

一般財源 　・生活困窮者自立支援事業（自立相談支援・家計改善支援）

5,254,497 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 13,141,183円

　・生活困窮者就労準備支援事業　　　 　　　　　  7,716,437円

　・生活困窮者子どもの学習支援事業               3,122,460円

　・生活困窮者自立支援事業（巡回相談支援）　　　　 247,000円

　・生活困窮者自立支援事業（一時生活支援）　　　  　43,400円

　・住居確保給付金　　　　　　　　　　　　　　　  　98,000円

南河内広域行政 20,349,000 19,131,000 府支出金 　大阪府からの権限移譲事務等（16事務）について、南河内3市2町

共同処理事業 6,577,000 1村（大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早

一般財源 赤阪村）で、大阪府南河内府民センタービル内に設置した南河内広

12,554,000 域事務室において、共同処理を行いました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 2.障がい者福 福祉施設管理運 38,550,000 33,163,197 国庫支出金 　大阪狭山市社会福祉協議会を指定管理者として、次の2施設の管

  祉対策費 営事業 245,000 理運営を行いました。

府支出金 　・心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センター

122,000 　・障害者地域活動支援センター

一般財源 　

32,796,197

地域生活支援事 146,471,000 134,049,719 国庫支出金 　障がい者（児）が自立した生活を営むことができるよう、次の事

業 21,586,000 業等に要した費用を支給または給付しました。

府支出金 　・障がい者（児）及び家族等からの相談に応じ、必要な情報を提

10,792,000 　　供する相談支援事業

一般財源 　・手話通訳者の派遣等を行う意思疎通支援事業

101,671,719 　・日常生活用具の給付または貸与を行う日常生活用具給付等事業

　・障がい者（児）等の移動を支援する移動支援事業

　・創作的活動等の機会を提供する地域活動支援センター事業

　・障がい者（児）の日中における活動の場を確保し、家族の一時

　　的な休息を目的とする日中一時支援事業

　・タクシーを利用した際の初乗り運賃相当額を助成する福祉タク

　　シー利用料金助成事業

　・地域生活支援拠点整備事業

その他給付 320,000 224,000 一般財源 　・戦傷病者見舞金　　　 　　　　　　　 　      0円

224,000 　・原爆被爆者見舞金　　　　　　　　　　　224,000円

3.高齢者福祉 老人福祉センタ 51,493,000 48,269,878 その他 　大阪狭山市社会福祉協議会が指定管理者となり、60歳以上の高齢

  対策費 ー管理運営事業 1,418,600 者に対し、大広間、多目的室、浴場など、憩いの場として利用に供

一般財源 するとともに、さやま荘クラブ（趣味の会）などによる高齢者の教

46,851,278 養向上・健康増進等のレクリエーション事業を実施しました。

4.シルバー人 シルバー人材セ 15,777,000 15,777,000 一般財源 　おおむね60歳以上の高齢者が豊かな経験と能力を活かし、就労を

  材センター ンター管理運営 15,777,000 通じて自らの生きがいを高めるため、企業、家庭、公共団体等から

  費 事業 依頼のあった仕事を通じて、社会参加と生きがい対策に努めました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 6.福祉医療対 重度障がい者医 126,466,000 112,739,882 府支出金 　重度障がい者の医療費の一部を助成し、その健康の保持及び生活

　策費 療対策事業 60,209,098 の安定と重度障がい者の福祉の増進を図りました。

一般財源

52,530,784

子ども医療対策 309,622,000 308,961,291 府支出金 　子どもの医療費の一部を助成し、その健全な育成を図りました。

事業 36,455,719

一般財源

272,505,572

ひとり親家庭医 37,558,000 36,759,269 府支出金 　ひとり親家庭の医療費の一部を助成し、生活の安定と児童の健全

療対策事業 18,487,405 な育成を図りました。

一般財源

18,271,864

未熟児養育医療 4,503,000 2,946,934 国庫支出金 　入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関におい

対策事業 875,000 て養育に必要な医療の給付を行うことにより、健全な育成を図りま

（過年度分） した。

407,976

府支出金

635,301

負担金

397,640

一般財源

631,017



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 7.介護保険費 地域包括支援セ 70,824,000 45,207,850 国庫支出金 　地域で暮らす高齢者を、介護・福祉・健康・医療など総合的に支

ンター事業 17,405,000 援するため、地域包括支援センターを設置し、介護予防ケアマネジ

府支出金 メント業務、権利擁護業務、総合相談支援業務、包括的・継続的ケ

8,702,000 アマネジメント支援業務を行い、高齢者が健やかに地域で生活でき

その他 るように支援しました。

10,397,000 　また、認知症疾患医療センター（大阪さやま病院）と連携を図り、

一般財源 認知症高齢者を支援しました。

8,703,850

8.後期高齢者 大阪府後期高齢 685,015,000 685,014,673 一般財源 　高齢者に適切な医療を確保し、保健の向上及び高齢者福祉の増進

  医療対策費 者医療広域連合 685,014,673 を図りました。

負担金

過年度分

13,211,000 13,210,399 一般財源

13,210,399



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 13.電力・ガス 電力・ガス・ 264,877,000 214,378,706 国庫支出金 　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格

食料品等価格 食料品等価格 192,302,500 高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯

高騰重点支援 高騰重点支援 一般財源 （住民税非課税世帯等）へのさらなる重点的な措置を行うため、1

給付金支給事 給付金支給事 22,076,206 世帯３万円の給付を国の方針により実施しました。

業費 業 確認書、お知らせ及び申請書発送件数　7,307通

（1）受付実績（返送分及び窓口受付分）

　　　確認書　　　889件

　　　申請書　　　130件

　　　特例措置　 　21件

　　　家計急変　 　11件　　合計1,051件

（2）振込実績

　　　確認書　　　852件

　　　お知らせ　5,480件

　　　申請書　　　 87件

　　　特例措置　 　16件

　　　家計急変　 　 9件　　合計6,444件

事務費21,058,706円（職員手当0円、管内旅費0円、需用費

50,356円、役務費713,350円、業務委託料20,295,000円）

事業費193,320,000円（R4非課税527世帯分、R5非課税5,917世帯分）



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 14.電力・ガス 電力・ガス 578,778,000 431,658,190 国庫支出金 　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格

食料品等価格 食料品等価格 429,925,000 高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯へ３万円給付を実施してき

高騰重点支援 高騰重点支援 一般財源 ましたが、重点支援地方交付金が追加的に拡大されたことに伴い、

給付金（追加）給付金（追加） 1,733,190 住民税非課税世帯１世帯当たり１０万円を目安に支援を行っていく

支給事業費 支給事業 ためのさらなる重点的な措置として、７万円の追加給付を国の方針

により実施しました。

確認書、お知らせ及び申請書発送件数　6,979通

（1）受付実績（返送分及び窓口受付分）

　　　確認書　　　306件

　　　お知らせ　　　4件

　　　申請書　　　359件　　合計669件

（2）振込実績

　　　確認書　　　293件

　　　お知らせ　5,403件

　　　申請書　　　235件　　合計5,931件

事務費16,488,190円（職員手当0円、管内旅費0円、需用費

45,060円、役務費658,130円、業務委託料15,785,000円）

事業費415,170,000円（5,931世帯分）



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 15.価格高騰重 価格高騰重 284,478,000 87,272,141 国庫支出金 　「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における、「低所得者

点支援給付金 点支援給付金 87,272,141 世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十分に

（所得割非課 （所得割非課 一般財源 受けられないと見込まれる所得水準の方には、地域の実情等に応じ

税）支給事業 税）支給事業 0 、定額減税やほかの給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平

費 費 を確保できる適切な支援」に基づき、低所得世帯と同水準と見込ま

れる住民税所得割非課税世帯への重点的な措置として、１世帯１０

万円の給付を国の方針により実施しました。

確認書及び申請書発送件数　1,762通

（1）受付実績（返送分及び窓口受付分）

　　　確認書　　　882件　　　　

　　　申請書　　　 80件　　合計962件

（2）振込実績

　　　確認書　　　870件

　　　申請書　　　  2件　　合計872件

※Ｒ５年度実績、Ｒ６年度継続中

事務費72,141円（職員手当0円、管内旅費0円、需用費72,141円、

役務費0円、業務委託料0円）

事業費87,200,000円（872世帯分）

※未使用分はＲ６年度へ繰越



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.社会福祉費 16.価格高騰重 価格高騰重 71,884,000 46,771,988 国庫支出金 　「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における、「低所得者

点支援給付金 点支援給付金 46,771,988 世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十分に

（こども加算 （こども加算 一般財源 受けられないと見込まれる所得水準の方には、地域の実情等に応じ

）支給事業費 ）支給事業費 0 、定額減税やほかの給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平

を確保できる適切な支援」に基づき、低所得世帯及び同水準と見込

まれる住民税所得割非課税世帯の子育て世帯への重点的な措置とし

て、子ども１人当たり５万円の給付を国の方針により実施しました

。

お知らせ及び確認書発送件数　856通（新生児出生世帯は申請方式）

（1）受付実績（返送分及び窓口受付分）

　　　確認書　　　 26件(こども加算のみ）

　　　申請書　　　  2件　　合計28件

（2）振込実績　

　　　お知らせ　 　778人

　　　確認書　　　 156人  ※所得割非課税の確認書兼用と非課税

　　　申請書　　　  0人　　合計934人

※Ｒ５年度実績、Ｒ６年度継続中

事務費71,988円（職員手当0円、管内旅費0円、需用費71,988円、

役務費0円、業務委託料0円）

事業費46,700,000円（934人）

※未使用分はＲ６年度へ繰越

2.児童福祉費 1.児童福祉総 民間保育園等対 204,812,000 192,279,295 国庫支出金 　民間保育所等の運営費等について、市が補助を実施することによ

  務費　 策事業 57,173,880 り、入所児童の処遇改善及び健全な育成並びに保育所等の円滑な運

府支出金 営を図るとともに、保護者の就労形態の多様化等に伴う断続的な保

23,696,670 育等の需要に対応するための特別保育事業や保育士等の処遇改善に

一般財源 係る費用を補助することにより、児童の福祉の増進を図りました。

111,408,745 　また、新型コロナウイルス感染症のまん延及び電力・ガス・食料

品等の価格高騰による子育て世帯への負担に対する応援策として、

施設で実費徴収を行っている給食費を、令和５年１０月分から令和

６年２月分まで免除しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.児童福祉費 1.児童福祉総 子ども・子育て 1,751,943,000 1,645,072,750 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、保育の必要性の認定を受けた就

  務費　 支援給付事業 789,151,040 学前の子どもの保育所や認定こども園等の利用に際して、施設型給

府支出金 付費、地域型保育給付費等を支給しました。

329,485,159

負担金

54,761,560

一般財源 

471,674,991

子育てのための 2,988,000 1,704,600 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、認可外保育施設や一時預かり事

施設等利用給付 852,300 業等の利用に係る施設等利用費を支給しました。

事業 府支出金

426,150

一般財源 

426,150

児童福祉施設入 12,419,000 6,535,509 国庫支出金   経済的な理由により病院で入院助産を受けることができない妊産

所事業 2,901,000 婦が安心して出産できるよう、助産施設への入所と同時に、出産費

府支出金 用を援助しました。

1,450,500 　また、経済的な理由等により、生活基盤が整っていない母子が安

負担金 心して生活できるよう、母子生活支援施設入所に係る施設費を補助

199,600 しました。

一般財源

1,984,409

ひとり親家庭等 4,080,000 3,964,000 一般財源    　両親、父または母のいない児童に給付金を支給しました。

児童給付金事業 3,964,000

ファミリー・サ 3,662,000 3,478,175 国庫支出金 　地域において子育てに携わる人を会員として募集・登録し、会員

ポート・センタ 1,220,000 の相互援助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業を

ー事業 府支出金 実施することにより、会員が安心して、子育てできる環境を整備し

1,159,000 ました。

一般財源

1,099,175



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.児童福祉費 1.児童福祉総 地域子育て支援 23,411,000 20,810,788 国庫支出金 　主に乳幼児（0～3歳）をもつ親とその子どもが気軽に集い、交流

  務費　 拠点事業 6,010,000 を図りながら子育て中の負担感を緩和し、安心して子育てができる

府支出金 よう、交流の場を提供しました。

6,010,000 　また、拠点施設（旧くみの木幼稚園、池尻保育園）において遊び

一般財源 場の提供、相談・援助の実施、講座等を行い、旧くみの木幼稚園で

8,790,788 は、未就学児の一時預かり事業も実施しました。

プレイセンター 3,629,000 3,472,860 府支出金 　子育て家庭の親子が会員となり、子どもには「あそび」を親には

推進事業 3,472,860 「交流」や「学習」を提供することで、親が中心となり地域の中で

一般財源 交流を深め、子育てを楽しめるよう支援を行いました。

0

発達障がい児支 10,771,000 9,410,445 府支出金 　発達障がい児やサポートが必要な子どもたちが、学校園・地域の

援事業 8,411,900 人たちとともに、より豊かで幸せに自尊心を持って自立した生活が

一般財源 できるよう、一人ひとりの子どもの発達・生活スキルにあった療育

998,545 事業や相談事業を行いました。　　　

認定子育てサポ 6,962,000 5,679,729 府支出金 　子育てや保育の経験のある市民、子育て支援に関心のある市民を

ーター事業 5,077,051 子育てサポーターとして認定し、地域で様々な子育て支援活動を行

一般財源 いました。

602,678

5.放課後児童 放課後児童会事 274,111,000 244,815,546 国庫支出金 　就労または疾病等により、昼間保護者が家庭にいない小学１年生

  健全育成事 業 52,171,599 から６年生を対象に、適切な遊びの場や生活の場を提供し、その健

  業費 府支出金 全な育成を図ることを目的として放課後児童会を開設しました。

46,193,000 　公設放課後児童会においては、保護者の利便性向上を目的に、保

負担金 護者と迅速に情報共有ができる学校園共通の連絡ツールシステムを

41,930,700 導入しました。登下校等管理による児童の安全・安心の確保、出退

一般財源 勤管理による事務の効率化、諸経費のキャッシュレス決済化の環境

104,520,247 整備を行いました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.児童福祉費 6.子育て支援 子育て支援セン 9,156,000 8,370,307 国庫支出金 　子育て支援施策の充実を図り、地域全体で子育てに関する支援を

  センター費 ター運営事業 3,052,000 行うため、相談業務や子育て交流の場等を提供しました。

府支出金

3,052,000

一般財源

2,266,307

利用者支援事業 9,604,000 8,955,577 国庫支出金 　育児情報や子育て講座の情報提供を行い、子育て家庭が気軽に出

6,050,000 入りできる身近な相談窓口として、地域の子育て支援に努めました。

府支出金

1,512,000

一般財源

1,393,577

子育て支援・世 23,401,000 22,779,338 国庫支出金 　１階の子育てひろばでは、就学前の子育て家庭が気軽に集える、

代間交流センタ 1,514,000 交流の場の提供をはじめ、子育て情報の提供、相談、子育て講座等

ー運営事業 府支出金 を実施しました。２階の世代間交流ひろばでは、市民協働事業の実

1,514,000 施、子どもや子育て家庭と世代を超えて市民が交流できる場を提供

一般財源 しました。

19,751,338

3.生活保護費 1.生活保護総 生活保護事務管 4,018,441 3,850,803 国庫支出金 　生活保護面接相談員を配置し、相談者に対してより適切な相談・

　務費 理事業 2,815,000 支援を実施しました。

一般財源

1,035,803

3,802,701 3,635,362 国庫支出金 　就労支援員を配置し、求人情報の収集・提供を行うとともに、就

2,655,478 労意欲の喚起等きめ細かなアドバイスを実施しました。

一般財源

979,884

3,760,870 3,599,244 国庫支出金 　医療扶助相談・指導員を配置し、後発医薬品の周知徹底や適正な

2,543,000 受診指導など医療扶助の適正化を実施しました。

一般財源

1,056,244



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

3.生活保護費 1.生活保護総 生活保護事務管 3,841,271 3,681,152 国庫支出金 　警察官OBの生活保護業務支援員を配置することにより、生活保護

　務費 理事業 2,642,000 業務における不正受給及び不当行為を防止するとともに、警察との

一般財源 連携強化を行うことにより、生活保護業務における実施体制の強化

1,039,152 と適正化を図りました。

2.扶助費 生活保護費給付 1,289,823,000 1,153,478,597 国庫支出金 　生活困窮者の最低限度の生活を保障するとともに、自立の促進を

事業 840,527,893 図りました。

府支出金

31,808,421

雑入

20,118,174

一般財源

261,024,109

（款）4．衛生費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.保健衛生費 2.健康増進費 予防接種事業 212,668,000 199,272,358 国庫支出金   予防接種法に基づく定期の予防接種を実施しました。

1,513,000 　これまで風しんの定期予防接種の機会がなかった男性に対し、抗

府支出金 体検査を実施し、抗体価が低い場合に予防接種を行いました。また、

349,000 風しんの抗体が十分にない妊娠希望の女性やその配偶者、妊娠中の

一般財源 女性の配偶者に対し、風しんワクチン等の接種費用の一部を助成し

197,410,358 ました。

　子宮頸がん予防のためのHPVワクチンについて、定期接種の対象者

に対し、個別勧奨を行うとともに、積極的勧奨の差し控えにより、

定期接種の機会を逃した人へのキャッチアップ接種を実施しました。

新型コロナワク 314,633,000 197,059,090 国庫支出金 　新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる

チン接種事業 197,042,953 限り減らし、まん延防止を図ることを目的に、臨時接種として新型

その他 コロナワクチン接種を、保健センターでの集団接種、医療機関での

16,137 個別接種などにより実施しました。

一般財源 ※令和６年度へ繰越し                            13,149,000円

0



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.保健衛生費 2.健康増進費 母子保健事業 107,042,000 85,316,507 国庫支出金 　子育て世代包括支援センター（母子保健型）として、助産師・保

9,404,000 健師による妊娠期からの相談支援や育児パッケージの配付を行いま

府支出金 した。産後ケア事業については、利用者負担額を減免することで、

5,268,470 利用しやすい体制を整備しました。

一般財源 　また、妊娠から出産・子育てまで身近で寄り添う伴走型相談支援

70,644,037 の実施により、子育て支援の充実に努めました。

　生殖補助医療費の自己負担額の一部および先進医療費の一部を助

成し、費用負担の軽減を図り、不妊に悩む人への支援に努めました。

がん検診事業 75,486,000 71,226,626 国庫支出金 　各種がん検診を行い、がんの早期発見に努めました。

422,000 　子宮頸がん検診については20歳の人、乳がん検診、大腸がん検診

一般財源 については40歳の人に検診手帳や無料クーポンを送付し、未受診の

70,804,626 人には、通知の送付や電話等で再勧奨を行いました。

　重点勧奨対象者には、個別勧奨を行いました。また、日曜日に乳

がん検診と大腸がん検診を実施するなど、受診しやすい体制整備に

努めました。

3.保健センタ 救急医療対策 79,029,000 68,124,533 一般財源 　365日の夜間（8時～翌朝8時まで）と休日に、小児の急病に対応

　ー管理費 事業 68,124,533 し、迅速に適切な医療を受けられるよう、一次救急・二次救急体制

の整備等を実施しました。また、南河内医療圏における二次救急医

療体制の整備を図るため、南河内９市町村が共同で二次救急及び準

夜初期救急の医療体制整備を支援しました。

　新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、大型連休や年末年

始に発熱等のある人が診療を受けることができるよう、大阪狭山市

医師会の協力により樫本病院、辻󠄀本病院、さくら会病院の敷地内に

て休日診療（かぜ外来）を実施しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.保健衛生費 4.環境衛生費 衛生業務処理事 65,116,000 59,959,148 府支出金 　飼い犬登録事務、墓地及び斎場の管理運営を行い、生活環境の維

業 125,400 持に努めました。

その他

44,036,440

一般財源

15,797,308

環境対策事業 3,000,000 735,426 一般財源 　「大阪狭山市地球温暖化対策ガイドライン」に基づき、再生可能

735,426 エネルギー資源の利活用の促進を図るため、家庭用燃料電池コージェ

ネレーション設備、家庭用リチウムイオン蓄電池設備、電気自動車

等充放電設備（V2H）又は電気自動車充電設備を設置する市民に対し

てさやりんポイントを付与しました。さらに、エコ川柳コンテスト

等、環境にやさしい事業も実施しました。

※令和６年度へ繰越し                              2,264,574円

2.清掃費 1.清掃総務費 ごみ収集運搬事 312,022,000 295,265,651 その他 　日常生活から排出される生活系一般廃棄物のうち、生ごみ・可燃

業 4,547,800 ごみの収集を業務委託により行いました。

一般財源

290,717,851

し尿汲取処理事 10,768,000 9,985,668 その他 　月2回のし尿の収集を業務委託により行い、公衆衛生の向上に努

業 469,900 めました。

一般財源

9,515,768

2.ごみ減量対 有価物回収奨励 9,200,000 5,301,300 一般財源 　再生利用可能な有価物（古紙類）の集団回収を実施する団体に対

  策費 事業 5,301,300 し、奨励金を交付することにより、ごみ減量化の推進を図りました。

リサイクル資源 123,294,000 117,118,056 その他 　ごみの減量化と資源化を推進するため、リサイクル資源（空きカ

回収事業 22,538,674 ン、空きビン、牛乳パック）の収集を行いました。

一般財源 　また、毎月2回ペットボトルと発泡スチロールトレイ、金属類の

 94,579,382 収集を行いました。

ごみシール制収 4,262,000 3,970,307 一般財源 　ごみ収集のシール制（世帯人数に応じた枚数を配布）により、ご

集事業 3,970,307 みの減量化を推進しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.清掃費 2.ごみ減量対 生ごみ堆肥化容 912,600 510,500 一般財源 　ごみの減量化の推進を目的に、コンポストなどの生ごみ堆肥化容

  策費 器等の貸与事業 510,500 器等を貸与しました。

家電リサイクル 604,000 517,160 その他 　家電リサイクル法による特定家庭用機器（家電4品目）を収集し、

事業 256,500 メーカーの指定場所まで運搬し、資源の再利用を促進しました。

一般財源

260,660

（款）５．農林水産業費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.農業費 5.治水対策 ため池等維持管 2,027,000 1,626,770 一般財源 　農業基盤となる水系整備を図るため、ため池・農業用水路等の維

事業費 理事業 1,626,770 持管理等を行い、継続的な営農が可能となるように努めました。

○ため池等草刈業務　　　　　　　　　　　　　 　　　　　7件

〇ため池観測システム負担金　　　　　　　　　　　　 　　1件

農業用施設整備 126,880,000 119,398,352 府支出金 　老朽化によって流下機能が著しく低下した、農業用排水路の一部

事業 54,810,000 区間を改築し、排水機能の向上を図りました。

地方債 〇池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備工事

51,200,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　94,749,600円

一般財源 〇池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備工事（繰越分）

13,388,352 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　16,178,690円

〇池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備工事に伴う電気設備移設

　工事

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　　　 4,464,962円

〇岩室二丁目地内水路改築工事

　　 　　　　　　                  　        　 4,005,100円

水循環計画推進 2,582,000 81,860 一般財源 　令和4年度に策定した「大阪狭山市水循環計画」による事業の

事業 81,860 情報共有のため、大阪狭山市水循環協議会を1回開催しました。



（款）６．商工費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.商工費 1.商工総務費 各種団体等補助 15,505,000 15,505,000 一般財源 ○地域活性化事業補助金

事業 15,505,000 　さやりん運営事業及び大阪狭山ブランド運営事業により地域経済

の活性化を図ることを目的に助成しました。

○桜まつり事業補助金

　狭山池の桜を観光名所として広く知らしめ、桜のライトアップや

イルミネーションを実施することにより、観光客の誘致及び地域振

興を推進することを目的に助成しました。

地域就労支援事 4,317,000 4,067,408 一般財源 　就職困難者などの就労阻害要因の軽減を図り、就労に至るまでの

業 4,067,408 相談業務や、就職に向けて職業能力開発講座を実施しました。

さやりんポイント 10,066,000 7,960,734 国庫支出金 　地域経済の活性化及び行政への市民参画の促進や関係人口及び交

事業 3,980,367 流人口の増加を図るため、地域ポイント「さやりんポイント」を活

一般財源 用し、市行政の様々な行事等に参加するとさやりんポイントが付与

3,980,367 される事業を実施しました。

市民生活・地域 289,246,000 124,978,263 国庫支出金 　エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民生活へ

経済活性化事業 113,316,306 の支援、地域経済活性化及び大阪狭山市独自の地域ポイント「さや

一般財源 りんポイント」のプレミアムチャージキャンペーンを実施しました。

11,661,957 　※令和６年度へ繰越　　　　　　　　　 　　　　128,804,000円

2.消費者行政 消費生活センタ 5,277,000 4,969,776 府支出金 ○消費者相談事業

  推進費 ー事業 4,135,768 　消費生活相談員による消費者相談を毎週月～金曜日に行い、消費

一般財源 者からの相談に応じるとともに、市窓口でも随時相談に応じ、必要

834,008 な指導・助言等を行いました。



（款）７．土木費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.土木管理費 1.建築指導総 建築指導運営事 6,376,000 186,400 一般財源 　土砂災害特別警戒区域に指定される以前から存在し、かつ、建築

　務費 業 186,400 基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅を市内の土砂災

害特別警戒区域外へ移転、または、住宅の補強に要する費用の一部

を補助する制度を設けました。

　・申請なし

建築物耐震対策 15,982,000 5,750,000 国庫支出金 　昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準に適合していない

事業 2,875,000 民間建築物に対して、耐震診断、耐震改修(耐震改修設計を含む)及

府支出金 び空家除却に要した費用の一部について補助を行いました。

412,000

一般財源 ○大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助　　　　　　  650,000円

2,463,000 　・戸建木造住宅  13戸

○大阪狭山市木造住宅耐震改修補助　　　　　　　　　1,600,000円

　・戸建木造住宅　 2戸

○大阪狭山市既存民間建築物除却補助　　　　　　　　3,500,000円

　・戸建木造住宅   6戸

2.道路橋梁費 2.道路橋梁整 道路維持事業 43,200,000 43,111,090 地方債 　歩行者や車両等の通行の安全を確保し、市民が安全に暮らせるよ

  備費 4,000,000 う、歩道のひび割れや段差の解消を行いました。

一般財源 　・道路修繕件数　        　          　 158件   13,998,600円

39,111,090   ・道路維持補修工事件数                  64件   29,112,490円

3.交通対策費 交通対策管理事 25,200,000 16,420,445 一般財源 　市民の生活環境を守るため防犯灯及び道路照明灯の管理に努めま

業 16,420,445 した。また、高齢ドライバーによる事故を未然に防ぐため、運転免

許を自主返納した75歳以上の高齢者が、返納後の生活で公共交通を

利用できる交通系ICカードの購入補助を実施しました。

  ・光熱水費（防犯灯、道路照明灯電気代　ほか） 　15,752,945円

  ・防犯灯各地区助成金　　　　  　　　　　　   　　 367,500円

  ・運転免許証自主返納支援金　 　     　60件 　　　 300,000円



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.道路橋梁費 3.交通対策費 駅前自転車置場 17,110,000 16,826,923 一般財源   駅前自転車放置対策事業として、市内3駅周辺の自転車等放置禁

事業 16,826,923 止区域及びその他の道路上に放置された自転車等の撤去業務を行い

ました。あわせて、放置自転車等保管所にて撤去移動後の自転車等

の保管、返還手続等の管理運営業務を行いました。

  ・光熱水費　　　　　　　　                    　 108,982円

  ・電話料　　　　　　　                    　　　　65,481円

  ・放置自転車等撤去業務委託料                　16,652,460円

  撤去（自転車225台、ミニバイク30台）

  返還（自転車185台、ミニバイク28台）

大阪狭山市交通 600,000 600,000 一般財源 　交通安全思想の周知徹底と正しい交通規制の実践を習慣づける運

事故をなくす運 600,000 動を推進し、交通事故防止を図りました。

動推進事業   ・交通安全啓発事業12件

  ・交通安全指導3件

交通安全施設整 415,486,000 343,107,318 国庫支出金 　交通安全環境の向上を図るため、防犯灯、道路照明灯、道路反射

備事業 109,542,000 鏡、交通看板、区画線等の交通安全施設の設置・改良を行いました。

府支出金   ・修繕料及び標識代       　　   　　　　　　　　2,838,770円

13,663,100   ・交通安全施設点検業務委託料       　　        11,671,000円

地方債   ・LED街路灯借上料                 　　　       14,130,015円

141,600,000   ・交通安全施設整備工事費              38件　  191,271,700円

一般財源   ・歴史街道整備工事費  　　　   　　   　　　　 53,034,300円

78,302,218   ・道路反射鏡等原材料費　　　   　　   　　　　　　800,000円

  ・西除川河川改修事業負担金                     69,323,000円

  ・道路工事に伴う移設補償金            　　　　     38,533円

市循環バス事業 59,110,000 59,104,788 一般財源 　市民の日常生活に必要な公共施設等へのアクセスを確保するため、

59,104,788 公共交通網の整備・充実を目的として、市循環バスを運行しました。

  ・大阪狭山市循環バス事業補助金　   　　　　　　58,000,000円

  ・市内循環バス事業用地借上料　　　　 　　　  　　 254,806円

  ・循環バス方転地用地等借地料　　　　 　　　  　　 825,004円

  ・交通安全対策事業用地賃貸借料　　　 　　　  　　  24,978円



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

3.都市計画費 1.都市計画 南河内広域行政 15,476,000 9,840,000 府支出金 　大阪府からの権限移譲事務等（28事務）について、南河内3市2町

　総務費 共同処理事業 391,000 1村（大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早

その他 赤阪村）で、大阪府南河内府民センタービル内に設置した南河内広

1,662,918 域事務室において、共同処理を行いました。

一般財源

7,786,082

3.公園緑地管 公園緑地管理事 207,947,000 176,377,238 府支出金 　公園、緑地を市民が安全で快適に利用できるよう、遊具等公園施

　理費 業 28,803,500 設の点検や補修を実施するとともに、樹木の剪定や草刈り等適正な

一般財源 維持管理を行いました。

147,573,738 　・都市公園等及び街路樹の維持管理　　　　　 　127,894,194円

　・公園緑道維持管理工事　　　　　　　 　　　　 21,952,700円

市民ふれあいの 29,570,000 28,471,069 一般財源 　市民の憩いの場となるよう、市民ふれあいの里花と緑の広場の管

里花と緑の広場 28,471,069 理・運営を行いました。

管理事業 　・市民ふれあいの里花と緑の広場管理業務委託料　18,203,863円

　また、施設内の不良箇所の修繕補修を行いました。

　・市民ふれあいの里花と緑の広場施設営繕工事     　997,700円

4.緑の環境整 緑化景観事業 5,940,000 4,684,973 一般財源 　潤いと安らぎのある緑豊かな街づくりをめざすため、ボランティ

　備費 4,684,973 ア団体への花苗等の緑化資材の配布や交流を通じ、花や緑に対する

意識の向上に努めました。

　また、沿道の景観を向上させるため、フラワーポットに季節の草

花の植付けを行いました。

　・花のあふれる街角づくり事業費　               2,203,676円

　緑豊かな街づくりを推進するため、「大阪狭山市緑化推進及び樹

木の保存に関する要綱」に基づき、助成を行いました。

　・保存樹木等助成金　18件　                       395,000円

緑の環境保全 5,000,000 3,206,500 一般財源 　ナラ枯れ、支障木の伐採等を行いました。

事業 3,206,500



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

3.都市計画費 5.公園緑地整 都市公園等整備 138,130,000 91,518,900 国庫支出金 　市内公園の整備等を行いました。

　備費 事業 28,000,000 ・副池オアシス公園ちびっこ広場拡張等工事    　　17,933,300円

R4から（繰越） ・大野台第１公園外遊具改修工事　　　　    　　　31,806,500円

15,000,000 ・狭山第１公園外遊具改修工事　　　　　　　　　　31,255,400円

地方債 ・狭山池北東駐輪場改修工事　　　　　　　　　　　 2,272,600円

15,000,000 ・その他工事等　1件　　　　　　　　　　　　　　　2,119,700円

その他

600,000

一般財源

32,918,900

（款）８.消防費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.消防費 1.常備消防費 消防広域化事業 826,719,000 825,500,000 一般財源 　堺市消防局への消防事務委託に係る負担金を支払いました。

825,500,000

2.非常備消防 石油貯蔵施設立 4,050,000 4,005,100 府支出金 　災害活動に際し、消防団員の安全を確保しつつ、効果的な災害活

  費 地対策事業 3,478,000 動を実施するための災害活動用資器材を各分団に配備しました。

一般財源

527,100



（款）９.教育費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.教育総務費 1.教育委員会 教育振興基本計 2,841,000 2,834,000 一般財源 　本市の教育全般のビジョンを示すとともに、施策を総合的、体系

  費 画策定事業 2,834,000 的に位置づけ、その実行によって本市教育のさらなる振興を図るた

め、令和５年度・６年度の２か年で「第３期大阪狭山市教育振興基

本計画」の策定に取り組みます。令和５年度は、市民及び教職員ア

ンケートを実施しました。

3.教育指導費 学校教育管理 278,000 244,200 一般財源 　児童生徒一人ひとりの成長を記録していくためのファイルを購入

事業 244,200 し、学校生活の活動内容を記録していく。また、中学３年生まで使

用することで、小中一貫教育を図りました。

教育相談事業 1,756,000 1,748,727 府支出金 　専任の相談員を配置して週3日(月・火・金)相談日を設けました。

461,000 相談事例として学習・進路・不登校・いじめ等に関わって、総計106

一般財源 件の相談があり、指導助言を行いました。

1,287,727

支援教育事業 55,179,000 50,401,952 国庫支出金 　支援学級に在籍する児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減

779,000 するため、必要な援助を行いました。

府支出金 　学びの支援員及び特別学びの支援員（看護師）を配置し、教育の

2,291,250 充実に努めました。

一般財源 ・学びの支援員

47,331,702 (小学校)　東小 5人、西小 5人、南第一小 2人、南第二小 2人

　　　　　南第三小 1人、北小 4人、第七小 3人

(中学校)　狭山中 2人、南中 2人、第三中 1人

・特別学びの支援員

(小学校)　西小 1人　

　通級指導教室の充実を図るため、退職教員などを非常勤講師とし

て任用し、自立活動の充実に努めた。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.教育総務費 3.教育指導費 学校園地域連携 47,712,000 39,097,047 国庫支出金 　公立学校園において、保護者と情報共有を行うための環境整備を

推進事業 16,279,214 行い、一貫した連絡ツールシステムの導入を行いました。

一般財源

22,817,833

英語教育支援 5,544,000 5,067,660 一般財源 　中学３年生の４技能（読む、書く、聞く、話す）を生徒、保護者

事業 5,067,660 及び教職員が把握するために判定テストを行い、中学３年生の英語

能力の把握をすることで今後の英語教育の充実を図るための授業づ

くりの強みや改善点を教職員と共有することができた。

読書eプラン推 13,793,000 13,445,118 一般財源 　子どもが本に親しみ読書の楽しさを知るなかで、幅広い知識、考

進事業 13,445,118 える力、コミュニケーション力、言語力等を獲得できるよう、小・

中学校全校に学校図書館司書を配置し、読書環境を整え、継続した

読書活動を行いました。

中学校部活動指 186,000 124,530 一般財源 　東京都新宿区で先進的に導入している部活動地域移行の視察を

導員配置事業 124,530 行った。

学力向上推進 7,290,000 6,422,000 国庫支出金 　小・中学校の子どもたちの学習活動のサポート体制を強化するた

事業 333,000 めに、「学習支援員」「学習支援チューター」「理科支援員」「体

府支出金 育指導員」などの人材を学習のニーズに合わせて配置した大学生や

1,912,000 退職教員、市民等様々な立場の人材を活用することで、子どもたち

一般財源 の学習意欲だけではなく、自己肯定感を高める取組みを推進するこ

4,177,000 とができました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.教育総務費 3.教育指導費 生徒指導支援事 18,192,000 17,894,025 府支出金 　生徒の相談や生徒指導をサポートする教育相談員、スクールカウ

業 5,310,000 ンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置することにより、い

じめ、不登校、虐待事案等に関して、未然防止、早期発見、早期対

一般財源 応や生徒指導上の課題に対しての対応について共有を深め、必要に

12,584,025 応じて関係機関につなげることができた。

ＩＣＴ活用推進 13,956,000 13,847,460 一般財源 　小中学校に校務支援システムを導入し、教職員の管理業務を効率

事業 13,847,460 的に進めるとともに、児童生徒の出欠管理や健康管理等を一元化す

ることで、公簿作成時の教職員の負担を軽減し、教職員の働き方改

革を推進することができました。

　また、中学校にオンラインによるプログラミング教材を導入し、

小学校、中学校における小中一貫教育の推進を図った。

学校図書館整備 3,325,000 3,324,454 一般財源 　文部科学省から示されている学校図書館の冊数基準は概ね満たし

事業 3,324,454 ているが、内容が古く利用価値の低い図書や、利用頻度が高く汚れ

・破れ等が目立つ図書も多数ある。時代に即した魅力ある図書へ更

新することで、児童生徒の主体的な学習活動を支えるとともに、読

書活動を通じて人格形成や情操を育む場となるよう、蔵書率を維持

しながら学校図書館の質的向上を図りました。

学校運営協議会 1,512,000 525,000 一般財源 　年３回の学校運営協議会を実施し、承認をえた基本的な方針に

事業 525,000 従って学校運営を行うことができた。また、学校と保護者及び地域

住民との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童

の健全育成に取り組むことができた。

スクール・サポ 7,134,000 6,086,245 府支出金 　教職員の負担軽減を目的として全校に１名ずつ配置し、教職員の

ート・スタッフ 1,872,000 補助的業務を担うことで、働き方改革の推進を図った。

事業 一般財源

4,214,245



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.小学校費 1.小学校管理 小学校運営事業 9,742,000 8,988,946 国庫支出金 　小学校で課外活動時等に教職員が使用する携帯電話を整備すると

  費 2,574,000 ともに、理科教材整備基準を満たすため、各小学校の理科備品を整

一般財源 備しました。

6,414,946 　東小学校・北小学校の普通教室不足解消のため、校舎の増築に伴

い必要となる備品を購入しました。

　感染症の予防等を図るための物品の購入に資するための補助を行

い、安全安心な学習環境の整備を行いました。

施設管理事業 87,767,000 75,112,338 一般財源 　小学校施設を適切に管理するため、各種業務や工事を行いました。

75,112,338 　・大阪狭山市立南第二小学校プール循環ろ過装置改修工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,174,600円

2.小学校振興 就学援助事業 42,836,000 34,897,222 国庫支出金 　経済的な理由により、就学が困難と認められる児童の保護者に対

　費 20,000 して、学用品費や家庭でのオンライン学習に係る通信費の援助を行

一般財源 いました。

34,877,222

3.小学校整備 小学校整備事業 459,392,000 259,468,100 国庫支出金 　小学校に係る様々な課題に対応するため、各種工事や工事監理業

　費 58,684,000 務、設計業務を行いました。

地方債 　・大阪狭山市東小学校増築工事（R5年度実績） 

198,400,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108,387,500円

一般財源 　・大阪狭山市立北小学校増築工事　　　　　　134,393,600円

2,384,100 　・大阪狭山市立北小学校増築工事に伴う工事監理業務　     

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,435,000円

　 　・小中学校屋内運動場熱中症対策工事に係る設計業務（小学校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,252,000円



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

3.中学校費 1.中学校管理 中学校運営事業 4,648,000 3,780,924 国庫支出金 　中学校で課外活動時等に教職員が使用する携帯電話を整備すると

　費 1,752,000 ともに、理科教材整備基準を満たすため、各中学校の理科備品を整

一般財源 備しました。

2,028,924 　感染症の予防等を図るための物品の購入に資するための補助を行

い、安全安心な学習環境の整備を行いました。

施設管理事業 38,619,000 35,866,399 一般財源 　中学校施設を適切に管理するため、各種業務や工事を行いました。

35,866,399 　・南中学校屋内消火栓ポンプ改修工事　　　　　  858,000円

2.中学校振興 就学援助事業 36,894,000 34,852,379 国庫支出金 　経済的な理由により、就学が困難と認められる生徒の保護者に対

　費 155,000 して、学用品費や家庭でのオンライン学習に係る通信費の援助を行

一般財源 いました。

34,697,379

3.中学校整備 中学校整備事業 11,657,000 11,055,000 地方債 　中学校に係る様々な課題に対応するため、工事や設計業務を行い

　費 4,600,000 ました。

一般財源 　・小中学校屋内運動場熱中症対策工事に係る設計業務（中学校）

6,455,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　4,603,500円

4.幼稚園費 1.幼稚園費 幼稚園子育て支 30,000 27,242 一般財源 　子どもたちの育ちの機会を補完し、子育てを支援するため、市立

援事業 27,242 幼稚園及びこども園において、通常保育終了後、短縮保育期間中及

び長期休業期間中、午後5時まで預かり保育を行いました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

4.幼稚園費 2.幼稚園振興 子ども・子育て 518,243,000 471,455,591 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、教育の必要性の認定を受けた就

　費 支援給付事業 144,340,944 学前の子どもの幼稚園や認定こども園の利用に際して、施設型給付

府支出金 費を支給しました。

121,772,013

一般財源 

205,342,634

子育てのための 63,848,000 62,514,623 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、私立幼稚園の入園料・保育料等

施設等利用給付 31,257,311 に係る施設等利用費を支給しました。

事業 府支出金

15,628,655

一般財源 

15,628,657

5.社会教育費 1.社会教育総 社会教育運営事 5,583,000 4,683,709 一般財源 　社会教育の振興と充実を図るため、社会教育指導員を配置しまし

　務費 業 4,683,709 た。また、社会教育関係団体が、地域に根ざした社会教育の普及・

啓発などの目的に実施する事業に対して補助金を交付し支援を行い

ました。

さやま元気っこ 9,176,000 6,489,290 府支出金 　子どもたちが、放課後に安全で安心して過ごせる居場所づくりと

推進事業 804,000 して、こども広場（自由遊び）・文化・スポーツ・学習支援など様

その他 々な分野の場を提供する「さやま元気っこ推進事業」を実施しまし

737,000 た。

一般財源 　また、放課後や休日に、子どもたちを対象とした継続的な活動に

4,948,290 取り組む団体を支援する「子どもの居場所づくり推進事業補助金」

の活用を促進し、地域における居場所づくりを推進しました。

地域学校協働活 5,858,000 2,848,131 府支出金 　地域と学校の連携・協働を効果的に進めるため、「地域学校協働

動事業 560,000 活動推進員」配置し、地域学習や学校支援活動等の地域学校協働活

一般財源 動を充実させ、地域全体で子どもたちの成長を支える基盤づくりを

2,288,131 推進しました。



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

5.社会教育費 2.公民館費 公民館管理運営 76,338,000 72,422,947 その他 　各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化

事業 5,495,000 を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的と

一般財源 するとともに、社会教育や市民の生涯学習活動の拠点として、指定

66,927,947 管理者による施設管理運営を行いました。

3.図書館費 図書館管理運営 92,139,000 92,136,502 一般財源 　図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、その

事業 92,136,502 教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として市

民の生涯学習・社会貢献活動を支援するとともに、地域情報・読書

推進の拠点として、指定管理者による施設管理運営を行いました。

4.郷土資料館 郷土資料館管理 2,123,000 772,770 その他 　昭和45年に開催された日本万国博覧会（大阪万博・EXPO’70）と

　費 事業 236,500 同時期に行われた狭山ニュータウンの開発という高度経済成長期頃

一般財源 の暮らしを取り上げ、歴史文化・文化財の魅力を発信するとともに

536,270 日本国際博覧会（大阪・関西万博）の機運醸成のための展示を行い

ました。

狭山池博物館・ 7,976,000 7,701,787 一般財源 　大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館の府市共同運営

郷土資料館共同 7,701,787 にかかる費用を負担しました。

運営事業 　・施設維持管理負担金　　　　　    　　　　2,928,062 円

　・人件費負担金　　　　　　　　          　2,845,525 円

　・展示費等負担金                            794,408 円

　・共有文化財研究・保存金　　　　　        1,133,792 円

狭山池博物館・ 6,476,000 6,474,710 府支出金 　大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館のにぎわいづく

郷土資料館三者 5,993,400 りのため、博物館運営に関する事業の一部を大阪府から大阪狭山市

協働運営事業 一般財源 が受託し、市から狭山池まつり実行委員会へ再委託し、事業を実施

481,310 しました。

　・協働推進事業（博物館ボランティア育成・支援業務、博物館

　　受付案内業務、公演・展示・イベント等実施、情報発信業務）

　・狭山池博物館・郷土資料館魅力づくり事業

　　（狭山池の価値向上業務）



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

5.社会教育費 7.市史編さん 市史編さん事業 11,809,000 9,986,715 国庫支出金 　本市に関わる歴史資料を調査収集し、得たデータや知見を整理、

　費 1,678,200 記録して市民の貴重な共有財産としての保存や活用が図れるよう努

その他 めました。

72,000

一般財源

8,236,515

8.文化財保護 埋蔵文化財発掘 7,436,000 3,923,936 国庫支出金 　開発工事等に伴い、破壊の恐れのある埋蔵文化財の発掘調査を市

　費 調査事業 1,284,800 内全域で実施し、出土遺物の調査・整理・保存を行いました。

その他 　また、その結果を報告書にまとめ、刊行しました。

1,500

一般財源

2,637,636

文化財保護推進 1,218,000 518,042 国庫支出金 　市指定文化財の指定に向けた調査、文化財保護意識の普及啓発事

事業 188,320 業等を実施しました。

一般財源 　・文化財保護審議会の開催

329,722 　・文化財保護推進事業の実施

　・文化財保存活用地域計画策定協議会の開催

狭山池の魅力発 4,091,000 3,238,883 国庫支出金 　狭山池の文化財的価値の再検討を行い、その歴史的価値を広く全

見活用事業 1,050,000 国に発信することを目的に活用事業を実施しました。

一般財源 　・狭山池総合学術調査委員会の開催

2,188,883 　・狭山池シンポジウム2023の開催

9.社会教育施 社会教育センタ 10,208,000 10,208,000 その他 　市民の自発的な諸活動と交流の場を提供し、地域社会の振興に資

　設管理費 ー管理運営事業 1,920,400 することを目的とするとともに、社会教育や市民の生涯学習活動の

一般財源 拠点として、指定管理者よる施設管理運営を行いました。

8,287,600

青少年野外活動 10,137,000 9,322,928 その他   野外活動及び集団生活を通じて青少年の健全な育成を図ることを

広場管理運営事 4,114,500 目的として施設の管理運営を行いました。（スポーツ広場を含む）

業 一般財源

5,208,428



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

5.社会教育費 9.社会教育施 青少年野外活動 5,506,000 5,476,511 一般財源 　青少年野外活動広場（冒険広場）を適切に管理するため、雨水排

　設管理費 広場施設管理事 5,476,511 水設備の布設工事を行いました。

業 　

6.保健体育費 1.社会体育総 プール開放事業 3,457,000 2,890,212 一般財源  　市民の健康増進と体力向上を図るとともに、夏休みにおける子ど

  務費 2,890,212 もの居場所づくりを目的として市立第七プールを開放しました。

各種教室・大会 528,000 422,503 その他   多種・多様なニーズに応じたスポーツ活動の参加の機会を提供す

運営事業 15,100 ることで、市民の健康・体力の増進を図りました。

一般財源

407,403

狭山中学校区円 1,035,000 691,529 一般財源  　狭山中学校区の円卓会議事業として、地域住民が一堂に会し、ス

卓会議さやりん 691,529 ポーツを通じて健康、福祉、環境、防災、防犯などの要素を取り入

ピック事業 れた競技やレクリエーション、ゲームなどを楽しみながら、子ども

から高齢者まで世代間、中学校区内の地域間の親睦・交流を図り、

地域住民のコミュニティづくりを深める事業を行いました。

2.社会体育施 ふれあいスポー 5,458,000 5,458,000 その他 　スポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、市民の健康の維

　設管理費 ツ広場管理運営 2,809,550 持増進と健全で文化的な生活の向上に資することを目的として、指

事業 一般財源 定管理者による施設管理運営を行いました。

2,648,450

市民総合グラウ 8,096,000 8,096,000 その他 　スポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、市民の健康の維

ンド等管理運営 5,880,450 持増進と健全で文化的な生活の向上に資することを目的として、指

事業  一般財源 定管理者による施設管理運営を行いました。

2,215,550 （山本テニスコートを含む）

大野テニスコー 6,973,000 6,973,000 その他 　スポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、市民の健康の維

ト等管理運営事 1,304,500 持増進と健全で文化的な生活の向上に資することを目的として、指

業 一般財源 定管理者による施設管理運営を行いました。

5,668,500

池尻体育館管理 6,254,000 6,254,000 その他 　市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図ると

運営事業 3,259,710 ともに、青少年の健全育成及び生活の向上に寄与すること目的とし

一般財源 て、指定管理者による施設管理運営を行いました。

2,994,290



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

6.保健体育費 3.総合体育館 総合体育館管理 53,171,000 49,965,363 その他 　市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図ると

  管理費 運営事業 8,800,490 ともに、青少年の健全育成及び生活の向上に寄与すること目的とし

一般財源 て、指定管理者による施設管理運営を行いました。

41,164,873

4.野球場管理 野球場管理運営 4,739,000 4,739,000 その他 　市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図ると

  費 事業 2,104,550 ともに、青少年の健全育成及び生活の向上に寄与すること目的とし

一般財源 て、指定管理者による施設管理運営を行いました。

2,634,450

5.学校給食管 学校給食運営事 157,256,000 157,169,204 一般財源 　学校給食は、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもので

  理費 業 157,169,204 あり、かつ、食生活に興味を持ち食に関する正しい知識の向上を

図ることを目的に実施しました。

　　・実施日数　　　小学校182日／年　　中学校170日／年

　食物アレルギー対応として、調理段階において、卵・乳製品

（牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・

かにの5種類9品目の食物を取り除いた給食の提供を行いました。

　　・食物アレルギー対応（除去食）15回／年

　学校給食調理等業務委託料(食物アレルギー除去食調理を含む)

衛生管理対策事 648,000 551,082 一般財源 　O－157等様々な細菌による食中毒を防止し、学校給食の衛生管理

業 551,082 の強化を図るため、2週間ごとの腸内細菌培養検査及びノロウイル

スの検査を流行期に実施しました。

21,527,000 21,404,200 国庫支出金 　米飯給食の委託加工賃を補助することにより、学校給食の献立内

10,299,234 容の多様化と保護者負担の軽減を図りました。（米飯週3回）

一般財源 　　・米飯給食費補助金　　10,000,000円

11,104,966 　市立小・中学校の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食

費の物価高騰分の補助を行いました。

　　・学校給食物価高騰対策事業費補助金　11,404,200円

学校給食管理事
業



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

6.保健体育費 5.学校給食管 小・中学校給食 48,939,000 48,339,040 一般財源 　市立小・中学校の保護者の経済的負担を軽減するため、学校給食

  理費 費無償化事業 48,339,040 費を３ケ月間（令和６年１月～令和６年３月）の無償化を行いまし

た。



  (事業勘定)

（款）１．総務費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.徴収費 1.賦課徴収費 保険料徴収事業 5,897,000 4,985,077 その他 ・国民健康保険料の納付機会を拡充するため、コンビニエンススト

4,985,077 アやスマホ決済での公金収納を実施し、納付の利便性の向上を図り

ました。

　利用件数　17,320件 　　収納額　252,887,325円

・納付呼びかけセンターを設置し、国保料の未納がある方に専門の

オペレーターが電話により納付を呼びかけ口座振替を推進しました。

　架電件数　1,810件 　　納付確認額　4,374,537円

・ペイジー口座振替受付サービスを平成24年12月から開始し、令和

5年度は423件の申し込みがありました。

（款）２．保険給付費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.療養諸費 1.一般被保険 療養給付事業 3,901,206,000 3,465,369,884 府支出金 　国民健康保険被保険者の疾病及び負傷に関して、療養の給付を行

  者療養給付 3,518,589,504 い健康の増進を図りました。

　費 　・一般被保険者　　　　

2.退職被保険 療養給付事業 1,010,000 0 　　被保険者数　　　  　  9,955人(年度末)　　　　

　者等療養給 　　受診件数　　         183,022件

　付費   ・退職被保険者

3.一般被保険 療養費支給事業 68,536,000 53,219,620 　　被保険者数　　     　      0人(年度末)　　　　

　者療養費 　　受診件数　　               0件

4.退職被保険 療養費支給事業 200,000 0

　者等療養費

国民健康保険特別会計



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.高額療養諸 1.一般被保険 高額療養費支給 608,926,000 540,094,831 府支出金 　支給件数　　　

　費 　者高額療養 事業 540,350,609 　・一般被保険者分　　    9,686件（内、高額介護合算  18件）　　　

　費 　・退職被保険者等分          0件（内、高額介護合算  0件）　　　

2.退職被保険 高額療養費支給 500,000 0

  者等高額 事業

  療養費

3.一般被保険 高額介護療養費 600,000 255,778

　者高額介護 支給事業

　合算療養費

4.退職被保険 高額介護療養費 100,000 0

　者等高額介 支給事業

　護合算療養

　費

3.出産育児諸 1.出産育児一 出産育児一時金 25,000,000 18,776,490 府支出金 　国民健康保険被保険者に対して、出産育児一時金及び葬祭費の給

　費 　時金 支給事業 18,776,490 付を行いました。

4.葬祭諸費 1.葬祭費 葬祭支給事業 5,000,000 4,000,000 府支出金 　・支給件数　　　出産育児一時金　　  39件　　　

4,000,000 　・支給件数  　　葬祭費　　　　　　  80件

6.精神結核医 1.一般被保険 精神結核医療給 8,908,000 8,812,861 府支出金 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

　療給付金 　者精神結核 付事業 8,812,861 58条又は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

　医療給付金 律第37条及び、第37条の2による医療を受けた被保険者に対して、

給付を行いました。

2.退職被保険 精神結核医療給 1,000 0 　・一般被保険者　　　　受診件数　　7,429件

  者等精神結 付事業 　・退職被保険者等　  　受診件数　　    0件

  核医療給付

  金

7.傷病手当金 1.傷病手当金 傷病手当金給付 3,000,000 67,838 府支出金   加入期間中に新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の

事業 67,838 症状があり感染が疑われることにより、療養のために会社等を休み、

給与収入が減少した被保険者に給付を行いました。

　・支給件数　　　3件　　　



(款)４．保健事業費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.保健事業費 2.疾病予防費 各種健診助成事 7,887,000 6,582,301 府支出金 　30歳～74歳までの国保加入者を対象として、人間ドック・肺がん

　 業 6,582,301 ドック・脳ドックを実施し、疾病の早期発見、予防に努めました。

　・人間ドック受診者数　　　　　 224人

　・肺がんドック受診者数　　　  　18人

　・脳ドック受診者数　　 　　  　 10人       合計　のべ252人

3.特定健康診 特定健康診査等 84,674,000 55,965,342 府支出金 　40歳～74歳までの国保加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に着

　査等事業費 事業 55,965,342 目した健診項目での健康診査（特定健康診査）を行い、その結果に

より健康の保持に努める必要がある者に対し、保健指導を実施しま

した。

　・特定健康診査受診券送付者数　　　　　　　 8,244人

　・特定健康診査受診者数　　　　　　　   　　3,442人  

 ※参考

　・特定保健指導実施者数                       63人



  (事業勘定)

（款）１．総務費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

3.介護認定審 1.介護認定審 介護認定審査会 65,904,000 49,544,254 一般財源 　介護サービス等の給付を希望する被保険者は、要介護または要支

  査会費   査会費 事業 49,544,254 援認定を受けることが必要なため、対象者の認定調査及び主治医の

意見書を徴収しました。認定審査にあたっては、保健・医療・福祉

の専門家で構成する介護認定審査会において審査を行いました。

（款）２．保険給付費

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.介護サービ 1.居宅介護サ 居宅介護サービ 3,872,861,000 3,634,141,505 国庫支出金 　要支援者・要介護者に対し、介護サービス等の給付を行うことに

  ス等諸費   ービス給付 ス給付事業 948,369,063 より、その生活の支援を行いました。

　費 府支出金

2.施設介護サ 施設介護サービ 1,097,378,000 1,026,763,514 699,173,468

  ービス給付 ス給付事業 その他

　費 2,534,680,818

2.介護予防サ 1.介護予防サ 介護予防サービ 201,060,000 175,298,892 一般財源

  －ビス等諸   ービス給付 ス給付事業 887,138,286

　費 　費

3.その他諸費 1.審査支払手 審査支払手数料 5,293,000 4,591,236 　介護給付に関する費用の審査及び支払事務について、大阪府国民

　数料 健康保険団体連合会に業務の委託を行いました。

4.高額介護サ 1.高額介護サ 高額介護サービ 147,994,000 134,043,026 　介護保険でサービスを受けた場合、原則としてかかった費用の一

  ービス費   ービス費 ス事業 部を負担していただきますが、一部負担が一定基準を上回った場合

その額を高額介護サービス費として支給し、利用者の負担を軽減し

ました。

5.高額医療合 1.高額医療合 高額医療合算介 26,442,000 21,384,170 　同じ世帯内で、介護保険サービスと医療保険サービスを受け、合

　算介護サー 　算介護サー 護サービス事業 計の自己負担分が一定基準を上回った場合、上回った額を介護・医

　ビス費 　ビス費 療保険者で按分して、高額医療合算介護サービス費として支給し、

利用者の負担を軽減しました。

介護保険特別会計



項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

6.特定入所者 1.特定入所者 特定入所者介護 102,003,000 73,139,292 　「費用負担の公平性」の観点から、介護保険施設等における居住

  介護サービ   介護サービ サービス給付事 費・食費について、在宅の方と同様、保険給付の対象から除外され

  ス等費   ス等費 業 たことに伴い、その負担が低所得者にとって過重な負担とならない

よう、特定入所者介護サービス費として所得に応じた定額の負担限

度額を設けることにより、低所得者の負担の軽減を図りました。



（款）２．後期高齢者医療広域連合納付金

項 目 事務事業名 予算額(円) 決算額(円) 財源内訳(円) 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

1.後期高齢者 1.後期高齢者 後期高齢者医療 1,144,832,000 1,120,687,003 保険料基盤安定分 　高齢者に適切な医療を確保し、保健の向上及び高齢者福祉の増進

  医療広域連 　医療広域連 広域連合納付金 （府支出金） を図りました。

　合納付金 　合納付金 保険料分 130,631,242

（その他）

43,543,748

保険料分

（一般財源）

946,512,013

後期高齢者医療 35,122,000 30,680,864 その他

広域連合納付金 30,680,864

事務費分

後期高齢者医療特別会計



行政組織機構図

教育部 教育総務グループ

広報プロモーショングループ

 行財政マネジメント室

産業振興・魅力創出グループ

経営総務グループ
下水道工務グループ
治水対策グループ

水資源部

幼稚園
こども園

保育・教育グループ

放課後こども支援グループ

歴史文化グループ
郷土資料館

子育て支援・世代間交流センター

こども政策部 子育て支援グループ
子育て支援センター

学校教育グループ
学校給食センター

教育長
社会教育グループ

教育施設グループ

固定資産評価審査委員会事務局
農業委員会事務局

(議会事務局)

(教育委員会事務局)

地域就労支援センター
消費生活センター

出納室

(総合行政委員会事務局)
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局

市民生活部 市民窓口グループ
ニュータウン連絡所

市民相談・人権啓発グループ
生活環境グループ

広域福祉グループ

都市整備部 都市計画グループ
土木グループ
公園緑地グループ
広域まちづくりグループ

(福祉事務所) 生活援護グループ
高齢介護グループ
健康推進グループ

保健センター
保険年金グループ

市長 副市長 健康福祉部 福祉グループ

総務部 総務・ＩＣＴ推進グループ
法務・契約グループ

情報公開コーナー

税務グループ

企画グループ
人事グループ
公民連携・協働推進グループ

(R5.4.1現在)

（市長部局）
危機管理室

政策推進部 秘書グループ



危機管理室 
 

◯防災事業関係  

１．災害対策管理事業 

事   業   名 事 業 費(円) 事  業  内  容 

災害対策用備蓄物

資購入事業 

949,462 災害の発生に備えて、備蓄食料等を購入しました。 

アルファ化米（白飯）                 700 食 

アルファ化米（五目ご飯）               750 食 

アルファ化米（たけのこご飯）           750 食 

アルファ化米（白がゆ）                100 食 

ライスクッキーいちご味                720 食 

粉ミルク  キューブ型（540ｇ）  20 箱 

       キューブ型（560ｇ）  4 箱 

        アレルギー対策用（87ｇ）  7 箱 

 液体ミルク（200ml）           48 本 

資機材点検事業 121,000 災害時に水防機材が適切に機能するよう、点検整備しま

した。  

・発動発電機      7 台 

・エンジンポンプ  10 台 

・チェンソー他  16 台 

安全安心スクール

事業 

205,857 いざという時のための知識や技術を習得して、地域の防

災防犯力を高めることを目的に、救命・防災・防犯を統合

した「安全安心スクール」を開校しました。 

また、すべてのプログラムを受講された方に、安全安心

推進リーダー認定証を交付しました。 

中学生を対象とした普通救命技能の習得のための安全安

心スクールを開催し、地域の防災力を高めました。 

さらに、安全で安心できるまちづくりに取り組むことを

目的として、市民、関係団体、安全安心推進リーダー、防

災士資格取得者を対象に「安全・安心セミナー2024」を開

催しました。 

・スクール開催回数  延べ     12 回 

・スクール受講者数  延べ   665 人 

・セミナー受講者数        81 人 

・安全安心推進リーダー認定者数    5 人（累計 137 人） 

避難行動要支援者

支援事業 

550,000 避難行動要支援者支援システムの保守点検を実施しまし

た。 

気象観測装置設置

事業 

924,000 コミュニティセンター、旧狭山・美原医療保健センター

に気象観測装置を設置している超高密度気象観測・情報提

供サービス（POTEKA®）を利用することにより、災害の未然

防止や早期対応の迅速化を図りました。 

 

 

 

 



 

 

事   業   名 事 業 費(円) 事  業  内  容 

学校等備蓄推奨事

業 

1,813,992 大規模災害発生時、学校で待機する場合等に活用すると

ともに、賞味期限が切れる前に自宅へ持ち帰ることで家庭

での防災意識の高揚を促進することを目的に、小学 1 年生

と 4 年生、中学 1 年生の 1,549 人を対象に、備蓄セットを

配布しました。 

災害・緊急情報配

信多重化事業 

1,465,585 

 

 

災害情報や緊急情報をはじめとする重要な情報を、市民

に対して迅速かつ正確に、インターネット環境がない方に

も配慮し、メールや電話、FAX にて一斉発信できるシステム

を利用しました。 

  

２．自主防災組織育成事業 

現在、自主防災組織は 50 組織結成されており、組織されている地域の世帯数は 18,626 戸です。 

組織率は、大阪狭山市の全世帯数（令和 6 年 3 月末で 26,360 戸）に対して、70.7％となってい

ます。 

 

事   業   名 事 業 費(円) 事  業  内  容 

自主防災組織資機

材無償貸与事業 

1,013,999  防災・減災事業の推進のため、未貸与の自主防災組織に

救出・救護用資機材を貸与しました。 

・貸与組織数   1 組織 

自主防災組織活動

支援事業 

2,069,000  自主防災組織が行う防災活動に使用する防災資機材の購

入及び防災活動、地域が自主的に開設する地域一時避難場

所の運営に対し、補助金を交付しました。 

〔総合防災活動事業〕 

・補助組織数   24 組織 

・補助金額  1,498,000 円 

〔地域一時避難場所運営事業〕  

 ・補助組織数    9 組織 

 ・補助金額   571,000 円 

地域防災推進リー

ダー育成事業 

55,000 自主防災組織等のリーダーを育成するため「防災士」の

資格取得に対し、補助金を交付しました。 

 ・交付者数     5 人 

 

３．防災訓練事業 

 

事   業   名 事 業 費(円) 事  業  内  容 

防災訓練事業 1,366,491 

 

○ 防災フェスタ in 大阪狭山 2023 

「楽しく学んで防災意識を高めよう」をテーマに災害時

の非日常を見て、学んで、体験してもらうことで市民の防

災意識の高揚を図ることを目的に、防災フェスタを開催し

ました。 

・実 施 日 令和 5 年 10 月 22 日 

・場 所 さやか公園 

・参加人数 約 2,500 人 



 

◯防犯事業関係  

１．防犯活動への助成金の交付 

市内における防犯活動を自主的に推進している大阪狭山市防犯委員会に助成金を交付し、市民の

防犯意識の高揚に努めました。 

  

交 付 団 体  交 付 金 額 (円) 

大阪狭山市防犯委員会 854,272 

 

２．黒山防犯協議会への負担金の交付 

黒山警察署管内における広域防犯活動に取り組む黒山防犯協議会に負担金を交付し、犯罪の防

止・啓発活動の推進に努めました。 

 

交 付 団 体 交 付 金 額 (円) 

黒山防犯協議会 464,000 

 

３．金剛駅西口地域防犯ステーションの運営 

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、金剛駅西口地域防犯ステーションの運営を

市民で構成された防犯ボランティア団体に委託し、地域周辺の犯罪抑止に努めました。 

 

受 託 団 体 委 託 金 額 (円) 

防犯ボランティアメンバーズ 

VOSS－M 3,240,000 

 

４．小学校区地域防犯ステーションの運営 

  子どもの安全確保とともに、高齢者をはじめ、地域住民が安全で安心して暮らすことができる社

会づくりのために、自主的に防犯活動を行う小学校区地域防犯ステーション運営団体を支援する

ため補助金を交付しました。 

 

運 営 組 織 数 (校区) 補 助 金 (円) 

7 960,437 

 

５．青色回転灯装備車による防犯パトロール実施及び青色回転灯装備車貸出事業の実施 

安全で安心なまちづくりをめざすため、市職員が青色回転灯装備車での防犯パトロールを実施し

ました。また、地域の防犯活動を推進するため、2 台の青色回転灯装備車を自主防犯パトロール団

体に貸し出しました。 

 

市職員パトロール回数（回） 市民団体パトロール回数(回) 

58 213 

 

 

 

 

 



 

６．歳末夜警巡回訪問 

歳末夜警を自主的に実施している自治会等に対して激励金を交付しました。 
 

夜警実施自治会数 (地区) 激 励 金 (円) 

49 245,000 

 

７．街頭防犯カメラ設置費補助事業 

  地域の防犯活動への支援として、自治会等に街頭防犯カメラの設置費用等の一部を補助しました。 

 

区分 交付団体数(地区) 交付台数(台) 交付金額(円) 

設置費 3 10 1,436,000 

維持管理経費 4 42 195,000 

 

８．街頭防犯カメラ設置事業 

  防犯環境の充実を図るため、市内主要駅等の不特定かつ多数の人が利用する公共的な場所へ街頭

防犯カメラをリース方式で設置及び更新しました。 

 

区分 台数(台) 事業費(円) 

防犯カメラ新規設置 5 
138,600 

防犯カメラ更新 13 

 

９．自動通話録音装置貸与事業 

  還付金詐欺などの特殊詐欺を未然に防止するため、被害を抑止する効果が期待できる自動通話録

音装置の無償貸与を行いました。 

 

 

事 業 名 購入台数（台） 貸与台数（台） 事業費(円) 

自動通話録音装置貸与事業  200  121 1,870,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◯消防事業関係 

１．消防広域化事業 

 堺市消防局へ消防事務を委託することにより、災害対応能力の増強に努めました。 

 

事    業    内    容  事業費(円) 

予防・警防・救急業務等、消防事務に係る業務の委託 825,500,000 

 

２．石油貯蔵施設立地対策事業  

堺泉北臨海工業地帯石油貯蔵施設災害への対応として、災害現場において消防団員が使用する災

害活動用資器材の整備を行い、非常備消防体制の充実強化を図りました。  

 

事    業    内    容  事業費（円） 

災害活動用資器材の購入 

・65mmホース         44 本        

・救命胴衣          33 着        

・ファイヤーバルカンライト 22 個        

・メガホン          11 個        

4,005,100 

 



秘書グループ 

 

１．大阪狭山市功労者・善行者表彰 

 (1)大阪狭山市表彰審査委員会 

 令和 5 年度功労者・善行者表彰にあたり、被表彰候補者の厳正かつ公平な審査を行うため、 

令和 5 年 9 月 27 日に大阪狭山市表彰審査委員会へ諮問し、9 月 27 日に答申を得ました。 

 

 (2)大阪狭山市功労者・善行者表彰式 

 令和 5 年 11 月 3 日の文化の日に、SAYAKA ホールにおいて大阪狭山市功労者・善行者表彰式を行い、

市民、団体及び本市に縁故の深いもので、市政または公益に関し功労のあった人に表彰状を贈呈し

ました。 

 

・功労者表彰   自治功労の部    12 人 

         公安防災功労の部  10 人 

・善行者表彰             2 人 



企画グループ 
 

１．行政評価委員会の開催 

令和 5 年 10 月 25 日に、市民や学識経験者等 9 名で構成する大阪狭山市行政評価委員会を開催し、

行財政改革推進プラン 2020 及び第五次総合計画実施計画の令和 4 年度実績並びに第 2 期総合戦略

の進捗状況に対する評価や意見をいただきました。 

 

２．内部統制システムによる統制活動 

地方公共団体を取り巻く様々なリスクに対し自律的に対応可能な体制を整備するため、大阪狭山

市内部統制実施方針に基づき、職員が現金を取り扱う事務、義務を課す又は権利を制限する業務、

許可（認可）する業務、伝票起票事務及びマイナンバー取扱事務について、内部統制システムによ

る統制活動を実施しました。 

なお、内部統制システムによる統制活動の機能向上を図るため、PDCA サイクル手法（計画、実

施、評価、改善を繰り返す手法）を用いるとともに、内部統制評価員による実績の評価を行い、さ

らなる業務改善に努めました。  

 

３．広域連携の推進 

平成 24 年 1 月から南河内 3 市 2 町 1 村（大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、

千早赤阪村）の連携により開始した南河内広域共同処理事業が 10 年を経過したことから、令和 4

年度に引き続き、これまでの成果や取り巻く環境の変化を踏まえた今後の広域事務室のあり方等に

ついて検証し、職員配置について見直しを行いました。 

 

４．まちの活性化推進事業 

 令和 4 年 2 月に策定した「狭山ニュータウン地区再生推進計画」において掲げる 4 つのシンボル

プロジェクト等、狭山ニュータウン地区の再生・活性化に向けた施策の推進に努めました。また、

各種の取組みの進捗等については、市民、識見を有する者、関係団体を代表する者等 17 名で構成

する「大阪狭山市狭山ニュータウン地区再生連絡協議会」に報告し、意見をいただきました。 

地域住民等が主体となって組織する「狭山ニュータウンの未来を育むプロジェクト推進会議」で

は、令和 5 年 10 月 28 日に、自治会や帝塚山学院大学、さやま未来プランナーなど多くの方のご協

力のもと、大野台地区内の東大池公園において「第 3 回狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」を開

催し、多くの方に参加いただきました。 

さらに、令和 6 年 3 月 20 日に、にぎわいある魅力的なまちづくりを進めるために、空き店舗等

の活用の課題や可能性について、自由な意見交換を行う場を提供することを目的としたまちづくり

講座を開催しました。 

 

５．ふるさと応援寄附金事業 

  本市へのふるさと納税の利用をさらに促進するため、本市に 5,000 円以上の寄附をしていただい

た市外の方に贈呈する返礼品の充実を図るとともに、ポータルサイトの拡充を行いました。 

また、ふるさと納税におけるさらなるシティプロモーションの強化を図るため、一般公募型プロ

ポーザル方式により令和 6 年 4 月からのふるさと納税業務受託事業者を選定しました。 



（令和 5 年度実績） 

寄附金の使い道 件 数   (件) 金 額    (円) 

緑のまちづくりの推進に関する事業 104 1,958,000 

地域福祉の推進に関する事業 59 1,498,000 

文化の振興に関する事業 29 1,023,000 

国際交流と国際理解を深める諸事業の

推進に関する事業 
17 943,000 

子育て支援に関する事業 167 6,964,000 

新型コロナウイルス感染症等対策に関

する事業 
14 566,000 

市民公益活動の促進に関する事業 11 705,000 

その他の事業 85 3,154,000 

合 計 
486 

（うち、市外の方 484） 

16,811,000 

（うち、市外の方 16,611,000） 

 

 

 



人事グループ 

 

１．級別職員数及び平均給料                  令和 5 年 4 月 1 日現在  

区  分 
行  政  職  給  料  表 

計 
1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 

職 員 数      

（人） 
24 40 64 97 58 43 12 16 354 

平均給料 

（円） 
196,242 217,830 246,633 314,232 357,884 396,853 424,400 446,675 310,027 

 

２．予算科目別職員給与費  

(1)一般会計                                （単位：千円）  

科 目 
科目別 

職員数

(人) 
給  料 

扶  養 

手  当 

管 理 職 

手  当 

地  域 

手  当 

期 末 ・     

勤勉手当 

住  居 

手  当 

通  勤 

手  当 

時 間 外     

勤務手当 

特  殊 

勤務手当 
その他 計 

議 会 費 4 16,533 300 1,431 2,740 7,840 240 380 0 0 0 29,464 

総 務 費 122 478,661 13,357 26,471 76,804 222,360 8,908 10,401 30,201 0 104,589 971,752 

民 生 費 72 286,095 4,298 7,529 44,688 119,679 6,272 6,768 0 134 0 475,463 

衛 生 費 29 120,589 3,828 2,634 19,057 57,834 1,504 1,986 0 1,063 0 208,495 

農 林 水 

産 業 費 
6 19,746 909 893 3,232 8,518 462 274 0 0 0 34,034 

商 工 費 4 16,295 420 1,254 2,695 7,906 612 169 0 0 0 29,351 

土 木 費 27 99,747 2,846 4,671 16,090 47,310 2,146 2,012 0 26 0 174,848 

消 防 費 3 11,956 328 561 1,927 5,772 0 51 0 0 0 20,595 

教 育 費 62 251,312 6,635 14,169 40,523 114,698 1,931 3,580 13,314 0 0 446,162 

計 329 1,300,934 32,921 59,613 207,756 591,917 22,075 25,621 43,515 1,223 104,589 2,390,164 

 
(2)国民健康保険特別会計                      （単位：千円）  

科 目 
科目別 

職員数

(人) 
給  料 

扶  養 

手  当 

管 理 職 

手  当 

地  域 

手  当 

期 末 ・     

勤勉手当 

住  居 

手  当 

通  勤 

手  当 

時 間 外     

勤務手当 

特  殊 

勤務手当 
その他 計 

総 務 費 8 27,320 636 1,203 4,374 12,634 954 756 1,200 0 0 49,077 

 

(3)介護保険特別会計                        （単位：千円）  

科 目 
科目別 

職員数

(人) 
給  料 

扶  養 

手  当 

管 理 職 

手  当 

地  域 

手  当 

期 末 ・     

勤勉手当 

住  居 

手  当 

通  勤 

手  当 

時 間 外     

勤務手当 

特  殊 

勤務手当 
その他 計 

総 務 費 10 34,895 474 1,275 5,496 15,867 670 719 4,152 0 0 63,548 



 
(4)後期高齢者特別会計                       （単位：千円）  

科 目 
科目別 

職員数

(人) 
給  料 

扶  養 

手  当 

管 理 職 

手  当 

地  域 

手  当 

期 末 ・     

勤勉手当 

住  居 

手  当 

通  勤 

手  当 

時 間 外     

勤務手当 

特  殊 

勤務手当 
その他 計 

総 務 費 1 3,104 0 0 466 1,399 336 140 211 0 0 5,656 

 

※ 科目別職員数には特別職を含み、短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除きます。 

 

３．職種別年齢別職員数                            令和 5 年 4 月 1 日現在（単位：人） 

区     分 総 数 
20 歳 

未満 

20～ 

25 歳 

26～ 

31 歳 

32～ 

37 歳 

38～ 

43 歳 

44～ 

49 歳 

50～ 

55 歳 

56～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
平  均  年  齢 

総      数 354 0 29 68 70 41 23 86 21 16 41 歳  3 月 

一般行政職 259 0 23 54 57 31 13 56 14 11 40 歳  4 月 

税  務  職 22 0 1 7 9 1 0 3 0 1 36 歳  3 月 

保  健  師 11 0 0 1 0 1 3 4 2 0 48 歳  2 月 

福  祉  職 18 0 3 3 1 3 2 5 1 0 40 歳  2 月 

技能労務職 13 0 0 0 0 0 2 8 2 1 52 歳 10 月 

教  育  職 31 0 2 3 3 5 3 10 2 3 45 歳  3 月 

 

４．令和 5 年度中採用・退職者数                                  （単位：人） 

区      分 

採  用  者  数 退  職  者  数 

男 女 計 男 女 計 

総      数 15 8 23 6 12 18 

一般行政職 10 4 14 6 4 10 

税  務  職 0 1 1 0 1 1 

保  健  師 0 0 0 0 1 1 

福  祉  職 1 1 2 0 0 0 

技能労務職 0 0 0 0 0 0 

教  育  職 4 2 6 0 6 6 

 

 



 

５．職員研修の状況（令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日） 

職員の能力開発や資質の向上のための職員研修を実施しました。実施状況は、次のとおりです。 

 

区

分 
研修名 対 象 者 内 容 

受講者数 
(延べ)(人) 

内
部
研
修
（
階
層
別
） 

新規採用職員研

修 
新規採用職員 

新規採用職員を対象に「人権問題」

や「大阪狭山市の歴史的沿革」をはじ

め、本市行政に関する基本的な知識の

習得を図る。（計 4 件） 

27 

行政実務基礎研

修 
新規採用職員 

契約・法制執務等、行政事務に必要

な基本知識について学び、日常業務で

実践していく。（計 3 件） 

36 

フロアマネージ

ャ ー 体 験 研 修

(事前・実践） 

新規採用職員 

挨拶や周囲への気配りの大切さを認

識し、自らコミュニケーションをとっ

て積極的に行動するよう意識づける。

（計 2 件） 

24 

地方公務員法研

修 
主査級の職員 

地方公務員制度の仕組みについて理

解し、地方公務員法やその関連法の解

釈と運用についての知識を習得する。 

64 

地方自治法研修 主査級の職員 

地方自治の枠組みを基礎付けている

理念や制度を習得し、地方自治制度の

全体像について認識を深める。 

67 

説明力向上研修

（知識習得編） 
新任主幹 

市民・理事者・議員・組織内部を意

識しながら、常に「公益」を最優先す

ることを意識し、論理の破綻なく説明

できる能力向上を図る。 

8 

説明力向上研修

（実践演習編） 
新任主幹 

市民・理事者・議員・組織内部を意

識しながら、常に「公益」を最優先す

ることを意識し、論理の破綻なく説明

できる能力向上を図る。 

6 

議会答弁対応力

向上研修 

課長補佐・主幹級の

職員 

議会対応のポイントを学ぶととも

に、演習にて模擬答弁を行う。 
26 

内
部
研
修
（
組
織
力
向
上
） 

人事評価（1 次

評価者・2 次評

価者）研修 

各所属の 1 次評価者

（次長級・課長級の

職員）・2 次評価者

（部長級の職員） 

人事評価制度の趣旨や目的を理解

し、具体的な事例をもとに評価演習を

行う等、1 次評価者・2 次評価者とし

て人事評価の実践力を養う。 

（計 2 件） 

38 

JIAM 研修成果発

表会 
全職員 

全国市町村国際文化研修所（JIAM）

での研修成果の発表を行う。 
12 



 

 

区

分 
研修名 対 象 者 内 容 

受講者数 
(延べ)(人) 

内
部
研
修
（
課
題
別
） 

公務員倫理研修 全職員 

「市が行う業務は市民との信頼関係

のもとに成り立っている」という原点

に立ち返り、公務員倫理の意識高揚を

図る。 

426 

普通救命講習 新規採用職員等 

病院到達前の心肺停止患者の救命率

向上を図るため、心肺蘇生法等を習得

し、人命救護ができるようにする。 

12 

育児休業に係る

研修 

部長級・次長級・課

長級の職員 

男性職員の育児休業をはじめとした

各種子育て制度の取得促進を図る。 
63 

ハラスメント防

止研修 

部長級・次長級・課

長級の職員 

ハラスメントの防止・根絶を目的と

して、正しい理解を促すとともに、相

談を受けるときの心構え等を学ぶ。 

63 

安全運転講習会 全職員 
公用車利用時における安全運転意識

の高揚を図る。 
38 

人権研修「アン

コンシャス・バ

イ ア ス セ ミ ナ

ー」 

全職員 

自分の中のバイアスに気づくこと

で、無意識な差別や偏見の抑止、多様

な価値観、考え方を認め合うためのき

っかけを学ぶ。 

89 

人権研修「ヤン

グケアラー問題

を考える」 

全職員 

「子どもの権利条約」をはじめとす

る子どもの人権について学び、子ども

たちがおかれている社会の実態を把握

する。 

55 

人権研修「障害

者にとっての障

害とは？」 

全職員 

人権課題について現状と実態を学

び、イベントや施策における合理的配

慮の提供や環境整備について考える。 

24 

  小計 25 件 1,078 

広
域
共
同
研
修 

中部都市職員研

修協議会研修 

階層別、または指定
職員 

・新規採用職員研修（前期・後期） 

・採用面接官研修 

・新任課長研修 

・新任係長研修 

・民法演習研修 

・行政法演習研修 

・工事監理(建築)研修 

・ハラスメント相談員研修 

・地方自治法指導者養成研修 

に参加（計 10 件） 

47 

  小計 10 件 47 



 

 

 

 

区

分 
研修名 対 象 者 内 容 

受講者数 
(延べ)(人) 

派
遣
研
修 

おおさか市町村職

員研修研究センタ

ー (マッセOSAKA) 

全職員 

職員の能力向上を図るため、マッセ

OSAKA 主催の各種研修会やセミナー等

に参加 （計 35 件） 

46 

人権関係研修 各部署推せん 

部落問題・人権問題に関する総合

的・専門的知識の習得と考え方や姿勢

を再認識するため、部落解放・人権大

学講座、部落解放・人権夏期講座など

に参加 （計 4 件） 

6 

全国市町村国際

文化研修所研修 
指定職員 

・次世代を担う若手職員育成研修 

・自治体の広報～住民に読まれ、親し

まれる広報を目指して～ 

に参加（計 2 件） 

2 

その他の派遣研

修 
各部署推せん 

安全衛生関係研修会、技術職員研修

などに参加（計 12 件） 
20 

  小計 53 件 74 

合計 88 件 1,199 



 

公民連携・協働推進グループ 
 

◯コミュニティ活動推進関係 

1．大阪狭山市自治会地区会連合会助成金 

助 成 団 体 名  加 入 地 区 数 (地 区 )  交 付 金 額 (円 )  

大阪狭山市自治会地区会連合会 48※ 480,000 

※R6.3 月末時点で加入地区数は 47 団体 

 

2．地域力活性化支援事業補助金 

 申請団体数 34 団体（実績団体数 34 団体） 

 ・交付内訳 

補 助 対 象 事 業 名  事 業 数 (件 )  交 付 金 額 (円 )  

地域活性化事業 15 438,640 

防犯活動事業 18 418,209 

防犯資機材整備事業  4 92,396 

地域イベント活動事業 25 2,097,644 

集会施設小規模修繕等事業 19 792,608 

合  計 81 3,839,497 

  

3．まちづくり円卓会議事業 

特定非営利活動法人南中学校区円卓会議、第三中学校区まちづくり円卓会議、狭山中学校区ま

ちづくり円卓会議に運営費補助金を交付しました。 

 

補 助 金 交 付 団 体 補助金額（円） 

特定非営利活動法人南中学校区円卓会議 100,739 

第三中学校区まちづくり円卓会議 133,637 

狭山中学校区まちづくり円卓会議 183,371 

 

また、第三中学校区まちづくり円卓会議から提案のあった 2 事業及び狭山中学校区まちづくり

円卓会議から提案のあった 4 事業の予算措置を行うとともに、これらの事業実施の支援を行いま

した。 

  特定非営利活動法人南中学校区円卓会議には、大阪狭山市まちづくり円卓会議条例及び同条例施

行規則に基づき、交付金として 4,425,422 円を交付しました。 

 

4. 職員地域交流スタートアップ事業 

地域とともに協働してまちづくりを推進していくため、地域の活動がわかる職員づくりを目的に、

地域における課題や取組内容、その意義などについて理解するための職員研修を令和 6 年 3 月 7 日

に実施しました。 



 

○市民公益活動促進事業関係 

1．市民公益活動促進委員会 

委員会は、市民公益活動の促進に必要な事項を調査審議する市長の諮問機関であり、現委員は、

令和 4 年 8 月に委嘱し、構成は市民 3 人、事業者 1 人、学識経験者 2 人、その他 2 人、計 8 人で、

任期は令和 6 年 8 月 26 日までです。 

委員会を 6 回開催しました。令和 5 年度市民公益活動促進補助金交付申請事業の審査結果及び完

了した補助事業に関する意見のとりまとめ、令和 6 年度市民公益活動促進補助金申請事業の募集等

について審議しました。 

  また、委員会で設置した専門部会の評価部会において、令和 5 年度市民公益活動促進補助金交付

申請に係る審査、補助対象事業の期中評価などを行いました。 

                                                                                            

2．市民公益活動促進補助金 

大阪狭山市市民公益活動促進条例の基本理念に基づき、市民公益活動を促進するために公募制で

実施する補助金制度です。令和 5 年 4 月 16 日に実施した公開プレゼンテーションの審査を経て、3

団体 4 事業に補助金を決定し、各事業の実績に基づいて補助金の交付を確定しました。 

 

「チャレンジ部門」 

番号 事 業 名 団 体 名 事 業 の 概 要 補助額(円) 

1 
そなえてまもれプロ

ジェクト 

大阪狭山防災レ

ンジャー 

幼児期から災害などについて学ぶこと

で、防災意識向上の啓発を促す。そのた

め、親子で参加する救命講習会、防災に関

する講話、避難所までの避難路を実際に散

歩し、防災マップを作成するなど、親子で

防災について学び考える機会をつくる。 

97,000 

計 1 事業 1 団体 ―― 97,000 

 

「自立促進部門」 

【テーマ型】 

番号 事 業 名 団 体 名 事 業 の 概 要 補助額(円) 

1 

地域で作る“生きづ

らい人々の居場所”

トビラファーム 

特定非営利活動

法人南大阪サポ

ートネット 

ひきこもりをはじめ、現代社会で生きづ

らさを抱える若者を対象に農園を居場所と

して提供し、食を通しての居場所づくり事

業「地域食堂」を展開する。当事者と支援

者及び地域の人たちとの交流に重点を置

き、生きづらさを抱える若者が急増する現

実をみんなで考える学習機会を積極的に設

け、当事者や当事者家族に向けられる偏見

差別をなくすとともに、理解を深める。 

220,000 

計 1 事業 1 団体 ―― 220,000 

 

【提案型】 

番号 事 業 名 団 体 名 事 業 の 概 要 補助額(円) 

1 

人も猫もしあわせな

まちづくり～さくら

猫 おそうじパトロ

ール～ 

猫ともクラブ in

大阪狭山 

所有者のいない猫の問題についての学習

機会の提供、そのような猫が多い地域への

アンケート調査、啓発活動や命の教室の実

施などにより、人と動物がしあわせに共生

72,000 



 

できるまちづくりを目指す。 

2 

ひきこもりの若者た

ちが「EM 廃油石鹸」

で未来との循環を作

る 

特定非営利活動

法人南大阪サポ

ートネット 

ひきこもりの若者たちと支援者が、廃油

を集めてＥＭ廃油石鹸をつくり、その石鹸

を使ってもらうことを通して、社会との繋

がりを持ち、自分にも社会にも優しい循環

のある取組みとして社会に貢献すること

で、当事者が望む自分らしい生き方の実現

を目指す。 

202,000 

計 2 事業 2 団体 ―― 274,000 

 

3．市民活動支援センター事業 

・ 特定非営利活動法人大阪狭山アクティブエイジングが本市の委託と補助制度を活用し、市民協

働事業として市民活動支援センター事業を実施しました。 

 

委 託 料 (円) 10,494,000 

補 助 金 (円) 1,800,000 

 

・  ボランティア・インフォメーション・コーナー（VIC）において、市民の主体的なボランティ

ア活動やボランティア団体の活動が活発に展開されるように努めました。 
 

・  市役所南館（2 階）を拠点として、ミーティングスペース、ミーティングルーム、団体への連

絡・郵便物・ファクシミリの取次ぎに利用できるメールボックス、書類や物品の一時保管のため

の貸しロッカー、印刷機や複写機・紙折り機などを備えたワークステーションの設置、ウェブ会

議や動画作成に活用できるパソコン・カメラ等の備品の貸出など市民活動の支援を行いました。 

・  団体の活動情報の収集と発信のための情報誌「News Letter Express」を 4 回発行しました。 

・  団体の活動を支援するため、市民活動支援セミナーや活動発表会、団体交流会等を実施しまし

た。 

・  まちづくりにかかる人材の発掘と育成を図るため、「第 19 期まちづくり大学」を開講し、13

人が受講しました。 

・「まちづくり大学」の修了者による「まちづくり研究会」の運営・活動支援を行いました。 

・ 市民活動団体等が自らの活動内容を紹介し、市民に対し市民活動への理解や参加を促す場とし

て、第２回わくわく市民活動・ボランティアフェスティバルを開催しました。 

 

4．公民連携事業 

   行政が抱える課題解決、市民サービスの向上、地域の活性化を目的に、民間事業者等のノウハウ、

アイデアを積極的に活用する事業です。令和 5 年度は 1 件の包括連携協定を締結しました。 

   

事業者 協定締結日 

学校法人ホンダ学園ホンダテクニカルカレッジ関西 令和 6 年 3 月 15 日 

 

5．市民・市民公益活動団体との協働事業 

 市民や NPO、ボランティアグループなどの協働事業に関する調査を実施し、令和 5 年度事業として、

庁内から 152 事業の協働事業の報告がありました。 

 



 

6.狭山池まつり補助金 

狭山池まつり実行委員会が「大阪狭山市民のシンボルである狭山池の再発見、水との共生」

「広く地域住民が集い交流できる市民まつり」「わが町の歴史・文化の振興と共有」「青少年の健

全育成・人づくり・まちづくり」「本市の市民活動と経済の活性化」を目的に実施した事業に補助

金 3,500,000 円を交付しました。 

 

⑴狭山池まつり 2023 

開催日 令和 5 年 4 年 29 日、30 日 

  来場者数 約 35,000 人 

⑵通年事業（狭山池クリーンアクション） 

第 1 回狭山池まつり開催後の平成 14 年 6 月から市民に広く呼びかけ、月 1 回以上、堤や河口の

清掃・草刈などを継続して実施するとともに、平成 16 年度からは水質検査に取り組むなど、本市

のシンボルである狭山池を、いつまでも美しいままに未来へ繋ぐための活動を行い、令和 5 年度

まで通算 283 回の実施となりました。 

 

7．特定非営利活動法人の設立認証等事務 

市内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人に係る事務手続きを行いました。 

 

市 内 の 法 人 数  26 

 

 

○文化振興関係 

1．文化会館の管理及び運営 

・  優れた芸術の鑑賞や市民の文化活動の発表の場である大阪狭山市文化会館（SAYAKA ホール）

の管理運営を、指定管理者である公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団が行いました。 

 

指定管理料（円） 193,321,000 

 

・ 鑑賞型事業では、杏里「ANRI LIVE 2023 45th Anniversary Circuit of Rainbow」を始め、さ

やか寄席「桂文珍独演会」や劇団四季ミュージカル「クレイジー・フォー・ユー」などの公演等

を開催しました。市民参画型事業ではさやま芸術祭、創造型事業では南河内ジャズフェスティバ

ルなどを実施しました。 

・  文化会館を拠点に市民団体が行う文化活動を支援し、文化会館の活性化と市民文化の振興を図

るため、文化振興事業団に対し、補助金を交付しました。 

 

事 業 名 決算額（円） 内  容 

文化会館活性化事業費

補助金事業 
1,610,000 

「文化の花咲かそ補助金」の交付 

（補助対象 11 団体 11 事業） 

 

・  市民の教養を高め、文化向上に寄与することを目的に大阪狭山市文化協会に対し、補助金

400,000 円を交付しました。 

 



 

○国際化施策及び地域間交流関係 

1．都市間交流 

  姉妹都市アメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市、友好都市和歌山県日高郡日高川町との市民相

互の交流を促進するため、大阪狭山市都市間市民交流協会に補助金 2,000,000 円を交付しました。 

 

・主な事業内容 

⑴オンタリオ市への学生派遣 

令和 6 年 3 月 13 日から 3 月 26 日までの 14 日間、本市から高校生 2 人、大学生 2 人をオンタ

リオ市に派遣し、交流を深めました。 

⑵日高川町との交流 

    令和 5 年 6 月 3 日の「日高川町寒川ワンダフルナイト」に 22 人が参加し、令和 5 年 11 月 12

日の「日高川町フォレスト祭」には 21 人が参加しました。日高川町フォレスト祭では、大阪狭

山市のブースを出展し、友好都市との交流を行いました。 

⑶市民版「こうりゅう」の発行 

   令和 6 年 1 月に、市民向けの「こうりゅう」を発行し、市広報誌に折り込みで全戸配布しまし

た。 

 

○生涯学習支援関係 

1．生涯学習情報誌「ライフ・タイム」 

  市民の「学びたい」、「知りたい」、「学んだことを役に立てたい」という気持ちをサポートす

るための生涯学習情報誌「ライフ・タイム」を 4 回発行しました。 

                                 （単位：件）  

発行ナンバー №77 №78 №79 №80 合計 

情報数 76 92 69 72 309 

 

2．生涯学習出前講座 

市民団体やグループが実施する学習会などに市職員が講師として出向き、市政に関する説明や 

情報の提供、専門的な知識を生かした実習などを 19 回実施しました。 

 



 

広報プロモーショングループ 
 

○広報関係 

１．広報誌の発行 

  市民と行政を結ぶパイプ役として、広報誌を毎月 1 回 1 日付けで発行しました。 

基本となる発行部数は 27,800 部で、市内全世帯と各事業所に配布しました。 

年 月 主   な   内   容 頁数 

令和 5 年 5 月号 

No.651 

 

 

・ 特集 みんなが大切にされるまちってどんなまち？ 

・ おおさかさやまの中学校区のまちづくり 

・ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 

・ 狭山池博物館の累計来館者数が 200 万人を突破 

28 

令和 5 年 6 月号 

No.652 

 

 

 

・ 特集 ミライを育む、サヤマの給食 

・ 古川市政 3 期目がスタート 

・ 令和 4 年度市の財政事情を公表します 

・ 無くそう思い込み、守ろう個性 みんなでつくる、みんなの未来。 

28 

令和 5 年 7 月号 

No.653 

 

 

・ 特集 所信表明・施政運営方針 

・ 特集 夏休みイベント情報 

・ 近畿大学病院等移転跡地の土地利用ゾーニング案に関する市民アンケ

ート 

・ 平和を考える市民のつどい 

36 

令和 5 年 8 月号 

No.654 

 

 

・ 特集 公共施設の現状と課題 

・ 新型コロナワクチン接種情報 

・ 公の施設を管理する指定管理者を募集 

・ SAYAKA キッズフェスタ 2023 

28 

令和 5 年 9 月号 

No.655 

 

 

・ 特集 認知症って？意外と身近な認知症のこと。 

・ さやりんポイントプレミアムチャージキャンペーン 

・ 台風への備えは万全ですか？ 

・ 第 3 回狭山ニュータウン魅力発見フェスタ 

32 

令和 5 年 10 月号 

No.656 

 

 

・ 特集 虹色の特性に寄り添う、通級指導教室 

・ 防災フェスタ in 大阪狭山 2023 を開催します！ 

・ 大阪狭山市×狭山高校 高校生が考えるおおさかさやま 

・ はばたきフェスタ 

32 

令和 5 年 11 月号 

No.657 

 

 

・ 特集 半井重幸さんパリオリンピック出場権獲得 

・ 特集 気軽に寄ってって‼ 相談してって‼ “きらっとぴあ” 

・ 2023 年第 16 回大阪狭山市産業まつり 

・ 令和 4 年度わたしたちのまちの報告書 

36 



 

令和 5 年 12 月号 

No.658 

 

 

・ 特集 フェスタにんげんばんざい 

・ 年末年始の業務案内 

・ 桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション 

・ 大阪狭山市 Instagram フォトコンテスト～クリスマス in 大阪狭山～ 

28 

令和 6 年 1 月号 

No.659 
・ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（1 世帯 7 万円の追加

給付） 

・ パブリックコメントを募集 

・ 高齢者補聴器購入費用助成を開始 

・ 新春こどもまつり 

28 

令和 6 年 2 月号 

No.660 

 

 

・ 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（所得割非課税・こど

も加算） 

・ キニナル 半井重幸さん 

・ 地域の人と一緒につくる新しい学校のカタチ 

・ 第 2 回わくフェス 

28 

令和 6 年 3 月号 

No.661 

 

 

・ 特集 地震対策をしましょう 

・ 公共施設オンライン予約システムをリニューアル 

・ 桜まつり～春～ 

・ 大阪狭山市フォトコンテスト～ぎゅっと、大阪狭山～ 

28 

令和 6 年 4 月号 

No.662 

 

 

・ 特集 施政運営方針の骨子 

・ 特集 一緒に考えよう！未来のまちのカタチ 

・ 市の組織の一部・執務室の配置が変わります 

・ 狭山池まつり 

36 

 

２．声の広報の発行 

目の不自由な人を対象に、市民のボランティア団体との協働により、広報「おおさかさやま」の

主な記事を DAISY 規格により CD に録音した声の広報｢おおさかさやま」を、毎月 1 回作成・送付し

ました。 

 

３．報道機関との連絡調整 

  朝日新聞社・産経新聞社・毎日新聞社・読売新聞社・共同通信社・NHK 大阪放送局の 6 社で構成

する河南記者クラブ（富田林市役所内）や、ミニコミ誌等に対して、イベント等の記事提供、取材

協力などを随時行いました。総件数は 66 件。                       

              

４．河南地区広報協議会 

  河南地区 8 市町村の広報担当者が参加し、広報活動に関する調査研究、会員間の相互連絡を図り

ました。 

 

５．市ホームページのリニューアル 

  ホームページ利用者の利便性の向上や災害発生等の緊急時の対応、セキュリティ対策の強化とと

もに、シティセールスの充実を図るため、市ホームページとシティプロモーションサイトをリニュ

ーアルしました。 



 

６．コンテンツマネジメントシステム（ホームページの作成と管理運用するためのシステム）の運用 

  利用しやすさ（アクセシビリティ）・使いやすさ（ユーザビリティ）に優れたホームページの維

持・管理を行いました。 

 

＜大阪狭山市ホームページ月別アクセス状況＞ 

■ホームページのアクセス件数                            （単位：件） 

R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

155,458 100,104 98,739 89,247 105,441 92,316 127,034 81,036 76,320 86,482 71,099 80,316 1,163,592 

 

■ホームページにアクセスしたユーザの件数                    （単位：件） 

R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

101,060 70,468 69,087 63,222 75,222 62,813 75,908 51,301 47,900 55,762 46,479 53,435 772,657 

※ 同一ユーザが 1 日に複数回アクセスした場合は 1 件／日としてカウントしています 

 

○魅力発信関係 

  街並みや自然、イベント等、市の魅力を市内外に発信し、交流人口の増加及び市への転入・定住

を促進するため、大阪狭山市 Instagram フォトコンテストを開催しました。また、子育て世代をメ

インターゲットに市の住みやすさや、よりよい暮らしをアピールするため、シティプロモーション

サイトをリニューアルしました。 

 

 



 

総務・ＩＣＴ推進グループ   
 

１．事務機器の集中管理 

⑴乾式複合機 (令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月) 

機         種 台数（台） 賃借料（円） 使用枚数（枚） コピー料金（円） 

ゼロックス APV6080（1 階） 2 

31,680 

250,543 551,195 

      〃      （2 階） 1 88,379 194,434 

      〃      （3 階） 1 155,288 341,634 

計 4 31,680 494,210 1,087,263 

 

⑵印刷機 

機    種 印刷枚数(枚) 消耗品代(円) 賃借料(円) 修繕料(円) 

フルカラー高速印刷機 
ORPHIS GD9631 
(令和 5 年 4 月～令和
6 年 3 月) 

1,902,635 730,730 761,640 0 

フルカラー高速印刷機 
ORPHIS GL9731 
(令和 5 年 5 月～令和
6 年 3 月) 

1,164,080 1,240,140 726,000 0 

計 3,066,715 1,970,870 1,487,640 0 

 

⑶複写機、印刷機、プリンター用等用紙代 

区   分 枚 数 (枚) 金 額 (円) 再生紙比率 (％) 

Ａ4 

Ａ3 

3,725,000 

195,000 

2,900,205 

309,870 
100 

     計 3,920,000 3,210,075  

 

⑷郵便料金計器(令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月) 

機        種 台数(台) 賃借料(円) 修繕料(円) 消耗品代(円) 

ピツニーボウズ郵便料金計器 

SendProP2000 Type1 
1 757,944 0 18,480 

 

⑸自動丁合機(令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月) 

機        種 台数(台) 賃借料(円) 修繕料(円) 消耗品代(円) 

ホリゾン自動丁合機 QC-S30 1 15,576 0 0 

 

⑹連続帳票裁断機(令和 5 年 4 月～令和 6 年 3 月) 

機        種 台数(台) 賃借料(円) 修繕料(円) 消耗品代(円) 

デュプロ連続帳票裁断機 Ｖ-858 1 45,672 0 0 

 



 

２．郵便物の状況（総務・ＩＣＴ推進グループ取扱い分）（単位：円） 

種      類 金      額 

料金後納郵便 13,184,016 

その他（切手等）  1,437,430 

合   計 14,621,446 

 



 

３．電子計算組織の管理運営 

  電子計算組織の効率的利用を進め、システムの安定稼働、情報保護と適正な管理に努めました。 

また、庁内情報システムとして、グループウェア（電子メール、電子掲示板、電子回覧板、スケ

ジュール管理及び施設予約）、財務会計システム、文書管理システムを活用し、行政事務の効率化、

簡素化を推進しました。さらに、これらのシステムをインターネットの脅威から守るため、情報シ

ステム強靭性向上事業を実施しセキュリティの向上を図りました。 

加えて、庁内全体のネットワークについて、統一的かつ安全性の高いシステムのもと、安定的な

管理運用を行いました。 

令和 5 年度の電子計算組織の構成は、次のとおりです。 

 

＜電子計算組織の構成＞ 

■住民情報システム 

区                  分 数  量 備    考 

サーバ 

基幹系 DB サーバ 1 台  電算室 

基幹系仮想サーバ 3 台  電算室 

ロードバランサ 2 台  電算室 

滞納管理サーバ 1 台  電算室 

RJ（認定支援） 1 台  電算室 

ファイルサーバ 1 台  電算室 

バックアップサーバ 1 台  電算室 

中間サーバコネクタ 1 台  電算室 

計 11 台   

クライアント 

パソコン（デスクトップ） 80 台  庁内各グループ 

パソコン（ノートブック） 60 台  庁内各グループ 

中間サーバコネクタ用端末 2 台  電算室 

計 142 台   

プリンタ 

ページプリンタ 32 台  庁内各グループ 

連続紙ページプリンタ 1 台  電算室 

高速モノクロレーザプリンタ 1 台  電算室 

ドットインパクトプリンタ 1 台  税務グループ 

計 35 台   

その他 

指ハイブリッド認証装置 140 台  庁内各グループ 

バーコードリーダー 3 台   

スキャナ 3 台  
市民窓口グループ 
ニュータウン連絡所 

計 146 台   

無停電装置 ラックマウント型 10 台  電算室 

 



 

■庁内情報システム及びネットワークシステム 

区                  分 数  量 備    考 

サーバ 

仮想 PC 管理サーバ 3 台 電算室 

仮想 PC サーバ 5 台 電算室 

仮想 PC ストレージサーバ 2 台 電算室 

        計 10 台  

クライアント 

パソコン（デスクトップ） 6 台 庁内各グループ 

パソコン（ノートブック） 388 台 庁内各グループ 

        計 394 台  

プリンタ 

ページプリンタ 59 台 庁内各グループ 

複合機 2 台 
健康推進グループ 
市民相談・人権啓発グループ 

        計 61 台  

無停電装置 ラックマウント型 11 台 電算室 

ネットワーク 

フロアスイッチ 48 台 庁内各グループ 

無線 AP 45 台 庁内各グループ 

サーバスイッチ類 11 台 電算室 

認証サーバ 2 台 電算室 

ファイアウォール 2 台 電算室 

VPN ルータ 15 台 電算室、出先 14 拠点 

光ファイバ 8 芯 本庁⇔出先 2 拠点間 

VPN 回線 15 本 本庁⇔出先 14 拠点間 

 



 

４．総合行政ネットワーク管理事業 

  地方公共団体相互間のコミュニケーションの円滑化、情報の共有による高度利用を図るための基

盤として、総合行政ネットワークの管理を行いました。 

 

５．情報セキュリティの確保 

(1)不正アクセスの防止 

  インターネット接続による不正アクセス防止のため、ファイアウォールを始めとするサーバ類の

維持・管理を行いました。さらに、情報システム強靭性向上事業によるインターネット接続環境の

分離や、大阪版自治体情報セキュリティクラウドへの参加などにより、一層のセキュリティ強化を

行いました。 

また、各無線クライアントのユーザ認証を行い、無線 LAN のセキュリティの維持に努めました。 

(2)ウィルス対策 

  コンピュータウィルスの脅威に対抗するため、ウィルス対策サーバのメンテナンス及びパソコン

に搭載しているウィルス対策ソフトの日常更新作業を行いました。 

 

６．業務効率化システムの運用 

  行財政改革に資するため、業務効率化を図るシステムの運用を行いました。 

(1)RPA の運用 

  RPA（Robotic Process Automation）を効果的に活用するため、全庁的に使用できるロボットの

作成を推進しました。 

(2)チャットツールの運用 

  チャットツールを使用し、日常業務のコミュニケーションの効率化をはじめ、出張時や災害発生

時のコミュニケーションの円滑化等を図りました。 

(3)電子申請システムの運用 

  電子申請システムを使用し、庁内事務の電子化を図りました。 

(4)AI 議事録作成支援システムの運用 

  AI 議事録作成支援システムを使用し、議事録作成業務の効率化を図りました。 

 

７．行政手続オンライン化の推進 

  総務省が示す「自治体 DX 推進計画」に基づき、電子申請システム及びマイナンバーカードを用

いたぴったりサービスを活用することで、行政手続のオンライン化を推進しました。また、それら

を「大阪狭山市オンライン手続き一覧」として集約、公開することで、オンライン手続きの利用促

進を図りました。 

 

８．社会保障・税番号制度対応システム改修事業 

  社会保障・税番号制度について、構築後 8 年を経過した中間サーバ用ファイアウォールの更新を

行いました。 

 

９．大阪狭山市施設予約システムの更新 

  令和 6 年 4 月の大阪狭山市施設予約システム更新に向けて、システムの開発・整備やデータ移行

等を行いました。 

 



 

10．大阪狭山市 DX 推進方針の策定 

  本市の DX 推進に対する基本的な考え方や個別の取組等を示すとともに、引き続き国と歩調を合

わせてデジタル化の取組みを推進し、一層の事務効率化とさらなる市民サービスの向上につなげて

いくことを目的に、「大阪狭山市 DX 推進方針」を策定しました。 

 

11．統計調査 

調査名称 調査の概要 調査期日 調査員数 調査結果 

住宅・土地統計調査 
  

抽出調査 5年 
 

※住宅等に関する実態並び
に現住居以外の住宅及び土
地保有状況その他の住宅等
に居住している世帯に関す
る実態を調査し、暮らしと
住まいに関する計画や施策
に関する基礎資料を得るこ
とを目的として、住宅の広
さや建て方、敷地の広さや
所有関係、住まいの設備状
況や住環境等を調査した。 

R5.10.1 指導員 11 人 
 

調査員 43 人 

調査区数 132調査区 
 

1調査区 17世帯対象 
 
※調査結果は取りまと
め後、順次公表予定。 

 

 

  

 



 

法務・契約グループ   
 

１．議会の招集・議案関係 

議             会 招集年月日 市長提出案件数(件) 会 期      

令和５年 

令和４年（2022年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

第 2 回 4 月緊急議会 

－ 議案 1  4 月  14 日 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

5 月開会議会 

令和 5 年 5 月 16 日 議案 2  5 月  16 日 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

6 月定例月議会 

－ 
諮問 5  議案 32 

報告 5 

 6 月   1 日 

 

 6 月  27 日 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

9 月定例月議会 

－ 議案 49  報告 3 

 8 月  31 日 

 

 9 月  27 日 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

12 月定例月議会 

－ 議案 23  

 11 月 30 日 

 

 12 月  22 日 

令和６年 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

1 月緊急議会 

－ 議案 1  1 月  15 日 

令和５年（2023年）招集 

大阪狭山市議会定例会 

3 月定例月議会 

－ 議案 34 

 2 月  28 日 

 

 3 月 26 日 

 

２．条例等の制定改廃状況                           （単位：件） 

区 分     新 制 定       全 部 改 正       一 部 改 正       廃 止       

条 例     3 0 39 1 

規 則     3 0 34 1 

要 綱     21 0 35 3 

規 程     9 0 4 2 

 

３．例規検索システム 

システム利用                                    

内 容                 費 用       (円) 

例規検索システム使用料（4 月１日から 3 月 31 日まで）12 か月 1,551,000 

 



 

データ作成 

内 容         データ化ページ数(頁)  費 用       (円) 

更新例規データの作成（追録第 111 号）          294 646,800  

更新例規データの作成（追録第 112 号）           189 415,800  

更新例規データの作成（追録第 113 号）           210 462,000  

更新例規データの作成（追録第 114 号）           175 385,000  

 

４．公示 

区  分 件  数(件) 備    考 

告   示 132 市議会招集、公示送達など 

公   告 23 開発行為に関する工事完了公告など 

 

５．情報公開制度の運用状況 

利用状況 

区              分 人数及び件数 

請求者数（延べ人数）      (人) 82 

請求件数            (件) 82 

請求の対象となった公文書の件数 (件) 141 

 

公開請求者の内訳                             （単位：人） 

区                       分 人数 

本市の区域内に住所を有する者 4 

本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 4 

上記以外のもの 74 

計 82 

 

 実施機関別の公開請求の決定件数・取下げ件数             （単位：件） 

処 理 区 分 
実     施     機     関     名 

合  計 
市長 議会 選管 公平 監査 農業 固定 教委 

全 部 公 開        14   0   0   0   0   0   0   1    15 

部 分 公 開      64   0   1   0   0   0   0   1    66 

非

公

開 

全 部 非 公 開    0   0   0   0   0   0   0   0     0 

存否応答拒否    0   0   0   0   0   0   0   0     0 

不 存 在    1   0   0   0   0   0   0   0     1 

取 下 げ         0   0   0   0   0   0   0   0     0 

計   79   0    1   0   0   0   0   2    82 

    



 

不服申立ての状況 （単位：件） 

審 査 請 求        0 

 

６．個人情報保護制度の運用状況 

利用状況 

区  分 開示請求 訂正請求 利用停止請求 合計 

請求者数(人) 6 0 0 6 

請求件数(件) 6 0 0 6 

 

実施機関別の開示請求の決定件数・取下げ件数                （単位：件） 

処 理 区 分 
実     施     機     関     名 

合  計 
市長 選管 公平 監査 農業 固定 教委 財産区 議会 

全 部 開 示        2   0   0   0   0   0   1   0   0   3 

部 分 開 示        1   0   0   0   0   0   1   0   0   2 

不

開

示 

全 部 不 開 示   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

存否応答拒否   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

不 存 在   1   0   0   0   0   0   1   0   0   2 

形 式 上 不 備   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

取 下 げ        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

却   下  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

計   4   0   0   0   0   0   3   0   0   7 

 

 不服申立ての状況 （単位：件）  

審 査 請 求        0 

 

個人情報ファイル簿件数                          （単位：件） 

実 施 機 関 名 市長 選管 公平 監査 農業 固定 教委 財産区 議会 合 計 

件  数 115  1  0 0  3  0  34  0   0 153  

 

７．行政不服等審査会開催状況 

開  催  日 案 件 内 容 ・ 諮 問 内 容 

令和５年５月１２日 ・令和４年度情報公開制度・個人情報保護制度運用状況について（報告） 

令和６年１月２９日 ・道路等境界確定図の情報提供に係る写しの交付について（意見具申） 

 

 

 

 



 

８．契約 

 業種別契約締結件数（法務・契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ取扱い分）               （単位：件） 

区 分 契 約 件 数 

土 木 一 式 工 事 15 

建 築 一 式 工 事 7 

舗 装 工 事 7 

電 気 ・ 電 気 通 信 工 事 1 

管 工 事 1 

造 園 工 事 6 

解 体 工 事 1 

そ の 他 の 建 設 工 事 6 

測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等 10 

業 務 委 託 212 

物 品 購 入 20 

賃 貸 借 23 

印 刷 製 本 業 務 6 

使 用 許 諾 14 

計 329 

 

 

 

 



 

行財政マネジメント室 
 

１．地方債 

新規発行地方債 

区   分 事  業  名 
借入額 

(千円) 

借入先別内訳 償還方法 

借入先 
金  額 

(千円) 

利率 

(％) 

償還期間 

(据置期間) 

 (年) 

一

般

会

計 

総務債 

一般事業 

文化会館施設改修事業 
13,000 

大阪府市町村 

振興協会 
13,000 0.4 10(2) 

公共施設等適正管理推進事業 

文化会館東側入口改修事業 
2,700 

大阪府市町村 

振興協会 
2,700 0.4 10(2) 

脱炭素化推進事業 

文化会館ESCO事業 
139,100 

地方公共団体 

金融機構 
22,300 0.7 10(2) 

大阪府市町村 

振興協会 
80,700 0.4 10(2) 

大阪府 36,100 0.5 10(2) 

民生債 
地域活性化事業 

  第七放課後児童会トイレ改修事業 
1,800 

大阪府市町村 

振興協会 
1,800 0.4 10(2) 

農林水 

産業債 

一般補助施設整備等事業 

  池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備事業 
16,200 財務省 16,200 0.7 10(2) 

一般事業 

 池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備事業 

（継足単独分） 

29,400 
大阪府市町村 

振興協会 
29,400 0.4 10(2) 

一般事業 

岩室二丁目地内水路改修事業 
3,000 

大阪府市町村 

振興協会 
3,000 0.4 10(2) 

一般補助施設整備等事業：繰越分 

  池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備事業 
3,000 

大阪府市町村 

振興協会 
3,000 0.4 10(2) 

一般事業：繰越分 

  池尻北一丁目地内農業用用排水施設整備事業 

（継足単独分） 

2,300 
大阪府市町村 

振興協会 
2,300 0.4 10(2) 

土木債 

公共事業等 

  西除川河川改修等事業 
40,200 

地方公共団体 

金融機構 
40,200 0.7 10(2) 

公共事業等 

水とみどりのネットワーク整備等事業  
27,700 財務省 27,700 0.7 10(2) 

一般事業 

水とみどりのネットワーク整備等事業  

（継足単独分） 

3,100 
大阪府市町村 

振興協会 
3,100 0.4 10(2) 

地方道路等整備事業 

  西除川河川改修等事業（継足単独分） 
12,000 

地方公共団体 

金融機構 
12,000 0.7 10(2) 

地方道路等整備事業 

狭山ニュータウン地区道路整備等事業 
4,600 

地方公共団体 

金融機構 
4,600 0.7 10(2) 

公共事業等：繰越分 

  西池尻２５号線舗装修繕等事業 
23,100 財務省 23,100 0.5 10(2) 



 

区   分 事  業  名 
借入額 

(千円) 

借入先別内訳 償還方法 

借入先 
金  額 

(千円) 

利率 

(％) 

償還期間 

(据置期間) 

(年) 

一

般

会

計 

土木債 

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業：繰越分 

東野菅生線舗装整備等事業 
28,400 財務省 28,400 0.5 10(2) 

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業：繰越分 

市内公園遊具改修事業 
15,000 財務省 15,000 0.5 10(2) 

一般事業：繰越分 

市内公園遊具改修事業（継足単独分） 
1,200 

大阪府市町村 

振興協会 
1,200 0.4 10(2) 

地域活性化事業：繰越分 

歴史街道整備事業 
25,400 

地方公共団体 

金融機構 
25,400 0.7 10(2) 

地方道路等整備事業：繰越分 

西池尻２５号線舗装修繕等事業（継足単独分） 
5,000 

地方公共団体 

金融機構 
5,000 0.7 10(2) 

地方道路等整備事業：繰越分 

東野菅生線舗装整備等事業（継足単独分） 
6,900 

地方公共団体 

金融機構 
6,900 0.7 10(2) 

教育債 

学校教育施設等整備事業 

東小学校普通教室環境整備事業 
20,200 

財務省 18,100 1.2 20(2) 

大阪府 2,100 1.1 20(2) 

学校教育施設等整備事業 

東小学校普通教室環境整備事業（継足単独分） 
65,800 

財務省 50,900 1.2 20(2) 

大阪府 14,900 1.1 20(2) 

学校教育施設等整備事業 

北小学校普通教室環境整備事業 
38,400 

財務省 34,600 1.2 20(2) 

大阪府 3,800 1.1 20(2) 

学校教育施設等整備事業 

北小学校普通教室環境整備事業（継足単独分） 
63,800 

財務省 47,900 1.2 20(2) 

大阪府 15,900 1.1 20(2) 

緊急防災・減災事業 

小中学校体育館空調設置事業 
15,200 

地方公共団体 

金融機構 
15,200 0.7 10(2) 

災  害 

復 旧 債 

災害復旧事業 

西池尻１２号線等災害復旧事業 
4,200 財務省 4,200 0.7 10(2) 

臨時財政 

対 策 債 
臨時財政対策債 126,000 財務省 126,000 0.7 20(3) 

一般会計 合計 736,700     

 

 

 

 

 



 

地方債現在高                              （単位：千円） 

  

区    分 

 

令和4年度 

末現在高 

令和5年度 

発行地方債 

令和5年度元利償還金 
令和5年度 

末現在高 
元金 利子 計 

1. 普通債 5,337,406 610,700 950,024 18,181 968,205 4,998,082 

 (1) 総務債 422,874 154,800 109,277 833 110,110 468,397 

 (2) 民生債 568,901 1,800 88,982 996 89,978 481,719 

 (3) 衛生債 509,553 0 66,066 592 66,658 443,487 

 (4) 農林水産業債 9,077 53,900 838 16 854 62,139 

 (5) 土木債 1,359,895 192,600 244,092 10,170 254,262 1,308,403 

 (6) 消防債 422,030 0 69,220 633 69,853 352,810 

 (7) 教育債 2,016,300 203,400 368,887 4,908 373,795 1,850,813 

 (8) 災害復旧債 28,776 4,200 2,662 33 2,695 30,314 

2. 減税補てん債等 149,268 0 28,968 139 29,107 120,300 

3. 臨時財政対策債 9,852,115 126,000 870,790 16,373 887,163 9,107,325 

一般会計 合計 15,338,789 736,700 1,849,782 34,693 1,884,475 14,225,707 

 

（注）公営事業会計の起債状況は含まれていません。 



 

 

２．予算補正 

一般会計予算 

  歳  入                                                          （単位：千円・％） 

款 当初予算 
補    正 

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 第10号 第11号 

1. 市 税 7,569,237            

2. 地 方 譲 与 税 107,000            

3. 利 子 割 交 付 金 14,000            

4. 配 当 割 交 付 金 94,000            

5. 株式等譲渡所得割交付金 58,000            

6. 法人事業税交付金 103,000            

7. 地方消費税交付金 1,373,000            

8. 環境性能割交付金 21,000            

9. 地 方 特 例 交 付 金 84,000            

10. 地 方 交 付 税 3,935,000            

11. 交通安全対策特別交付金 10,000            

12. 分担金及び負担金 107,185            

13. 使用料及び手数料 440,591   -887    257     

14. 国 庫 支 出 金 4,168,554 124,955 247,794 283,398 125,717 2,932 566 125,366 3,625 331,934 116,676 345,000 

15. 府 支 出 金 2,020,296   72,970  975 283 66,612 3,448      

16. 財 産 収 入 17,098                 

17. 寄 附 金 18,000        5,000        

18. 繰 入 金 897,099  118,841 409,258     390,200   228,066 60,105 11,362 

19. 繰 越 金 50,000     396,680 284 193,710 70,891 18,778    

20. 諸 収 入 174,996   2,223    20,769   -926  

21. 市 債 513,800   314,800  19,600  -17,000     

歳  入  合  計 21,775,856 124,955 366,635 1,081,762 125,717 420,187 1,133 784,914 77,964 578,778 175,855 356,362 

 

 



 

 

歳  入                      （単位：千円・％） 

款 
補 正 

最終予算額 構成比 
第12号 第13号 第14号 

1. 市 税    7,569,237 29.2 

2. 地 方 譲 与 税    107,000 0.4 

3. 利 子 割 交 付 金    14,000 0.1 

4. 配 当 割 交 付 金    94,000 0.4 

5. 株式等譲渡所得割交付金    58,000 0.2 

6. 法 人 事 業 税 交 付 金    103,000 0.4 

7. 地 方 消 費 税 交 付 金    1,373,000 5.3 

8. 環 境 性 能 割 交 付 金    21,000 0.1 

9. 地 方 特 例 交 付 金    84,000 0.3 

10. 地 方 交 付 税  257,133  4,192,133 16.2 

11. 交通安全対策特別交付金     10,000 0.0 

12. 分 担 金 及 び 負 担 金     107,185 0.4 

13. 使 用 料 及 び 手 数 料     439,961 1.7 

14. 国 庫 支 出 金  134,272  6,010,789 23.2 

15. 府 支 出 金  -9,597  2,154,987 8.3 

16. 財 産 収 入     17,098 0.1 

17. 寄 附 金  4,800  27,800 0.1 

18. 繰 入 金  -425,947 0  1,688,984 6.5 

19. 繰 越 金     730,343 2.8 

20. 諸 収 入     197,062 0.8 

21. 市 債  69,900  901,100 3.5 

歳  入  合  計 0 30,561 0 25,900,679 100.0 

※最終予算額には、前年度繰越予算額を含んでいません。 

※補正第12号については、繰越明許費の設定のみを行いました。 

※補正第14号については、財源更生による補正を行いました。 

  



 

 

歳  出 （目的別）                                                    （単位：千円・％） 

款 当初予算 
補    正 

第1号 第2号 第3号 第4号 第5号 第6号 第7号 第8号 第9号 第10号 第11号 

1. 議 会 費 196,422        548    

2. 総 務 費 2,273,670 3,219 6,234 255,282  324,903  404,301 22,672    

3. 民 生 費 10,575,724  360,401 174,938  90,462 1,133 287,376 27,990 578,778 12,768 356,362 

4. 衛 生 費 1,763,654 121,736  18,052 125,717    69,756 3,828    

5. 農 林 水 産 業 費 67,598   113,771       628    

6. 商 工 費 75,225   160,442  2,255    586  162,211  

7. 土 木 費 1,166,506   183,198       3,954    

8. 消 防 費 878,926   5,492       340    

9. 教 育 費 2,856,886   170,587  2,567  23,481 17,418  876  

10. 公 債 費 1,891,245            

11. 予 備 費 30,000            

歳  出  合  計 21,775,856 124,955 366,635 1,081,762 125,717 420,187 1,133 784,914 77,964 578,778 175,855 356,362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

歳  出 （目的別）                  （単位：千円・％） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最終予算額には、前年度繰越予算額を含んでいません。 

※補正第12号については、繰越明許費の設定のみを行いました。 

※補正第14号については、財源更生による補正を行いました。 

 

 

 

 

 

 

款 
補 正 

最終予算額 構成比 
第12号 第13号 第14号 

1. 議 会 費    196,970 0.8 

2. 総 務 費  87,980  3,378,261 13.0 

3. 民 生 費  -53,519  12,412,413 47.9 

4. 衛 生 費  3,362  2,106,105 8.1 

5. 農 林 水 産 業 費     181,997 0.7 

6. 商 工 費     400,719 1.6 

7. 土 木 費  55,300  1,408,958 5.5 

8. 消 防 費     884,758 3.4 

9. 教 育 費  -62,562  3,009,253 11.6 

10. 公 債 費    1,891,245 7.3 

11. 予 備 費    30,000 0.1 

歳  出  合  計 0 30,561 0 25,900,679 100.0 



 

 

各特別会計予算の状況                                     （単位：千円） 

特 別 会 計 名 称 当初予算 補正第1号 補正第2号 補正第3号 補正第4号 補正第5号 最終予算額 

国民健康保険特別会計 6,645,099 51,707 0 4,274 1,502 0 6,702,582 

介 護 保 険 特 別 会 計 5,923,873 177,430 11,434 2,202 0  6,114,939 

後期高齢者医療特別会計 1,176,075 154 24,000     1,200,229 

池尻財産区特別会計 7,221 584 1,243,133 198   1,251,136 

半田財産区特別会計 5      5 

東野財産区特別会計 2,310 279     2,589 

今熊財産区特別会計 2 3,823     3,825 

岩室財産区特別会計 2,858      2,858 

茱 木財産区特別会計 20      20 

特 別 会 計 合 計 13,757,463 233,977 1,278,567 6,674 1,502 0 15,278,183 

※国民健康保険特別会計の補正第2号については、財源更生による補正を行いました。 

※国民健康保険特別会計の補正第5号・介護保険特別会計の補正第4号については、繰越明許費の設定のみを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．公用車の管理状況 

公用車台数                       令和6年3月31日現在（単位：台） 

車 種 ( 用 途 ） 
電 気 

自動車 

天 然 

ガス車 

ハイブ 

リッド車 
★★★★車 ★★★車 その他 合計 

普 

通 
乗用 ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ・乗用車   1    1 

小 

 

型 

乗用 ｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ・乗用車    6   6 

貨物 2ｔダンプ      1  1 

軽 

自 

動 

車 

乗用 乗用車    12   12 

貨物 バン 2   6 6 4 18 

特種 公共応急作業車      1  1 

貨物 トラック      3 3 

計 2 0 1 24 6 9 42 

 （行財政マネジメント室の管理する車両で、リース車22台を含む） 

 

★★★★車・・・低排出ガス平成17年基準排出ガス75％低減国土交通大臣認定車 

★★★車・・・・低排出ガス平成17年基準排出ガス50％低減国土交通大臣認定車 

 

自動車損害共済加入状況                          （単位：円） 

共 済 別 共済責任額 委託金(A) 廃車解約金(B) 分担金(A－B) 

対     人 無  制  限 124,490 0 124,490 

対     物 無  制  限 200,110 0 200,110 

車     両 時  価  額 312,389 0 312,389 

計 636,989 0 636,989 

 

令和5年度中の公用車の更新                        （単位：台） 

購 入 台 数 リ ー ス 車 台 数 廃車・リース返納台数 

軽貨物車 2 ― ― 軽貨物車（廃車） 2 

― ― ― ― ― ― 

計 2 計 ― 計 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．建物総合損害共済加入状況 

施  設  名 
共済責任額 

（万円） 

分担金 

（円） 

市役所（本庁舎、別館、南館） 176,916 88,928 

西池尻連絡所 1,469 1,836 

文化会館 764,168 325,413 

金剛駅西口駅前地域防犯ステーション 480 600 

福祉センター（さやま荘、さつき荘等） 62,286 36,862 

シルバー人材センター 2,750 3,435 

保健センター、旧狭山・美原医療保健センター 59,371 24,762 

放置自転車管理事務所  408 510 

市民ふれあいの里（花と緑の広場、青少年野外活動広場） 43,015 54,736 

公衆便所等（くろべ池公園、あまの街道、さやか公園、狭山池公園、東大池

公園、副池オアシス公園、金剛駅西口、西山霊園、東茱萸木第 10 公園） 
35,439 24,711 

コミュニティセンター 127,773 53,209 

斎場 62,142 24,625 

小学校（東、西、南第一、南第二、南第三、北、第七） 824,236 407,465 

中学校（狭山、南、第三） 455,567 227,855 

フリースクール 3,878 4,846 

学校給食センター 45,451 19,921 

図書館・公民館 112,540 48,988 

社会教育センター 13,425 8,001 

埋蔵文化財資料整理室、市史編さん所 27,786 34,730 

体育館（総合、池尻） 226,160 282,698 

スポーツ施設管理棟等（西プール、南青少年運動広場、第三青少年運動広

場、市民総合グラウンド、野球場、スポーツ広場、ふれあいスポーツ広場） 
50,193 48,080 

こども園（旧第 2 保育所）、子育て支援センター、子育て支援・世代間交流

センター、旧くみの木幼稚園、放課後児童会（第七、東、北） 
102,033 67,685 

幼稚園（東、半田、東野）、こども園（旧南第三幼稚園） 86,908 36,064 

消防署（本署、ニュータウン出張所） 95,173 39,420 

消防団車庫・防災倉庫（大野台・半田・東野・池之原・茱萸木・山本・岩

室・狭山・今熊・東池尻・西池尻・大野）・防災行政無線 
23,262 19,643 

その他（牛乳パック整理作業所、社会教育・スポーツ振興 G 倉庫、宣言塔、

街頭防犯カメラ） 
5,636 9,716 

計 3,408,465 1,894,739 

 



 

 

５．賠償補償保険加入状況 

全国市長会市民総合賠償補償保険 

市人口数(人) 分担金(円) 
てん補限度額（保険金額） 

賠償責任保険 補償保険 

58,227 884,317 

身体 1 人 1億5,000万円以内 
死  亡 200万円以内  

身体 1事故 15億円以内 

財物 1事故 2,000万円以内 
後遺障害 200万円以内  

個人情報漏えい 2億円以内 

会見等対応費用 

1事故  

         

  1,000万円以内 

年間    3,000万円以内 

サイバーリスク

による損害賠償 
2億円以内   

サイバーリスク

による対応費用 
3,000万円以内   

 

６．庁舎管理営繕工事実施状況 

工  事  名 支出額(円) 

本校舎高齢介護グループ系統空調室外機改修工事 671,000 

南館照明器具改修工事（その２） 585,200 

 



 

 

税務グループ 
 

税   目 
 調定額 

（円）  
 収入額 

（円） 
不納欠損額 

（円） 
未収入額 

（円） 
徴収率 
（％） 

市税 7,968,077,037 

 

7,667,414,912 

 

1,464,184 

1,464,184 

5 

 

299,197,941 

 

96.23  

       現年分 7,692,694,337 

 

7,622,967,627 

 

0 

 

69,726,710 

 

99.09  

       滞納分 275,382,700 

 

44,447,285 1,464,184 

  

229,471,231 

 

16.14  

   市町村民税 4,010,022,357 

 

3,953,361,932 

 

985,984 

 

55,674,441 

 

98.59  

     個人 3,802,534,457 

 

3,747,362,732 

 

890,284 

 

54,281,441 

 

98.55  

       現年分 3,753,149,509 

 

3,727,521,074 

 

0 

 

25,628,435 

 

99.32  

         均等割 100,181,200 

 

99,497,111 

 

0 

 

684,089 

 

99.32  

         所得割 3,652,968,309 

 

3,628,023,963 

 

0 

 

24,944,346 

 

99.32  

       滞納分 49,384,948 19,841,658 

 

 

890,284 

 

28,653,006 

 

40.18  

         均等割 1,339,311 538,102 24,145 777,064 

 

40.18  

         所得割 48,045,637 19,303,556 866,139 27,875,942 

 

40.18  

     法人 207,487,900 

 

205,999,200 

 

95,700 

 

1,393,000 

 

99.28  

       現年分 206,395,300 

 

205,539,800 

 

0 855,500 

 

99.59  

         均等割 100,775,500 

 

100,102,300 

 

0 673,200 

 

99.33  

         法人税割 105,619,800 

 

105,437,500 

 

0 182,300 

 

99.83  

       滞納分 1,092,600 

 

459,400 95,700 

 

537,500 

 

42.05  

         均等割 835,200 

 

240,000 95,700 499,500 

 

28.74  

         法人税割 257,400 

 

219,400 

 

0 38,000 

 

85.24  

   固定資産税 3,108,268,595 

 

2,898,968,532 

 

75,175 

 

209,224,888 

 

93.27  

     純固定資産税 3,075,050,095 

 

2,865,750,032 

 

75,175 

 

209,224,888 

 

93.19  

       現年分 2,881,421,400 

 

2,845,370,871 

 

0 36,050,529 

 

98.75  

         土地 1,139,908,600 

 

1,125,646,782 

 

0 14,261,818 

 

98.75  

         家屋 1,423,120,500 

 

1,405,315,313 

 

0 17,805,187 

 

98.75  

         償却資産 318,392,300 

 

314,408,776 

 

0 3,983,524 

 

98.75  

       滞納分 193,628,695 

 

20,379,161 

 

75,175 

 

173,174,359 

 

10.52  

         土地 79,770,078 

 

8,395,694 

 

30,970 

 

71,343,414 

 

10.52  

         家屋 92,654,823 

 

9,751,796 

 

35,973 

 

82,867,054 

 

10.52  

         償却資産 21,203,794 

 

2,231,671 

 

8,232 

 

18,963,891 

 

10.52  

     国有資産交付金 33,218,500 

 

33,218,500 

 

0 0 100.00  

  軽自動車税 125,068,647 

 

118,521,552 

 

392,900 

 

6,154,195 

 

94.77  

       環境性能割 5,834,500 

 

5,834,500 

 

0 0 

 

100.00  

      現年分 種別割 114,035,500 

 

111,664,640 

 

0 2,370,860 

 

97.92 

滞納分 種別割 5,198,647 

 

1,022,412 

 

392,900 

 

3,783,335 

 

19.67  

   市町村たばこ税 313,279,328 

 

313,279,328 

 

0 0 100.00  

  都市計画税 411,438,110 

 

383,283,568 

 

10,125 

 

28,144,417 

 

93.16  

       現年分 385,360,300 

 

380,538,914 

 

0 4,821,386 

 

98.75  

         土地 198,909,600 

 

196,420,968 

 

0 2,488,632 

 

98.75  

         家屋 186,450,700 

 

184,117,946 

 

0 2,332,754 

 

98.75  

       滞納分 26,077,810 

 

2,744,654 

 

10,125 

 

23,323,031 

 

10.52  

         土地 14,036,780 

 

1,477,352 

 

5,450 

 

12,553,978 

 

10.52  

         家屋 12,041,030 

 

1,267,302 

 

4,675 

 

10,769,053 

 

10.52  

  



 

 

○市民税関係 

１．市民税納税義務者数（現年度課税分） 

個人市民税（徴収方法別）                         （単位：人） 

区    分 均等割のみ 所得割のみ 均等割＋所得割 計 

特 別  徴  収 1,197         ― 19,936 21,133 

普  通  徴  収 876 (10)     ― 6,583 (41) 7,459 (51) 

退 職 分 離 課 税      ― 144      ― 144 

計 2,073 (10) 144 26,519 (41) 28,736 (51) 

                                                            ※ ( )書きは過年度分 

 

法人市民税                               （単位：法人） 

 均等割のみ 法人税割のみ 均等割＋法人税割 計 

法人市民税 779 ― 510 1,289 

 

２．市民税調定額（現年度課税分） 

 個人市民税（徴収方法別）   

区      分 
均等割額 所得割額 計 納税義務者数  

納税義務者

一人当り 

市民税中に

占める割合  

（円） （円） （円） （人） （円） （％） 

特 別 徴 収 
現年度分 78,204,000 2,827,003,600 2,905,207,600 21,133 137,473 

73.3 
過年度分 0 0 0 0 0 

普 通 徴 収 
現年度分 21,669,200 734,139,500 755,808,700 7,459 101,328 

19.6 
過年度分 308,000 17,996,000 18,304,000 51 358,902 

退職分離課税 
現年度分 0 73,829,209 73,829,209 144 512,703 

1.9 
過年度分 0 0 0 0 0 

計 

現年度分 99,873,200 3,634,972,309 3,734,845,509 28,736 129,971 

94.8 過年度分 308,000 17,996,000 18,304,000 51 358,902 

計 100,181,200 3,652,968,309 3,753,149,509 28,787 130,377 

 

 法人市民税 

区      分 
均等割額 法人税割額 計 納税義務者数  

納税義務者

一社当り 

市民税中に

占める割合  

（円） （円） （円） （人） （円） （％） 

法人市民税 100,775,500 105,619,800 206,395,300 1,289 160,120 5.2 

 



 

 

○軽自動車税関係 

１．課税台数の推移   

区   分 
令和 5 年度 

課税台数(台)           

税 率   

    (円) 

令和 5 年度 

調定額 (円) 

令和 4 年度 

課税台数(台) 

令和 3 年度 

課税台数(台) 

原
動
機
付 

自
転
車 

第一種 50cc 以下 4,783 2,000 9,566,000 4,944 5,117 

第二種 
90cc 以下 136 2,000 272,000 146 158 

125cc 以下 1,291 2,400 3,098,400 1,225 1,162 

小 計 6,210 － 12,936,400 6,315 6,437 

軽
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車 

二 輪 845 3,600 3,042,000 803 804 

三輪 

据え置き分 0 3,100 0 0 0 

新税率適用分 0 3,900 0 0 0 

重課適用分 1 4,600 4,600 0 0 

75％軽課適用分 0 1,000 0 0 0 

50％軽課適用分 0 2,000 0 0 0 

25％軽課適用分 0 3,000 0 0 0 

四
輪 

乗
用 

営
業
用 

据え置き分 0 5,500 0 0 0 

新税率適用分 2 6,900 13,800 0 1 

重課適用分 0 8,200 0 0 0 

75％軽課適用分 0 1,800 0 0 0 

50％軽課適用分 0 3,500 0 0 0 

25％軽課適用分 0 5,200 0 1 0 

自
家
用 

据え置き分 2,438 7,200 17,553,600 2,869 3,326 

新税率適用分 4,067 10,800 43,923,600 3,631 2,852 

重課適用分 1,743 12,900 22,484,700 1,692 1,608 

75％軽課適用分 19 2,700 51,300 1 0 

50％軽課適用分 0 5,400 0 0 26 

25％軽課適用分 0 8,100 0 0 315 

貨
物 

営
業
用 

据え置き分 27 3,000 81,000 33 44 

新税率適用分 35 3,800 133,000 33 30 

重課適用分 21 4,500 94,500 21 16 

75％軽課適用分 0 1,000 0 0 0 

50％軽課適用分 0 1,900 0 0 0 

25％軽課適用分 0 2,900 0 0 0 

自
家
用 

据え置き分 370 4,000 1,480,000 459 550 

新税率適用分 780 5,000 3,900,000 686 561 

重課適用分 587 6,000 3,522,000 573 564 

75％軽課適用分 0 1,300 0 0 0 

50％軽課適用分 0 2,500 0 0 0 

25％軽課適用分 0 3,800 0 0 7 

農耕用 58 2,400 139,200 52 51 

小型特殊作業用 19 5,900 112,100 19 20 

二輪小型自動車 723 6,000 4,338,000 708 686 

ミニカー 61 3,700 225,700 58 62 

小 計 11,796 － 101,099,100 11,639 11,523 

合  計 18,006      － 114,035,500 17,954 17,960 



 

 

２．オリジナルプレート令和 4 年度中新規登録台数 

区 分 50cc 以下 90cc 以下 125cc 以下 ミニカー 農耕用 合 計 

登録台数（台） 216 10 64 3 2 295 

 

○固定資産税関係 

１．固定資産税（現年課税分） 

区 分 
納税義務者数 

  （人） 

 調 定 額 

       （円） 

 納税義務者一人当り 

             （円） 前年比(％) 前年比(％) 

土  地  20,380 100.0 1,139,908,600 100.3 55,933 

家  屋  20,130 100.7 1,423,120,500 102.8 70,696 

償却資産  497 98.2 318,392,300 99.6 640,628 

実  数  22,999 99.8 2,881,421,400 101.5  

 

２．都市計画税（現年課税分） 

区 分 
納税義務者数 

  （人） 

 調 定 額 

  （円） 

 納税義務者一人当り 

             （円） 前年比(％) 前年比(％) 

土  地 18,488 101.4 198,909,600 100.5 10,759 

家  屋 18,394 100.8 186,450,700 102.9 10,136 

実  数 20,482 100.3 385,360,300 101.6  

 

３．国有資産等所在市町村交付金 

区         分 調定額（円） 前年比（％） 

国有資産等所在市町村交付金 33,218,500 102.0 

 

○市たばこ税関係 

 市たばこ税（現年課税分） 

売上年月 調定年月 本数(千本) 税 額（円） 前年比（％） 

令和 5 年 3 月 令和 5 年 4 月 4,016 26,315,354 94.2 

4 月 5 月 3,994 26,168,104 95.1 

5 月 6 月 3,915 25,649,514 95.7 

6 月 7 月 4,211 27,589,508 101.5 

7 月 8 月 4,054 26,561,696 97.3 

8 月 9 月 4,310 28,241,381 103.0 

9 月 10 月 3,948 25,867,191 90.3 

10 月 11 月 3,906 25,592,374 95.7 

11 月 12 月 3,893 25,508,770 98.1 

12 月 令和 6 年 1 月 4,161 27,262,943 92.0 

令和 6 年 1 月 2 月 3,580 23,452,916 100.0 

2 月 3 月 3,826 25,069,577 107.1 

計 47,814 313,279,328 97.3 

手持品課税（合計額） 0 円 



 

 

○その他 
１．窓口事務証明等交付状況 

区       分 件数（件） 手数料(円） 区       分 件数（件） 手数料(円） 

課 税 所 得 証 明 3,301 990,300 評 価 通 知 書 231 ― 

事 業 証 明 3  900 公 課 証 明 646 141,150   

納税証明（軽自外） 667  200,100 住 宅 用 家 屋 証 明 275 357,500 

軽 自 動 車 納 税 証 明 456 ― 台 帳 閲 覧 0   0   

廃 車 申 告 受 付 書 892 ― そ の 他 証 明 11 3,300 

記 載 事 項 証 明 1,391 307,800 合       計 7,873 2,001,050 

 

２．府民税徴収取扱費委託金（府支出金）  

区          分 金   額 （円） 

 納税義務者数によるもの 85,775,250  

 払込金額に対するもの（府民税額 100,851円） 7,057  

 過誤納金還付金額（対象保険年金に係るものを含む） 5,343,335  

 還付加算金額 2,708  

 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に係る還付金額 1,788,649  

計 92,916,999  

 

○収税関係 

１．徴収率 

年  度 現年分（％） 滞納分（％） 全 体（％） 

令和４年度 99.17 14.30 96.38 

令和５年度 99.09 16.14 96.23 

 

２．収入額 

 個人市民税 法人市民税 純固定資産税 

現年分(千円) 滞納分(千円) 現年分(千円) 滞納分(千円) 現年分(千円) 滞納分(千円) 

令和４年度 3,634,959 22,472 250,956 494 2,807,314 11,333 

令和５年度 3,727,521 19,842 205,540 459 2,845,371 20,379 

 

 国有資産交付金 軽自動車税（種別割） 市たばこ税 都市計画税 

現年分(千円) 現年分(千円) 滞納分(千円) 現年分(千円) 現年分(千円) 滞納分(千円) 

令和４年度 32,570 109,407 1,192 322,052 374,879 1,529 

令和５年度 33,219 111,665 1,022 313,279 380,539 2,745 

 

 

 



 

 

３．口座振替による収納状況 

税   目 
納税義務者数(A) 利用者数(B) 利用率(B)/(A) 口座振替収納額 

（人） （人） （％） （円） 

個人市民税 7,459 1,069 14.33 195,500,546 

固定資産税 

都市計画税 
22,997 6,661 28.96 1,048,395,200 

軽自動車税 

（種別割） 
13,850 1,399 7.43 8,117,600 

計 44,077 9,129 20.71 1,252,013,346 

※ 納税義務者数は、現年度課税現年度収入分  

４．延滞金・督促手数料 

区 分 金 額（円） 

延  滞  金 

個人市民税 2,855,303 

法人市民税 127,360 

固定資産税・都市計画税 2,875,066 

軽自動車税（種別割） 94,100 

計 5,951,829 

督促手数料 556,320 

 

５．歳出還付金 

区 分 件 数 金 額（円） 

個人市府民税 415 14,264,260 

市府民税（配当割・譲渡所得） 217 4,475,877 

法人市民税 102 12,924,300 

固定資産税・都市計画税 18 576,920 

軽自動車税（種別割） 1 6,000 

市たばこ税   0 0 

延滞金 2 2,100 

督促手数料 10 600 

還付加算金 30 136,800 

計 795 32,386,857 

 

 

 



 

 

６．コンビニ収納の取扱状況 

税   目 
納付件数(A) コンビニ収納額(B) 収入額(C) 

収入額に占める

割合(B)/(C) 

（件） （円） （円） （％） 

個人市民税 
現年分 7,434 148,001,307 3,727,521,074 3.97 

滞納分 699 7,666,099 19,841,658 38.64 

固定資産税 
都市計画税 

現年分 15,586 577,170,070 3,225,909,785 17.89 

滞納分 248 3,897,640 23,123,815 16.86 

軽自動車税 
現年分 9,303 59,432,480 111,664,640 53.22 

滞納分 79 320,980 1,022,412 31.39 

計 33,349 796,488,576 7,109,083,384 11.20 

 

７．大阪府域地方税徴収機構徴収実績  

税   目 
引継額 収入額 延滞金等収入額 合計収入額 

（円） （円） （円） （円） 

個人住民税 

現年分 3,166,420 2,427,122 14,460 2,441,582 

滞納分 12,043,523 11,357,602 1,126,220 12,483,822 

計 15,209,943 13,784,724 1,140,680 14,925,404 

法人市民税 

現年分 50,000 50,000 2,460 52,460 

滞納分 0 0 0 0 

計 50,000 50,000 2,460 52,460 

固定資産税 
都市計画税 

現年分 3,374,400 3,152,006 7,200 3,159,206 

滞納分 11,401,480 11,159,468 531,620 11,691,088 

計 14,775,880 14,311,474 538,820 14,850,294 

軽自動車税 

現年分 221,400 187,300 1,080 188,380 

滞納分 226,260 174,560 27,120 201,680 

計 447,660 361,860 28,200 390,060 

合 計 

現年分 6,812,220 5,816,428 25,200 5,841,628 

滞納分 23,671,263 22,691,630 1,684,960 24,376,590 

計 30,483,483 28,508,058 1,710,160 30,218,218 

 

 



福祉グループ 
 

１．福祉団体補助事業                             （単位：円） 

名  称 団          体          名 金   額 

 

 

 

福祉団体補助金 

大阪狭山市社会福祉協議会 

大阪狭山つくし会（精神障がい者家族会） 

河内長野・大阪狭山地区保護司会大阪狭山支部 

大阪狭山市更生保護女性会 

大阪狭山市民生委員児童委員協議会 

大阪狭山市身体障害者福祉協議会 

大阪狭山市知的障害者（児）あんずの会本人会 

35,136,484 

54,000 

472,000 

130,000 

1,520,000 

401,465 

200,000 

計 37,913,949 

 

２．コミュニティソーシャルワーカー設置事業 

  市立第三中学校区、市立南中学校区及び市立狭山中学校区にコミュニティソーシャルワーカーを

配置し、①地域の高齢者、障がい者などの要援護者に対する見守り・相談・必要なサービスへの

つなぎなどの個別支援、②市民や地域福祉関係団体・機関、行政などのネットワークによるセー

フティネット体制づくり、③地域福祉計画への協力や地域住民活動のコーディネートに努めまし

た。（年間延相談件数：3,894 件） 

 

３．ボランティア活動等推進事業 

事 業 区 分 年 間 実 績 

ボランティアジュニアスクール 
受 講 者：18 

スタッフ：68 

人 

人 

ボランティア活動助成   7  件 

ボランティア活動相談 202  件 

 

地区福祉委員会を中心とする小地域ネットワーク活動推進事業 年間実績 

見守り訪問活動 
ひとり暮らしやねたきりの高齢者などへの見守り、声か

け、話し相手、軽微な用事の手伝いなどの訪問活動 
延べ 6,823 回 

食事サービス 
ひとり暮らしやねたきりの高齢者、重度の障がい者世帯な

どを対象にした配食や会食会の実施 
延べ 4,188 食 

サロン活動 

高齢者や障がい者、子育て中の世帯などを対象に、孤立の

防止やコミュニケーションを図ることを目的に、地域住民

などにより交流事業を実施 

延べ 972 回 

 

４．障がい者等支援事業 

福祉施設管理運営事業 

心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センター並びに障害者地域活動支援センターは、

大阪狭山市社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行い、障がい者やひとり親家庭などの

福祉の向上に努めました。 

 

 



 

① 心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センター利用状況          （単位：人） 

区  分 障がい者 ひとり親 団 体 合計 

年間利用延人数 1,248 783  8,756 10,787 

 

②障害者地域活動支援センター利用状況 

障がい者の日中の活動の場として、制作活動や軽作業、社会との交流の場を提供し、自立

と生きがいを高めるための支援に努めました。 

■開所 

活 動 日 時  開所日数(日) 支援（活動）内容  

月曜日～金曜日 

（10：00～16：00） 
242  

陶芸・手芸・工作・絵画などの制作活動、作業・炊事な

どの機能訓練、カフェ活動、各種クラブ活動など 

 

■通所者数                                                                （単位：人） 

活動区分 
創作 

（貼り絵・園芸等） 

制作 

（共同制作等） 

作業 

（製品組立等） 
合計 

年間利用延人数 1,644 646 561 2,851 

 

(2)障がい児福祉手当等支給状況 

手当の名称 支給延人数(人) 支  給  額(円) 

障がい児福祉手当 399  6,048,360  

特別障がい者手当 612  17,053,040  

経過的福祉手当 24  363,800  

計 1,035  23,456,200  

 

(3)障がい者通所交通費助成事業 

助成人員(人) 延助成期間(月) 助 成 金(円) 

32 250 986,727 

 

(4)軽度難聴児補聴器給付事業 

事業内容 給付人員(人) 給付費(円) 

軽度難聴児（聴力 30db～60db）に対して言語及び生活訓練

を促進するため、補聴器を支給 
1 62,068 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(5)障がい支援区分認定事業 

  障がい福祉サービスの利用に必要な障がい支援区分の認定を行うため、医師意見書の作成に要

した費用を助成しました。また、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千

早赤阪村障がい者支給判定審査会を設置し、医師や理学療法士、社会福祉士等 15 名の審査員が

障がい支援区分の認定審査を行いました。 

 

大阪狭山市分のみ掲載 件数   (件) 対象者数 (人) 

医師意見書助成 142 142 

認定審査会開催  12 137 

  

(6)障がい者自立支援医療（更生医療）費給付状況 

  受診人員 (人)   受診件数 （件）   公費負担額 (円) 

47 526 45,335,682 

 

(7)障がい者自立支援医療（育成医療）費給付状況 

  受診人員 (人)   受診件数 （件）   公費負担額 (円) 

5 12 779,011 



 

(8)障がい者自立支援給付費 

サービスの種類 
    障がい種別ごとの延利用人員   (人) 

給付費（円） 
身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 難病 児童 

介
護
給
付
費 

居宅介護 294 303 800 9 27 66,608,434 

重度訪問介護 88 17 7 0  20,378,934 

同行援護 296  2 0 10 28,578,926 

行動援護  40 0 0 0 7,513,748 

短期入所 55 219 3 0 37 33,319,329 

生活介護 253 887 96 0  289,265,623 

重度障害者等包括支援 0 0 0 0  0 

施設入所支援 122 209 0 0  50,267,177 

療養介護 0 36 0 0  10,071,570 

特定障がい者特別給付費 145 796 164 12  9,786,454 

訓
練
等
給
付
費 

共同生活援助 48 594 161 12  187,128,720 

就労移行支援 0 48 82 8  27,716,831 

就労継続支援 315 990 1,102 46  340,023,249 

自立訓練 2 23 15 0  5,750,520 

就労定着支援 0 31 48 0  2,326,972 

自立生活援助 0 0 0 0  0 

計 1,618 4,193 2,480 87 74 1,078,736,487 

支
援
給
付 

地
域
相
談 

計画相談支援 227 678 727 17 4 24,052,136 

地域移行支援 0 0 0 0  0 

地域定着支援 0 0 0 0  0 

計 227 678 727 17 4 24,052,136 

療養介護医療費 36 1,795,591 

高額障がい福祉サービス等 245 1,448,526  

合計 10,386 1,106,032,740  

 



 

(9)障がい児通所給付費 

サービスの種類  延利用人員 (人)   給付費 (円) 

児童発達支援 1,220      169,729,421  

医療型児童発達支援 0      0  

肢体不自由児通所医療費 0      0  

放課後等デイサービス 2,827      352,252,955  

保育所等訪問支援 499      14,313,535  

居宅訪問型児童発達支援 0      0  

高額障がい児通所給付費 35      82,357  

障がい児相談支援 1,586      24,827,911  

合計 6,167      561,206,179  

 

(10)補装具費給付事業 

区      分  件数 (件)  金額 (円) 内       容 

 補装具の給付及び修理 

身体障がい者  54 

身体障がい児  23 

難病患者等   0 

11,581,643 補聴器、車いす等 

 

(11)地域生活支援事業 

事 業 名 登録・決定件数等(人) 延件数・利用人数等 金 額(円) 

相談支援事業 

（基幹） 

実利用者数 

 

195 

 

延利用人数  

 

2,292 
 

人 

 

18,528,962 

（ぱるぱる） 

実利用者数 

 

142 

 

延利用人数  

 

4,708 
 

人 

 

16,726,283 

（いーず） 

実利用者数 

 

128 

 

延利用人数  

 

4,725 
 

人 

 

9,171,214 

意思疎通支援事業 

手話通訳者設置 1     

手話通訳派遣登録 

要約筆記派遣登録  

12 
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延派遣件数 

延派遣件数   

69  

52 

回 

回 
4,425,856 

日常生活用具給付等事業 決定者数 293 延支給件数   1,117 件 15,101,341 

移動支援事業 利用者数 126 延利用時間 20,335 時間 40,380,000 

地域活動支援センター事業 

（さつき） 

実利用者数 

 

26 

 

延利用人数  

 

2,851 

 

人 

 

33,163,197 

（いーず） 

実利用者数 

 

40 

 

延利用人数  

 

1,082 

 

人 

 

14,041,585 

日中一時支援事業 利用者数 3 延利用人数 92  人 176,490 

福祉タクシー利用料金助成事業 交付人数 398 利用枚数 3,290 枚 2,050,190 

奉仕員等養成事業 
(手話通訳奉仕員・入門基礎課程) 

受講人数 15 修了者数   11 人 585,216 

 

 



 

事 業 名 登録・決定件数等(人) 延件数・利用人数等 金 額(円) 

奉仕員等養成事業 

(手話奉仕員・レベルアップ講

座) 

受講人数 13 修了者数 13  人 243,618 

奉仕員等養成事業 

(要約筆記者養成) 
受講人数 6 修了者数 6  人 86,000 

スポーツ・レクリエーション

教室開催等事業 
  76  人 5,000 

地域生活支援拠点整備事業 

障がい者自立移行支援 延利用人数 0  人 0 

障がい者緊急時居室確

保 
延利用人数 0  人 0 

地域生活支援コーディ

ネーター 
延対応件数 3  件 1,148,217 

重度障がい児地域生活入浴サ

ービス事業 
利用決定人数 0 延利用回数 0  回 0 

 

５．災害ボランティアネット運営事業 

 大阪狭山市が災害で被災した場合や市外で大災害が起こった場合を想定し、市内の各種団体、 

NPO、企業、学校などに参画をよびかけ、本事業の推進母体となる「災害ボランティアネット」を

運営し、次の事業を実施しました。 

(1)情報共有・連携強化 

・検討会 １回 

(2)事業 

・石川県志賀町へ軽トラックの貸し出し 

・災害ボランティアワゴンへの案内 

(3)個人ボランティア登録 

 ・登録者数 52 人 

 

６．重層的支援体制整備事業 

介護・障がい・子ども・困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、対象者の

属性を問わず、複合・複雑化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制を整備しました。 

  延べ相談件数 83 件 

 

 



 

生活援護グループ 

 

１.生活保護 

令和 6 年 3 月末現在の生活保護状況 

    被保護世帯：535 世帯 被保護人員：657 人 保護率：11.36‰（ 人　　口
被保護人員

×1,000） 

     ※世帯数と人員数は、保護停止中の者を含む 

大阪狭山市の人口：57,844 人（外国人登録含む） 

 

 

  

  

 

  

   

生活保護の開始・廃止の状況 

     令和 5 年度 保護の開始：72 世帯  保護の廃止：71 世帯 

 

 

 

 

 

 

 

⑶自立支援の強化状況 

  令和 5 年度 就労支援相談件数：49 件 

 

 

  

  

  

 

 

⑷生活保護相談体制の強化状況 

  令和 5 年度 生活保護相談件数：254 件 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

開始 廃止 



 

⑸医療扶助適正化の状況 

  令和 5 年度 ジェネリック医薬品使用率 85.0%  

 

  

  

 

 

 

 

⑹生活保護費支給状況 

区  分 保 護 費(円) 延 世 帯 数(世帯) 延 人 員(人) 

生 活 扶 助 321,550,538   5,512  6,813  

住 宅 扶 助 157,531,358  5,502  6,671  

教 育 扶 助 3,034,151  230  344  

介 護 扶 助 27,248,665  1,895  1,982  

医 療 扶 助 607,292,918  6,130       7,261  

出 産 扶 助 0  0  0  

生 業 扶 助 1,868,017  143  167  

葬 祭 扶 助 2,252,775  14  14  

施 設 事 務 費        31,653,222  185  185  

就労自立給付金 446,953  12 
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進学準備給付金 

 

600,000  2  2  

計 1,153,478,597 

 

 19,625  23,451  

 

⑺生活保護費返還金の不納欠損処理の状況 

 

２．生活困窮者自立支援事業 

 生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、子ど

もの学習支援事業を実施 

 ⑴自立相談支援事業の状況 

区  分 件  数 

新規相談受付件数  120 件 

プラン作成件数  41 件 

就労支援件数 11 件 

住居確保給付金件数  0 件 

一時生活支援事業利用件数  1 件 

※住居確保給付金の件数はプラン作成件数です。 

 

 

区 分      調定額(円) 収入額(円) 不納欠損額(円) 未収入額(円) 徴収率(％) 

現年(度)分 26,489,265 18,966,591 0 7,522,674 71.60 

過年(度)分

(滞納繰越分     ) 22,403,609 1,151,583 2,208,233 19,043,253 5.70 

 計 48,892,874 20,118,174 2,208,233 26,565,927 43.09 



 

⑵家計改善支援事業の状況 

区  分 件  数 

プラン作成件数 18 件 

 

⑶就労準備支援事業の状況 

区  分 件  数 

プラン作成件数 17 件 

正規雇用数      0 件 

非正規雇用数 2 件 

 

⑷子どもの学習支援事業の状況 

区  分 人  数 

小学 4 年から 6 年生              5 名 

中学 1 年から 3 年生 15 名 

  ＊内、中学 3 年生 12 名は、全員進学。 

 

３．援護団体等育成事業 

 ⑴援護団体補助金 

名  称 補助の種類 団   体   名 金 額(円) 

援護団体 

補 助 金     
直 接 補 助      大阪狭山市遺族会 296,000  

計 296,000  

 

⑵大阪狭山市戦没者並びに殉職者合同追悼式 

   主催：大阪狭山市遺族会・大阪狭山市 

   日時：令和 5 年 9 月 26 日(火) 68 名参列 

 

４．その他給付 

   見舞金の支給 

区  分 人数(人) 単価(円) 計(円) 

戦傷病者見舞金 0  8,000  0  

原爆被爆者見舞金 28  8,000  224,000  

 

５.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 

 物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、低所

得世帯へのさらなる重点的な措置を行うため、国の方針により実施しました。 

対 象 支給額 支給対象数 実績額（円） 

世帯全員が、令和 4 年度住民税均等割が非課税又は未

申告である世帯。（未申告世帯・令和 4 年 1 月 2 日以

降転入世帯を含む） 

1 世帯 

30,000 円 

527 世帯 15,810,000 

世帯全員が、令和 5 年度住民税均等割が非課税又は未

申告である世帯。（未申告世帯・令和 5 年 1 月 2 日以

降転入世帯を含む） 

1 世帯 

30,000 円 

5,917 世帯 177,510,000 

 



 

６．電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加給付）支給事業 

 物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、低所

得世帯へ 3 万円給付を実施してきましたが、重点支援地方交付金が追加的に拡大されたことに伴い、

住民税非課税世帯 1 世帯当たり 10 万円を目安に支援を行っていくためのさらなる重点的な措置とし

て、国の方針により実施しました。 

 

対 象 支給額 支給対象数 実績額（円） 

世帯全員が、令和 5 年度住民税均等割が非課税又は未

申告である世帯。（未申告世帯・令和 5 年 1 月 2 日以

降転入世帯を含む） 

1 世帯 

70,000 円 

5,931 世帯 415,170,000 

 

７.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（所得割非課税・こども加算）支給事業 

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における、「低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て

世帯や、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方には、地域の実情等に応じ、

定額減税やほかの給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平を確保できる適切な支援」に基づき、

低所得世帯と同水準と見込まれる住民税所得割非課税世帯及び子育て世帯への重点的な措置として、

国の方針により実施しました。 

対 象 支給額 支給対象数 実績額（円） 

世帯全員が、令和 5 年度住民税所得割（均等割のみ課

税）が非課税である世帯。（令和 5 年 1 月 2 日以降転

入世帯を含む） 

1 世帯 

100,000 円 

872 世帯 87,200,000 

世帯全員が、令和 5 年度住民税均等割が非課税又は未

申告である世帯（未申告世帯・令和 5 年 1 月 2 日以降

転入世帯を含む）又は、世帯全員が、令和 5 年度住民

税所得割（均等割のみ課税）が非課税である世帯（令

和 5 年 1 月 2 日以降転入世帯を含む）のうち、18 歳以

下の児童を含む世帯。 

1 人 

50,000 円 

934 人 46,700,000 

 

 



 

高齢介護グループ  
 
１．介護保険                    

令和 5 年度においては、前年度より被保険者数で 0.06％、サービス受給者数で 2.2％増加しまし
た。保険給付費は 5,069,362 千円で前年度に比べ 4.8％の増加となりました。 

今後も、高齢社会の急速な進展により受給者、保険給付費ともに増加すると予想されます。決算
額は、収入総額が 5,824,320 千円、支出総額が 5,631,563 千円、収支差引額は 192,757 千円でした。 

 
(１)収支状況                   

  収入                                   （単位：円） 

区            分 令和 4 年度 令和 5 年度 

介

護

保

険

料 

  第 1 号被保険者保険料（特別徴収分） 1,045,238,154 1,036,888,004 

  第 1 号被保険者保険料（普通徴収分） 96,147,826 101,404,269 

  第 1 号被保険者保険料（滞納繰越分） 2,483,600 1,875,069 

            計 1,143,869,580 1,140,167,342 

使 用 料 及 び 手 数 料 67,123 67,551 

国 庫 支 出 金 1,210,784,957 1,281,057,258 

支 払 基 金 交 付 金 1,362,357,000 1,431,407,418 

府 支 出 金 714,053,791 739,156,059 

     財 政 安 定 化 基 金 交 付 金 0 0 

財 産 収 入 145,479 140,189 

繰

入

金 

一 般 会 計 繰 入 金 822,209,173 885,510,896 

介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 96,574,000 196,690,000 

介護従事者処遇改善特例基金繰入金 0 0 

計 918,783,173 1,082,200,896 

     繰 越 金 224,064,094 150,005,874 

     財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 0 0 

     諸 収 入 109,336 117,679 

繰 越 明 許 費 0 0 

分 担 金 及 び 負 担 金 0 0 

合        計 5,574,234,533 5,824,320,266 

  支出                                   （単位：円） 

区             分 令和 4 年度 令和 5 年度 

      総      務      費 129,287,728 158,955,577 

保

険

給

付

費 

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費                    4,435,323,132 4,660,905,019 

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 171,685,728 175,298,892 

審 査 支 払 手 数 料                    4,366,778 4,591,236 

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 150,394,469 155,427,196 

特 定 入 所 者 サ ー ビ ス 費 77,572,182 73,139,292 

計 4,839,342,289 5,069,361,635 

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金                    0 0 

地 域 支 援 事 業 費 230,076,032 246,164,751 

基 金 積 立 金 148,737,482 87,182,376 

諸 支 出 金 76,785,128 69,899,043 

合        計 5,424,228,659 5,631,563,382 



 

（２）世帯数・被保険者数の状況 

区  分 

被  保  険  者  数 

第 1 号被保険者  

世帯数(戸) 総 数(人) 
65 歳以上 
75 歳未満(人) 75 歳以上(人) 

（再掲） 

外国人 

被保険者(人) 

（再掲） 

住所地特例被保

険者(人) 
 

4年度末現在 11,486 16,361 7,163 9,198 52 126 

5年度末現在 11,544 16,371 6,744 9,627 51 136 

  

（３）第 1 号被保険者資格取得喪失の状況                    （単位：人） 

取   得 

転   入 65 歳到達 そ の 他 計 

137 649 3 789 

喪   失 

転   出 死   亡 そ の 他 計 

132 603 44 779 

 

（４）要介護認定申請件数                           （単位：件） 

申 請 件 数 申請取下げ件数 

申請の種別 
合計 死亡 転出 取下等 合計 

新規 更新 変更 職権 

801 2272 234 10 3,317 86 5 34 125 

 

（５）要介護（要支援）認定者数                        （単位：人） 

認    定    結    果    状    況（R6.3.31 現在） 
合 計 

区  分 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

65 歳以上 
75 歳未満 

56 68 45 49 33 27 30 308 

75 歳以上 475 590 563 485 391 409 267 3,180 

2 号被保険者 9 11 5 17 17 5 8 72 

計 540 669 613 551 441 441 305 3,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（６）サービス受給者数                             （単位：人） 

居宅（予防）サービス受給者状況（R6.3.31 現在） 
合 計 

区  分 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

第 1 号被保険者 187 357 496 459 322 258 160 2,239 

第 2 号被保険者 5 6 6 15 12 5 7 56 

計 192 363 502 474 334 263 167 2,295 

 

（単位：人） 

地域密着型（予防）サービス受給者状況（R6.3.31 現在） 
合 計 

区  分 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

第 1 号被保険者 3 4 93 114 96 74 58 442 

第 2 号被保険者 0 0 0 2 1 0 0 3 

計 3 4 93 116 97 74 58 445 

 

（単位：人） 

施設サービス受給者状況（R6.3.31 現在） 

合 計 
区  分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 

第 1 号被保険者 192 100 1 293 

第 2 号被保険者 2 0 0 2 

計 194 100 1 295 

 

（単位：人） 

事業対象者数 

介護予防・日常生活支援総合事業サービス受給者状況（R6.3.31 現在） 

合 計 
介 護 予 防 訪 問 
介護相当サービス 

訪問型サービス A 
介 護 予 防 通 所 
介護相当サービス 

通所型サービス A 

326 321 4 429 59 813 

 

 

（７）介護認定審査会開催状況 

区  分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

開催回数(回) 10 10 10 10 10 11 12 11 11 10 10 10 125 

認定件数(件) 300 300 296 300 300 378 409 375 335 342 338 324 3,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（８）保険給付状況                             

区          分 件 数(件) 給 付 額(円) 

保    

険    

給    

付    

費 

介

護

サ

ー

ビ

ス

等

諸

費 

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 55,777  2,418,078,811  

居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 18,482  292,534,159  

居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 195  7,277,761  

居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 165  14,588,866  

特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 0  0  

地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 5,675  901,661,908  

施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 3,669  1,026,763,514  

計 83,963  4,660,905,019  

 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費 

介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 8,165  122,515,823  

介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費 6,195  29,371,064  

介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 94  3,171,211  

介 護 予 防 住 宅 改 修 費 133  11,974,509  

地域密着型介護予防サービス給付費 108  8,266,285  

計 14,695  175,298,892  

審 査 支 払 手 数 料 97,978  4,591,236  

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 8,007  134,043,026  

 

 

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5,750  73,139,292  

高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 626  21,384,170  

合          計 211,019  5,069,361,635  

 
（９）高額介護サービス費支給状況（令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月）  

区 分 
利用料 

第 1段階 

利用料 

第 2段階 

利用料 

第 3段階 

利用料 

第 4段階 合 計 

件 数（件） 1,147 2,811 2,304 1,745 8,007 

支給額（円） 14,183,797 34,207,554 19,566,323 66,085,352 134,043,026 

 
（１０）介護保険料の収納状況                      

区    分 
調定額 

（円） 

収納額 

（円） 

（再掲） 

還付未済額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

未収額 

（円） 

徴収率

（％） 

特別徴収分 1,035,119,385 1,036,888,004 1,768,619 0 0 100.00 

普通徴収分 105,432,337 101,404,269 90,257 0 4,118,325 96.09 

普通徴収分 

(滞納繰越分) 
13,664,916 1,875,069 0 4,050,973 7,738,874 13.72 

合   計 1,154,216,638 1,140,167,342 1,858,876 4,050,973 11,857,199  

 

 

 



 

（１１）保険料賦課状況 

保  険  料  賦  課  状  況 

段 階 対  象  者 計算方法 

保険料
(円) 

（年額） 

被保険者
数(人) 

第 1 段階 

生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者

等であって世帯全員が市町村民税非課税の人 

世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の

公的年金等収入額と合計所得金額との合計が

年額 80 万円以下の人 

基準額×0.30 22,284 2,783 

第 2 段階 

世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の
公的年金等収入額と合計所得金額との合計が
年額 80 万円を超え 120 万円以下の人 

基準額×0.45 33,426 1,407 

第 3 段階 

世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の

公的年金等収入額と合計所得金額との合計が

年額 120 万円を超える人 
基準額×0.70 51,996 1,159 

第 4 段階 

世帯の 1 人以上に市町村民税が課されている

が、本人は非課税の方で、前年の公的年金等

収入額と合計所得金額との合計が年額 80 万

円以下の人 

基準額×0.85 63,138 2,103 

第 5 段階 

世帯の 1 人以上に市町村民税が課されている

が、本人は非課税の方で、前年の公的年金等

収入額と合計所得金額との合計が年額 80 万

円を超える人 

基準額×1.00 74,280 1,770 

第 6 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 120 万円未満の人 

 
基準額×1.10 81,708 2,169 

第 7 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 120 万円以上 170 万円未満

の人 

基準額×1.20 89,136 1,742 

第 8 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 170 万円以上 210 万円未満

の人 

基準額×1.25 92,850 798 

第 9 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 210 万円以上 320 万円未満

の人 

基準額×1.50 111,420 1,116 

第 10 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 320 万円以上 400 万円未満

の人 

基準額×1.65 122,562 423 

第 11 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 400 万円以上 600 万円未満

の人 

基準額×1.80 133,704 392 

第 12 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 600 万円以上 800 万円未満

の人 

基準額×1.95 144,846 166 

第 13 段階 

本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 800 万円以上 1,000 万円未

満の人 

基準額×2.10 155,988 89 

第 14 段階 
本人に市町村民税が課されていて、前年の合

計所得金額が年額 1，000 万円以上の人 
基準額×2.25 167,130 254 

計 16,371 



 

２．脳の健康教室事業 

  音読と計算を中心とする教材を使用し、市民サポーターと面談指導により、週 1 回の教室と毎日

の自宅学習を行なうことで、認知機能やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの前頭前野機

能の維持・改善を図りました。 

 

対象者 
延べ実施回数

(回) 

延べ参加人数

(人) 

市民サポーター

登録数(人) 

事業費 

(円) 
備考 

大阪狭山市内に

居住する 65 歳以

上の者 
36 

590 

うち登録人数

（36） 

16 668,434 

さやま荘、コミュニ

ティセンターの 2 会

場で実施 

 

 

３．水中運動教室事業 

  市内に屋内温水プールを有するスポーツジム及びスイミングスクールにおいて、健康増進及び介

護予防につながる、水中ウォーキング、水中フィットネス等の教室を実施しました。 

 

対象者 
延べ実施回数

(回) 

延べ参加人数

(人) 
事業費(円) 備考 

大阪狭山市内に

居住する 65 歳以

上の者 

32 

215 

うち登録人数

（35） 

593,890 

市内 2 か所で年間 2 クール実施 

※実施時期 

5 月～6 月、10 月～11 月 

 

 

４．さやまエイジングエクササイズ事業 

  市立総合体育館・武道場において、健康運動指導員により、ストレッチや姿勢・歩行チェック・

ボールを使う軽運動などを実施しました。 

 

対象者 
延べ実施回数

(回) 

延べ参加人数

(人) 
事業費(円) 備考 

大阪狭山市内に

居住する 65 歳以

上の者 

72 

822 

うち登録人数

（88） 

1,762,500 

年間 3 クール実施×2 教室 

※実施時期 

5 月～8 月、8 月～11 月 

12 月～3 月 

 

 

５．元気コミュニティ教室事業 

  さつき荘・スポーツ室等において、健康運動指導員により、自宅でもできる介護予防体操やスト

レッチなどを実施しました。 

 

対象者 
延べ実施回数

(回) 

延べ参加人数

(人) 
事業費(円) 備考 

大阪狭山市内に

居住する 65 歳以

上の者 

36 

913 

うち登録人数

（86） 

404,800 

年間 3 クール実施 

（さつき荘・スポーツ室） 

※実施時期 

5 月～7 月 

8 月～11 月 

 12 月～3 月 

 



 

６．いきいき百歳体操事業 

加齢に伴う運動機能の低下や転倒などによる骨折の防止、健康増進の意識醸成を目的として、

地域住民による主体的な事業運営のもと、全身の筋力アップにつながる介護予防体操を、各地区

の誰もが気軽に通うことのできる身近な場所で実施しました。 

対象者 
参加人数 

(人) 

団体数 

（団体） 

事業費 

(円) 
備考 

大阪狭山市内に居

住する高齢者等 
599 

    

28 

 

205,920 

大野台７丁目自治会館、山伏公民

館、南海金剛住宅自治会館等で実

施 

 

７．地域住民活動拠点専門職訪問事業 

いきいき百歳体操実施各地区に歯科衛生士、管理栄養士が訪問し、健康教育・健康相談を行う

ことで、地域全体でフレイル予防や健康増進への意識を高め、住み慣れた地域でいつまでも健康

的に暮らせることを目的として、閉じこもり防止や身体機能等の向上を図りました。 

対象者 
参加人数 

(人) 

実施箇所数 

（箇所） 

事業費 

(円) 
備考 

大阪狭山市内に居

住する高齢者等 
166 

    

8 

 

182,875 

大野台７丁目自治会館、東池尻会

館、南海金剛住宅自治会館等で実

施 

 

 

８．地域包括支援センター事業  

  地域で生活する高齢者を介護、福祉、健康、医療などの様々な面から総合的に支えるため、社会

福祉協議会に運営を委託し、介護予防ケアマネジメント支援業務（要支援の人のケアプラン作成）

や包括的・継続的ケアマネジメント支援（関係機関、医療機関、地域との連携体制づくりや介護支

援専門員に対する個別支援）並びに権利擁護事業（認知症等で金銭的な管理等が困難な高齢者に対

する成年後見制度などの利用支援）などを実施し、高齢者やその家族、介護支援専門員などの総合

相談窓口としての役割を担いました。令和 2 年度から、市立コミュニティセンター内に地域包括

支援センターニュータウンサテライトを設置し、総合相談を受付けています。 

    また、認知症連携担当者を配置し、認知症疾患医療センター（大阪さやま病院）と連携を図り、

認知症高齢者を支援しています。 

事 業 内 容 

件  数 

委 託 料（円） 

南館 
ニュータウン

サテライト 

総合相談 839 件  241 件  

45,207,850 

包括的・継続的ケアマネジメント支援 372 件  210 件  

権利擁護 162 件  91 件  

介護予防ケアマネジメント支援 11,852 件      

普及・啓発活動 
（地域や団体への説明会など） 13 回      

 

  



 

９．在宅介護支援センター運営事業実施状況 

対   象 相談機関 
相談件数 

(件) 

事 業 費 

(円) 

相 談 内 容 

(件) 

介護についての

心配事や悩み事

を抱える方等 

① くみのき苑在宅介

護支援センター 

② さやまの里在宅介

護支援センター 

延べ 118 3,600,000 

介護相談（介護方法等） 16 

介護保険サービス    43 

地域支援事業       1 

保健・医療        2 

その他         56 

 

１０．ねたきり老人等おむつ給付事業実施状況 

40 歳以上の要介護 3 から要介護 5 の居宅において寝たきりの状態または認知症があり常時おむ

つを使用している世帯に、月額 5,000 円を限度に紙おむつを支給しました。 

延給付人数(人) 事 業 費(円) 

524 2,404,064 

１１．介護サービス相談員等派遣事業 

介護サービスの提供の場を訪ね、第三者的な立場で利用者とコミュニケーションを図るなかで、

日常的な不平、不満、疑問等を聞き取り、問題を発見して事態が改善されるよう事業者との橋渡

しを担う介護サービス相談員を養成し、介護保険施設に派遣しました。令和 5 年度も引き続き、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して実施しました。 

派遣先施設数 延べ介護相談員派遣回数(回) 

11 60 

 

１２．認知症サポーター養成講座 

認知症の人とその家族を支援するために、認知症の正しい知識や関わり方について地区自治

会・介護者家族・介護保険施設関係職員や小中学生等を対象に認知症サポーター養成講座を実施

しました。 

講座開催数（回） 認知症サポーター養成人数（人） 

7 212 

 

１３．在宅福祉サービス 

（１）軽度生活援助事業実施状況（シルバー人材センターに委託）      （単位：日／時間） 

 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 事業費(円) 

援助日数 84 98 95 97 82 89 85 75 76 50 59 61 延べ 951 

1,530,912 
援助時間 140 169 166 167 138 153 148 122 118 74 82 95 延べ 1,572 

 

援助世帯数(戸) 活    動    内    容 

413 

 ・庭の草引き、散水及び家周りの清掃 

 ・家屋内の整理、整頓及び清掃 

（高所作業、重量物の運搬等を除く） 

 ・代読及び代筆 

 

 

 



 

（２）在宅高齢者等「食」の自立支援事業実施状況              （単位：人／回） 

 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 事業費(円) 

利用人数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 延べ 60 
360,600 

利用回数 52 47 56 52 41 54 51 50 52 46 46 54 延べ  601 

 

（３）緊急通報システム事業 

対          象 
R5.3.31 

設置件数(件) 

R5 年度中 

開始件数(件) 

R5 年度中 

廃止件数(件) 

R6.3.31 

設置件数(件) 
事 業 費(円) 

65 歳以上のひとり暮らし

高齢者等 
95 20 19 96 2,082,661 

 

（４）訪問理美容サービス事業 

登  録  者  数(人) 延    回    数(回) 事    業    費(円) 

22 64 397,760  

 

（５）寝具乾燥サービス事業 

対          象 回 数 延世帯数（戸） 事業費(円) 事  業  内  容 

65 歳以上のねたきり高齢者世帯等 年 2 回 11 215,138 
布団・毛布（丸洗・殺菌・乾燥） 

布団 34 枚 毛布 30 枚 

 

（６）高齢者補聴器購入費助成事業 （令和 5 年 12 月開始） 

助 成 人 数 （人） 事  業  費  (円) 

        3                   75,000 

 

１４．日常生活自立支援事業  

日常生活自立支援事業相談件数（社会福祉協議会に運営費補助） 

区             分 相談件数(件) 活動件数(件) 負担金・補助金(円) 

認 知 症 の 高 齢 者 141 103 

9,824,037  

知 的 障 が い 者 157 155 

精 神 障 が い 者 717 555 

その他（高齢者、身体障がい者） 0 0 

計 1,015 813 

 

１５．各種給付金 

福祉的給付金の支給状況 

区              分 支 給 額(円) 給付者数(人) 支給総額(円) 

敬老祝金 満 88 歳到達者 20,000 288 5,760,000 

 
 
 
 
 
 



 

１６．生きがいと健康づくり 
 
（１）老人福祉センター「さやま荘」  

老人福祉センター「さやま荘」は、大阪狭山市社会福祉協議会が指定管理者として管理

運営し、利用者の利便性を図り、市民サービスの向上に努めました。  

 

①  利用状況                              （単位：人） 

区分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

個 男 2,387 2,334 2,384 2,555 2,297 2,428 2,584 2,931 2,446 2,283 2,292 2,617 29,538 

人 女 1,703 1,887 2,023 2,045 1,572 1,845 2,010 2,304 1,933 1,692 1,835 1,946 22,795 

団体 

利用 
220 538 562 742 388 591 771 502 534 507 441 497 6,293 

計 4,310 4,759 4,969 5,342 4,257 4,864 5,365 5,737 4,913 4,482 4,568 5,060 58,626 

  

② お風呂利用状況                           （単位：人） 

区 分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

延人数 1,249 1,208 1,200 1,094 1,045 1,032 1,113 1,131 1,203 1,124 1,321 1,417 14,137 

 

③ 血圧測定 

実 施 日 時   間 内        容 利用者(人) 効        果 

第2・第4火曜日 
午前 11 時～

午後 2 時 看護師による血圧測定 71 

高齢者の健康と高齢者特有の生活
精神面での不安の解消を図りまし
た。 

 

④ レクリエーション事業 

   老人クラブ連合会とさやま荘クラブに助成し、高齢者の教養向上・健康増進等のレクリエー

ション事業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑤ さやま荘クラブ（趣味の会）の活動状況 

   24 クラブを設置し、481 人の会員がクラブ活動に励んでいます。 

   ア．クラブ活動日程及び会員数 

ク  ラ  ブ  名 実    施    日 会    員    数(人) 

俳 句 第 1 ・ 3 火 曜 日 8  

手 芸 第 1 ～ 3 月 曜 日 17  

茶 道 第 1 ・ 3 木 曜 日 7  

園 芸 第 2 ・ 4 火 曜 日 8  

書 道 第 2 ・ 4 火 曜 日 14  

マ ジ ッ ク 第 1 ・ 3 月 曜 日 8  

麻       雀 休館日を除く毎日 61  

太 極 拳 第 2 ・ 4 水 曜 日 10  

将 棋 休館日を除く毎日 28  

囲 碁 休館日を除く毎日 36  

バ ン パ ー 休館日を除く毎日 32  

ゲ ー ト ボ ー ル 火 ・ 木 ・ 土 曜 日 7  

カ ラ オ ケ 1 第 2 ・ 4 木 曜 日 25  

カ ラ オ ケ 2 第 1 ・ 3 木 曜 日 22  

カ ラ オ ケ 3 第 2 ・ 4 金 曜 日 23  

新 操 第 2 ・ 4 月 曜 日 6  

パ ソ コ ン 第 1 ・ 3 木 曜 日 10  

社 交 ダ ン ス 第 1 ～ 4 月 曜 日 11  

フ ラ ダ ン ス 第 2 ・ 4 水 曜 日 14  

英 会 話 第 1 ～ 4 金 曜 日 19  

和 太 鼓 第 1 ・ 3 土 曜 日 12  

卓 球 月 ・ 水 ・ 金 曜 日 56  

健 康 体 操 第 1 ・ 3 月 曜 日 12  

気 功 体 操 第 2 ・ 4 月 曜 日 35  

計 481  

 

イ．月別参加者数                             （単位：人） 

区 分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

延人数 503 429 422 473 386 404 422 384 552 452 399 476 5,302 

 

（２）福祉農園利用状況（R6.3.31 現在） 

設  置  数（か所） 利 用 世 帯 数(戸)         事   業   費(円) 

3 66 172,456 

 



 

（３）公益社団法人大阪狭山市シルバー人材センター  

公益社団法人大阪狭山市シルバー人材センターに運営補助を行いました。 

   ① 会員数（年齢・性別・職群別）                 （単位：人・％） 

 

60歳未満 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上 計 職種別 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

男 女 

未

記

入 

構成比 

専門技術群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 3 0 0 11 0 0 3.6 

技 能 群 0 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 11 2 0 4 0 0 27 2 0 9.4 

事務整理群 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6 3 0 6 1 0 1 0 0 14 7 0 6.8 

施設管理群 0 0 0 1 0 1 10 1 0 24 4 1 25 3 0 14 0 0 74 8 2 27.3 

折衝外交群 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 2 1 0 7 4 0 3.6 

軽 作 業 群 0 0 0 2 0 0 4 3 1 28 8 1 22 19 0 15 5 0 71 35 2 35.0 

サービス群 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 1 4 0 3 4 0 7 12 0 6.2 

そ の 他 群 0 0 0 2 0 0 3 0 0 7 4 0 5 2 0 1 1 0 18 7 0 8.1 

合計 0 0 0 7 0 1 24 9 1 77 22 2 78 33 0 43 11 0 229 75 4 100.0 

年齢別合計 0 8 34 101 111 54 308 

 年齢別構成

比 
0.0 2.6 11.1 32.8 36.0 17.5 100.0 

※平均 74.8歳 （男 74.8歳 ・ 女 75.0歳 ・ 未記入 68.3歳） 

 

② 月別申込件数等 

区 分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 
1ヶ月 

平均 

就業延時間 

（ 時 間 ） 6,055 6,371 7,064 6,382 5,228 7,253 7,520 7,039 6,438 5,552 6,189 5,475 6,381 

就業延人員 

（ 人 ） 2,058 2,275 2,301 2,342 2,088 2,446 2,377 2,322 2,224 1,947 2,041 1,976 2,200 

申 込 件 数 

（ 件 ） 
268 112 70 104 68 87 120 107 100 54 18 45 96 

   ※年間就業実人数 279 人・1 日平均就業人員 108.6 人・1 日平均就業時間 2.9 時間  

 

 

（４）老人クラブ活動補助金 

教養の高揚、健康の増進及びレクリエーション、地域社会との交流を進める老人クラブに活動

補助金を交付しました。 
 

補  助  団  体 補    助    額(円) 

地区単位老人クラブ（40 クラブ、会員数 1,902 人） 2,180,000 

市老人クラブ連合会（地区単位老人クラブ 37 クラブで構成） 1,160,000 

 
 
 
 
 



 

（５）熟年いきいき事業 

  おおむね 60 歳以上の高齢者の生きがいと健康づくり推進に向け、市民、市民団体等及び行政

とのパートナーシップのもとで、熟年大学、いきいき農園、いきいきウォーキングなど、市民自

らが企画、立案し、様々な事業に取り組んでいます。 

 

事業名 事業内容 

熟年大学教科 

熟年者のために開かれた、市民教養大学。市の施設などで年間 30 回行う専門

科 13 教科と、SAYAKA ホールで開催する 10 回の一般教養科目で構成、計 40 回

実施。 （受講者数 345 人） 

一般教養公開講

座 

熟年大学の一般教養科目を、一般公募により公開講座として実施。幅広い分

野の講師を招いて、一般教養科目を SAYAKA ホールで 10 回実施。 

（公開講座だけの参加者 122 人） 

歴史探訪 
近畿地方を中心に、歴史･文化･芸術関係の催事を企画して実施。 

・「あの町この町再発見」3 回シリーズ         （参加者 52 人） 

いきいき農園 
共同耕作地で栽培したサツマイモを活用し、第七小学校 2 年生を対象に芋掘

り大会を実施。 （会員 15 人、参加児童 79 人） 

花の講習会 
・花の講習会「12 月お正月の寄せ植え」「秋の寄せ植え」 (参加者 40 人) 

・いきいき花のバスツアー(参加者 34 人) 

いきいきウォー

キング 

健康増進のため歩く事を推奨、月間生活歩数の登録を奨める。 （会員 121 人） 

また、年間を通じて近郊を中心に恒例ハイキングを 8 回実施。 

 （参加者延 424 人） 

健康太極拳講座 

ゆっくりとした動きで、筋力をゆるやかに強くしながら体内バランスを理想

的な状態に保ち、血液やリンパ液の流れを改善する講座。3 クール（36 回）実

施。                       （参加者延 1,116 人） 

IT 講習会 

IT 講座 1 テーマを開催            

・スマホ活用講座「アンドロイド対象スマホ講座」3 回シリーズ 

（参加者 21 人×3 回） 

いきいきカード 
令和 6 年 9 月末でカード事業を廃止予定。加盟店に報告し、会員の年度更新

も中止とした。 

NPO 法人大阪狭

山アクティブエ

イジング 

組織内に NPO 法人を設立し、市から「大阪狭山市市民活動支援センター」業

務を受託。大阪狭山市市民活動支援センターでは、ボランティア・インフォメ

ーション・コーナー（VIC）が本格的活動をおこなった。 

 

１７．敬老行事 

  敬老月間行事実施概要 

行  事  名 対 象 者 件   数 内          容 
事業費

（円） 

金婚祝い 結婚 5 0年の夫婦         32 組  記念品を贈呈 

（京焼・清水焼 組飯碗） 

714,478 最高齢祝い 最高齢者 男女各 1 人  記念品を贈呈 

（刺繍入りタオル） 

100 歳祝い 100 歳の人 17 人  記念品を贈呈 

（バスタオル・ウォッシュタオルセット） 



 

健康推進グループ（保健センター）  
 

１．予防接種 

⑴定期（A 類疾病）の予防接種 

対象者に対して予防接種法に基づく予防接種を実施することにより、感染のおそれのある疾病

の発生及びまん延予防に努めました。  

 

 
接種人数(人) 経  費(円) 対            象 

ロ タ 960 13,646,916 
ロタリックス出生 6 週 0 日後～24 週 0 日後 

ロタテック 出生 6 週 0 日後～32 週 0 日後 

B  型  肝  炎 1,205 9,680,715 1 歳未満 

ヒ ブ 1,621 14,551,532 2 か月～5 歳未満 

小 児 用 肺 炎 球 菌 1,620 18,931,265 2 か月～5 歳未満 

４  種  混  合 1,713 22,606,420 2 か月～7 歳 6 か月未満 

B  C  G  410 4,658,030 1 歳未満 

M R 混 合 933 11,459,255 

1 期  1 歳～2 歳未満 

2 期 5 歳～7 歳未満 

小学校入学前の１年間 

水 痘 814 8,996,775 1 歳～3 歳未満 

日  本  脳  炎 2,121 19,068,750 

1 期 6 か月～7 歳 6 か月未満 

2 期 9 歳～13 歳未満 

特例  

平成 15 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生ま

れは 20 歳未満までの間に定期接種(1 期・2

期)の不足分を接種可能 

 

２ 種 混 合 ２ 期 405 2,126,250 11 歳～13 歳未満 

子 宮 頸 が ん 予 防 956 24,362,648 

小学 6 年生～高校 1 年生相当の女子 

キャッチアップ 

平成 9 年 4 月 2 日から平成 19 年 4 月 1 日生

まれの女子は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 7

年 3 月 31 日までの間に定期接種の不足分を

接種可能 

計 12,758 150,088,556  

医 師 等 報 償 費  752,600 ※集団予防接種等 

消 耗 品 及 び 

医 薬 材 料 他 
 1,086,960 ※ワクチン代は各予防接種の項目に含む 

合        計 12,758 151,928,116 
 

 

⑵定期（A 類疾病）の予防接種（風しん５期予防接種） 

これまで風しんの定期予防接種の機会がなかった昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1 日 

生まれの男性に対し、抗体検査を実施し抗体価が低い場合に予防接種を実施することにより、風

しんの発生予防に努めました。 

 実施人数(人) 経 費(円) 

抗体検査 44 
381,953 

予防接種 11 



 

⑶定期（B 類疾病）の予防接種（高齢者インフルエンザ） 

65 歳以上の高齢者に対し、インフルエンザ予防接種費用の一部公費負担を実施することによ

り定期接種を促進し、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の併発による重症化リスクの

抑制に努めました。 

 

⑷定期（B 類疾病）・任意の予防接種（高齢者肺炎球菌ワクチン） 

65 歳以上の高齢者に対し、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を一部公費負担で実施し、「肺

炎球菌」による肺炎の予防に努めました。 

接種人数(人) 経 費(円) 

340 （うち定期 145） 1,942,810 

 

 ⑸臨時接種 新型コロナワクチン 

新型コロナウイルス感染による死亡者や重症者の発生をできるだけ減らし、まん延防止を図

ることを目的として実施しました。 

 接種人数（人） 経 費(円) 

1 回目接種 25 

197,059,090 

2 回目接種 31 

3 回目接種 166 

４回目接種 399 

５回目接種 1,854 

６回目接種 11,600 

７回目接種 8,749 

※接種人数は、令和 6 年 5 月 31 日現在における令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの

累積数を記載しています。 

 

⑹風しんワクチン接種費用助成事業  

風しんの抗体が十分にない妊娠希望の女性やその配偶者、妊娠中の女性の配偶者に対し、風し

んワクチン等の接種費用の一部を助成することで、先天性風しん症候群の予防に努めました。 

接種人数(人) 経 費(円) 

72 686,710 

 

⑺風しん抗体検査受検費用助成事業 

大阪府が実施する抗体検査事業の協力医療機関を除く医療機関等において受検した風しんの抗

体検査について、妊娠希望の女性やその配偶者、妊娠中の女性の配偶者に対し、受検費用の全額

又は一部を助成することで、先天性風しん症候群の予防に努めました。 

検査人数(人) 経 費(円) 

1 6,790 

 

 

 

接種実施期間 接種人数(人) 経 費(円) 

令和 5 年 10 月 1 日～ 

令和 6 年 1 月 31 日 
9,861 42,165,554 



 

⑻予防接種費用償還払 

里帰り出産や市外の施設に入所している等のやむを得ない事情で市と委託契約している医療機

関以外で受けた予防接種について、接種費用の全部または一部を助成することで疾病の発生及び

まん延予防に努めました。 

接種人数(人) 経 費(円) 

83 759,392 

 

⑼ヒトパピローマウイルス任意予防接種費用償還払 

ヒトパピローマウイルスワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会を逃した平成

9 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を

過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用

の助成を行うことにより、本人及び家族の費用負担の軽減を図りました。 

接種人数(人) 経 費(円) 

2 65,720 

 

２．献血推進 

  積極的な献血思想の普及活動により、市民の献血意識を一層高めました。 

実  施  場  所 実施年月日 
採血者数(人) 
（基本 400ml） 

採血量（ml） 
（成分含まず） 

㈱コノミヤ狭山店 
R5.4.5 23 9,000 

R5.10.31 28 10,400 

さやか公園（狭山池まつり） R5.4.30 70 27,000 

学校法人ホンダ学園 

ホンダテクニカルカレッジ関西 

R5.4.17 55 22,000 

R5.10.24 58 22,800 

市役所 

R5.6.20 58 22,400 

R5.10.10 38 14,600 

R6.2.8 63 24,200 

関西マツダ 狭山店 
R5.5.19 

10 4,000 

樫本病院 13 4,800 

エバグリーン狭山店 
R5.7.25 26 10,000 

R6.1.6 51 19,600 

近畿大学病院 R5.6.8 14 5,000 

コニカミノルタ R5.7.13 10 4,000 

府立狭山高等学校 R5.9.10 22 6,600 

市立総合体育館（産業まつり） R5.11.18 15 6,000 

保健センター（健康まつり） R5.11.5 37 14,000 

合    計 
591 

(内 50 人 200ml) 226,400 

 

 

 



 

３．母子保健事業 

母と子の健康増進や、子育てへの支援体制の強化を図るため、各乳幼児健康診査などの事業を実

施しました。 

⑴乳児一般・後期健康診査 

区      分 受診児数(人) 実施場所 経  費(円) 

乳児一般健康診査 373 府 内 指 定 

医 療 機 関 

2,621,625 

2,817,373 乳児後期健康診査 405 

計 778  5,438,998 

 

⑵4 か月児健康診査 

対象児数(人) 実施回数(回) 受診児数(人) 実 施 場 所 経 費(円) 

426 14 417 市立保健センター 1,899,939 

 

⑶1 歳 6 か月児健康診査 

対象児数(人) 実施回数(回) 受診児数(人) 実 施 場 所 経 費(円) 

462 15 452 市立保健センター 3,554,048 

 

⑷2 歳 6 か月児歯科健康診査 

対象児数(人) 実施回数(回) 受診児数(人) 実 施 場 所 経 費(円) 

458 13 414 市立保健センター  1,301,524 

 

⑸3 歳 6 か月児健康診査 

対象児数(人) 実施回数(回) 受診児数(人) 実 施 場 所 経 費(円) 

526 15 506 市立保健センター  3,085,085 

           

⑹経過観察健診（発達相談含む） 

対象児数(人) 実施回数(回) 延受診児数 ( 人 ) 実 施 場 所 経 費(円) 

451 100 305 市立保健センター  1,787,419 

 

⑺妊婦健康診査 

健やかな妊娠・出産を支援するために、妊婦健康診査を実施しました。また、妊婦健康診査の

受診回数が多くなる多胎妊婦に、妊婦健康診査受診券の追加交付（5 回分）を実施しました。 

妊婦健康診査 

(1 回～14 回、 

多胎の場合は最大 19 回) 

延受診者数 ( 人 ) 実 施 場 所 経 費(円) 

4,565 

(うち多胎追加 7) 
府内指定医療機関 39,049,730 

 

 

  



 

⑻産婦健康診査 

産婦を対象に、出産後も健康に過ごすことができるよう、産後 2 週目と４週目を目安に、産科

医療機関等において健康診査が受けられる産婦健康診査を実施しました。 

産婦健康診査 

(1～2 回) 

延受診者数 ( 人 ) 実 施 場 所 経 費(円) 

748 府内指定医療機関 3,342,818 

 

⑼新生児聴覚検査 

新生児を対象に、出生後早期に聞こえにくさを発見し、早期療育につなげることで、ことばの

発達を促すことを目的として、産科医療機関等において、新生児聴覚検査を実施しました。 

新生児聴覚検査 

(1 回) 

延受診者数 ( 人 ) 実 施 場 所 経 費(円) 

358 府内指定医療機関 2,062,914 

 

⑽各種母子関係健康教室 

事  業  名 実施回数(回) 延参加人数(人) 実 施 場 所 経費(円) 

マ マ パ パ 教 室 13 135 

市立保健センター 

2,885,554 

離 乳 食 講 習 会 12 96 

乳幼児スキンケア講習会 6 75 

乳幼児アレルギー電話相談 11 55 

い る か 教 室 24 167 

幼 児 教 室 24 71 

に こ に こ 歯 み が き 教 室 6 49 

ピ カ ピ カ 歯 み が き 教 室 6 58 

幼 稚 園 等 歯 科 指 導 26 690 
市立幼稚園・保育

所・認定こども園 

 

⑾妊産婦新生児訪問指導（こんにちは赤ちゃん訪問含む） 

訪  問  員 妊産婦（延人数）(人) 新生児（延人数）(人) 経  費(円) 

保 健 師 66 5 

1,968,148 助 産 師 421 20 

計 487 25 

 

⑿母子（父子）健康手帳の交付 

交   付   場   所 交付数(件) 経  費(円) 

市立保健センター・市役所・ニュータウン連絡所 343 207,339 

 

 

 

 

 



 

⒀妊婦・産婦及び乳児健康診査費助成事業 

里帰りなどで府外の医療機関で受診した人に対し、健康診査に要した費用を助成することによ

り、妊婦・産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図るため実施しました。 

健 康 診 査 申 請 数(件) 助 成 額 (円) 

妊婦健康診査（1 回～14 回） 145 947,540 

産婦健康診査（1 回～2 回） 38 166,500 

新生児聴覚検査（1 回） 22 124,570 

乳児一般・後期健康診査 19 74,212 

計 224 1,312,822 

 

⒁特定不妊治療費助成事業 

令和 4 年 4 月から治療の保険適用化に伴い、治療計画に支障がないよう令和 4 年 3 月 31 日以

前に治療を開始した人の治療について、治療に要した費用の一部を助成しました。 

延申請者数          7 件 

助成総額     313,500 円 

 

⒂生殖補助医療費等助成事業 

保険適用された後の不妊治療に係る費用負担の軽減を図るため、生殖補助医療費の自己負担額

の一部をはじめ、生殖補助医療と併せて実施される先進医療に係る費用の一部を助成しました。 

延申請者数           81 件（生殖補助医療 76 件、先進医療 5 件） 

助成総額     3,337,751 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ⒃妊娠・出産包括支援事業 

初めてママ、パパになる人に交流の場と子育て情報を提供するために、プレママ・プレパパほ

っとカフェを実施しました。また、すべての妊婦が安心して出産、育児ができるよう、助産師・

保健師による妊娠期からの相談支援（ほっとアドバイス）と育児パッケージの配付、妊産婦タク

シー利用料金助成事業、産前・産後サポート事業、産後ケア事業を実施しました。 

また、妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即して必要な支

援につなぐ伴走型相談支援事業を実施し、妊娠届出時や産婦の訪問(こんにちは赤ちゃん訪問)時

等に面談を実施しました。 

内 容 従事者 延人数（人） 経費（円） 

プレママ・プレパパ 

ほっとカフェ 

助産師、保健師 

子育て支援・世代間交流セ

ンター職員 

48 132,000 

妊娠期からの相談支援 

（ほっとアドバイス） 

 

助産師、保健師 

電話  155 

面談  656 
 

6,999,816 

 

(別掲)伴走型 

相談支援経費 

376,295 

(再掲)伴走型相談支援

事業 

妊娠期 

(再掲) 

初回面談 332 

8 か月面談 292 

産後 

(再掲) 

訪問･面談 406 

育児パッケージの配布 314 2,755,390 

妊産婦タクシー

チケットの配布 

妊 産 婦 411 

利用(延)  711 
437,080 

産前・産後サポート 

事業 
助産師、保健師 

電話      3 

面接      11 

訪問      12 

438,339 

産後ケア事業 

[ショートステイとデイサービス] 

富田林病院  ＰＬ病院 

大阪母子医療センター 

大阪南医療センター 委託 

[アウトリーチ] 

大阪府助産師会 

大阪南医療センター 委託 

ショートステイ 64 

デイサービス  11 

アウトリーチ   9 

2,056,200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．健康増進事業 

健康増進法に基づく保健事業として、胃がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・肺がん検診・

大腸がん検診・骨粗しょう症検診・基本健康診査・肝炎ウイルス検診を実施するとともに、市独

自の制度として前立腺がん検診を実施しました。 

健康手帳の交付、健康教育、健康相談、訪問指導を行い、健康に関する知識の普及啓発と市民

の健康づくりに努めました。また、健康大阪さやま２１(第２次後期計画)に基づく健康づくりの

取組みを推進する担い手となる「健康づくり応援団」の養成講座を実施しました。 

⑴がん検診等 

区   分 一部負担金(円) 受診者数(人) 要精検者数(人) 委託料(円) 

胃がん検診 
(胃部エックス線) 1,000 583 20 

8,348,427 
(胃内視鏡) 2,000 125 13 

子宮がん検診 
(頸部) 1,000 2590 37 16,915,473 

(体部) 1,000 416 7 2,444,547 

乳がん検診 
(視触診・エコ－) 500 38 0 171,684 

(マンモ) 1,000 1406 98 10,303,610 

肺がん検診 
(胸部Ｘ線のみ) 500 3,134 53 16,437,282 

(喀痰細胞診＋胸部Ｘ線)  1,000 88 0 912,382 

大腸がん検診   500 3,240 225 9,913,950 

前立腺がん検診   500 1,320 69 3,986,017 

骨粗しょう症検診 500 55 6 293,040 

基本健康診査 1,000 23  226,833 

肝炎ウイルス検診 0 123 0 691,486 

 

⑵健康教育 

実施回数

(回) 
実 施 場 所 テーマ及び講師 

延受講者数

(人) 
経  費(円) 

19 
市立保健センター 

市立公民館 

【テーマ】 

歯とお口の健康・糖尿病予防・骨粗し

ょう症・貯筋体操・食育教室・出前講

座・狭山高校と市役所の連携授業・歯

科保健講演会 

【講 師】 

医師・歯科医師・保健師・栄養士・歯

科衛生士・健康運動指導士等 

321 
549,991 

 

 

 ⑶健康づくり応援団養成講座 

実施回数(回) 実 施 場 所 講 師 延受講者数(人) 経 費(円) 

7 市立保健センター 医師・栄養士・健康運動実践指導者等 103 143,113 

 

 

 



 

⑷ゲートキーパー養成研修 

   悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなぎ、見守る「ゲートキー

パー」の養成を行いました。 

実施回数(回) 実 施 場 所 講 師 延受講者数(人) 経   費(円) 

1 市役所 精神保健福祉士 22 20,000 

 

⑸健康相談 

実施回数(回) 実 施 場 所 担 当 相 談 員 延相談者数(人) 経  費(円) 

24 市立保健センター 
保 健 師 

栄 養 士 
128 515,669 

 

⑹訪問指導 

訪   問   員 訪問者数(人) 延訪問者数(人) 経  費(円) 

保健師・看護師等 16 61 1,634,546 

  

⑺がん患者等医療用補正具購入費助成事業 

がん患者等の治療と就労・就学の両立、療養生活の質の向上を図るため、抗がん剤治療等に 

よって脱毛が生じた方や、先天的あるいは事故等により脱毛等が生じた 18 歳到達年度までの児

童を対象に、医療用ウィッグの購入費用の一部を助成しました。また、乳房切除を受けた方には、

乳房補正具の購入費用の一部を助成しました。 

延べ申請者数         15 件 

助成総額     276,552 円 

 

５．歯科保健事業 

40 歳から 60 歳及び、70 歳の人を対象に歯科健康診査を実施し、歯周疾患の予防、早期発見を行

い、口腔の健康に関する知識の普及啓発に努めました。 

 ⑴歯科健康診査 

健 診 期 間 実 施 場 所 受診者数(人) 経  費(円) 

通 年 市内指定歯科医療機関 431 3,922,897 

 

６．その他の事業 

⑴救急医療対策事業 

①小児夜間急病診療 

365 日の夜間（8 時～翌朝 8 時まで）、小児の急病に対応し、迅速に適切な医療を受けられ

るよう、一次救急・二次救急体制を整備しました。 

②小児休日急病診療 

中学生以下の小児を対象に、日曜日・祝日・年末年始（ 12 月 29 日～1 月 3 日）、小児

休日急病診療を実施しました。  



 

  ③二次救急医療体制整備  

南河内医療圏における二次救急医療体制の整備を図るため、南河内 9 市町村(大阪狭山

市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪

村)が共同で二次救急(休日、夜間)及び準夜初期救急(午後 8 時～11 時)の医療体制整備を

支援しました。 

区     分 一 次 救 急 二 次 救 急 経   費(円) 

小 児 夜 間 診 療 2 医療機関による輪番 近畿大学病院 

PL 病院 

富田林病院 

61,664,178 

小 児 休 日 診 療 富田林病院 

 

二次救急 20 病院 
4,225,485 

準夜初期救急 8 病院 

 

⑵休日診療事業 

    新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い、大型連休や年末年始、発熱等の風邪症状のある

15 歳以上の人が市内医療機関で診療を受けることができるよう、大阪狭山市医師会の協力によ

り樫本病院、辻本病院、さくら会病院の敷地内にて休日診療(かぜ外来)を実施しました。 

 

実 施 期 間 受診者(人) 経   費(円) 

令和 5 年 4 月 29 日、30 日 

5 月 3 日～5 日 
36 862,070 

令和 5 年 12 月 30 日、31 日 

令和 6 年 1 月 2 日、3 日 
93 1,372,800 

 

⑶南河内圏域障がい児（者）歯科診療事業 

南河内圏域の 8 市町村（大阪狭山市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、太子町、

河南町、千早赤阪村）が共同して障がい児（者）のための歯科診療を実施しました。 

実 施 場 所 延受診者(人) 経   費(円) 

河内長野市立休日急病診療所 53（706） 949,322 

                 ※（）内は 8 市町村合計 

 

  

  

 



 

保険年金グループ 
 

○国民健康保険 
１．加入状況 

(1)世帯数と被保険者数 

令

和

５

年

度

末 

加入世帯(戸) 被保険者 (人) 

左のうち 

介護 2 号 

被保険者 

（人） 
総 数 

 

総 数 

 

うち 

単独世帯 
うち 

混合世帯 一般被保険者 

退職被保険者等 

退職 

被保険者 被扶養者 

6,713 0 0 9,955 9,955 0 0 3,297 

 ※ 単独世帯とは、退職被保険者等のみで構成されている世帯をいいます。 

 ※ 混合世帯とは、一般被保険者と退職被保険者等とで構成されている世帯をいいます。 

 

(2)年度別状況 (年度末現在) 

区分 

年度 

市全体 被保険者 加入割合（％） 

世帯数(戸) 人口(人) 世帯数(戸) 被保険者数(人) 世帯数 人口 

５ 26,360 57,844 6,713 9,955 25.47 

 

17.21 

 ４ 26,315 58,118 6,990 10,608 26.56 18.25 

３ 26,132 58,353 7,371 11,292 28.21 19.35 

 ２ 26,010 58,501 7,477 11,731 28.75 20.05 

 

(3)被保険者資格取得喪失の状況                       （単位：人） 

資 格 取 得 届 資 格 喪 失 届 

転    入 355 転    出 340 

社会保険等離脱 1,429 社会保険加入 1,188 

生活保護廃止 27 生活保護開始 39 

出    生 40 死    亡 83 

後期高齢離脱 0 後期高齢加入 805 

そ の 他 83 そ の 他 132 

合    計 1,934 合    計 2,587 

 



 

２．保険給付状況 

(1)一般被保険者保険給付状況 

区     分 件数(件) 
費 用 額 (円)      

(医療費の総額) 

療
養
の
給
付
等 

診 療 費         123,426 3,965,928,760 

調 剤 支 給 50,584 544,912,690 

食事療養/生活療養 ※(2,375) 65,463,300 

訪 問 看 護 1,405 109,734,230 

小 計         175,415 4,686,038,980 

療
養
費
等 

食事療養/生活療養※ 113 908,300 

療 

養 

費 

診 療 費 161 2,760,739 

そ の 他 7,446 70,088,266 

小  計 7,607 72,849,005 

療 養 諸 費 合 計             183,135 4,759,796,285 

高 額 療 養 諸 費※ 9,686 540,350,609 

給
付
費
※ 

そ
の
他
の 

出 産 育 児 一 時 金 39 18,776,490 

葬 祭 給 付 80 4,000,000 

精神・結核医療給付金 7,429 135,379,540 

小 計 7,548 158,156,030 

合 計           200,369 5,458,302,924 

 ※  療養の給付等における食事療養／生活療養費の件数は、診療費に含まれます。 

 ※  療養費等の食事療養／生活療養費、高額療養費並びにその他の給付費については実支給額です。 

 

(2)一般被保険者療養諸費費用額負担状況                 （単位：円） 

区 分      
費 用 額     

(医療費の総額) 

保険者(大阪狭山

市)負 担 分 

一部(被保険者) 

負 担 分 

他公費 

（福祉医療等） 

療 養 の 給 付       4,686,038,980 3,460,121,578 1,072,614,135 153,303,267 

療 養 費       72,849,005 53,219,620 17,728,004 1,901,381 

計 4,758,887,985 3,513,341,198 1,090,342,139 155,204,648 

※ 療養の給付における保険者（大阪狭山市）負担分については、国民健康保険事業年報をもとに

計上しているため、決算額とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3)一般被保険者高額療養費の状況  

 

 

長期高額疾病該当者数（年間平均） 50 人 

 

 

 

合算分 単独分 

他法併用分 合計 
現物給付分

（再掲） 
多数該当分 その他 多数該当分 長期疾病分 入院分 その他 

総数 

件数   （件） 530 3,631 762 871 1,527 1,692 655 9,668 5,086 

高額療養費（円） 12,442,901 32,400,249 70,509,813 71,341,973 242,298,895 65,055,172 46,045,828 540,094,831 486,391,941 

（再掲） 

前期高齢者分 

件数   （件） 369 3,551 374 487 1,057 1,562 444 7,844 

 

高額療養費（円） 6,362,658 29,722,963 32,493,196 31,141,232 145,581,287 56,541,537 27,235,651 329,078,524 

（再掲） 

70 歳以上 

一般分 

件数   （件） 229 3,442 100 332 724 1,455 351 6,633 

高額療養費（円） 2,713,539 25,521,511 5,221,464 18,288,664 86,431,390 50,843,106 13,444,580 202,464,254 

（再掲） 

70 歳以上現役 

並み所得者分 

件数   （件） 8 39 4 8 31 4 15 109 

高額療養費（円） 87,621 1,281,735 858,576 726,616 4,356,510 246,392 3,085,616 10,643,066 

（再掲） 

未就学児分 

件数   （件） 4 6 2 0 21 0 5 38 

高額療養費（円） 115,282 230,654 89,523 0 661,690 0 1,409,542 2,506,691 



(4)一般被保険者診療費内訳             （年間平均被保険者人数：10,406 人） 

区分 件数(件) 日数(日)   費用額(円) 
1 件当り 

日数(日) 

1 件 当 り 

費用額(円) 

1 人 当 り 

費用額(円) 

入院 2,501 37,712 1,640,053,430 15.08 655,759 157,607 

外来 95,414 139,926 1,960,388,350 1.47 20,546 188,390 

歯科 25,511 42,041 365,486,980 1.65 14,327 35,123 

合計 123,426 219,679 3,965,928,760 1.78 32,132 381,119 

前年度 合計 129,380 233,800 4,223,693,650 1.81 32,646 382,477 

    

 

３．一般被保険者食事療養・生活療養の状況                          

件 数(件) 費 用 額(円) 保険者負担額(円) 本人負担額(円) 
他 公 費 

(福祉医療等)(円) 

2,488 65,463,300 36,315,260 28,842,120 305,920 

 

 



 

４．収支状況 

 収  入                                 （単位：円） 

区 分           令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 

保

険

料 

一般被保険者国民健康保険分 858,626,695 842,418,398 

〃 介 護 保 険 分 91,281,713 88,163,409 

〃 後期高齢者支援保険分 268,450,527 265,576,293 

退職被保険者等国民健康保険分 186,098 395,458 

〃 介 護 保 険 分 63,970 118,538 

〃 後期高齢者支援保険分 55,664 119,214 

小    計 1,218,664,667 1,196,791,310 

国 庫 支 出 金 107,539 278,000 

府 支 出 金 4,497,417,192 4,207,462,350 

繰 入 金 581,482,005 598,759,749 

繰 越 金 216,479,558 156,776,244 

そ の 他 27,049,446 24,999,760 

 計   6,541,200,407 6,185,067,413 

 

 支    出                                                                 （単位：円） 

区     分           令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度 

総 務 費 87,853,757 85,164,158 

保
険
給
付
費

 
 

 
 

 
 

一般被保険者分 4,347,853,559 4,090,597,302 

退職被保険者等分 0 0 

審査支払手数料 9,050,491 8,700,291 

小 計 4,356,904,050 4,099,297,593 

国民健康保険事業費納付金 1,758,409,354 1,795,478,735 

保 健 事 業 費             56,030,927 69,293,929 

そ の 他             5,147,687 8,811,060 

基 金 積 立 金 120,078,388 50,113,576 

計 6,384,424,163 6,108,159,051 

 

５．返納金収納状況 

区 分 
調 定 額 

（円） 

収 納 額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

未収入額 

（円） 

収 納 率 

（％） 

現年度分 2,536,087 2,523,763 0 12,324 99.51 

過年度分 159,083 133,279 19,600 6,204 83.78 

計 2,695,170 2,657,042 19,600 18,528 98.59 



 

６．保険料賦課状況 

(1)保険料率等 

 ①医療分保険料率等 

年度 保険料率（％） 均等割額 （円） 平等割額 (円) 賦課限度額（円） 

５ 8.77 31,708 31,439 650,000 

４ 8.35 29,685 29,179 630,000 

３ 8.17 28,600 27,715 630,000 

２ 8.01 27,919 26,329 610,000 

 

  ②介護分保険料率等 

年度 保険料率（％） 均等割額 （円） 平等割額 (円) 賦課限度額（円） 

５ 2.48 18,371  170,000 

４ 2.34 17,190  170,000 

３ 2.26 16,632  170,000 

２ 2.18 16,105  160,000 

 

  ③後期高齢者支援金分保険料率等 

年度 保険料率（％） 均等割額 （円） 平等割額 (円) 賦課限度額（円） 

５ 2.80 9,863 10,037 200,000 

４ 2.63 9,141 9,500 190,000 

３ 2.61 8,998 9,609 190,000 

２ 2.57 8,838 9,527 190,000 

 

(2)現年分の被保険者 1 人当りの保険料 

①国民健康保険分の内訳       （年間平均被保険者人数：一般 10,406 人 退職 0 人） 

区 分          一般被保険者 (円) 退職被保険者等分 (円) 全体（一般＋退職） (円) 

1 人当り 

保 険 料 

調 定 額      81,207 0 81,207 

収 納 額      77,306 0 77,306 

 

  ②介護保険分の内訳          （年間平均被保険者人数：一般 3,356 人 退職 0 人） 

区 分          一般被保険者 (円) 退職被保険者等分 (円) 全体（一般＋退職） (円) 

1 人当り 

保 険 料 

調 定 額      26,429 0 26,429 

収 納 額      24,504 0 24,504 

 

 ③後期高齢者支援金分の内訳     （年間平均被保険者人数：一般 10,406 人 退職 0 人） 

区 分          一般被保険者 (円) 退職被保険者等分 (円) 全体（一般＋退職） (円) 

1 人当り 

保 険 料 

調 定 額      25,641 0 25,641 

収 納 額      24,397 0 24,397 

 



 

７．保険料収納状況 

(1)一般被保険者国民健康保険分           

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      845,034,845 804,451,429 1,647,804 21,574 42,209,646 95.00 

滞納繰越分      245,763,446 37,966,969 58,944 8,522,036 199,333,385 15.42 

 計 1,090,798,291 842,418,398 1,706,748 8,543,610 241,543,031 77.07 

 

(2)一般被保険者介護保険分                           

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      88,695,348 82,234,889 121,853 0 6,582,312 92.58 

滞納繰越分      36,563,566 5,928,520 5,925 1,401,160 29,239,811 16.20 

 計 125,258,914 88,163,409 127,778 1,401,160 35,822,123 70.28 

 

(3)一般被保険者後期高齢者支援保険分                      

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      266,816,128 253,879,077 422,282 6,797 13,352,536 94.99 

滞納繰越分      62,183,200 11,697,216 18,646 2,670,510 47,834,120 18.78 

 計 328,999,328 265,576,293 440,928 2,677,307 61,186,656 80.59 

 

(4)退職被保険者等国民健康保険分                        

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      0 0 0 0 0 - 

滞納繰越分      8,656,908 395,458 0 0 8,261,450 4.57 

 計 8,656,908 395,458 0 0 8,261,450 4.57 

 

(5)退職被保険者等介護保険分                          

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      0 0 0 0 0 - 

滞納繰越分      592,878 118,538 0 0 474,340 19.99 

 計 592,878 118,538 0 0 474,340 19.99 

 

(6)退職被保険者等後期高齢者支援保険分                                           

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 納 額 

(円) 

還付未済額

(円)（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未 収 額 

(円) 

収納率 

 (％) 

現 年 分      0 0 0 0 0 - 

滞納繰越分      321,534 119,214 0 0 202,320 37.08 

 計 321,534 119,214 0 0 202,320 37.08 

 



 

８．特定健康診査等実施状況 

令和５年度特定健康診査受診券発送件数 8,244 件 

 

特定健康診査受診者数と特定保健指導対象者数等の内訳          （単位：人） 

年齢 性別 
特定健診 

受診者数 

動機付け支援 積極的支援 

対象者数 利用者数 対象者数 利用者数 

40～64歳 
男 372 27 4 41 5 

女 549 27 6 10 4 

65歳～ 
男 1,022 89 27 

 
女 1,499 55 17 

合計 3,442 198 54 51 9 

＊令和 6 年 3 月末現在 

 

 特定保健指導  動機付け支援、積極的支援該当基準   

   ＊内服していない方で 

 ① 血糖(空腹時血糖が 100mg/dl 以上、または随時 HbA1c が 5.6%以上) 

 ② 脂質(中性脂肪 150mg/dl 以上、または HDL コレステロール 40mg/dl 未満) 

 ③ 血圧(収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg 以上) 

 

腹囲 

追加リスク 

① 血糖 

② 脂質 

③ 血圧 

 

④喫煙歴 

対象年齢（歳） 

40－64 65－74 

≧85ｃｍ（男） 

≧90ｃｍ（女）  

2 つ以上該当   
 積極的支援 

動機付け支援 

1 つ該当 
あり 

なし  動機付け支援 

上記以外で 

BMI≧25 

3 つ該当   
 積極的支援 

2 つ該当 
あり 

なし 
 動機付け支援 

1 つ該当   



 

○医療関係 

１．重度障がい者医療対策状況 

対象者数 
(人) 

受診件数 
(件) 

総医療費 
(円) 

公費負担額 
(円) 

自己負担額 
(円) 

1人当り助成額 
(円) 

830 25,290 2,089,178,718 

 
 

23,035,932 133,553 

うち食事療養費 

110,849,267 18,900 

 

２．子ども医療対策状況 

区         分 
受診件数 

(件) 

公費負担額 

(円) 

自己負担額 

(円) 

1件当り助成額 

(円) 

大 阪 府 制 度 分        

入 院 211 7,102,496 196,468 33,661 

入院外 19,500 26,059,742 8,015,788 1,336 

食 事 0 0   

市 単 独 制 度 分        

入 院 715 34,341,201 632,256 48,030 

入院外 120,330 232,694,112 49,711,612 1,934 

食 事 0 0  0 

計 

入 院 926 41,443,697 828,724 44,756 

入院外 139,830 258,753,854 57,727,400 1,850 

食 事 0 0  0 

 

３．ひとり親家庭医療対策状況 

対象者数 
(人) 

受診件数 
(件) 

総医療費 
(円) 

公費負担額 
(円) 

自己負担額 
(円) 

1人当り助成額 
(円) 

1,011 13,497 172,999,333 

 
 

5,842,902 35,381 

うち食事療養費 

35,769,950 0 

 

４．未熟児養育医療対策状況 

対象者数 
(人) 

受診件数 
(件) 

総医療費 
(円) 

公費負担額 
(円) 

1人当り助成額 
(円) 

15 30 40,150,750 

 
 

196,383 

うち食事療養費 

2,945,738 490,360 

 

５．後期高齢者医療の状況 

(1)対象者数  9,384人（令和6年3月末日現在） 
 

 (2)保険料収納状況 

区 分 
調定額 

(円) 

収納額 

（円） 

還付未済額

（円）（再掲） 

不納欠損額

(円) 

未収額 

（円） 

収納率 

 (％) 

特別徴収 493,305,042 495,562,045 2,257,003 0 0 100 

普通徴収 456,825,210 453,612,172 719,095 0 3,932,133 99.14 

計 950,130,252 949,174,217 2,976,098 0 3,932,133 99.59 

（令和 6 年 5 月末日現在） 

 



 

 (3)保険料収納状況（滞納分）                          

区  分 
調定額 

(円) 

収納額 

（円） 

還付未済額

（円）（再掲） 

不納欠損額 

（円） 

未収額 

（円） 

収納率 

 (％) 

滞納繰越分 6,828,793 1,633,180 0 101,445 5,094,168 23.92 

（令和 6 年 3 月末日現在） 



 

○国民年金関係 

１．被保険者数の推移                       （単位：人） 

区分 

年度 

第 1 号       付加保険料

被保険者数 

免 除 者 数        

強 制    任 意    法 免    産 免 申 免※ 

令和 4 年度 6,483 89 354 569 9 2,626 

令和 5 年度 6,349 87 327 584 3 2,531 

※ 全額申請免除・3/4 申請免除・半額申請免除・1/4 申請免除・学生納付特例・納付猶予者数の

合計です。 

 

２．年金受給額                           （単位：円） 

年 金 の 種 類 年   金   額 

老 齢 基 礎 年 金 795,000 

障 害 基 礎     

年 金 

1 級 993,750 

2 級 795,000 

遺 族 基 礎 年 金 

1,023,700 

基本 795,000 

加算 228,700 

死 亡 一 時 金 120,000～320,000 

 

３．保険料の推移                               （単位：円） 

区 分         令和 4 年 4 月から 令和 5 年 4 月から 

定 額 保 険 料            月 額 16,590 月 額 16,520 

付加保険料(定額+400 円) 月 額 16,990 月 額 16,920 

 「国民年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和 5 年度の保険料は月額 70 円引き

下げられました。 

 

 

 

 

 

 



 

広域福祉グループ 
 

１．身体障がい者手帳の交付等 

身体に障がいのある方からの申請により、診断書を審査して身体障がい者手帳の交付事務を行い

ました。また、転入届、転出届、記載事項変更届（市内転居・氏名変更）及び返還届の事務を行い

ました。 

 

(1)申請                                     （単位：件）  

 手帳交付 返 却 再診断 審議会 非該当 計 

新     規 130 55 0 3 2 190 

再交付（等級変更等） 38 16 0 3 1 58 

再 交 付 （ 紛 失 等 ） 19 － － － － 19 

計 187 71 0 6 3 267 

 

(2)届出                                      （単位：件） 

転  入 転  出 記載事項の変更 手帳返還の受理（再掲：職権処理） 計 

28 27 16 155（56） 226（56） 

 

２．精神障がい者保健福祉手帳の交付等 

精神に障がいのある方からの申請により、大阪府こころの健康総合センターに判定を依頼または

日本年金機構等に年金受給の確認を行い、障がい等級に応じた精神障がい者保健福祉手帳を交付し

ました。また、転入届、転出届、記載事項変更届（市内転居・氏名変更）及び返還届の事務を行い

ました。 

 

(1)申請                   （単位：件） 

 手帳交付 不承認 計 

新 規 申 請 83 1 84 

更 新 申 請 206 2 208 

等 級 変 更 申 請 5 0 5 

再 交 付 ( 紛 失 等) 5 0 5 

計 299 3 302 

 

(2)届出                                                  （単位：件） 

転入 転出 記載事項の変更 手帳返還の受理 計 

16 11 28 14 69 

 



 

３．指定障がい福祉サービス事業者の指定等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障がい福祉 

サービス事業者等の新規指定申請、指定の更新申請及び各種変更届出等の事務を行いました。 

また、自立支援給付対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図るための立入検査

等も実施しました。 

                              （単位：件）   

新規指定申請 指定更新申請 変 更 届 立 入 検 査 計 

13 14 168 11 206 

 

４．指定居宅サービス事業者の指定等 

介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービ

ス事業者の新規指定申請、指定の更新申請及び各種変更届出等の事務を行いました。 

また、介護給付対象サービス等の質の確保及び給付の適正化を図るための立入検査等も実施しま

した。 

                                       （単位：件）   

新規指定申請 

（介護＋予防） 

新規指定申請 

（介護のみ） 
指定更新申請 変 更 届 立入検査 計 

2 5 19 134 6 166 

 

５．特別養護老人ホーム（定員 29 人以下）の設置の認可 

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム（29 人以下）の設置届、認可申請及び各種変更届出

等の事務を行いました。 

（単位：件）   

設置の認可 設置届の受理 変更届の受理 休廃止届の認可 計 

0 0 0 0 0 

 

６．老人デイサービスセンター等の設置届出受理等 

老人福祉法に規定する老人デイサービスの設置届や各種変更届出等の事務を行いました。 

 

◆老人デイサービスセンター               （単位：件） 

設置届の受理 変更届の受理 立入検査 計 

 0 0 0 0 

 

◆老人居宅生活支援事業                 （単位：件） 

設置届の受理 変更届の受理 立入検査 計 

 0 0 0 0 

 



 

７．有料老人ホーム設置届等各種届出の受理及び運営指導 

老人福祉法に規定する有料老人ホームの設置届や各種変更届出等の事務を行いました。 

（単位：件） 

設置届の受理 変更届の受理 立入検査 計 

1 2 0 3 

 

８．社会福祉法人の設立認可等 

社会福祉法に規定する社会福祉法人の設立認可申請、定款変更の認可申請及び各種変更届出等の

事務を行いました。 

（単位：件） 

法人設立の認可 定款変更の認可 変更届の受理 指導監査 計 

1 3 0 2 6 

 

９．社会福祉事業（老人福祉センター）開始の届出の受理等 

社会福祉法に規定する老人福祉センター事業の開始届や各種変更届出等の事務を行いました。 

（単位：件） 

事業開始届の受理 変更届の受理 施設・書類等の審査 計 

0 0 0 0 

 

１０．児童福祉施設（保育所・家庭的保育事業等）に係る認可等  

 児童福祉法に規定する保育所の設置認可・変更届の受理等の事務を行いました。 

 また、関係法令、関係通知に基づき適正な保育運営の確保を目的とした指導監査等も実施しまし

た。   

                                      （単位：件） 

設置認可 廃止承認 変更届の受理 報告徴収 立入調査 計 

0 0 2 10 2 14 

   

１１．認可外保育施設からの届出の受理等 

児童福祉法による認可を受けていない保育施設からの開設の届出や変更届の受理等の事務を実

施しました。 

また、関係法令、関係通知に基づき適正な保育運営の確保を目的とした指導監査等も実施しま

した。 

                                      （単位：件） 

開設届 変更届の受理 報告徴収 立入調査 計 

1 2 9 4 16 

  

 



 

都市計画グループ 
 

１．都市計画の決定（変更）等 

件  名 告示番号及び告示年月日 内  容 

南部大阪都市計画生産緑

地地区の変更 

（大阪狭山市決定） 

 

大阪狭山市告示 

第 116号 

令和 5年 11月 30日 

 

○変更に係る土地の区域（買取り申出等による） 

  地区の廃止 3地区 

  区域の変更 6地区 

○変更後の都市計画生産緑地地区数 

  162地区 

○変更後の都市計画生産緑地面積 

  約 40.66 ha→約 39.58ha 

 

２．都市計画審議会の開催状況 

開 催 日 議 案 等 内 容（○：議案 ●：報告等） 

第 1 回 

令和 5 年 11 月 17 日 

○南部大阪都市計画生産緑地地区の変更（大阪狭山市決定）について 

●大阪狭山市立地適正化計画の策定について 

 

３．大阪狭山市立地適正化計画の策定（事業費 6,567,000 円） 

  『大阪狭山市魅力ある都市空間ビジョン〜都市計画マスタープラン〜（令和４年３月改定）』で

示す、将来都市構造の実現にあたり、コンパクトシティ＋ネットワークの視点からまちのリメイク

を推進するため、具体的かつ戦略的な方針として、大阪狭山市立地適正化計画を策定します。令和

５、６年度の２箇年で作成作業を進める予定であり、令和５年度においては、上位関連計画、都市

分析の結果、各種会議での意見等を踏まえ、①居住誘導、②都市機能誘導（拠点形成）、③公共交

通ネットワーク等に関する基本的な方針や具体的な区域設定、④中長期的な方策（誘導施策）、⑤

防災指針などの検討を行い、時点骨子案を作成しました。 

●各種会議等の開催 

  ・大阪狭山市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会庁内調整会議 2 回 

   （令和 5 年 8 月 17 日（木）／令和 6 年 1 月 19 日（金）） 

  ・大阪狭山市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会       2 回 

   （令和 5 年 10 月 19 日（木）／令和 6 年 2 月 9 日（金）） 

・大阪狭山市都市計画審議会（報告案件）                   1 回 

   （令和 5 年 11 月 17 日（金）） 

 

４．建築物耐震対策事業 

安全・安心なまちづくりをめざし、建築物の耐震診断、木造住宅耐震改修（耐震改修設計を含む）及び空家

除却に係る費用の補助を行うことにより、建築物の耐震化率の向上に努めました。 

 (1)大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助  650,000円 

    戸建木造住宅  50,000円×13戸 

(2)大阪狭山市木造住宅耐震改修補助        1,600,000円 

    戸建木造住宅  800,000円×2戸 



 

(3)大阪狭山市既存民間建築物除却補助    3,500,000円 

    戸建木造住宅  500,000円×5戸 

           1,000,000円×1戸 

 

(4)大阪狭山市建築物耐震改修促進計画中間見直し業務（事業費 298,650円 ） 

   平成 30 年 3 月に『大阪狭山市建築物耐震改修促進計画』を改定してから、計画期間の中間期である 5 年

を経過し、本市域における住宅・建築物の耐震化をさらに促進させるため、本計画の中間見直しを行いまし

た。また、令和 2年 6月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正され、地方公共団体による

マンション管理適正化推進計画の策定、マンションの管理計画認定制度や管理組合への助言・指導等が新た

に創設されたことから、市内分譲マンションの管理不全を未然に防ぎ、管理組合の自律的な運営による適正

な管理を促進するため、本計画にマンション管理適正化推進計画を新たに盛り込みました。 

 

５．建築指導 

建築物等確認申請書を受付し、建築基準法に基づく指導を行うとともに、現地調査の上、調査報告書を作

成し大阪府及び指定確認検査機関に経由を行いました。令和 5年度の申請件数は 224 件で、住宅関係が全体の

約 9割を占めています。また、建築基準法に係る許可申請書等を受付し、大阪府に経由を行いました。 

  さらに、それぞれの地域に応じた住みよい住環境づくりを目的とする建築協定制度等の啓発活動を行うとと

もに、定期的な建築パトロールを実施するなど違反建築物の早期発見に努め、当該建築物の違反是正指導を大

阪府に依頼しました。 

 

(1)建築物等確認申請書受付経由件数                     （単位：件） 

               月 

用途 

R5 

/4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R6 

/1 2 3 
計 

建
築
物 

専用住宅 16 23 15 14 22 16 10 14 9 17 14 19 189 

兼用・併用住宅 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

共同住宅 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 6 

長屋住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

寄宿舎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

病院・診療所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

店舗 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 7 

事務所 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

福祉施設（老人ﾎｰﾑ、特別養護老人ﾎｰﾑ） 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

工場 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

倉庫・自動車車庫 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

幼稚園・保育所・認定こども園 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

学校等 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

その他公共施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他（教会） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

工作物 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 9 

計 17 27 18 17 26 21 14 17 9 20 16 22 224 

 

 



 

(2)建築基準法に係る許可申請書等受付経由件数                 （単位：件） 

    月 

種別 
R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

43 条 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 2 13 

44 条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

６．開発指導 

  都市機能の円滑な運営及び良好な都市環境の形成を図り、開発行為について計画的なまちづくりを進めるた

めに、本市開発指導要綱に基づき指導しました。 

また、一定規模以上又は特定用途の開発事業について、良好な近隣関係及び生活環境を保持するため、本市

開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例に基づく手続等の指導を行いました。 

なお、市街化調整区域内における都市計画法第 29 条開発許可申請書の受付経由件数は 6 件、宅地造成等規

制法許可申請書は 0件でした。 

 

(1)本市開発指導要綱に基づく協議の申請件数          

用 途 件 数 棟 数 戸 数 

住居系 計 11 113 469 

専用住宅 

共同住宅・長屋住宅等 

5 

6 

107 

6 

107 

362 

非住居系 計 13 17 － 

 老人ホーム 

店舗 

倉庫 

工場 

3 

7 

2 

1 

3 

11 

2 

1 

－ 

－ 

－ 

- 

合計 24 130 469 

 

(2)上記申請規模別内訳                           （単位：件） 

開発規模 500㎡未満 
500㎡以上 

1,000㎡未満 

1,000㎡以上 

3,000㎡未満 

3,000㎡以上

5,000㎡未満 

5,000㎡以上

1ha未満 

1ha以上 

5ha未満 
5ha以上 計 

件  数 11 3 4 1 0 4 1 24 

 

(3)開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例に基づく手続件数              （単位：件） 

月  別 
R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

受   付   件   数 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 

内、斡旋件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  内、調停件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

７．大阪狭山市空家等対策計画中間見直し業務（事業費 686,500 円） 

  平成 31 年 3 月に大阪狭山市空家等対策計画を策定してから 5 年目を迎え、計画期間の中間期と

なること、また、令和 5 年 12 月に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されたこと

を踏まえ、これまで実施してきた施策の成果の取りまとめや法律改正の内容の反映、計画策定時に

空家である可能性が高いと判定された建物の追跡調査、今後取り組むべき施策等を定めました。 

 

８．屋外広告物の許可事務 

  常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立て看板、張り紙、

広告塔などの広告物について、大阪府屋外広告物条例に基づき、許可事務を行いました。 

・申請・届出件数 新規 13 件 継続 49 件   

 変更許可 6 件 竣工 3 件   

・許可手数料 600,150 円      

 

９．狭山池周辺エリアにおけるにぎわい創出事業（事業費 674,026 円） 

令和 5年 7月 22日に狭山池を核としたまちづくり協議会と珈琲所コメダ珈琲店との公民連携により、「狭

山池花火ナイト」のイベントを実施し、狭山池周辺エリア等における賑わいづくりや魅力の創造を行うことで、

地域の活性化を図り、市民が楽しみ、憩える場の構築や市民活動の場づくりを行いました。 



 

土木グループ 
 

○管理関係 

１．道路現況 

道路総延長(ｍ) 道路敷面積(㎡) 歩道設置道路延長(ｍ) 橋梁延長(ｍ) 踏切か所(か所) 舗装率(％) 

181,544 1,259,336 34,522 492 4    98.6 

  

２．道路維持管理業務     

業   務   名 事 業 費（円） 内        容 

道 路 管 理 業 務 13,543,765 

  路面清掃、縦横断管清掃、 

除草及び清掃、金剛駅周辺清掃（西口トイレ含む）、  

落葉清掃、道路台帳補正、システム保守点検 

  

３．公共用地境界確定協議件数   （単位：件） 

種     別 件 数（うち再交付） 金 額（円） 

道    路 67 (8) 109,500 

法定外公共物         21 (12) 42,500 

合計         88  (20) 152,000 

  

４．法定外公共物売払処分件数   （単位：件） 

種    別 件  数 金 額（円） 

里  道  敷 2 2,454,500 

水  路  敷 1 534,500 

合計 3 2,989,000 

 

５．占用料 

占 用 者 
占 用 料（円） 

道 路 法定外公共物 

大阪ガス㈱ 22,946,220 236,400 

関西電力㈱ 13,482,110 98,700 

西日本電信電話㈱ 19,558,870 25,150 

㈱オプテージ 4,176,710 16,950 

㈱ジェイコム・ウエスト 4,341,020 13,070 

その他 179,670 242,830 

合 計 64,684,600 633,100 

 



 

６．道路修繕件数 

件   数（件） 金   額（円） 事   業   内   容 

158 13,998,600 道路排水施設､交通安全施設､側溝蓋､舗装等の修繕 

 

○道路工事関係 

１．道路維持補修工事                       

事 業 名 事業費(円) 場   所 事 業 内 容 

令和 5年度 市内全域舗装修繕工事 

（単価契約 19件） 
8,309,290 大阪狭山市内全域 舗装修繕      A=633㎡ 

金剛泉北線点字シート補修工事 1,289,200 西山台三丁目地内 点字シート補修  1式 

南海金剛８号線舗装修繕工事 1,148,400 東茱萸木一丁目地内 舗装修繕      A=185㎡ 

狭山東野線排水構造物補修工事 1,100,000 東野中二丁目地内 排水構造物      L=26ｍ 

狭山東村線道路側溝整備工事 1,086,800 半田一丁目地内 排水構造物      L=15ｍ 

豪雨被害に係る復旧工事 

6/2 （6件） 
4,097,500 大野西地内 他  災害復旧     1式 

道路陥没による応急復旧工事 

（2件） 
737,000 大野台四丁目地内 他  道路陥没対策   1式 

台風 7号被害に係る復旧工事 

8/15 （1件） 
275,000 大野台二丁目地内 他  照明灯復旧    N=1本 

その他道路維持補修工事（32件） 11,069,300    

合計 29,112,490   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○交通対策関係 

１．交通安全施設整備工事 

事 業 名 事業費(円) 場    所 事 業 内 容 

半田３２号線歩道整備工事 

（第二工区） 
39,482,700 半田五丁目地内 歩道整備      L=196ｍ    

半田３２号線歩道整備工事 

（第三工区） 
48,562,800 半田五丁目地内 歩道整備      L=96ｍ 

狭山河内長野線舗装修繕工事 21,727,200 今熊六丁目地内 他 舗装修繕      A=2,025㎡ 

狭山岩室線舗装修繕工事 15,162,400 池之原四丁目地内 他 舗装修繕      A=1,266㎡ 

廿山高蔵寺線舗装修繕工事 14,143,800 今熊二丁目地内 他 舗装修繕      A=1,116㎡ 

大阪狭山市循環バス停留所 

（福祉ｾﾝﾀｰ前）微細ミスト発生器 

設置等工事 

13,663,100 今熊一丁目地内 

微細ミスト発生器設置 

1 式 

植栽       N=2 箇所 

東野菅生線舗装修繕工事 12,919,500 東野東一丁目地内 他 舗装修繕      A=950㎡ 

狭山環状線歩道改良工事 4,317,500 半田一丁目地内 歩道改良     N=2 箇所 

金剛駅西口トイレ改修工事 2,304,500 半田一丁目地内 トイレ改修   1 式 

あまの街道周辺 

歩行者空間整備工事 
1,816,100 大野西地内 他 

パネルサイン設置工 

1 式 

塗布式カラー舗装 

A=194 ㎡ 

区画線工    1 式 

区画線設置（修繕）工事(6件) 6,407,500 大阪狭山市内全域 
区画線設置（修繕） 

1 式 

狭山ニュータウン地区 

道路修繕工事（4 件） 
2,998,600 西山台一丁目地内 他 

舗装修繕（車道） A=83㎡ 

舗装修繕（歩道） A=183㎡ 

排水構造物    1式 

その他交通安全施設整備工事(18件) 7,766,000   

合計 191,271,700   

 

 

 

 

 

 



 

２．歴史街道整備工事費 

事 業 名 事業費(円) 場    所 事 業 内 容 

狭山東野線歴史街道整備工事 53,034,300 東池尻五丁目地内 

舗装（ｱｽﾌｧﾙﾄ） A=1,535 ㎡ 

舗装（ｽﾄﾘｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄ） 

A=689 ㎡ 

歴史街道看板  N=2 箇所 

 

３．交通安全施設整備事業負担金 

事 業 名 事業費(円) 場    所 事 業 内 容 

西除川河川改修事業負担金 69,323,000 茱 木七丁目地内 橋梁改修工事   1 式 

 

４．交通安全施設点検業務委託 

事 業 名 事業費(円) 場    所 事 業 内 容 

令和 5年度大阪狭山市路面性状調査業務 11,671,000 大阪狭山市内全域 

路面性状調査（車道） 

L=175km      

路面性状調査（歩道）  

L=51km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．防犯灯関係事業 

土木グループ管理防犯灯及び道路照明灯数 

防犯灯 

5,747灯 

（内訳） 

リース  5,033灯 

市設置   714灯（うち、令和 5年度 31灯） 

道路照明灯（デザイン灯含む） 

749灯 

（内訳） 

リース    725灯 

市設置     24灯 

合計 6,496灯 

（リース内訳） 

事 業 名 リース料(円) リース期間 事 業 内 容 

防犯灯 LED化整備事業 6,450,675 H26.3.20～ 

R6.3.19 

（10年間） 

1,493灯 

（内訳） 

防犯灯  836灯 

 道路照明灯  252灯 

   デザイン灯  405灯 

7,679,340 

 

H27.10.1～ 

R 7.9.30 

（10年間） 

4,265灯 

（内訳） 

防犯灯 4,197灯 

 道路照明灯   15灯 

    デザイン灯    53灯 

合計 14,130,015  5,758灯 

（内訳） 

防犯灯 5,033灯 

道路照明灯  267灯 

デザイン灯  458灯 

 

６．駅前自転車対策事業 

事 業 名 事業費(円) 場   所 事 業 内 容 

放置自転車等撤去運搬業務他 

 

 

16,652,460 

 

 

 

市内 3駅周辺 

  狭山駅 

  大阪狭山市駅 

  金剛駅 

撤去台数 

・自転車    225台 

・ミニバイク  30台 

返還台数（有料） 

・自転車   179台 

・ミニバイク  28台 

 

７．助成金、補助金の状況 

団 体 名 助成金、補助金額(円) 主な事業とその効果 

大阪狭山市「交通事故をなく

す運動」推進本部 
600,000 各種交通安全事業実施による交通安全意識高揚 

 



 

８．「交通事故をなくす運動」推進事業 

時期 事  業 事 業 内 容 

4月 交通安全啓発活動 
市内小学校の通学時間帯における交通安全指導（東野五差路） 4/13 

交通安全啓発（狭山池まつり） 4/30 

5月 

交通安全啓発活動 飲酒運転撲滅街頭キャンペーン（金剛駅前） 5/10 

春の全国交通安全運動 

(5/11～5/20) 

親子交通安全教室（大阪サヤマ自動車学院） 5/13 

シートベルト着用指導、街頭啓発（ＮＴ中央交差点付近） 5/15 

自転車ヘルメット着用街頭啓発（オークワ狭山店） 5/17 

大阪狭山市「交通事故を

なくす運動」推進本部 

総会 

令和 4年度事業実績報告及び決算について 

5/26 
令和 5年度事業計画（案）及び予算（案）について 

6月 交通安全啓発活動 
めいわく駐車追放パトロール（南第一小学校から東大池公園周

辺） 
6/19 

7月 

夏の交通事故防止運動 

(7/1 ～7/31) 
啓発パンフレット配布及びポスター掲示 

 

交通安全啓発活動 反射材着用啓発キャンペーン（狭山池北堤） 7/22 

9月 
秋の全国交通安全運動 

(9/21～9/30) 

飲酒運転撲滅街頭キャンペーン（金剛駅前）※雨天により中止 9/21 

高年ドライバー実技講習（大阪サヤマ自動車学院） 9/23 

シートベルト着用指導、街頭啓発（ＮＴ中央交差点付近） 9/25 

自転車ヘルメット着用街頭啓発（オークワ狭山店） 9/27 

10月 
交通安全総点検 

大阪狭山市通学路交通安全プログラムに基づき、各小学校区にお

いて、地区、学校、教育委員会、ＰＴＡ、警察及び道路管理者

が、通学路の危険箇所の抽出を行い、安全対策を行った。 

（例：東小学校区にて路面標示の改修、啓発看板の設置。夢の実 

   保育園周辺にて路面標示の改修。） 

 

交通安全啓発活動 【第 3回】高齢者のための安全運転支援イベント(市役所) 10/28 

11月 

自転車マナーアップ強化

月間(11/1～11/30) 
啓発パンフレット配布及びポスター掲示 

 

交通安全啓発活動 交通安全啓発（産業まつり） 11/18 

12月 

年末の交通事故防止運動

(12/1～12/31) 
啓発パンフレット配布及びポスター掲示 

 

 

交通安全啓発活動 反射材着用啓発キャンペーン（ＮＴ中央交差点付近） 12/4 

 

 

 

 

 

 



 

９．市循環バス事業 

(1)事業費等                            (単位：円) 

総事業費     94,917,000   

料金収入等 36,917,000   

 市からの補助金（南海バス㈱に対する補助金）   58,000,000 

 

(2)利用者数等の状況 

 南回り ニュータウン回り 西回り※ 北回り※ 

年間利用者数（人） 
99,547 154,088 93,002 101,150 

447,787 

1日あたりの利用者数（人） 
272.0 421.0 254.1 276.4 

1,223.5 

1便あたりの利用者数（人） 
12.4 19.1 11.6 12.6 

13.9 

利用者 1人あたりの経費（円） 212 

 

 



 

公園緑地グループ 

 
○公園緑地管理事業 

１．都市公園等及び街路樹の維持管理 

種 別 
維持管理対象 

面積（㎡） 
 委託費（円） 内 容 

公園管理業務 281,248 53,771,300 

公園 110 か所、その他緑道・緑地

22 か所 

除草、低木刈込、高木剪定、枯木

伐採 他 

狭山池公園管理業務 133,937 31,957,200 
除草、低木刈込、高木下枝払い、

低木施肥、高木施肥、散水 他 

街路樹管理業務 ― 14,723,500 

36 路線 

除草、低木刈込、中木剪定、高木

剪定 他 

道路法面管理業務 ― 6,826,600 
62 か所 

除草 

公園施設管理業務 ― 20,615,594 

公園清掃、便所清掃、駐車場門扉

開閉、遊具点検、交通誘導、潅水

装置点検、回虫卵検査・駆除 他 

合計  127,894,194  

 

２．公園緑道維持管理工事 
 

工 事 名 
工事費

（円） 
場 所 内 容 

大野台茱萸木線外街路維

持工事 
9,984,700 

大阪狭山市大野

台二丁目地内外 

高木植栽工 14 本 

高木剪定工 690 本他 

令和 5 年度クビアカツヤ

カミキリ対策工事 
4,356,000 

大阪狭山市 

大字岩室地内外 

ネット設置工 58 本 

枯木伐採工 29 本 

今熊市民の森倒木等撤去

工事 
1,284,800 

大阪狭山市 

今熊五丁目地内 

倒木撤去工 10 本 

土砂撤去工 30 ㎡ 

その他維持管理工事  22

件 
6,327,200 ―  

合計 21,952,700   

 

○市民ふれあいの里花と緑の広場管理事業 

１．市民ふれあいの里花と緑の広場入場者状況     （単位：人） 
 

入場者総数  50,988 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．月別入場者数                                               

                                                                                            （単位：人）  

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

４年度 

6,561 9,297 

 
4,000 2,311 3,277 4,266 6,836 5,141 2,648 3,082 4,135 7,735 59,289 

3,395 5,267 

 
2,018 1,166 1,588 1,973 3,569 2,609 1,403 1,508 2,511 4,132 31,139 

５年度 

6,450 7,777 3,996 2,270 1,927 3,901 5,296 5,536 3,146 2,957 4,026 3,706 50,988 

3,159 4,644 1,991 1,140 937 2,141 2,609 2,760 1,715 1,494 2,059 2,064 26,713 

増減数 

▲111 ▲1,520 ▲4 ▲41 ▲1,350 ▲365 ▲1,540 395 498 ▲125 ▲109 ▲4,029 ▲8,301 

▲236 623 ▲27 ▲26 ▲651 168 ▲960 151 312 ▲14 ▲452 ▲2,068 ▲3,180 

 

３．施設営繕工事 

工 事 名  工事費（円） 内 容 

市民ふれあいの里防護柵設置工事 160,600 防護柵設置工 

その他施設営繕工事 3 件 837,100  

合計 997,700  

 

○緑化景観事業 

 内   容 

市民団体による活動  
活動団体 ：ひまわり会 他 23 団体 25 か所 

事 業 費 ：1,530,504 円（保険等含む） 

緑化景観管理業務 

委 託 先 ：特定非営利活動法人 たんぽぽの丘  

業務内容 ：花苗の植付け、土壌改良、散水、除草 

委 託 料 ：865,700 円 

 

○緑の環境保全事業 

件名 事業費（円） 内 容 

令和 5 年度今熊市民の森外枯木伐採業務 3,206,500 
枯木伐採工 21 本 

支障枝除去工 273ｍ 

 

○都市公園等整備事業 

件 名 事業費（円） 内 容 

副池オアシス公園ちびっこ広場拡張等工事 17,933,300 
遊具設置工 

人工芝設置工他 

大野台第 1 公園外遊具改修工事 31,806,500 遊具改修工 

狭山第１公園外遊具改修工事 31,255,400 遊具改修工 

狭山池公園北東駐輪場改修工事 2,272,600 
舗装工 

付属施設設置工他 

その他工事等 1 件 2,119,700  

          合計 85,387,500  

 

 

上段 入場者数 

下段 内減免者数 



 

○その他緑化行政関係 
 

事 業 名 内   容 

緑化計画書・完了書等の提出  

・大阪府自然環境保全条例に基づく「建築物の敷地等にお

ける緑化を促進する制度」による提出件数 5 件 

・大阪狭山市緑化推進及び樹木の保存に関する要綱による

提出件数 0 件 

保存樹木・樹林の指定及び助成  

助成額   395,000 円 

（保存樹木  14 件  16 本     290,000 円） 

（保存樹林   4 件  138,800 ㎡   105,000 円） 

緑の募金運動 

市民の緑に対する理解を高めるとともに、市街地の緑化

及び森林整備の推進を実現するため、公益財団法人大阪み

どりのトラスト協会の「緑の募金」活動に協力。 

・募金総額  197,684 円 

 



 

広域まちづくりグループ 
   

大阪版地方分権推進制度実施要綱に基づき権限移譲された事務の一部（表-1 参照）について、平成 24 年 1 月

1 日から、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村及び本市の 3 市 2 町 1 村が共同（南河内広域事

務室）で処理しています。 

 

表-1 共同処理事務(令和 5 年 4 月 1 日現在) 

採石法に基づく岩石採取計画の認可等 

砂利採取時における採取計画の認可 

（都市計画法に基づく）開発行為の許可等 

宅地造成工事規制区域指定等 

宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の許可等 

終身建物賃貸借事業の認可等 

マンション建替事業に係る許可・指導監督等 

個人施行者の施行する住宅街区整備事業に係る認可・指導監督等 

施設住宅等の区分所有者相互の事項に係る管理規約の認可 

住宅街区整備事業により取得した施設住宅の一部の譲渡の届出の受理 

住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の土地で土地の試掘をする場合の認可 

住宅街区整備事業の施行地区内における建築行為等の認可 

組合が行う住宅街区整備事業に係る認可・指導監督等 

土地区画整理促進区域内及び住宅街区整備促進区域内における建築行為等の認可等 

土地区画整理促進区域内等における土地の買い取り申出 

市街地再開発促進区域内における建築の認可等 

市街地再開発事業の準備のための立入・試掘等の認可等 

再開発事業計画の認定等 

区画整理会社の土地区画整理事業の認可・指導監督等 

個人の土地区画整理事業の認可・指導監督等 

組合の土地区画整理事業の認可・指導監督等 

土地区画整理事業に係る建築行為等の許可等 

防災街区整備事業施行区域内での建築行為等の認可等 

防災街区計画整備組合の設立の認可等 

防災街区整備事業の準備等のための立入・試掘等の認可等 

住宅地区改良法の事業地区内における建築行為等の許可等 

拠点業務市街地整備促進区域内における建築行為等の許可等 

被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可等 

 



 

(1)都市計画法に基づく許可申請等件数（市街化区域）              （単位：件） 

月  別 
R5/ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R6/ 

1 2 3 計 

法第 29条開発許可申請 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 

法第 35条の 2変更許可申請 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 

法第 36条工事完了届出 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 9 

法第 47条開発登録簿交付 6 6 7 5 2 7 6 3 4 3 6 0 55 

法第 53条建築許可申請 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 5 

 

(2)都市計画法第 29 条開発許可申請規模別内訳件数                   （単位：件） 

開発規模 1,000㎡未満 
1,000㎡以上 

3,000㎡未満 

3,000㎡以上 

6,000㎡未満 

6,000㎡以上 

10,000㎡未満 

10,000㎡以上 

30,000㎡未満 

30,000㎡以上 

60,000㎡未満 

60,000㎡以上 

100,000㎡未満 
100,000㎡以上 計 

自己居住用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

自己業務用 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

非自己用 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

 

(3)都市計画法第 35条の 2変更許可申請規模別内訳件数                   （単位：件） 

開発規模 1,000㎡未満 
1,000㎡以上 

3,000㎡未満 

3,000㎡以上 

6,000㎡未満 

6,000㎡以上 

10,000㎡未満 

10,000㎡以上 

30,000㎡未満 

30,000㎡以上 

60,000㎡未満 

60,000㎡以上 

100,000㎡未満 
100,000㎡以上 計 

自己居住用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

自己業務用 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

非自己用 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

 

(4)宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事許可申請件数（市街化区域）       （単位：件） 

月  別 
R5/ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R6/ 

1 2 3 計 

法第 8条宅造許可申請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

法第 12条変更許可申請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(5)宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事申請規模別内訳件数           （単位：件） 

開発規模 500㎡以内 
500㎡超  

1,000㎡以内 

1,000㎡超  

2,000㎡以内 

2,000㎡超  

5,000㎡以内 

5,000㎡ 超 

10,000㎡以内 

10,000㎡ 超 

20,000㎡以内 

20,000㎡ 超 

40,000㎡以内 

40,000㎡を 

超えるもの 計 

法第 8条宅造許可申請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

法第 12条変更許可申請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



  

市民窓口グループ 
 

○人口、世帯数及び人口動態状況 

１．月別総人口・総世帯数                         （毎月末日現在） 

区  分 総世帯数(戸) 
総   人   口  (人) 

男 女 計 

令和 5 年  4 月 26,344 27,284 30,792 58,076 

  5 月 26,342 27,286 30,774 58,060 

  6 月 26,329 27,279 30,748 58,027 

  7 月 26,344 27,287 30,731 58,018 

  8 月 26,352 27,261 30,737 57,998 

  9 月 26,366 27,268 30,746 58,014 

 10 月 26,367 27,265 30,745 58,010 

 11 月 26,379 27,292 30,740 58,032 

 12 月 26,380 27,277 30,754 58,031 

令和 6 年

年 

 1 月 26,354 27,254 30,731 57,985 

  2 月 26,353 27,227 30,715 57,942 

  3 月 26,360 27,145 30,699 

 

30,821 

57,844 

※外国人住民人口含む。 

 

 

 

 

 

 



  

２．月別総人口動態                              （単位：人） 

区    分 
社 会 動 態 自 然 動 態 

転 入 等 転 出 等 出    生 死    亡 

令和 5 年  4 月 187  209  27  47  

  5 月 150  170  50  46  

  6 月 148  154  34  61  

  7 月 151  147  37  50  

  8 月 151  145  34  60  

  9 月 149  127  32  38  

 10 月 164  155  31  44  

 11 月 162  121  35  54  

 12 月 165  135  32  63  

令和 6 年  1 月 113  122  34  71  

  2 月 135  138  20  60  

  3 月 296  339  22  77  

計 1,971  1,962  388  671  

 

３．外国人住民人口                              （単位：人） 

区   分 令和6年3月31日現在(A) 令和5年3月31日現在(B) 対前年度増減 (A)－(B) 

男 284  256  28  

女 291  282  9  

計 575  538  37  

 

４．外国人住民国籍別人口                  令和6年3月31日現在（単位：人） 

国籍・地域 計 国籍・地域 計 国籍・地域 計 

ブラジル 4 インド 4 ネパール 18 

中国 141 インドネシア 34 ニュージーランド 2 

台湾 3 オランダ 1 ナイジェリア 1 

朝鮮 5 スペイン 7 ノルウェー 2 

韓国 100 ミャンマー 19 パキスタン 3 

フィリピン 50 バングラデシュ 2 ペルー 3 

タイ 2 カンボジア 3 ポーランド 1 

英国 1 スリランカ 11 ルーマニア 1 

米国 4 チリ 1 ベトナム 142 

カナダ 5 エチオピア 2 

フランス 2 ドイツ 1 

計31か国575人 

 



  

○窓口状況 

１．手数料取扱件数（郵便請求等含む） 

区分 
件  数 （件） 金  額 （円） 

本庁 ＮＴ連絡所 コンビニ等 計 本庁 ＮＴ連絡所 コンビニ等 計 

戸(除)籍

謄抄本 
8,420 1,122  9,542 4,456,800 561,000  5,017,800 

住 民 票 13,663 2,907 5,299 21,869 4,098,900 872,100 1,255,400 6,226,400 

戸籍附票

等諸証明 
2,325 250  2,575 715,400 75,350  790,750 

印鑑登録

証明 
7,390 3,238 4,121 14,749 2,217,000 971,400 966,100 4,154,500 

印鑑登録

証（カード） 
1,418 221  1,639 425,400 66,300  491,700 

計 33,216 7,738 9,420 50,374 11,913,500 2,546,150 2,221,500 16,681,150 

 

２．戸籍・除籍謄抄本交付件数（郵便請求等含む）                （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 694 679 755 669 703 673 665 612 620 675 753 663 8,161 

N T連絡所 75 104 58 103 98 69 113 91 79 84 90 85 1,049        

計 769 783 813 772 801 742 778 703 699 759 843 748 9,210      

 

３．戸籍広域交付件数                             （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁            259 259 

N T連絡所            73 73 

計            332 332 

 

４．戸籍電子証明書交付件数                          （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁            0 0 

N T連絡所            0 0 

計            0 0 

 

５．住民票交付件数（郵便請求等含む）                     （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 1,180 1,160 1,243 1,166 1,168 1,214 1,082 1,071 1,017 969 980 1,413 13,663 

N T 連 絡 所 245 241 253 286 254 286 225 205 201 176 227 308 2,907    

コンビニ等 452 353 367 399 385 445 411 412 403 486 493 693 5,299 

計 1,877 1,754 1,863 1,851 1,807 1,945 1,718 1,688 1,621 1,631 1,700 2,414 21,869 

 

 

 



  

６．戸籍附票等諸証明交付件数（郵便請求等含む）                （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 180 168 178 201 320 196 148 173 191 166 187 217 2,325 

N T 連 絡 所 18 25 18 21 19 13 16 18 21 17 28 36 250 

計 198 193 196 222 339 209 164 191 212 183 215 253 2,575 

 

７．印鑑登録証明交付件数                           （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 661 669 737 602 639 542 515 621 526 585 588 705 7,390   

N T 連 絡 所 273 272 285 252 265 252 239 286 260 213 275 366 3,238    

コンビニ等 275 324 272 270 278 358 344 398 306 362 400 534 4,121 

計 1,209 1,265 1,294 1,124 1,182 1,152 1,098 1,305 1,092 1,160 1,263 1,605     14,749   

 

８．印鑑登録証（カード）交付件数                       （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 124 137 126 107 113 106 114 125 92 106 119 149 1,418 

N T連絡所 11 23 21 14 16 17 23 19 13 18 17 29 221 

計 135 160 147 121 129 123 137 144 105 124 136 178 1,639 
 

９．マイナンバーカード（個人番号カード）申請件数               （単位：件） 

   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

計 602 232 176 113 106 156 142 104 108 138 155 180 2,212 
 

１０．マイナンバーカード（個人番号カード）交付件数               （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 1,007 1,056 365 231 241 337 63 72 70 84 76 103 3,705 

N T 連 絡 所 420 481 163 78 104 150 35 23 34 25 29 29 1,571 

計 1,427 1,537 528 309 345 487 98 95 104 109 105 132 5,276 

 

１１．マイナンバーカード（個人番号カード）再交付件数                 （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

本  庁（有料） 6 5 15 5 6 8 9 8 9 3 6 6 86 

NT連絡所（有料） 2 9 4 2 2 3 9 5 4 5 10 6 61 

計 8 14 19 7 8 11 18 13 13 8 16 12 147 

本  庁（無料） 3 9 5 6 11 4 4 7 17 10 8 19 103 

NT連絡所（無料） 1 9 4 3 4 2 2 5 1 4 3 5 43 

計 4 18 9 9 15 6 6 12 18 14 11 24 146 

 

１２.マイナポイント支援件数                          （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 775 772 309 200 291 621       2,968 

N T 連 絡 所 513 574 263 163 186 361       2,060 

計 1,288 1,346 572 363 477 982       5,028 

 



  

１３．住居の表示変更（町名変更）証明及び市制施行証明発行件数（無料）     （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

本 庁 14 7 0 22 12 32 16 25 14 9 9 10 170 

N T 連 絡 所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 計 14 7 0 22 12 32 16 25 15 9 9 10 171 
 

 

１４．住居表示通知書交付件数及び住居番号表示板交付件数（無料）        （単位：件） 

   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  計 

 計 4 8 2 5 8 6 4 10 9 3 3 7 69 

 

１５．税務手数料等取扱件数 

区 分 
件  数 （件） 金  額 （円） 

本庁 NT連絡所 計 本庁 NT連絡所 計 

課 税 所 得 証 明 1,442 1,156 2,598 432,600 346,800 779,400 

納 税 証 明 46 34 80 13,800 10,200 24,000 

記 載 事 項 証 明 5 25 30 2,550 9,450 12,000 

公 課 証 明 1 8 9 450 3,150 3,600 

営 業 証 明 0 0 0 0 0 0 

臨 時 運 行 許 可 308  308 231,000  231,000 

軽自動車税納税証明 25 48 73 （無料） 

評 価 通 知 9 0 9 （無料） 

計 1,836 1,271 3,107 680,400 369,600 1,050,000 

 

１６．一般旅券発給申請・交付件数                       （単位：件） 

区 分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

申請 

5年 23 52 37 37 40 22 36 43 27 46 37 68 468 

10年 66 97 88 83 84 86 79 65 71 109 67 78 973 

子ども 8 16 11 10 10 11 8 9 2 14 6 14 119 

変

更 

5 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 年 2 2 2 3 3 0 3 3 1 1 1 0 21 

増補 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 99 167 138 133 137 119 126 120 101 170 111 160 1,581 

交付 

5年 27 38 44 29 51 25 29 47 30 28 44 41 433 

10年 64 75 97 85 88 79 87 77 57 87 101 71 968 

子ども 8 12 13 14 11 9 8 12 2 7 10 11 117 

変

更 

5 年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 年 2 1 1 5 2 0 2 2 3 1 1 1 21 

増補 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 101 127 155 133 152 113 126 138 92 123 156 124 1,540 

紛失届 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 7 

 



  

１７．無料交付件数（公用請求等）                       （単位：件） 

区分 本庁 ＮＴ連絡所 計 

戸(除)籍謄抄本 2,811 1 2,812 

年金現況届 3 2 5 

住民票 1,320 1 1,321 

諸証明 2,014 0 2,014 

印鑑登録証明 10 15 25 

印鑑登録証（カード） 2 1 3 

計 6,160 20 6,180 

 

１８．その他の事務                              （単位：件） 

区分 本庁 ＮＴ連絡所 計 

住民票コード通知票（出生等） 419 2 421 

住民票コード確認書 48 12 60 

住民基本台帳閲覧 847  847 

母子（父子）健康手帳 
（保健センター交付分除く） 

133 3 136 

 

○記録管理状況 

１．通知処理件数 

通知を受けたもの                             （単位：件） 

区    分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

転 入 211 173 142 151 118 129 139 119 123 109 124 315 1,853 

出 生 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 10 

死 亡 2 3 8 2 8 3 6 3 3 6 3 2 49 

職 権 修 正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

戸 籍 照 合 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 

戸

籍

届 

婚 姻 7 9 4 11 13 4 6 9 3 11 6 4 87 

離 婚 2 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1 0 10 

転 籍 3 2 3 2 6 1 2 6 2 0 3 0 30 

そ の 他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

戸 籍 附 票 333 225 218 180 153 171 164 133 148 115 140 283 2,263 

 

通知を出したもの                             （単位：件） 

区    分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

附票（非本籍） 215 225 178 185 194 166 168 179 174 133 155 295 2,267 

附票（本 籍） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 215 225 178 185 194 166 168 179 174 133 155 295 2,267 

 

 

 



  

２．人口異動処理件数                             （単位：件） 

区    分   4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

増 

転 入 147 122 99 117 113 111 104 108 105 88 98 212 1,424 

職 権 記 載 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 7 

転 出 取 消 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

出 生 27 49 33 37 34 32 30 35 32 34 20 22 385 

帰 化 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 5 

減 

転 出 125 127 116 106 106 107 114 106 99 114 133 264 1,517 

職 権 消 除 1 3 2 3 3 1 1 1 4 1 2 0 22 

死 亡 47 46 61 50 60 38 44 54 63 71 60 77 671 

変

更 

転 居 47 56 42 34 45 32 43 40 40 25 36 52 492 

世 帯 合 併 5 9 6 7 8 3 3 8 3 9 2 15 78 

世 帯 分 離 9 8 11 13 10 3 19 11 6 12 12 13 127 

世 帯 変 更 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

世帯主変更 35 29 30 26 39 21 30 27 41 28 32 45 383 

職 権 修 正 55 57 39 58 84 35 51 66 36 61 42 71 655 

 

３．戸籍処理件数                               （単位：件） 

区            分 令和6年3月31日現在(A) 令和5年3月31日現在(B) 対前年度増減 (A)－(B) 

新 戸 籍 編 製 373 386 △13 

戸 籍 全 部 消 除 324 272  52 

計 697 658  39 

 



  

４．戸籍届出件数（事件別）                          （単位：件） 

区          分 

本 籍 人 届 出 数 

非本籍人届出数 合       計 
受     理 

他 市 町 村 

からの送付 計 

出           生 179  150  329  208  537  

国   籍   留   保 1  3  4  0  4  

認           知 5  11  16  0  16  

養   子   縁   組 19  13  32  9  41  

養   子   離   縁 9  6  15  3 

 

 18 

 

 

離 縁 の 際 の 氏 1 

 

 0  1 

 

 2 

 

 3 

 

 

婚           姻 142  330  472 

 

 49  521  

離           婚 72  53  125  10  135  

離 婚 の 際 の 氏 36  23  59  1  60  

親権・未成年者の後見 0  0  0  1  1  

死           亡 305  125  430  442  872  

失           踪 0  0  0  0  0  

復           氏 2  0  2  0  2  

姻 族 関 係 終 了 0  0  0  0  0  

相 続 人 廃 除 0  0  0  0  0  

入 籍 57  47  104  8  112  

分           籍 8  3  11  0  11  

国 籍 取 得 0  0  0  0  0  

帰           化 5  0  5  0  5  

国 籍 喪 失 0  1 

 

 1  0  1  

国   籍   選   択 5  1  6  0  6  

外 国 国 籍 喪 失 0  0  0  0  0  

氏   の   変   更 4  1  5  2  7  

名   の   変   更 0  1  1  0  1  

転           籍 139  117  256  0  256  

就 籍 0  0  0  0  0  

訂 正 ・ 更 正 10  3  13  0  13  

追 完 0  0  0  0  0  

そ の 他 0  2  2  0  2  

不 受 理 申 出 13  6  19  9  28  

計 1,012  896  1,908  744  2,652  

 

５．本籍数及び本籍人口 

区          分 令和6年3月31日現在(A) 令和5年3月31日現在(B) 対前年度増減 (A)－(B) 

本  籍  数（戸） 18,210 18,161  49 

本籍人口（人） 45,681 45,751 △70 

 

 



  

 

６．その他の事務 

区            分 

埋火葬許可事務 

犯罪人名簿に関する事務 

人口動態調査事務 

住居表示板整備事務（取付・維持管理） 

 



  

○コミュニティセンター 

１．部屋別利用件数及び使用料 

区      分 件    数(件) 使  用  料(円) 

大 会 議 室 466  1,242,750  

会 議 室 473  553,100  

音 楽 室 193  503,400  

フィットネスルーム 762  1,938,650  

和 室 452  600,200  

創 作 室 314  493,750  

多  目  的  室 （ 1 ） 420  468,100  

多  目  的  室 （ 2 ） 574  624,200  

トレーニングルーム 4,513  444,550  

プ レ イ ル ー ム 95   

計 8,262  6,868,700  

 

２．部屋別利用状況                                 

部 屋 名  区分   4月   5月  6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

大 会 議 室 

件数

(件) 
44  35  35  39  26  42  42  47  32  42 47  35  466  

人数

(人) 
1,550  1,032  1,180  1,378  936  1,354  1,470  1,519  1,127  1,502  1,892  1,262  16,202  

会 議 室 

件数

(件) 
32  37  37  37  28  55  44  43  37  41  37  45  473  

人数

(人) 
213  241  258  232  175  281  302  284  228  233  238  293  2,978  

音 楽 室 

件数

(件) 
15  19  14 16  12  21  11 15  13  17  20  20  193 

人数

(人) 
293  455  322  471  315  521  231  434  334  451  505  557  4,889  

フィットネス

ル ー ム 

件数

(件) 
68  67  68  71  65  62  60  62  60  57  59  63  762  

人数

(人) 
594  609  533  647  528  645  597  599  620  479  522  578  6,951  

和 室 

件数

(件) 
33  38  33  38  30  38  38  39  39  34  46  46  452  

人数

(人) 
267  303  266  281  221  314  285  335  294  260  415  389  3,630  

創 作 室 

件数

(件) 
23  27 29  30  22  30  25  30  25  23  25  25  314  

人数

(人) 
217  211  216  329  224  254  198  266  194  208  273  227 2,817  

多目的室 

(1) 

件数

(件) 
35  29  30  35  28  36  38  36  37  39  41  36  420  

人数

(人) 
213  262  192  204  176  209  234  258  244  246  319  234  2,791  

多目的室 

(2) 

件数

(件) 
45  51  55  51  39  51  51  53  43  38  53  44  574  

人数

(人) 
350  448  464  426  271  435  452  449  340  365  550  527  5,077  



  

部 屋 名  区分   4月   5月  6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月  計 

トレーニング

ル ー ム 

件数

(件) 
404  442  372  429  397  386  401  359  324  304  341  354  4,513  

人数

(人) 
404  442  372  429  397  386  401  359  324  304  341  354  4,513  

プレイルーム 

（幼児室） 

件数

(件) 
10  7  4  4  10  11  7  6  4  9  6  17  95  

人数

(人) 
31  24  11  12  37  29  20  16  11  25  15  47  278  

コミュニティス

ペース・談話室 

件数

(件) 
             

人数

(人) 
212  488  533  476  613  367  531  488  306  318  481  304  5,117  

計 

件数

(件) 
709  752  677  750  657  732  717  690  614  604  675  685  8,262  

人数

(人) 
4,344  4,515  4,347  4,885  3,893  4,795  4,721  5,007  4,022 4,391  5,551  4,772  55,243  

 

３．駐車場使用料 

     件   数   (件)    使  用  料  (円) 

駐      車      場 424 221,400 

  

４．駐車場利用状況                              (単位：件） 

区 分  4 月   5 月  6 月   7 月   8 月   9 月  10 月  11 月  12 月   1 月   2 月   3 月 計 

有 料 53  26  36  45  44  29  35  37  29  28  31  31  424  

無  料 2,674 2,659 2,637 2,718 2,287 2,883 2,613 2,597 2,354 2,395 2,962 2,324 31,103 

計 2,727  2,685  2,673  2,763  2,331  2,912  2,648  2,634  2,383  2,423  2,993  2,355  31,527  

 

５．コミュニティセンター施設管理事業 

 コミュニティセンターの老朽化に伴う改修工事を行いました。 

・防水改修工事（2 か所） 

・建具改修工事（ハンドル交換左右各 31 か所ほか） 



  

市民相談・人権啓発グループ 
 

◯市民相談関係 

１．一般市政相談件数                             （単位：件） 

内   容 要望、陳情等（メールを含む）の受理件数 口頭による受理件数 計 

道   路 4 2 6 

害 虫 駆 除 0 89 89 

環 境 整 備 6 15 21 

教 育 文 化 11 5 16 

行   政 21 39 60 

保健･福祉･介護 16 14 30 

交通・防災 7 0 7 

公   害 0 2 2 

そ の 他 16 296 312 

計 81 462 543 

 

２．無料法律相談（相談は 1 日 6 枠） 

実 施 日 時 間 担 当 相 談 員 相談回数(日) 相談件数(件) 事業費(円) 

毎週水曜日 午後 1 時～4 時 大阪弁護士会派遣の弁護士 49 252 1,600,790 

※ 祝日の場合はなし 

３．女性のくらし特別法律相談会（相談は 1 日 3 枠） 

実 施 日 時 間 担 当 相 談 員 相談件数(件) 事業費(円) 

7 月 24 日、9 月 25 日、11 月 27 日、

令和 6 年 1 月 22 日、3 月 25 日 
午後 1 時～4 時 

大阪弁護士会派遣の女

性弁護士 
13 163,390 

 

４．行政相談 

実 施 日 時 間 担 当 相 談 員 相談回数(日) 相談件数(件) 

毎月第 2 月曜日 午後 1 時～4 時 総務省委嘱の行政相談委員 12 1 

※ 祝日の場合は翌週 

 

５．無料司法書士法律相談（相談は 1 日 6 枠） 

実 施 日 時 間 担 当 相 談 員 相談回数(日) 相談件数(件) 事業費(円) 

毎月第 3 月曜日 午後 1 時～4 時 
大阪司法書士会派遣の

司法書士 
12 54 79,200 

※ 祝日の場合は翌日 

 

６．その他の相談事業 

  各種相談のうち、緊急を要するものについて応急的な対策を行いました。 

事 業 名 期    間 事  業  内  容 事業費(円) 

相談事業 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日 害虫駆除用薬剤の貸出等 33,748 



  

○人権啓発・平和事業関係 

 人権について、正しい理解と認識が深まるよう、様々な機会を通じて広く啓発事業を行いました。 

 

１．広報誌等における啓発 

広報誌に「憲法週間」「就職差別撤廃月間」「平和」「人権週間」等の啓発記事や、「人権啓発標語」

を掲載しました。また、市で使用する封筒に人権啓発標語を掲載しました。 

新型コロナウイルス感染症を起因とする偏見や差別事象への対策として、広報誌に「STOP コロナ差 

別‼  コロナいじめ‼  #正しい理解を #差別はやめよう」を掲載しました。 

 

２．大阪狭山市人権協会への助成 

（実施事業） 

事  業  名 内       容 

平和事業 

「核兵器廃絶・平和都市宣言」を踏まえ、戦争の悲惨さと平和の尊さを訴え

る啓発事業を実施しました。 

 

◎対立は怖くない！～身近な事例から平和を学ぶワークショップ～ 

【市立公民館、SAYAKA ホール】 

 令和 5 年（2023年）7 月 15 日（土）、7 月 23 日（日）、8 月 5 日（土） 

・中学生から高校生までを対象に、紛争解決をテーマにした対面式ワークシ

ョップを実施 

・講師及び発表でのファシリテーター 

奥本 京子さん（大阪女学院大学国際・英語学部教授、日本平和学会会

長、博士（文学）） 

・第１回：アイスブレーキングとワークショップ 

・第２回：ふりかえりと発表準備 

・第３回：「平和を考える市民のつどい」で発表 

 

◎平和を考える市民のつどい～シンク・ザ・ピース 2023～の開催 

【SAYAKA ホール・大ホール】 

 令和 5 年（2023年）8 月 5 日（土） 

・映画「太陽の子」上映 

・事前ワークショップ参加者による発表 

・平和の折り鶴の作成の呼びかけ 

 

◎夏のおはなし会（平和に関する本の読み聞かせ） 

【市立図書館】 

令和 5 年（2023年）8 月 6 日（日） 

 

◎平和に関する人形劇の実施 

【SAYAKA ホール・コンベンションホール】 

令和 5 年（2023 年）8 月 13 日（日） 

 



  

事  業  名 内       容 

人権週間事業  

◎人権を考える市民のつどい事前ワークショップ 

【市立公民館、市立池尻体育館】 

令和 5 年（2023年）11 月 22 日（水）、11 月 23 日（祝） 

11 月 26 日（日）、12 月 10 日（日） 

 ・市内の福祉事業所や、市内の団体と共に障がいの有無や年齢にかかわら

ず、誰でもができるダンスの実施 

 ・講師：高橋 俊二さん（日本アダプテッドブレイキン協会代表） 

 ・「大阪狭山市人権を考える市民のつどい」で発表 

 

◎ふゆのおはなし会（人権に関する本の読み聞かせ） 

【市立図書館】 

令和 5 年（2023年）12 月 3 日（日） 

 

◎フェスタにんげんばんざい 

【市立公民館】 

令和 5 年（2023年）12 月 9 日（土）～10 日（日） 

・共に手をつなごう作品展 

  （市内の小中学校支援学級、障がい者地域活動支援センター、放課後等児

童デイサービス利用者等による作品展示） 

・「じぶんがすき」のコーナー 

（幼稚園・こども園・保育園児の絵の展示） 

・ほっこりの仲間たち作品展 

・人権啓発標語入選作品の展示 

・ペットボトルキャップアート 

  （大阪狭山市こども会育成連絡協議会による作品展示） 

・大阪狭山市民生委員・児童委員協議会活動紹介コーナー 

・精神障がい者理解促進コーナー 

・作ってみよう「サンタクロースとクリスマスツリー」 

 （大阪狭山地区人権擁護委員によるクラフトコーナー） 

・図書館・人権啓発図書特設コーナー 

・登録型本人通知制度紹介コーナー 

・男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）コーナー 

・講演会「～障がいのある人もない人も共に生きる社会へ～」 

・ひきこもり家族会～医療の関わり方～ 

・作品展示とチャリティバザー 

・団体による飲食の販売 

 

◎GOTCHA DANCE LIVE in 大阪狭山市人権を考える市民のつどい 

【市立公民館】 

令和 5 年（2023年）12 月 10 日（日） 

・障がい者の人権をテーマに、“パラブレイキン（障がい者のブレイク  

ダンス）”を中心に、参加体験型のイベント 

人権啓発研修会 

◎会員研修 

【生野コリアタウン（大阪市）】 

令和 6 年（2024年）2 月 21 日(水)  

・生野コリアタウンにてフィールドワーク 



  

事  業  名 内       容 

人権啓発標語の募集

及び啓発物品への活

用  

応募数 2,408 点から、小学生・中学生の部各 5 点を入選作品とし、各種啓発

活動に使用しました。 

各種人権啓発講座 

◎人権連続学習講座（ヒューマンライツ・アクト） 

【市立公民館】 

令和 6 年（2024年）2月 18日（日）、3月 17日（日）、3月 23日（土） 

・第１回：映画「破戒」上映 

・第２回：講演会 

「あなたの身近にもいる LGBTQ＋～男女や LGBTだけじゃない！性のあり方は十

人十色～」 

  講師：井上 鈴佳さん（元養護教諭） 

・第３回：講演会 

「インターネットと人権～ネットで被害者にも加害者にもならないために～」 

講師：石川 千明さん（ＮＰＯ法人奈良地域の学び推進機構理事） 

人権啓発学習会への

助成 

幼稚園 PTA･保育所(園)・こども園保護者会が実施した人権啓発学習会へ助成 

4 件 

 

３．市内事業所で組織する「大阪狭山市企業人権協議会」への助成 

 （事業内容） 

・就職差別撤廃月間の取組み(市内事業所への月間周知文書･啓発品の送付) 

・会員研修会の開催 

・人権問題企業啓発講演会の開催（市商工会と共催で実施） 

・河内長野公共職業安定所の事業所啓発事業等に協力、参加 

・大阪企業人権協議会の啓発・学習事業等に協力、参加 

 

４．日本語読み書き教室の実施 

てとてとクラブと共催し、在住外国人のための日本語読み書き教室を市立公民館で、毎週木曜日と土曜

日に実施しました。 

 

５．他の人権関係団体事業への参加協力 

  大阪府人権協会、人権啓発推進南河内協議会等の実施事業に参加しました。 

 

６．その他人権啓発事業の実施 

  ・人権啓発教材の貸し出し 

  ・啓発物品の作成及び配布 

 

 

 

 



  

○人権擁護関係 
 

事 業 名 内     容 

人権擁護委員による人権相

談の実施 

・定例相談 毎月第 3木曜日 

・特設相談 年 2回（6月、12月） 

・相談員  人権擁護委員 9人 

・件 数  8件 

人権いろいろ相談の実施 

大阪府の人権ケースワーク事業（人材養成・育成事業）研修を修了した人権相談担

当職員が人権に関する様々な相談を受ける、人権いろいろ相談を毎日（平日）実施し

ました。 

・件 数  91件 

 



  

○男女共同参画関係 

男女共同参画社会の実現に向けた取組みを行いました。 

１．「第 3 期大阪狭山市男女共同参画推進プラン改定版」に基づく事業の推進 

  平成 31 年 3 月に改定した「第 3 期大阪狭山市男女共同参画推進プラン改定版」に基づき、市の実施し

ている全事業を対象に、令和 4 年度の進捗状況を照会して報告書を取りまとめ、大阪狭山市男女共同参画

推進審議会及び大阪狭山市男女共同参画推進本部にて検証を行いました。 

 

２．「男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）」の運営 

 男女平等意識の啓発や女性の社会的自立の支援をするための拠点として、「男女共同参画推進センター（きらっ

とぴあ）」をＮＰＯ法人と協働で運営しました。 

 

利用者数 延べ 1,453 人  

相談事業 
「女性のための相談」事業の受付・案内を行いました。 

利用者への相談機関の案内や情報提供を行いました。 
 

情報事業 

年３回、「きらっとぴあつうしん」を発行し、きらっとぴあ公式ＬＩＮＥやホ

ームページ、ブログ、Ｘによる情報発信を行いました。 

また、きらっとぴあの周知・啓発のため、きらっとぴあの案内リーフレットを

作成し、はたちの集いで配布しました。 

男女共同参画やジェンダーに関する図書の貸し出しを行いました。 

図書貸出 

冊数 152冊 

学習事業 

男女共同参画の視点やジェンダーに関する各種講座を実施しました。 

・「きらぴ☆トーク」（全 12回） 

・「人材養成講座」（全 5回） 

・「SNSビジネス活用講座」（全 3回） 

・防災講座 

・市立公民館共催講座 

・きらっとぴあアンバサダー（つうしん） 

・きらっとぴあフェスタ 

実施回数 

25回 

参加者数 

延べ 438人 

交流・啓

発事業 

幅広い年齢層の人々が集まって交流を深めるとともに、男女共同参画の趣旨を

伝える場として「ほっと・さろん」「きらっとカフェ」「親子 DIY 講座」を開催

しました。 

実施回数 

25回 

参加者数 

延べ 174人 

自主グル

ープ活動 

自主グループやボランティアの活動を支援しました。 

・きらっとぴあめいと 

・手作り和布の会 

・しゃべり場きらっとぴあ 

３団体 

参加者数 

延べ 137人 



 

３．男女共同参画週間等の周知・啓発  

6 月 23 日から 29 日までの「男女共同参画週間」及び 11 月 12 日から 25 日までの「女性

に対する暴力をなくす運動」期間の周知・啓発のため市役所１階玄関ロビーにおいて、パ

ネル展示等を行いました。  

また、「女性に対する暴力をなくす運動」期間に併せて、市役所庁舎のパープルライト

アップを実施しました。  

 

４．「女性のための相談」事業の実施 

夫（パートナー）や恋人からの暴力や、セクシュアル・ハラスメント、仕事や学校での悩みや不安に

ついて、専門のフェミニストカウンセラーが相談に応じる女性のための相談事業を実施しました。 

 

実 施 日 

毎月第 1 月曜日・第 2 火曜日・午後 1 時から午後 4 時まで 

毎月第 4 火曜日・午前 10 時 30 分から午後 1 時 30 分まで 

毎月第 3 土曜日・午前 9 時 30 分から午後 0 時 30 分まで（いずれも予約制） 

相談時間 1 組 50 分 

令和５年度相談件数 延べ 108 件 

 

５．「女性のためのよりそいホットライン」事業の実施 

  生活困窮等によって困りごとが生じているが、誰にも相談できない女性や女児がいつでも相談で

きる相談手段の拡充のため、大阪狭山市男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）にて、電話に

よる「女性のためのよりそいホットライン」を開設し、相談につながるきっかけ作りを行いました。

また、必要な方に対して生理用品の提供場所を保健センターにも拡げ、困りごとがないか声掛けを

行いました。 

 

実 施 日 

令和 5 年（2023 年）4 月 1 日から令和 6 年（2024 年）3 月 31 日まで 

毎月第 2・第 4 月曜日・午前 10 時から午後 5 時まで 

毎月第 1～第 4 火曜日・午前 10 時から午後 5 時まで 

※年末年始（12 月 29 日～１月 5 日）、祝日は休み（予約不要） 

電話相談件数 延べ 96 件 

生理用品提供数 延べ 297 件 

 

６．「第 4 期大阪狭山市男女共同参画推進プラン」策定事業 

  5 回の男女共同参画推進審議会の開催を経て、審議会に諮問していた第 4 期大阪狭山市男女共同

参画推進プランの策定について、令和 6 年（2024 年）2 月 2 日付で答申があり、答申を踏まえたプ

ラン（素案）に対するパブリックコメントを実施しました。（募集期間：令和 6 年（2024 年）2 月

8 日から 29 日まで） 

  令和 6 年（2024 年）3 月に第 4 期大阪狭山市男女共同参画推進プランを策定しました。 

・計画期間：令和 6 年度から令和 15 年度まで 



 

生活環境グループ 

 

１．斎場管理運営事業 

斎場使用件数                               （単位：件） 

市 内 在 住 市 外 在 住 身体の一部 使用料免除 計 

606 358 27  23 1,014 

 

犬、猫等死がい処理                            （単位：件） 

区 分 持ち込み 収 集 計 

所有者判明分  172  42 214 

所有者不明分   1 276 277 

計  173 318 491 

 

２．霊園墓地管理事業 

西山霊園使用状況(昭和 52 年開設)                    （単位：区画） 

区 分 基準面積 区画数 再使用区画数 

1 等地 6.0 ㎡   538 0 

2 等地 
A 区画 4.0 ㎡   645 5 

B 区画 4.6 ㎡   456 1 

3 等地 
A 区画 

3.0 ㎡   301 0 

4.5 ㎡   6 0 

B 区画 3.6 ㎡    91 0 

計 2,037 6 

 

公園墓地使用状況(昭和 38 年開設)                    （単位：区画） 

区 分 基準面積 区画数(旧区画含む) 再使用区画数 

1 等区 12.0 ㎡    22     0    

2 等区  9.0 ㎡    45     0    

3 等区  6.0 ㎡    19     0    

4 等区  4.0 ㎡   360     0    

計   446     0    

 

 

 

 

 

 

 



 

３．ごみ処理事業 

収集状況 

区    分 運  営 収集世帯数(戸) 収     集     地     区 収集回数 

生  ご  み 

 

 

可 燃 ご み 

市直営 2,224 

・ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ   ・狭山ｽｶｲﾊｲﾂ  

・遊園ﾊｲﾂ    ・狭山ﾊｳｽ 

・ｳﾞｨﾗﾅﾘｰ狭山(大野台公団) ・ﾛｲﾔﾙｱｰｸ狭山 

・ｾｻﾞｰﾙ狭山    ・南海ｼﾃｨｺｰﾄ金剛 

・ｱﾙｽ大阪狭山  ・ﾃﾞｨｰｸﾗﾃﾞｨｱ金剛 

・ﾉｰﾌﾞﾙｺｰﾄ狭山  ･南海狭山ｺｰﾎﾟ 

・さやま遊園跡地住宅 ・ﾚｰｸﾊｲﾂ 

週 2 回 

業務委託 24,136 上 記 を 除 く 市 内 全 域             

粗 大 ご み 

不  燃  物 
市直営 26,360 市 内 全 域             月 1 回 

リサイクル資源 

（空きｶﾝ･空きﾋﾞﾝ） 
業務委託 26,360 

市 内 全 域             

（リサイクルボックスによる収集） 
週 1 回 

リサイクル資源 

（金属類） 
業務委託 26,360 市 内 全 域             月 1 回 

リサイクル資源 

（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・発泡ｽﾁ

ﾛｰﾙﾄﾚｲ） 

業務委託 26,360 市 内 全 域             月２回 

給食残飯 市直営 
給食実施食数

5,113 食 
給食センター 給食実施日 

牛乳パック 市直営 拠点回収 週 1 回 

古 紙 等 団体回収 市内 102 団体 随時 

 

収集委託実績 

区   分 収 集 量 (t) 業 務 委 託 料 (円) 

生ごみ・可燃ごみ 10,770.40  295,265,651  

リサイクル資源 

（空きカン･空きビン） 
530.68  30,742,800  

リサイクル資源 

（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・発泡ｽﾁﾛｰﾙﾄﾚｲ・金属類） 
187.98  53,460,000  

 

南河内環境事業組合負担金（ごみ処理分） 

負担金額（円） 内 訳（円） 構 成 市 町 村 

355,331,915 

施 設 費 
均 等 割 5,692,000 ・大阪狭山市 

・富田林市 

・河内長野市 

・河南町 

・太子町 

・千早赤阪村 

人 口 割 59,663,000 

管 理 費 処理量割 274,465,000 

共通事務費 管理費割 12,936,000 

ごみシール負担金 2,575,915 

 

特定家庭用機器（家電 4 品目）の処理状況                  （単位：台） 

区  分 エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 合  計 

収 集 台 数 6 38 24 29  97 

不法投棄台数 0 1 3  0   4 

合 計 6 39 27 29  101 



 

月別収集量 

    （単位：ｔ） 

区   分 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

生
ご
み･

可
燃
ご
み 

市直営 73.06  83.92  77.48  67.12  79.16  77.96  79.92  72.48  90.62  78.44  69.34  66.62  916.12  

委託 877.50  978.34  918.12  903.06  939.76  855.38  900.34  858.92  926.30  937.38  812.06  870.24  10,777.40  

持ち込み 71.50  129.92  100.26  85.44  103.76  84.70  91.48  101.96  86.22  107.22  77.04  69.66  1,109.16  

計 1,022.06 1,192.18 1,095.86 1,055.62 1,122.68 1,018.04 1,071.74 1,033.36 1,103.14 1,123.04 958.44 1,006.52 12,802.68  

粗
大
ご
み･

不
燃
物 

市直営 118.46  114.56  109.98  104.66  98.38  109.50  114.00  117.66  133.76  101.94  92.10  119.14  1,334.14  

持ち込み 16.68  35.18 10.26 9.58 13.56 12.74 22.30 37.26 27.08 13.88 12.78 22.52 233.82 

計 135.14 149.74 120.24 114.24 111.94 122.24 136.30 154.92 160.84 115.82 104.88 141.66 1,567.96 

リ
サ
イ
ク
ル
資
源 

古紙等     353.01      323.55      296.73      355,99  1,329.28  

給食残飯 1.41 1.97 2.20 1.39  1.92 2.34 1.81 1.48 1.57 1.80 1.08 18.97  

カン・ビン 39.79 50.27 42.39 43.31 50.46 41.99 43.32 50.94 43.18 47.96 41.21 35.86 530.68 

ペットボトル 11.71 10.51 13.18 13.99 15.47 17.20 12.60 11.90 10.77 10.62 9.16 10.59 147.70 

トレイ（その他プラ） 3.32 2.76 3.32 3.03 2.61 2.89 2.54 2.39 2.74 2.79 2.67 2.56 33.62 

牛乳パック 0.16  0.24  0.24  0.34  0.32  0.24  1.54 

金属類 0.38 0.51 0.37 0.46 0.80 0.64 0.92 0.53 0.74 0.47 0.42 0.42 6.66 

小型充電式電池 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01 0.01   0.01 0.01  0.08 

家電リサイクル 0.52 0.89 0.44 0.29 0.31 0.41 0.36 0.13 0.38 0.15 0.35 0.07 4.30 

 
計 57.30 66.92 415.16 62.47 69.90 388.61 62.43 67.70 356.34 63.57 55.86 406.57 2,072.83 

合  計 1,214.50 1,408.84 １,631.26 1,232.33 1,304.52 1,528.89 1,270.47 1,255.98 1,620.32 1,302.43 1,119.18 1,554.75 16,443.47 

 



 

４．し尿処理事業 

収集状況 

収集対象 運  営 収集人口(人) 収集回数 業務委託料(円) 

公共下水道 

未接続世帯 
業務委託 

71 人 

(35 戸) 
月 2 回 9,985,668 

 

年間処理量      

 

 

 

 

 

 

南河内環境事業組合負担金（し尿処理分） 

負担金額(円) 内 訳 （円） 構 成 市 町 村 

29,002,000 

施 設 費 
均 等 割  1,622,000 ・大阪狭山市 

・富田林市 

・河南町 

・太子町 

・千早赤阪村 

人 口 割 6,567,000 

管 理 費 人 口 割 19,876,000 

共通事務費 管理費割 937,000 

 

５．市内美化清掃事業 

収集状況 

焼却ごみ (t) 土砂 (t) 金属類 (t) 

76.54 24.0 0.12 

 

実施日  令和 5 年 5 月 27 日・28 日 

６.環境対策事業 

(1)公害対策の状況 

  苦情受付件数                               （単位：件） 

 大気汚染 水質汚濁 騒  音 振  動 悪  臭 そ の 他 計 

令和 5 年度 0 0 4 0 0 1 5 

令和 4 年度 3 0 5 0 0 0 8 

 

(2)大気汚染の状況 

光化学スモッグの発令状況（単位：回） 

 予 報 注 意 報 

令和 5 年度 3 2 

令和４年度 0 0 

区   分 処理量（kl） 

し   尿  245.27 

浄化槽汚泥  92.27 

計  337.54 



 

(3)河川汚濁の調査 

  水質調査結果 

 

河川 

 

測定年月 

 
類型 
指定 

水素イオン 
濃      度 

[pH] 

生物化学的 
酸素要求量 

[BOD] 
(mg/ ) 

浮遊物質量 
[SS] 

(mg/ ) 

溶存酸素量 
[DO] 

(mg/ ) 

大腸菌数 
 

 (CFU/100mℓ ) 

西 
除 
川 
／ 
上 
流 

(A) 

R5 年 6 月  

B 

8.8 0.8 4 12 260 

10 月 8.6 1.8 6 12 22 

R6 年 2 月 8.2 0.5 未満 1 12 23 

 

基準値 

 

 

 

6.5 以上 

8.5 以下 

 

3mg/ℓ 以下 
 

25mg/ℓ 以下 

 

5mg/ℓ 以上 

 

5,000CFU/ 

100mℓ 以下 

西 
除 
川 
／ 
上 
流 

(B) 

R5 年 6 月  

B 

8.5 0.6 5 11 33 

10 月 8.8 2.4 3 13 330 

R6 年 2 月 8.4 0.6 3 15 640 

 

基準値 

 

6.5 以上 

8.5 以下 

 

3mg/ℓ 以下 

 

25mg/ℓ 以下 

 

5mg/ℓ 以上 

 

5,000CFU/ 

100mℓ 以下 

  
西 
除 
川 
／ 
下 
流 

 

R5 年 6 月  

D 

7.6 0.8 3 7.7 4,700 

10 月 9.0 1.7 16 9.2 1,200 

R6 年 2 月 8.1 2.3 11 11 300 

 

基準値 

 

6.0 以上 

8.5 以下 

 

8mg/ℓ 以下 

 

100mg/ℓ 以

下 

 

2mg/ℓ 以上 

 

基準値無 

 
東 
 

除 
 

川 
 

R5 年 6 月  

C 

7.3 0.7 1 8.4 460 

10 月 7.0 1.1 1 7.8 400 

R6 年 2 月 7.8 1.0 1 9.0 130 

 

基準値 

 

6.5 以上 

8.5 以下 

 

5mg/ℓ 以下 

 

50mg/ℓ 以下 

 

 

5mg/ℓ 以上 

 

基準値無 

三 
 

津 
 

屋 
 

川 

R5 年 6 月  
指定なし 

7.7 0.6 5 10 120 

10 月 7.5 0.5 未満 1 10 270 

R6 年 2 月 8.1 0.5 未満 2 11 63 

 

基準値なし 

 

＊ 三津屋川には、類型指定がないため参考として B 類型の基準値と比較する。 

 

 

 

 



 

(4)騒音測定調査 

  騒音測定調査結果 

① 一般地域                            ※測定値は、平均値 

測 定 地 点 用 途 地 域 
環境基準の 

地域類型 
測定年月 

騒音レベル（単位：デシベル） 

昼  間 夜  間 

測定値 基準値 測定値 基準値 

東野中3丁目地内 
第一種中高層住

居専用地域 
A 

R5 年 12 月 49 
55 

37 
45 

R4 年 12 月 46 41 

池尻自由丘2丁目地

内 

第一種低層住居

専用地域 
A 

R5 年 12 月 46 
55 

39 
45 

R4 年 12 月 44 43 

東池尻2丁目 

(東池尻児童遊園) 
第二種住居地域 B 

R5 年 12 月 47 
55 

37 
45 

R4 年 12 月 46 39 

東茱萸木1丁目 

(東茱萸木第2公園) 

第一種低層住居

専用地域 
A 

R5 年 12 月 48 
55 

39 
45 

R4 年 12 月 50 39 

西山台5丁目地内 

（公園） 

第一種中高層住

居専用地域 
A 

R5 年 12 月 49 
55 

43 
45 

R4 年 12 月 53 43 

西山台2丁目 

(西山台第3公園) 

第一種低層住居

専用地域 
A 

R5 年 12 月 36 
55 

35 
45 

R4 年 12 月 45 34 

半田5丁目 

(浦之庄児童遊園) 
第一種住居地域 B 

R5 年 12 月 49 
55 

41 
45 

R4 年 12 月 47 39 

実施日：令和 5 年 12 月 6 日～8 日（令和 4 年度は、令和 4 年 12 月 16 日） 
 

② 道路に面する地域                        ※測定値は、平均値 

測 定 地 点 用 途 地 域 
環境基準の 

地域類型 
測定年月 

騒音レベル（単位：デシベル） 

昼  間 夜  間 

測定値 基準値 測定値 基準値 

狭山1丁目 

（市役所） 
第二種住居地域 近接空間 

R5 年 12 月 64 
70 

 59 
65 

R4 年 12 月 65 60 

今熊1丁目地内 第一種住居地域 B 
R5 年 12 月 65 

65 
59 

60 
R4 年 12 月 66 61 

東茱萸木1丁目地内 第二種住居地域 近接空間 
R5 年 12 月 66 

70 
64 

65 
R4 年 12 月 67 64 

大野台5丁目地内 
第一種低層住居

専用地域 
近接空間 

R5 年 12 月 66 
70 

56 
65 

R4 年 12 月 67 57 

大野台7丁目地内 
第一種低層住居

専用地域 
A 

R5 年 12 月 64 
60 

55 
55 

R4 年 12 月 64 55 

大野台2丁目地内 
第一種低層住居

専用地域 
A 

R5 年 12 月 60 
60 

51 
55 

R4 年 12 月 61 51 

大野台3丁目 

（南中学校） 

第一種中高層住

居専用地域 
A 

R5 年 12 月 63 
60 

 53 
55 

R4 年 12 月 63 52 

実施日：令和 5 年 12 月 13 日～14 日、18 日～19 日、21 日～22 日 
（令和 4 年度は、令和 4 年 12 月 19 日～21 日） 

 



 

〈参考〉 

 環境基準 

※ 地域類型「A」とは、都市計画法（以下「法」という。）第 2 章の規定により定められた第一種 

低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専

用地域 

※ 地域類型「B」とは、法第 2 章の規定により定められた第一種住居地域及び第二種住居地域並び 

に法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域の指定のない地域 

 

自動車騒音の要請限度 

※ 要請限度とは、自動車騒音が、その限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著し

く損われていると認められるときに、市町村長が都道府県公安委員会に道路交通法の規定による

措置を執るよう要請する際の限度をいう。 

※ a 区域 専ら住居の用に供される区域 

※ b 区域 主として住居の用に供される区域 

※ c 区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 

 

 

地 域 の 区 分 

基 準 値 

昼  間 

午前 6時～午後 10時 

夜  間 

午後 10時～午前 6時 

道路に面する地域 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路

に面する地域及び C 地域のうち車線を有する

道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

幹線交通を担う道

路に近接する空間

（近接空間） 

道路交通騒音の影響を大きく受ける地域。車

線数の区分に応じて道路端からの距離により

その範囲を特定している。 

・2車線以下の車線を有する道路 

         道路端より15メートル 

・2車線を超える車線を有する道路 

         道路端より20メートル 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

区域の区分 
昼 間 

（午前6時から午後10時まで） 

夜 間 

（午後 10 時から翌日午前 6 時まで） 

a区域及びb区域のうち1車線を 

有する道路に面する区域 
65デシベル 55 デシベル 

a区域のうち2車線以上の車線を 

有する道路に面する区域 
70デシベル 65 デシベル 

ｂ区域のうち2車線以上の車線を 

 有する道路に面する区域及びc区域の

うち車線を有する道路に面する区域 

75デシベル 70 デシベル 



 

(5)振動測定調査 

  振動測定調査結果（道路に面する地域） 

測定地点 用 途 地 域 
要請限度 

の区域 
測定年月 

振動レベル（単位：デシベル） 

昼  間 夜  間 

測定値 
要請限

度 
測定値 

要 請 限

度 

狭山1丁目 

（市役所） 
第二種住居地域 第一種区域 

R5 年 12 月 36 
65 

30 
60 

R4 年 12 月 37 30 

今熊1丁目地内 第一種住居地域 第一種区域 
R5 年 12 月  40 

65 
30 

60 
R4 年 12 月  36 30 

東茱萸木1丁目地内 第二種住居地域 第一種区域 
R5 年 12 月 33 

65 
30 

60 
R4 年 12 月 33 30 

大野台5丁目地内 
第一種低層 

住居専用地域  
第一種区域 

R5 年 12 月 32 
65 

30 
60 

R4 年 12 月 31 30 

大野台7丁目地内 
第一種低層 

住居専用地域 
第一種区域 

R5 年 12 月 39 
65 

30 
60 

R3 年 12 月 39 30 

大野台2丁目地内 
第一種低層 

住居専用地域 
第一種区域 

R5 年 12 月 30 
65 

30 
60 

R4 年 12 月 30 30 

大野台3丁目 

（南中学校） 

第一種中高層 

住居専用地域 
第一種区域 

R5 年 12 月 30 
65 

30 
60 

R4 年 12 月 31 30 

※ 測定値は、平均値 

実施日：令和５年 12 月 12 日～14 日、18 日～19 日、21 日～22 日 

（令和４年度は、令和 4 年 12 月 19 日～21 日） 

〈参考〉 

 道路交通振動の要請限度 

※ 要請限度とは、自動車振動が、その限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著し

く損なわれていると認められるときに、市町村長が都道府県公安委員会に道路交通法の規定によ

る措置を執るよう要請する際の限度をいう。 

※ 第一種区域とは、良好な住居環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居用

に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

※ 第二種区域とは、住居用に併せて商業、工業などの用に供されている区域であって、その区域内

の住民の生活環境を保持するため、振動の発生を防止する必要がある区域および主として工業な

ど用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振

動の発生を防止する必要がある区域 

 

区域の区分 昼間（6時から21時まで） 夜間（21 時から翌日の 6 時まで） 

第一種区域 65デシベル 60デシベル 

第二種区域 70デシベル 65デシベル 



 

７. 地球温暖化対策設備導入の促進 

 「大阪狭山市地球温暖化対策ガイドライン」に基づき、再生可能エネルギー資源の利活用の促進を

図るため、家庭用燃料電池コージェネレーション設備、家庭用リチウムイオン蓄電池設備、電気自動

車等充放電設備（V2H）又は電気自動車充電設備を設置した市民に対してさやりんポイント（1 設備

につき 3 万ポイント）を付与しました。 

事 業 名 区 分 件 数 

(件) 

蓄電容量 

(kWh） 

大阪狭山市地

球温暖化対策

設備導入促進

事業 

家庭用燃料電池コー
ジェネレーション設
備 

59  ― 

家庭用リチウムイオ
ン蓄電池設備 

25  169.19 

電気自動車等充放電

設備（V2H） 
0   ― 

電気自動車充電設備 14  ― 

合 計 98   

 

８.エコフェスタおおさかさやまの開催  

 地球温暖化問題を市民と共に学び、考えるための啓発事業として「大阪狭山市産業まつり」内にて

「エコフェスタおおさかさやま」を開催しました。 

開 催 日 令和 5 年 11 月 18 日 

場 所 大阪狭山市立野球場（第 16 回大阪狭山市産業まつり内） 

内 容 

・エコ診断 
・エコ川柳コンテストの優秀作品展示 
・SDGｓかるた 
・【雨天のため、作って学ぼう！ソーラーミニカー工作教室は中止し、ソー

ラーミニカーの展示等を行った。】 
・ごみの分別相談コーナー 
・大阪狭山市ごみ減量対策推進会議（フードドライブの実施） 

 

９.大阪狭山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の運用等 

 大阪狭山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を適正に運用するため、取組みの検証を行う内

部環境監査等を実施しました。 

また、省エネルギー対策として、夏と冬の省エネ強化月間において、公共施設内の室温を一定の温

度に設定し、クールビズスタイルまたはウォームビズスタイルを奨励するといった環境に配慮した取

組みを行いました。 

 

１０.エコ川柳コンテストの実施 

地球温暖化対策の一環として、環境にやさしい取組みのひとつとして注目されている「エコ川柳コ

ンテスト」を実施しました。 

取 組 項 目 取 組 内 容 応募者(人) 

エコ川柳コンテス

トの実施 

日常生活の中で実践している地球にやさしい取組みや、環境に
関して普段感じていることを表現した川柳の募集を行い、全国
からエコに関するユニークな作品が集まりました。 

113  



 

産業振興・魅力創出グループ 

 

○農政関係 

１．エコ農産物認証事業 

安心できる農産物を求める消費者の声に応えるとともに､環境にやさしい農業に取り組む農業者

を支援するため、大阪府と連携して、農薬と化学肥料の使用量を慣行栽培の 5 割以下に削減して

栽培された農作物を、「大阪エコ農産物」として認証しました。 
 

認証者数（人） 栽培面積（a） 

8 340 

 

２．農業振興事業 

大阪府南河内農と緑の総合事務所・大阪狭山市・大阪狭山市農業委員会・大阪南農業協同組合・

農業団体の代表者で構成する「大阪狭山市営農指導者会」を運営し、営農生活事業・栽培技術研修

及び研究・その他必要な事業を実施し、農業の振興を図りました。また、各種団体の活動を推進す

るために補助を行いました。 

 

  団体補助の状況 

団 体 名 令和 5 年度補助額（円） 令和 4 年度補助額（円） 

大阪狭山市蔬菜園芸振興会 80,000 39,803 

大阪狭山園芸組合 80,000 80,000 

大阪狭山市果樹振興会 80,000 80,000 

大阪狭山市営農指導者会 80,000 58,123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○商工労働関係 

１．労働相談 

社会保険労務士による労働相談を行うとともに、産業振興・魅力創出グループでも随時相談に応

じ、必要な指導・助言等を行いました。また、相談者の利便性向上のためにメールによる相談対応

も実施するとともに、富田林・河内長野の両市と協力体制を整え、相談事業の相互利用を行い、大

阪府総合労働事務所の協力を得て、相談に対する即応性を高めました。 
  

実 施 日 時  間 担当相談員  相談件数(件) 

毎月 第 3 火曜日 13 時～16 時 社会保険労務士  9 

 

２．大阪狭山市小規模企業融資あっせん 

(1)融資 

市内の小規模企業者の育成及び振興を目的として、大阪府市町村連携型融資を活用し、事業資

金 400 万円を限度に、信用保証協会の保証付き融資のあっせんを行いました。 

・あっせん実績 

件名 件数（件） 金額（円） 

小規模企業融資 0 0 

 

(2)利子補給 

  本制度により融資を受けた者に対し金融機関に支払った利子補給を行いました。 

・補給実績 

件名 件数（件） 金額（円） 

利子補給金 4 29,960 

 

３．商工業振興事業 

商工会が行う小規模企業者経営改善普及事業に対して補助を行うことによって、市内商工業の一

層の振興を図り、経営または技術の改善並びに発展に努めました。 

 

４．地域就労支援事業 

働く意欲がありながら、様々な阻害要因により就職できない就職困難者等を就労に結びつけるた

め、地域就労支援センターにおいて相談事業を実施しました。また、職業能力開発事業、雇用・就

労創出事業を実施しました。 

 

(1)相談事業        

  相談者実人数  7 人 

 

(2)職業能力開発事業 

若年者［34 歳以下] 

(人) 

中高年者等[35 歳以上] 

(人) 
障がい者 (人) その他（人） 

2 5 0 0 

講  座  名 実 施 期 間 回 数(日) 時間数(時間) 参加者数(人) 

女性のためのキャリア  

カウンセリング 

R6.2.14 

R6.3.14 
2 8 7 



 

(3)雇用・就労創出事業 

種  別 実施日 場所 参加者(人) 

南河内合同就職面接会 R5.9.6 すばるホール 51 

 

５．商品量目調査 

消費者が計量について、不測の不利益を被ることがないように、大阪府計量検定所、消費者の協

力により、市内で販売されている商品の量目について買取検査を実施し、消費者利益の擁護に寄与

します。また、量目公差の不足が生じた商店については、後日、大阪府計量検定所による立入検査

を実施し、指導を行います。 

※令和 5 年度は新型コロナウイルス感染症対策のため調査を中止しました。 

   

６．大阪狭山市産業まつり 

市内の農業及び商工業の各業種間の交流を促進するとともに、市内の農産物や特産品、工業製品

などの展示・即売を行うことにより、市民の理解を深め、地域の活性化と振興・発展を目的に実施

しました。 

 

実 施 日 場 所 
参加者 

(人) 
内 容 

R5.11.18 

午前 9 時 30 分～ 

午後 3 時 

市立野球場 約 5,000 

・農産物フェア（地元野菜・果実等の即売等） 

・産業フェア（市内商工業者の企業 PR・展示即売） 

・環境リサイクルフェア（リサイクル品の販売等） 

・グルメワールド（企業や市民団体による模擬店） 

・ものづくり体験 

・抽選会 他 

 

７．大阪狭山市桜まつり 

  狭山池の桜を観光名所として広く知らしめ、観光客の誘致及び地域振興の推進を図るために桜の

ライトアップやイルミネーション、各種イベント等を実施しました。 

 

 実 施 期 間 参加者(人) 内 容 

桜まつり～冬～  R5.12.1～R5.12.25 約 3,000 桜並木周辺のイルミネーション 

桜まつり～春～ R6.3.23～R6.3.31 約 11,000 桜のライトアップ 

 

８．勤労者互助会事業 

市内の事業所に勤務する従業員の福祉の増進を図るとともに、事業所の振興発展のため、単一の

事業所では実施することが困難な給付や福利厚生事業を実施しました。 

 

        加入事業所 ：  16 事業所（令和 6 年 3 月 31 日現在） 

        会 員 数 ： 214 人  （ 〃  ） 

 

 

 

 

 



 

９．セーフティネット保証制度の認定事業 

  金融環境の変化や、新型コロナウイルス感染症の影響により、必要事業資金の円滑な調達に支障

をきたしている中小企業者に対し、信用保証協会付き融資によりその事業資金を供給するため、認

定業務を実施しました。 

 

   認定件数 不況業種関連           16 件 

                突発的災害（自然災害等）関連  67 件 

  

１０．各種補助金等 

（補助実績） 

名       称 金  額（円） 

     商工会補助金  10,000,000  

   地域活性化事業補助金 1,500,000   

     西高野街道観光キャンペーン協議会負担金 150,000  

     華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000  

   北条五代観光推進協議会負担金 50,000  

 

１１．消費者相談 

消費生活センターにおいて、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じ、苦情処理のた

めのあっせんや指導・助言等を行いました。 

実 施 日 時 間 担当相談員 相談件数(件) 

毎週月～金曜日 10 時～16 時 消費生活相談員 434 

 

分 類 件 数(件) 年代別（契約者） 件 数(件) 

通信販売 166  10 歳未満 0  

店舗 109  10 代 3  

電話勧誘 22  20 代 33  

訪問販売 43  30 代 31  

訪問購入 5  40 代 44  

マルチ商法 3  50 代 65  

ネガティブ・オプション 4  60 代 71  

その他・無店舗 0  70 代 52  

不明 82  80 代 64  

合計 434  90 代 7  

  不明 64  

  合計 434  

 

 

 



 

１２．西高野街道観光キャンペーン協議会 

南海電気鉄道と協力し堺市・大阪狭山市・河内長野市の 3 市の、西高野街道を中心とする観光の

魅力を PR し、観光客の誘致等を図るため、西高野街道誘客イベントや、西高野街道等を巡るウォ

ーキング「愉快・爽快・空海ウォーク」を実施します。 

 

(1)西高野街道誘客イベント 

西高野街道のパネル展示・「愉快・爽快・空海ウォーク」のチラシ配布、周辺自治体のパンフ

レット配架・特産品の販売などの PR 活動を実施します。 

事 業 名 実 施 日 実施場所 

西高野街道誘客イベント R6.2.4 
南海難波駅 2 階 

中央改札前 

  

(2)ウォーキングイベント 
     

事 業 名 開 催 年 月 日 達成者数（人） 

愉快・爽快・空海ウォークラリー 

（デジタルスタンプラリー） 
R5.12.１～R6.2.29 144 

 

１３．華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会 

南河内を中心とする大阪の観光の魅力を PR するとともに、観光客の受入れ体制の充実と観光客

の誘致を促進するため PR 事業を実施します。 

 

(1) G7・大阪・堺貿易大臣会合 PR ブース出展 

   本会合において、大阪・堺の魅力発信と都市ブランド力の向上と合わせて、南河内の観光 PR を海

外の閣僚やプレス向けに実施しました。 

 

実施場所 実施日 参加者数（人） 

 グランキューブ大阪 R5.10.28～R5.10.29 約 400 

 

(2)「親子でわくわく！南海夏祭り」みなみかわち物産市  

南海電鉄との協働で物産市を実施しました。 

 

実施場所 実 施 日 参加者数（人） 

なんばスカイオ 

コンベンションホール 
R5.8.18～R5.8.19 約 1,400 

 

 

 

 

 

 

 



 

１４．北条五代観光推進協議会 

北条氏にゆかりのある行政及び観光協会が連携し、北条氏のさまざまな偉業や魅力を活用した

観光事業を展開します。 

 

小田原北条五代祭りへの出展 

 

事業名 実施日 実施場所 

オダワラオープンマルシェ 

～デイキャンプ2023～ 
R5.5.3 小田原城址公園内二の丸広場 

 

１５．大阪狭山市技能検定受検手数料補助金 

市内の事業所の従業員の技術向上を支援し、競争力を引き上げることを目的に、市内の中小企

業者及び小規模企業者が事業者負担で従業員に各都道府県が実施する国家検定である技能検定を

受検させ合格した場合に、補助金を交付します。 

 

名       称 件  数（件） 金  額（円） 

大阪狭山市技能検定受検手数料補助金 0 0 

 

１６．市民生活・地域経済活性化事業 

  エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民生活への支援、地域経済活性化及び大

阪狭山市独自の地域ポイント「さやりんポイント」の活用促進を図ることを目的として、市内の登

録店舗で利用できる地域ポイント「さやりんポイント」のプレミアムチャージキャンペーンを実施

しました。 

 

事 業 名 実 施 期 間 付 与 内 容 総事業額（円） 

市民生活・地域経済活性

化事業 
R5.10.2～R6.2.29 

10,000 円を上限に専用アプ

リ「chiica」、またはチャ

ージ機能付き磁気カードへ

チャージすると、30%のプレ

ミアムポイントを追加付与 

124,978,263 

 

 

 



   

 

治水対策グループ 

 

１．水路等管理事業 

  道路を横断している暗渠の管清掃業務を行い、通水及び排水機能を維持しました。また、農業用

水としてため池に送水している井堰の点検業務を行い、通水を確保しました。 
 

事 業 名 事業費(円) 場  所 事 業 内 容 

水路等縦横断管清掃 

業務 
3,333,000 大阪狭山市内全域 高圧洗浄車清掃工 

富山井堰点検業務 145,200 狭山五丁目地内 点検業務 

計 3,478,200   

 

２．ため池等維持管理事業 

  ため池等の機能を維持するため、危険な場所などの除草等を行い、危険な場所を明確にし、営農

者の安全を確保しました。 
 

事 業 名 事業費(円) 場  所 事 業 内 容 

ため池等草刈業務（７件） 1,248,500  ため池等の除草等 

無線遠隔操作草刈機借上 281,270 
金剛二丁目地内 

狭山五丁目地内 
無線遠隔操作草刈機の賃借 

ため池観測システム 97,000 大鳥池 ため池観測システム負担金 

計 1,626,770   

 

３．農業農村整備事業 

  農業用水路等の機能を維持するため、老朽化した施設の対策を講じ、排水機能を確保しました。 
 

事 業 名 事業費(円) 場  所 事 業 内 容 

池尻北一丁目地内農業用用

排水施設整備工事（第１工

区）に伴う附帯工事 

1,240,800 池尻北一丁目地内 

土砂床掘工    V=9.1 ㎥ 

土砂処分工   V=50.7 ㎥ 

砕石埋戻工   V=36.3 ㎥ 

転落防止柵設置工 

          L=1.84m 

工事用バリケード設置工 

         N=9 枚 

茱 木四丁目地内水路陥没

復旧工事 
258,500 茱 木四丁目地内 陥没復旧工   一式 

今熊三丁目地内水路底補修

工事 
299,200 池尻北一丁目地内 

水路底補修    一式 

仮設工      一式 

付帯工      一式 

計 1,798,500   

  

  

  

  

 



   

 

４．農業用施設整備事業 

  老朽化によって流下機能が著しく低下した、農業用排水路の一部区間を改築し、排水機能の向上

を図りました。 

事 業 名 事業費(円) 場  所 事 業 内 容 

池尻北一丁目地内農業

用用排水施設整備工事

（第 2 工区）  

94,749,600 池尻北一丁目地内 

工事延長     L=120.9m 

 ボックスカルバート工 

 （□1500×1100）L=115.5m 

 ボックスカルバート工 

 （□1500×1500） L=3.4m 

 C 型カルバート工 

 （1500×1100）  L=2.0m 

 付帯工      一式 

 車線分離標設置工 N=6 本 

 車止め設置工   N=2 箇所 

池尻北一丁目地内農業

用用排水施設整備工事

（第 1 工区、繰越分）  

 

16,178,690 池尻北一丁目地内 

工事延長      L=54.2m 

 ボックスカルバート工 

 （□1500×1100） L=37.7m 

 C 型カルバート工 

 （1500×1100）  L=16.5m 

 付帯工      一式 

池尻北一丁目地内農業

用用排水施設整備工事

に伴う電気設備移設工

事  

4,464,962 池尻北一丁目地内 
電柱移設      N=5 本 

支線移設      N=2 箇所 

岩室二丁目地内水路改

築工事  
4,005,100 岩室二丁目地内 

工事延長     L=56.38m 

 U 型側溝布設工（W=600） 

         L=56.38m 

 土工       一式 

 仮設工      一式 

計 119,398,352   

  

５．水循環計画策定事業 

 令和 4 年度に策定した「大阪狭山市水循環計画」による事業の情報共有のため、大阪狭山市水循環

協議会を 1 回開催しました。 



出 納 室 

 
１．指定金融機関の検査  

  市公金の適正な出納事務の実施を図るため、下記の金融機関に対して検査を行いました。  

金融機関名  所在地  実施日  

株式会社りそな銀行金剛支店  大阪狭山市金剛一丁目 1 番 19 号 令和 6年 2月 16日 

  

２．収納代理金融機関の検査 

市公金の適正な収納事務の実施を図るため、下記の金融機関に対して検査を行いました。  

金融機関名  所在地  実施日  

大阪南農業協同組合狭山西支店  大阪狭山市茱 木三丁目 249 番地の 1  令和 6年 2月 15日 

 

３．収納代理金融理機関の収納事務報告及び書面検査  

  地方自治法施行令第 168 条の 4 第 1 項の規定に基づき、市内 10 か所の収納代理金融機関に対し、

収納事務現況調査報告書をもとに書面検査を行いました。 

 

 



 

教育総務グループ 
 
１．教育委員会開催概要 

開催日 案       件 

令和 5. 

4.20  

・令和 5 年度大阪狭山市立学校における学校運営協議会の設置について 

・大阪狭山市社会教育委員の委嘱及び任命について 

・大阪狭山市立小学校教科用図書選定委員の委嘱及び任命について  

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 2 号 教育委員会関 

係）について 

・第 2 期大阪狭山市子ども・子育て支援事業計画中間見直しについて  

・いじめ事象について 

令和 5. 

5.25  

・大阪狭山市就学支援委員会委員の任命について 

・大阪狭山市立南第二小学校学校運営協議会委員の委嘱及び任命について  

・大阪狭山市立第七小学校学校運営協議会委員の委嘱及び任命について  

・大阪狭山市立総合体育館条例等の一部を改正する条例について  

・大阪狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例及び大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 3 号 教育委員会関

係）について 

令和 5. 

6.29  

・大阪狭山市文化財保護審議会委員の委嘱について 

・大阪狭山市いじめ問題調査委員会専門委員の委嘱について  

・いじめ防止基本方針の改訂について 

・大阪狭山市立東小学校増築工事の契約締結について 

・大阪狭山市社会教育委員の退任並びに委嘱について 

令和 5. 

7.27  

・令和 6 年度使用小学校教科用図書の採択について 

・大阪狭山市放課後児童会条例施行規則の一部を改正する規則について  

令和 5. 

8.24 

・大阪狭山市立総合体育館条例施行規則等の一部を改正する規則について  

・令和 6 年度市立幼稚園・こども園募集人員の設定について 

・福祉的給付金支給条例の一部を改正する条例について 

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 5 号）について 

令和 5.  

9.28  

・令和 5 年度大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰被表彰者の決定について 

・令和 4 年度（2022 年度）大阪狭山市一般会計決算（教育委員会関係）について  

・令和 5 年度全国学力・学習状況調査における結果と分析の概要について 

令和 5. 

10.19  
・大阪狭山市立幼稚園の管理職の人事異動について 



 

開催日 案       件 

令和 5.  

11.30 

・大阪狭山市育英金貸与条例の一部を改正する条例について 

・指定管理者の指定について 

・大阪狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 7,8 号 教育委員会関

係）について 

令和 5  

12.21 

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 10 号 教育委員会関

係）について 

・大阪狭山市立学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針（素案）について 

令和 6.  

1.25  

・大阪狭山市教育委員会文化教育功労者表彰の取消について 

・令和 6 年度大阪狭山市保育教育指針について 

・いじめ事象について 

・大阪狭山市教育振興基本計画策定委員会委員の委嘱及び任命について  

・大阪狭山市立学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針（素案）について  

令和 6.  

2.29   

・大阪狭山市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則について  

・大阪狭山市教育委員会事務局の内部組織におけるグループの設置に関する規程等  

の一部を改正する規程について 

・大阪狭山市立学校園の適正規模・適正配置に関する実施方針（素案）及び意見募 

集について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画（素案）及び大阪狭山市文化財保存活用地域  

計画（素案）のパブリックコメント実施について 

・大阪狭山市立東小学校増築工事の変更契約について 

・令和 5 年度（2023 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 12,13 号 教育委員会

関係）について 

・令和 6 年度（2024 年度）大阪狭山市一般会計予算（教育委員会関係）について  

令和 6.  

3.25 

・大阪狭山市育英金貸与条例施行規則の一部を改正する規則について  

・大阪狭山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

・令和 7 年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問について 

・大阪狭山市立公民館管理運営規則及び大阪狭山市立社会教育センター管理運営規

則の一部を改正する規則について 

・大阪狭山市生涯学習推進計画策定委員会規則の制定について  

・大阪狭山市生涯学習推進計画検討委員会設置規程の制定について  

・大阪狭山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事務局の管理職

人事異動について 

・令和 5 年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書について 

・大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

・令和 6 年度（2024 年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第 1 号 教育委員会関

係）について 

 



 

２．教育委員会の表彰 

  文化・教育功労者表彰 

   本市の教育、文化、スポーツ等の振興・普及に貢献された方々に対して、記念品を添えて  

  表彰しました。 

   実 施 日   令和 5 年 11 月 3 日 

   場   所    大阪狭山市文化会館（SAYAKA ホール）小ホール 

学校教育関係            2 人  

社会教育・スポーツ関係   6 人  

 

３．教育振興事業 

  学校活動支援事業補助金 

   目   的    小中学校の自主的な学校活動を支援するため、各学校の特色ある事業  

に対して補助金を交付します。 

   内   容    交付額【小学校】 1,887,000 円 【中学校】 1,239,000 円 

            決算額【小学校】 1,724,537 円 【中学校】  882,881 円 

 

   ・特別事業………特色ある諸行事及び諸事業に対する補助 

   ・指導運営事業…生徒指導等に対する補助 

   ・教職員研究・研修事業…教職員の資質向上を目的とした研修に対する参加費等の補助 

   ・進路対策事業（中学校のみ）…進路指導、相談に対する補助 

   ・課外活動事業（中学校のみ）…部活動等の課外活動に対する補助  

・全国大会出場に関する部活動助成金…部活動を通じて全国大会へ出場する際の補助 



 

学校教育グループ    
 
１．児童・生徒数 

 (1)小学校       令和5年5月1日現在    (2)中学校      令和5年5月1日現在 

学   校   名 
学   級   数

( ク ラ ス ) 

児  童  数

( 人 ) 

 

学   校   名 
学   級   数

( ク ラ ス ) 

生  徒  数

( 人 ) 

東 小 学 校  28(4)  917 狭 山 中 学 校 16(4)   628 

西 小 学 校  13(5)   394 南 中 学 校 13(4)   489 

南 第 一 小 学 校  8(2)   226 第 三 中 学 校 11(2)   408 

南 第 二 小 学 校  18(4)   512 合  計 40(10) 1,525 

南 第 三 小 学 校    6(3)   195 
※（   ）内は、支援学級外数 

北 小 学 校  18(4)   508 

第 七 小 学 校  16(5)   475 

合  計 107(27) 3,227 

 

２．教職員数 

令和5年5月1日現在（単位：人） 

学  校  名 校  長 教  頭 

教  諭 

（首席・指導

教諭含む）  

養  護 

(助)教諭 

栄 養 

教 諭 

講  師 

(非常勤含む ) 

府費負担 

事務職員 
合 計 

東 小 学 校  1  1  35  2 0  10  3 52 

西 小 学 校  1  1  21  1 0   4  1 29 

南第一小学校  1  1  13  2 2  3  1 23 

南第二小学校  1  1  22  1 0  8  2 35 

南第三小学校  1  1  11  1 0 5  1 20 

北 小 学 校  1  1  24  1 0   6  1 34 

第 七 小 学 校  1  1  24  2 0  8  1 37 

小 計  7  7 150 10 2  44  10 230 

狭 山 中 学 校  1  1 30 1 0 11 1 45 

南 中 学 校  1  1 29 1 0 5 1 38 

第 三 中 学 校  1  1 25 1 1 4 1 34 

小 計  3  3 84  3 1 20 3 117 

合  計 10 10 234 13 3 64 13 347 

 



 

３．要保護及び準要保護児童・生徒就学援助の状況 

 (1)小学校                  (2)中学校 

 

４．心身障がい児童・生徒の奨学金支給状況 

学    校    名 
軽 度

(人) 

重 度

(人) 

支 給 額 

(円) 
奨    学    金    の    額 

府立富田林支援学校 

府立藤井寺支援学校 

府立堺聴覚支援学校 

30 

 

8 

 

1,629,000 

 ・支援学校等に通学している児童生徒のう

ち、障がいの軽い者及び支援学校等に在

籍し訪問指導を受けている者 

年額  36,000円 

・支援学校等に通学している児童生徒のう

ち、特に障がいの重い者で歩行困難な者 

年額  72,000円 

 

５．各種検診の状況 

区            分 

一 次 検 診 受 診 者 数 精 密 検 診 受 診 者 数 事  業  費 

(円) 
児 童 生 徒

(人) 

教  職  員

(人) 

児 童 生 

徒(人) 

教  職  員

(人) 

結  核  検  診 
小  学  校 3,227  ―  4  ―  6,600  

中  学  校 1,525  ―  ―  ―  ―  

心  臓  検  診 
小  学  校 549  ―  75  ―  771,287  

中  学  校 408  ―  71  ―  686,290  

尿    検    査 
小  学  校 3,220  ―  65  ―  875,369  

中  学  校 1,501  ―  69  ―  423,357  

教    職    員 

健  康  診  断 
小・中学校 ― 

 
334 

 
― 

 
― 

 
2,642,310 

 

 ※教職員健康診断には、結核検診含む。                                    

 

 

学   校   名 合 計 金 額 （ 円 ） 

 

 

学   校   名 合 計 金 額 （ 円 ） 

東 小 学 校 6,837,507 狭 山 中 学 校 12,320,802 

西 小 学 校 5,535,210 南 中 学 校 14,020,056 

南 第 一 小 学 校 3,867,130 第 三 中 学 校 8,335,571 

南 第 二 小 学 校 4,250,604 他 市 中 学 校 0 

南 第 三 小 学 校 3,777,137 夜 間 学 級 175,950 

北 小 学 校 5,789,183 合  計 34,852,379 

他 市 小 学 校 分 4,840,451 
 

合   計 34,897,222 



 

６．小・中学校教職員研修会 

研修種別 研 修 内 容 実施日 会 場 対 象 講師・助言者等 
参加人員

(人) 

管理職 

総会 
 令和５年度教育方針の伝達 4 月 4 日 UP っぷ 管理職 市教育委員会 40 

マネジ 

メント 

研修 

合同研修 

（初任者・生徒指導・支

援） 

4 月 7 日 

UP っぷ 

市役所 協議

会室 

①初任者 

②生徒指導 

③支援担当 

市教育委員会 

指導主事 

①20 

②11 

③ 8 

管理職研修 

「現在の支援教育につい

て」 

7 月 31 日 UP っぷ 管理職 

大阪大谷大学 

教育学部教育学

科 

小田 浩伸教授 

14 

総合研修 

ステップアップ研修Ⅰ・Ⅱ 

研修Ⅰ 

① 6 月 30

日 

② 7 月 7 日 

研修Ⅱ 

③ 6 月 29

日 

①第 4 会議室 

②第 4 会議室 

③第 1 会議室 

教頭・首席等 

①東小学校 

校長 尾島 肇 

②市教育相談員 

 中田智己 

③市教育委員会事 

務局  

教育監 寺下憲志 

①8 

②9 

③6 

ふるさと さやま 発見 8 月 9 日 

大阪府立狭山

池博物館 

狭山中学校 

初任者 

（幼小中）・

10 年経験者 

大阪府立狭山池

博物館 職員 

市教育委員会 

指導主事 

32 

大阪狭山市教育課程研究協議

会 
8 月 29 日 

市役所 

第 4 会議室 

首席・学力向

上担当 

市教育委員会 

指導主事 
21 

セクシャル・ハラスメント防

止研修 
7 月 24 日 

市役所 

第 2 会議室 

セクハラ相談 

窓口担当 

大阪府教育センタ

ー指導主事 
20 

タブレットの有効活用 

～だれでもできる授業づく

り・業務改善～ 

7 月 25 日 狭山中学校 ICT 担当 

市教育委員会 

指導主事 

大阪狭山市立狭山

中学校 

教諭 杉本 和輝 

46 

防犯訓練 

～侵入者から児童・生徒を守

る術について～ 

7 月 26 日 

南中学校 

ラーニング

ルーム 

教頭 

各校 2 名以上 

黒山警察署 職員 

大阪狭山市危機管

理室 職員 

29 

支援の観点をもったクラスづ

くり 
7 月 28 日 

市役所 

第 1 会議室 
各校 2 名以上 

堺市立大仙西小学

校 

教諭 藤林 美江 

69 

架け橋プログラム 

～資質・能力をつなぐカリキ

ュラムの編成について～ 

8 月 2 日 
市役所別館 

第 4 会議室 

各園 1 名以上 

各小学校低学

年担任 1 名以

上 

大阪大谷大学 

教育学部教育学科 

特任教授 奥薗 

みどり 

27 



 

研修種別 研 修 内 容 実施日 会 場 対 象 講師・助言者等 
参加人員

(人) 

総合研修 

メンタルヘルス不調の理解と

対応について 
8 月 18 日 

市役所 

第 1 会議室 
各校 1 名以上 

大阪メンタルヘル

ス総合センター 

七里 亜衣子 

65 

地域学習・コミュニティ・ス

クールについて 
8 月 18 日 

大阪狭山市立 

公民館 

多目的室 

各校 1 名以上 

元 益田市教育委

員会ひとづくり推

進監 大畑 伸幸 

20 

多職種から学ぶ 8 月 24 日 
市役所 

第 1 会議室 

管理職 1 名 

首席 

法務・契約グルー

プ 

参事 山元 真里 

大阪府教育庁 

指導主事 勝谷 

実嗣 

23 

まるごとパック公開研修      

 狭山中学校区 11 月 2 日 東小学校 

所属中学校区

の教職員、 

市内教職員他 

市教育委員会 

指導主事 

134 

南中学校区 
1 月 20 日 

1 月 12 日 

南第三小学校 

南中学校 

100 

75 

 第三中学校区 1 月 18 日 西小学校 79 

教科等 

課題研修 

学校図書館を活用した授業づ

くり 
7 月 28 日 UP っぷ 図書館担当 

神戸常磐大学 

教育学部こども

教育学科 

教授  山下  敦

子 

25 

人権教育研修① 

フィールドワークと聞き取り 
8 月 2 日 

羽曳野市 

青少年児童セン

ター 

初任者 

特定非営利活動

法人サポートネ

ットワークぬく

もりスタッフの

みなさん 

12 

道徳授業づくり研修 8 月 8 日 
市役所 

第 1 会議室 

道徳教育推進

教師 

大阪大谷大学 

教育学部教育学

科 

特任教授  岩井 

晃子 

22 

平和学習 

～西小に残る記録から学ぶ戦

争と大阪狭山市～ 

8 月 8 日 
市役所 

第 2 会議室 
人権担当 

歴史文化グルー

プ 

課長補佐  平野 

淳 

25 

普通救命講習 8 月 16 日 
市役所 

第 1・2 会議室 

初任管理職 

初任者 

堺市消防局 

職員 

市教育委員会  

指導主事 

32 

キャリア教育研修 

「わくわくどきどき SDGｓ金

賞」実践報告 

～子どもたちの自己実現に向

けて～ 

8 月 21 日 
市役所 

第 1 会議室 

キャリア教育

担当 

東大阪市立上小

阪中学校 

校長  北野  浩

樹 

教諭  金森  大

輔 

22 



 

研修種別 研 修 内 容 実施日 会 場 対 象 講師・助言者等 
参加人員

(人) 

教科等 

課題研修 

公民館事業について 

～みんなで講座を考えよう～ 
8 月 21 日 

大阪狭山市公

民館 多目的

室 

各校 1 名以上 

大阪狭山市公民

館 

小松 茂美さん 

22 

支援を必要とする子どもたち

の放課後 

～支援教育を支える放デイ～ 

8 月 23 日 

コミュニティ

センター 

大会議室 

各校 1 名以上 

基幹相談支援セ

ンター 職員 

放課後デイサー

ビススタッフの

みなさん 

市教育委員会 

指導主事 

23 

「手をつな GO！」における

療育と支援教育との連携 
8 月 28 日 ぽっぽえん 

各校 2 名以上 

教職 5 年以下 

大阪府障害者福

祉事業団 

大阪狭山市 

手をつな GO! 

大西 優希 

45 

担任と協働する支援 8 月 29 日 UP っぷ 学びの支援員 

一般社団法人 

発達支援ルーム

まなび 

理事  苫廣  み

さき 

31 

人権教育研修② 

同和教育研修（歴史的背景の

理解） 

9 月 12 日 
市役所 

第 2 会議室 

初任者 

10 年経験者 

大阪府教育セン

ター 

指導主事 

24 

 

７．教育相談対象別および月別件数（令和５年度）              

（単位：件） 

区 分 幼児 小学校 中学校 高校 その他 計 

件 数 18 99 52 0 15 68 

（単位：件） 

月 R5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

学校教育 

グループ 
14 14 22 9 9 13 18 12 13 21 18 21 184 

フリースクール

み・ら・い  
8 6 6 5 2 4 5 7 4 9 1 3 60 

 

８．｢フリースクールみ・ら・い｣の通所状況（令和5年度） 

20人 

 

 

 

 

 

 

 



 

９．特別教育相談 

日常の相談業務では対応が難しい相談内容について、心理学の専門家が特別教育相談を実施し

ました。 

（単位：件） 

実施月 R5/5 6 7 8 9 10 11 12 R6/1 2 3 計 

相談件数 - 2 2 - 2 2 3 3 - - - 14 

 

１０．その他 

事 業 名 事 業 内 容 

学校園地域連携推進事業 
「地域人材バンク」に登録されている地域住民を学校園に招き、その知

識・経験・技能を生かした体験・経験学習を行いました。 

英語教育支援事業 

英語の基礎的な能力を向上させる活動を補助するため、業務委託により

小学校に2人、市の会計年度任用職員として中学校に3人、外国人講師を派

遣しました。また、小学校には大阪狭山小学校英語活動支援の会の支援員

を派遣しました。 

就学支援相談事業 
幼児･児童･生徒の就学に関する相談、助言、支援体制及び教育内

容を充実させるための事業を行いました。 

フリースクールみ・ら・い 

運営事業 

｢フリースクールみ・ら・い｣で教育相談員や指導員など市の会計年

度任用職員として計4人配置しました。不登校児童生徒への支援活動や学

校への支援活動など多岐にわたる支援活動に従事しています。 

 

１１．給食実施食数                    令和 5 年 5 月現在（単位：食） 

学 校 名 食  数 学 校 名 食  数 

東 小 学 校 969 狭 山 中 学 校 673 

西 小 学 校 423 南 中 学 校 527 

南 第 一 小 学 校 249 第 三 中 学 校 442 

南 第 二 小 学 校 547 

 

 

南 第 三 小 学 校 215  

北 小 学 校 542  

第 七 小 学 校 512  

小 学 校 計 3,457 中 学 校 計 1,642 

合     計 5,099 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．給食費及び給食回数                          （単位：円） 

区    分 月 額 給 食 費 区   分 月 額 給 食 費 

小 学 校 

（182 回/年） 

低 学 年 3,970 

中 学 校 

（170 回/年） 
4,080 中 学 年 4,030 

高 学 年 4,100 

  

３．試食会 

給食への理解をより深めてもらうため、幼稚園・こども園・民間保育園・民間こども園・保

護者の方々を対象に給食試食会を実施しました。 

  

 参 加 者 回数(回) 人数(人) 

給食試食会 
幼稚園・こども園・民間保育園・民間こども

園・小学校 PTA 
10 281 

バイキング給食試食会 小学校 PTA 2 53 

 

  ４．食物アレルギー対応 

   食物アレルギーを持つ児童生徒に対して、調理段階において卵・乳製品（牛乳、チーズ、

ヨーグルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・かにの 5 種類 9 品目について除去を行い、

安心して食べることができる給食の提供を行いました。 

 

除去食日数                                 （単位：日） 

4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 15 

 



 

社会教育グループ 
 

○社会教育総務関係 

１．社会教育委員会議   

 教育委員会の諮問機関として、社会教育に関する重要事項について研究・調査など、社会教

育行政全般について審議しました。 

 また、社会教育の振興策について、同会議に諮問しました。  

 組織 

①委員数 12 人 

②構 成 学校教育関係者 1 人  社会教育関係者 4 人 

     家庭教育関係者 3 人  学識経験者   4 人 

  ③任 期 2 年（令和 5 年 5 月 1 日から令和 7 年 4 月 30 日まで） 

 

 審議内容 

 

審査・評価部会  

 

⑷作業部会 
 

 

２．社会教育指導員の配置（1 名） 

  社会教育の振興を図ることを目的に、社会教育の学級・講座・行事などに必要な指導助言を

行い、教育委員会が行う社会教育活動に参画しました。 

 

 

年 月 日 審   議   内   容 

令和 5.7.18 

・議長の互選について 

・審査評価部会委員の選任について 

・作業部会委員の選任について 

令和 5.9.5 
・令和 4 年度社会教育関係団体事業費補助金実績報告について 

・令和 5 年度社会教育関係団体事業費補助金申請について 

令和 5.11.10 ・大阪狭山市教育振興基本計画策定委員会委員の推薦について  

年 月 日 内   容 

令和 5.7.18 

・部会長の選出について 

・令和 4 年度補助金実績報告書の審査・評価について 

・令和 5 年度補助金申請書の審査・評価について 

令和 5.8.3 
・令和 4 年度補助金実績報告書の審査・評価について 

・令和 5 年度補助金申請書の審査・評価について 

年 月 日 内   容 

令和 6.3.1 ・今後の社会教育行政について 



 

３．社会教育振興事業（社会教育関係団体事業費補助金）  

  社会教育関係団体が地域に根ざした社会教育の普及・奨励などを目的に実施する事業に対し

て補助金を交付し、支援を行いました。 

 

４．はたちの集い 

  学生や社会人としての経験期間を経て、友人や地域とのつながりを再認識するとともに、法

律上すべての年齢制限がなくなる 20 歳の区切りに社会的自立への自覚と責任を認識し将来、

社会の形成者として、よき社会人となることを祈念し「式典」を行いました。  

  ○実施日 令和 6 年 1 月 8 日（祝） 

  ○場 所 文化会館（SAYAKA ホール） 
 

  はたちの集い企画運営委員 

  市内在住の 18 歳から 22 歳を対象に、式典の企画、立案及び運営を行いました。  

  応募者：5 人 

会議日 内    容 

令和 5.9.15 ・応募者と市担当者と顔合わせ 

・式典までのスケジュールについて確認 

令和 5.10.16 ・招待状について意見交換 

・記念品の決定 

・企画運営委員の持ち時間の決定（式典中のビデオレター）  

令和 5.11.25 ・記念撮影について意見交換 

・企画運営委員の持ち時間の決定（式典中のビデオレター）  

令和 5.12.28 ・記念撮影について意見交換 

・前日及び当日のスケジュールについて打ち合わせ・確認 

令和 6.1.7 ・式典リハーサル 

 

 

 

 

 

団  体  名 交付額(円) 

婦人会    177,000 

こども会育成連絡協議会    350,000 

体育協会    936,000 

内    容 対象者及び参加者数 

式典 

・国歌斉唱 

・式辞 

・企画運営委員作成のビデオ祝辞 

（中学校の恩師によるビデオレター） 

・代表の言葉 

・花束贈呈 

・市歌斉唱 

・中学校区ごとにさやりんと記念撮影 

（計） 

対象者数 575 人 

参加者数 426 人 

参加率 74.09％ 

(前年度    77.78％) 



 

５．さやま元気っこ推進事業 

  子どもたちが、放課後に安全で安心して過ごせる居場所づくりとして、こども広場（自由遊

び）・文化・スポーツ・学習支援など様々な分野の場を提供する「さやま元気っこ推進事業」

を実施しました。 

 

６．地域学校協働活動事業 

 地域と学校の連携・協働を効果的に進めるため、「地域学校協働活動推進員」を配置し、地域

学校協働活動の充実、コミュニティ・スクールの体制強化を進め、地域全体で子どもたちの成長

を支える基盤づくりを推進しました。 

 推進員設置状況：西小学校・南第一小学校・南第二小学校・第七小学校・北小学校 

 

７．地域教育力活性化事業   

  地域・学校・家庭の三者が連携・協働を強化するために、中学校区ごとに設置された地域協

議会を組織し、子どもたちの健全育成に適した環境づくりの取組みとして、地域教育活動を支

援しました。 

 

 

 

 

 

 

小学校名 曜日 プログラム名 実施回数 
延べ参加 

児童数（人） 

延べ参加 

スタッフ

（人） 

東小学校 

月曜日 テニス 23 541 115 

月曜日 ベル 23 364 66 

水曜日 こども広場 20 568 131 

木曜日 お話しの会 26 249 102 

金曜日 バドミントン 22 172 63 

西小学校 

月曜日 日本舞踊 22 192 82 

木曜日 こども広場 26 593 114 

金曜日 チアダンス 21 286 21 

南第一小学校 
月曜日 茶道 24 271 104 

水曜日 こども広場 17 460 80 

南第二小学校 

水曜日 空手 27 554 106 

木曜日 テニス 24 306 97 

金曜日 こども広場 23 593 106 

南第三小学校 
月曜日 こども広場 24 208 72 

水曜日 バスケットボール 26 115 79 

北小学校 
水曜日 こども広場 22 439 81 

金曜日 英会話 19 173 19 

第七小学校 
火曜日 テニス 27 318 193 

水曜日 こども広場 26 721 128 

計 442 7,123 1,759 



 

○青少年健全育成関係 

１．青少年健全育成事業 

 青少年指導員 

   小学校区や中学校区を範囲として、青少年の健全育成・非行防止・環境浄化・子どもの安

全確保などを目的に、関係団体や学校との連携を密にしながら、地域活動や情報交換を行

いました。 

○委嘱 38 人 

  ○任期 2 年（令和 5 年 5 月 1 日から令和 7 年 4 月 30 日まで） 

  ≪青少年指導員会≫ 

   指導員相互の連携や活動の推進を図ることを目的に組織された青少年指導員会に対して交

付金を交付し、青少年に関する諸問題の研究や事業などの青少年健全育成事業を支援しま

した。 

【主な活動内容】 

○毎月 5 日の『少年を守る日』に、市広報車により市内巡回広報活動 

○「青少年指導員会 体験・体感学習｣として、「琵琶湖博物館を見学しよう！」を実施  

小学校区青少年健全育成事業 

各小学校区の青少年指導員、自治会、PTA、こども会、学校などの関係団体で組織された小学

校区青少年健全育成連絡会に対して補助金を交付し、地域での青少年健全育成事業を支援しま

した。 

『まもろう子ども』事業 

子どもが犠牲となる犯罪が多く発生する中で、子どもを犯罪から守るために、犯罪の抑止

力となる活動を支援しました。 

・各小学校区での子どもの安全見まもり活動ボランティアへの支援（保険加入） 

 

○施設管理関係 

１．施設管理事業 

 ⑴指定管理者制度導入状況 

 ○市立公民館及び市立社会教育センター 

  指定期間  令和 2 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日（5 年間） 

   指定管理者 アクティオ株式会社 

○市立図書館 

   指定期間  令和 2 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日（5 年間） 

   指定管理者 株式会社図書館流通センター 

 ○大阪狭山市立のスポーツ施設 

   管理施設  ふれあいスポーツ広場、市民総合グラウンド、山本テニスコート  

         大野テニスコート、池尻体育館、総合体育館、野球場 

   指定期間  平成 31 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日（5 年間） 

   指定管理者 東京ドームグループ 株式会社東京ドーム 

 

 



 

２．施設利用状況等 

社会教育施設 

①市民ふれあいの里 (青少年野外活動広場)                               （単位：人） 

 

②公民館（部屋別利用状況）                      （単位：人） 

 

公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

日 帰 り 53,083 59,360 △6,277 

宿  泊 148 37 111 

計 53,231 59,397 △6,166 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

集会室1 5,828 5,466 362 

集会室2 2,930 2,353 577 

集会室3 4,977 4,690 287 

大集会室 14,220 13,511 709 

講習室 3,502 3,434 68 

会議室1 3,204 2,201 1,003 

会議室2 1,961 1,887 74 

児童室 2,256 1,170 1,086 

工作室1 2,498 2,235 263 

調理実習室 2,235 2,597 △362 

多目的室 5,259 6,051 △792 

展示フロア 8,098 5,735 2,363 

茶室 465 146 319 

和室 2,699 2,277 422 

工作室2 1,782 1,699 83 

計 61,914 55,452 6,462 

事業の種別 事業数 延べ人数 

指定事業 33 事業 14,732 

新規提案事業 15 事業 6,522 

自主事業 7 事業 2,195 



 

③社会教育センター（部屋別利用状況）                           （単位：人） 

 

社会教育センター事業 

 

④図書館 

登録数（図書利用カード有効数） 

 

開館日数・来館者数  

  

貸出冊数の推移 

 

 

 

 

 

  令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

会議室 1 1,989 1,531 458 

会議室 2 3,305 3,291 14 

会議室 3 1,675 1,741 △66 

会議室 4 663 1,578 △928 

会議室 5 2,361 1,698 △1437 

音 楽 室 5,426 4,929 497 

計 15,406 14,768 638 

事業の種別 事業数 延べ人数 

自主事業 6 事業 668 人 

個人登録(人) 団体登録(団体) 

16,710 606 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

開 館 日 数（日） 344 343 1 

来 館 者 数（人） 160,288 154,472 5,816 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

一 般 書                  (冊) 182,006 189,624 △7,618 

児 童 書                  (冊) 164,074 164,301 △227 

雑誌・その他                 (冊) 20,037 19,877 160 

市民 1 人当たりの貸出冊数   (冊) 6.33 6.43 △0.10 

登録者 1 人当たりの貸出冊数  (冊) 21.14 17.52 3.62 

総貸出人数                  (人) 78,715 81,694 △2,979 

(窓口)予約受付件数           (件) 11,423 12,748 △1,323 

(WEB)予約受付件数            (件) 53,753 52,563 1,190 

予約受付件数       計   (件) 65,178 65,311 △133 



 

図書館事業 

 

スポーツ施設                                               

施設別利用状況                             （単位：人） 

 

スポーツ施設事業 

 

３．日高川町上初湯川（かみうぶゆがわ）ふれあいの家 

友好都市である和歌山県日高郡日高川町にある野外活動施設「ふれあいの家」について、本

市の市民や各種団体が日帰りや宿泊で優先的に利用しました。  

 

４．図書館の広域利用連携 

  府内 13 市町村の図書館で図書の相互利用ができます。 

（相互利用ができる市町村） 

大阪市、堺市、八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大

阪市、太子町、河南町、千早赤阪村 

 

事業の種別 事業数 

指定事業 9 事業 

新規提案事業 10 事業 

自主事業 27 事業 

学校支援事業  8 事業  

 令和5年度 令和4年度 差引増減 

総 合 体 育 館 72,740 71,431 1,309 

池 尻 体 育 館 24,649 24,816 △167 

大 野 テ ニ ス コ ー ト 6,034 7,189 △1,155 

山 本 テ ニ ス コ ー ト 15,173 15,815 △642 

ふれあいの里スポーツ広場 8,082 8,742 △660 

野 球 場 13,527 17,146 △3,619 

市 民 総 合 グ ラ ウ ン ド 54,676 55,741 △1,065 

南 青 少 年 運 動 広 場 13,441 13,108 333 

第 三 青 少 年 運 動 広 場 10,338 10,346 △8 

ふ れ あ い ス ポ ー ツ 広 場 20,567 19,436 1,131 

計 239,227 243,770 △4,543 

事業の種別 事業数 延べ人数 

指定事業 1事業 25人 

自主事業 15事業 24,310人 

 
令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

人数 件数 人数 件数 人数 件数 

日 帰 り 0 0 3 1 △3 △1 

  宿 泊 314 25 414 23 △100 2 

計 314 25 417 24 △103 1 



 

５．おおさかさやま電子図書館 

  利用者の利便性向上のため、インターネットに接続したパソコン・スマートフォン・タブレ

ットなどから専用サイトへアクセスすることで、24時間どこからでも「電子書籍」を借りるこ

とができる「おおさかさやま電子図書館」を実施しました。                 

（累計） 

 

○スポーツ振興関係 

１．スポーツ推進委員会 

スポーツ基本法に基づき、スポーツの振興のため住民に対して技術の指導やスポーツ

に関する指導、助言を行うとともに、地域スポーツ活動促進のために組織の育成を図り

ました。  

⑴組織  

  ①委員数  10 人  

  ②任  期  2 年（令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）  

⑵主な活動内容  
 

 

２．学校開放事業 

市内の小・中学校を学校教育に支障のない範囲で、地域住民のスポーツ活動の場として開放

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和5年度 令和4年度 差引増減 

登録者数 1,020人 1,060人 △40 

コンテンツ数 

（青空文庫点含む） 
11,179点 10,144点 1,035 

閲覧回数 4,151回 3,731回 420 

貸出件数 1,740件 1,529件 211 

予約件数  280件  192件 88 

会議及び事業等の実施 

・定例会 

・ライフスポーツ財団助成事業 

 ライフ親子グランド・ゴルフ in 大阪狭山 

 ニュースポーツで遊ぼう！ 

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク in 大阪狭山 

・ニュースポーツにチャレンジ 

研修会・協議会 ・近畿スポーツ推進委員研修会 



 

学校開放利用状況                           （単位：人） 

 

３．プール開放事業 

市立プール 1 か所（第七）を夏季期間開放し、市民に水に親しむ機会を提供しました。 

（開放期間：令和 5 年 7 月 29 日（土）～8 月 25 日（金）） 

              （単位：人） 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

市 立 第 七 プ ー ル 1,364 1,013 351 

計 1,364 1,013 351 

 

４．各種教室・大会運営事業  

スポーツ活動の参加の機会を提供するとともに、健康・体力の増進と基礎的な技術指導を行

い、市民相互の親睦を図ることを目的として、各種教室・大会を開催しました。  

各種教室・大会・講習会の実施状況  

 
 

 令和 5 年度 令和 4 年度 差引増減 

東 小 学 校 10,528 9,620 908 

西 小 学 校 7,581 6,888 693 

南 第 一 小 学 校 4,866 5,241 △375 

南 第 二 小 学 校 5,307 6,589 △1,282 

南 第 三 小 学 校 6,933 4,991 1,942 

北 小 学 校 7,649 6,660 989 

第 七 小 学 校 5,452 5,444 8 

狭 山 中 学 校 4,235 2,442 1,793 

南 中 学 校 1,781 1,907 △126 

第 三 中 学 校 3,552 3,256 296 

計 57,884 53,038 4,846 

事業名 期間 対象 参加者 会場 

サ
タ
デ
ー
ス
ポ
ー
ツ 

ト ラ ン ポ リ ン 

4
月
～

3
月 

4 歳児～小学生 
 1,457 人 
 29 回 

総合体育館 

メインアリーナ 

サブアリーナ 

バトントワリング 4 歳児～高校生 
 548 人 
 32 回 

バ ド ミ ン ト ン 小学 3 年生～高校生 
 315 人 
 23 回 

ソ フ ト ボ ー ル 5 歳児～小学生 
 213 人 
 8 回 

野球場 

テ ニ ス 4 歳児～小学生 
 1,071 人 
 32 回 

山本テニスコート 

タ グ ラ グ ビ ー 小学生～中学生 
 945 人 
 45 回 

市民総合グラウンド 
サ ッ カ ー 小学生～中学生の女子 

 810 人 
 45 回 

ゲ ー ト ボ ー ル 小学 3 年生～高校生 
 462 人 
 23 回 

ふれあいスポーツ広場 

南大阪駅伝競走大会 1.28 申込チーム数基準未満のため中止 

第 2 回市民ボッチャ大会 3.9 市民 
65 名 
23 組 

総合体育館 
メインアリーナ 



 

歴史文化グループ 
 

１．郷土資料館管理事業 

⑴郷土資料館企画展 

昭和 45 年に開催された日本万国博覧会（大阪万博・EXPO’70）と同時期に行われた狭山ニ

ュータウンの開発という高度経済成長期頃の暮らしの変化を取り上げ、歴史文化・文化財の魅

力を発信するとともに、日本国際博覧会（大阪・関西万博）の機運醸成のための展示を行いま

した。 

テーマ 1970 大阪万博と狭山ニュータウンの時代 

会 期 令和 6 年 1 月 13 日～3 月 3 日 

会期中入館者 15,358 人 

⑵常設展示及び郷土史情報の提供 

狭山池博物館では、狭山池から発掘された土木及び文化遺産を展示するとともに、 2 階情報

コーナーにある郷土資料館常設展示室では、郷土に受け継がれてきた貴重な文化財を展示解説

し、市の歴史と文化を学習する場を市・府民に提供しています。また、市内外からの郷土史に

関する学術的質問に対応し、市の歴史情報をお伝えしています。  

テーマ 狭山の地に生きる人びとの物語 

入館者 91,447 人 

 

２．狭山池博物館・郷土資料館関連事業 

狭山池博物館は、大阪狭山市・大阪府・狭山池まつり実行委員会の三者による協働運営を実

施しています。郷土資料館では、「大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館の共同運

営に関する基本協定書」及び「大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館の共同運営に

係る地域との協働に関する基本協定書」に基づき、大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土

資料館協働運営委員会が主催する各種事業を実施しました。また、狭山池博物館・郷土資料館

の活性化を図るため、狭山池まつり実行委員会と協働で解説、運営ボランティアの育成、組織

化や狭山池の価値向上事業等を実施しました。 

 

⑴催し物・講座等 

 催し名 期間 

1 
令和 5 年度なるほど狭山池！狭山池歴史ウォー

ク 

全 10 回  

2 わくわくイベント 全 4 回  

3 フレッシュコンサート 2023 全 7 回 

4 令和 5 年度公開講座 全 6 回 

5 
令和 5年春季企画展「土木遺産展―水をはこぶ

―」 
令和 5 年 3 月 25 日～5 月 7 日 

6 狭山池まつり 2023「 博・楽・人」 令和 5 年 4 月 30 日 

7 令和 5 年度ミニ展示「歴史発見 2023」 令和 5 年 5 月 17 日～6 月 25 日 



 

8 
狭山池博物館ボランティア企画「ため池ものが

たり」 
令和 5 年 5 月 20 日～7 月 2 日 

9 
令和 5 年度池守田中家文書特別公開展「池守田

中家のおサイフ事情」 
令和 5 年 7 月 15 日～8 月 27 日  

10 
令和 5 年度池守田中家文書特別公開展記念 池守

田中家文書をよむ「狭山池古文書講座」 
全 4 回 

11 
子ども絵画展「狭山池や博物館・郷土資料館を

描こう！」 

令和 5 年 7 月 15 日～8 月 27 日 

12 写真展「狭山池と狭山池博物館を写す」 令和 5 年 9 月 2 日～10 月 1 日 

13 大阪府立富田林支援学校高等部 美術作品展 令和 5 年 9 月 9 日～10 月 9 日 

14 
大阪府立狭山池博物館令和 5 年度特別展「新大

和川と石川の治水絵図」 
令和 5 年 10 月 14 日～12 月 3 日 

15 土木学会選奨土木遺産パネル展 令和 5 年 11 月 18 日～12 月 10 日 

16 坂東佳代絵画展～デビューから現在まで  令和 6 年 12 月 9 日～12 月 24 日 

17 書き初め展 令和 6 年 1 月 27 日～3 月 3 日 

18 狭山池 池底＆博物館ツアー 令和 6 年 2 月 11 日 

19 
令和 5 年度スポットテーマ展「うつす、まねる

―模倣と複製の考古学―」 
令和 6 年 2 月 21 日～3 月 17 日 

20 令和 6 年春季土木遺産展「石をはこぶ」 令和 6 年 3 月 16 日～5 月 12 日 

21 
行基特別講演会「行基のインフラ整備事業とそ

の背景」 
令和 6 年 3 月 23 日 

⑵博物館資料の保存・研究 

下層東樋・上層東樋・中樋・西樋船材（以上、重要文化財）、北堤断面、木製枠工等につい

て、保存処理及び遺存状況確認並びに清掃作業を臨時休館期間中に実施しました。  

※館内での保守期間：令和 6 年 2 月 13 日～2 月 17 日 

 

３．市史編さん事業 

⑴市史編さん古文書調査 

市域の近世・近代・現代を叙述する上で最も重要な情報源となる古文書が、未調査、未整理

のまま市域の内外に現存しているため、毎年継続して調査、収集、整理、記録を重ね、歴史情

報の把握に努めています。 

⑵歴史文化セミナー簡修館 

市の歴史や文化について検討し、市民の皆さまに発信することを目的として毎年 3 回講座を

開催しており、令和 5 年度は「幕末の大坂」をテーマに実施しました。 

第 1 回 令和 5 年 8 月 27 日 幕末の大阪湾防備と狭山藩 

第 2 回 令和 5 年 9 月 2 日 
幕末史の舞台、大坂城 

―将軍家茂・慶喜の行動を軸に― 

第 3 回 令和 5 年 9 月 9 日 最後の狭山藩主 北条氏恭 

参加者 92 人 

 

 



 

４．埋蔵文化財発掘調査事業 

住宅建築（新・改築）や土木工事等の開発に先立ち、市内全域で埋蔵文化財の発掘調査を実

施し、結果を『大阪狭山市文化財報告書 59 大阪狭山市内遺跡群発掘調査概要報告書 33』と

して報告書にまとめ、刊行しました。 

令和 5 年度埋蔵文化財届出・発掘・立会件数              （単位：件） 

遺跡名 届出 発掘 立会 遺跡名 届出 発掘 立会 遺跡名 届出 発掘 立会 

東野遺跡 0 0 0 狭山神社遺跡 1 0 0 須恵器窯跡 0 0 0 

東野廃寺 2 0 0 東村遺跡 3 0 0 狭山新宿遺跡 4 0 0 

大鳥池遺跡 4 0 1 半田遺跡 2 0 1 半田北遺跡 1 0 0 

東池尻遺跡 0 0 0 新池遺跡 2 1 0 東野中遺跡 0 0 0 

狭山藩陣屋跡 12 7 1 西山遺跡 0 0 0 庄司庵遺跡 1 0 1 

池尻城跡 16 1 3 金蔵寺跡 0 0 0 西高野街道 1 1 1 

狭山池 2 0 0 茱萸木北遺跡 9 0 0 中高野街道 6 3 1 

狐塚古墳 0 0 0 茱萸木遺跡 0 0 0 下高野街道 1 0 0 

寺ヶ池遺跡 0 0 0 陶邑窯跡群 34 3 7 天野街道 0 0 0 

半田城跡 3 2 0 池尻遺跡 0 0 0 池守田中家跡 0 0 0 

500 ㎡以上の開発に伴う試掘 7 7 0 計 111 25 16 

 

５．文化財保護推進事業 

市には国指定史跡狭山池など貴重な文化財が存在します。これらを保護するため、埋蔵文化

財調査をはじめ郷土に伝承されてきた文化遺産の記録保存を行い、文化財保護意識の普及に努

めました。 

⑴大阪狭山市文化財保護審議会の開催 

市内にある文化財の保存や活用に関する事項について各種調査を実施し、市教育委員会に

意見を提出するため、審議会を開催しました。 

開催日 案件・諮問等内容 

第 1 回 

令和 5 年 4 月 19 日 

・大阪狭山市文化財補助金交付の申請手続きについて 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画の用語の定義について  

・大阪狭山市文化財保護審議会の委員増員について 

・令和 4 年度実施事業及び令和 5 年度事業予定について 

 

 

第 2 回 

令和 5 年 8 月 29 日 

 

 

・会長・副会長の選出について 

・大阪狭山市文化財保護審議会の今後の方針について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画について 

・池守田中家の史跡狭山池追加指定意見具申について 

・池守田中家史料調査の進捗について 

・今年度事業の進捗について 

第 3 回 

書面会議 ・大阪狭山市文化財保存活用地域計画について 

⑵大阪狭山市文化財保存活用地域計画策定協議会の開催 

平成 30 年に文化財保護法改正で示された文化財保存活用地域計画の指針に沿って、本市歴

史文化基本構想を本計画へ移行し策定するため、協議会を設置し、市内の文化財保存活用につ

いて協議しました。 



 

開催日 案件等内容 

第 1 回 

令和 5 年 5 月 15 日 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画の用語の定義について  

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画書（案）について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画 現状・課題・措置一覧（案）に

ついて 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画 市民ヒアリング（案）について 

 

 
第 2 回 

令和 5 年 8 月 21 日 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画の構成（案）について  

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画書（案）について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画 市民アンケートについて 

第 3 回 

令和 5 年 12 月 25 日 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画書（案）について 

・地域計画の方向性・課題・方針・措置（案）について 

・地域計画認定に向けたスケジュールについて 

第 4 回 

令和 6 年 2 月 15 日 
・大阪狭山市文化財保存活用地域計画書（案）について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画のパブリックコメントについて  

 

６．狭山池の魅力発見活用事業 

⑴大阪狭山市狭山池総合学術調査委員会の開催 

平成 27 年 3 月 10 日に国史跡に指定された、本市のシンボル狭山池の歴史的・文化財的価値

について、専門的・学術的な調査研究を進め、平成 29 年度に策定した史跡狭山池の保存活用

計画の適正な運用を図るため、委員会を開催しました。令和 5 年度に実施した委員会では、池

守田中家保存活用計画について協議しました。 

開催日 案件等内容 

第 24 回 

令和 5 年 7 月 14 日 

・史跡狭山池関連文化財池守田中家意見具申について 

・池守田中家保存活用計画の策定について（検討内容の報告）  

・池守田中家保存活用・改修整備スケジュール（案）について  

第 25 回 

令和 6 年 2 月 21 日 
・令和 6 年度事業について 

・大阪狭山市文化財保存活用地域計画（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑵狭山池シンポジウム 

狭山池は、1400 年前の飛鳥時代に、田畠に水を供給する灌漑施設として築造されたダム形

式の溜め池です。築造以来、多くの人々によってその機能を維持、継承されてきました。現

在の狭山池は、平成の改修を経て、灌漑機能と高い治水機能を併せ持ち、整備された狭山池

公園は憩いの場として活用されています。 

14 回目のシンポジウムでは、狭山池を未来に伝えるために私たちに何ができるのか。水の

環境の保全、利用と活用をテーマに狭山池の水の流れる範囲、流域全体を視野に入れて、こ

れから先も狭山池を維持し続けるための方向性を考えました。  

テーマ 狭山池シンポジウム 2023「狭山池と水―史跡から考えるくらしと水環境―」 

内 容 

パネリスト報告 

 「狭山池の環境と生物」 

平井 規央氏（大阪公立大学大学院農学研究科教授） 

 「都内最長の用水路をもつ日野市の歴史とその活用」 

石渡 雄士氏（秋田公立美術大学美術学部助教） 

「琵琶湖が繋ぐ 人と自然 人と人」 

平山 奈央子氏（滋賀県立大学環境科学部准教授） 

日 時 令和 5 年 10 月 28 日 

場 所 大阪府立狭山池博物館・大阪狭山市立郷土資料館 ホール 

参加者 57 人 

 

 



 

教育施設グループ 
 

○管理関係 

１．使用料  

使 用 者  
教育財産及び  

行政財産使用料（円）  

関西電力㈱  245,900 

西日本電信電話㈱  12,300 

㈱オプテージ  11,500 

㈱ジェイコム・ウエスト  6,900 

その他  551,250 

合 計  827,850 

 

２．賠償補償保険加入状況 

全国市長会学校災害賠償補償保険 

加入数(人) 
分担金

(円) 

てん補限度額（保険金額） 

賠償責任保険 補償保険 

小学校：3,221  

中学校：1,553  

幼稚園：168  

こども園：165  

598,539 

身体 1 人 2億円以内 死亡 

後遺障害 

200万円 

200万円以内 身体 1事故 20億円以内 

財物 1事故 2,000万円以内 
  

  

 

○営繕工事関係 

１．施設修繕件数  

件   数（件） 事 業 費（円） 事   業   内   容 

102 7,242,060 消防設備、照明設備、配管等の修理 

 

２．営繕工事                       

施 設 名 事 業 費（円） 件   数 事 業 内 容 

小学校 1,970,100 9 件 建具改修、照明灯改修等 

中学校 1,805,100 8 件 空調機補修、フェンス設置等 

幼稚園 236,500 1 件 インターホン改修 

こども園 770,000 3 件 電子錠改修 

 

 

 

 

 



 

３．その他工事 

事 業 名 事 業 費（円） 事 業 内 容 

大阪狭山市立東小学校増築工事 

290,140,400 

うち、R5 年度実績 

108,387,500 

校舎の増築及び既設校舎の改修 

 

大阪狭山市立北小学校増築工事 134,393,600 校舎の増築及び既設校舎の改修 

大阪狭山市立南第二小学校プール循環ろ

過装置改修工事 
3,174,600 プール循環ろ過装置の改修 

南中学校屋内消火栓ポンプ改修工事 858,000 屋内消火栓ポンプの改修 

図書館児童閲覧室空調機改修工事 3,073,400 
図書館児童閲覧室における空調

機の改修 

 

４.その他委託等 

事 業 名 事 業 費（円） 事 業 内 容 

大阪狭山市立東小学校増築に伴う工事監

理業務 

7,260 ,000 

うち、R5 年度実績 

0 

大阪狭山市東小学校増築工事を

適切に監理するため、工事監理

業務を行いました。 

大阪狭山市立北小学校増築に伴う工事監

理業務 
6,435,000 

大阪狭山市北小学校増築工事を

適切に監理するため、工事監理

業務を行いました。 

小中学校屋内運動場熱中症対策工事に係

る設計業務  
14,855,500 

小中学校屋内運動場における安

全な教育環境の確保のため、大

風量スポットエアコン設置に向

けた設計業務を行いました。 

総合グラウンド等樹木剪定及び伐採業務 843,700 

総合グラウンドの利用者等の安

全をはかるため、樹木剪定及び

枯木伐採を行いました。 

 

 

 

       



 

子育て支援グループ 
 
１．福祉的給付金の支給状況 

 

２．児童手当支給状況 

区   分 支給延児童数(人) 支  給  額(円) 

児 童 手 当 
被 用 者 63,976 714,765,000 

0 
非被用者 12,264 137,470,000 

特 例 給 付 
被 用 者 3,506 17,530,000 

非被用者 274 1,370,000 

計 80,020 871,135,000 

 

３．児童扶養手当支給状況 

区   分 支給延児童数(人) 支  給  額(円) 

全 部 支 給                 2,667         117,081,980 

一 部 支 給                 2,199          62,545,970 

２ 子 加 算                 1,681          16,070,240 

３ 子 以 降 加 算                  429           2,581,190 

計 

       6,976 

（受給者数 379） 

（令和 6 年 3 月末現在） 

        198,279,380 

 

４．特別児童扶養手当受給状況                   

 受   給   者   数（人） 

特 別 児 童 扶 養 手 当            179 （令和 6 年 3 月末現在） 

 

５．母子生活支援施設・助産施設入所状況 

 

６．母子家庭等自立支援事業 

区           分 支給額(円) 給付者数(人) 支 給 総 額(円) 

ひとり親家庭等

児 童 給 付 金 

父母のいない児童 20,000   7 140,000 

ひとり親家庭の児童 8,000 478 3,824,000 

計  485 3,964,000 

施   設 入所件数(件) 入 所 費(円) 

母子生活支援施設 1 5,271,305 

助 産 施 設 2   894,052 

 利用者数(人) 事 業 費(円) 

自立支援教育訓練給付金 1    115,680 

高等職業訓練促進給付金 4 4,380,000 

公正証書等作成促進補助金 7   78,750 



 

７．児童遊園管理事業 

児童遊園補助状況 

 

８．ファミリー・サポート・センター事業 

 子育ての援助を依頼したい人と子育てを協力したい人が会員となる相互援助活動を支援し、安心し 

て子育てができる環境を整備しました。 

 (1)会員数                                （単位：人） 

 

(2)依頼理由別件数 

 

(3)協力活動内容別件数 

 

９．地域子育て支援拠点事業 

主に乳幼児（0～3 歳）をもつ親とその子どもが気軽に集い、交流を図りながら子育て中の負担感

を緩和し、安心して子育てができるよう、備品や玩具の清掃・消毒等の感染防止対策を徹底した上で

交流の場を提供しました。また、相談支援や一時預かりなどの支援事業を行いました。 

 

設置数(か所) 総面積(㎡) 整備費補助金(円) 借地料補助金(円) 管理費補助金(円) 

12 12,554.04 662,550 8,263,630 1,320,000 

依頼会員 協力会員 両方会員 計 

394 127 92 613 

依 頼 の 理 由 件 数 (件)   構 成 比 (％) 

仕     事     140    80.5 

会員または家族の病気・通院       3     1.7 

産 前 産 後      0       0 

そ  の  他      31     17.8 

計     174    100.0 

活 動 内 容   件 数 (件)   構成比 (％) 

保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり    10     5.8 

保育施設等までの送迎     62     35.6 

子どもの習い事等への援助     74    42.5 

そ  の  他    28     16.1 

計 174    100.0 

事 業 名 実 施 主 体 実 施 場 所 開 設 期 間 参加延べ数 
一時預かり 

事業 

子育てひろばくみのき 

大阪いずみ市

民生活協同組

合 

旧くみの木 

幼稚園内 

R5.4.1～

R6.3.31 

（237 日間） 

2,293 組 

（5,000 人） 
274 人 



 

 

１０．プレイセンター事業 

子育て家庭の親子が会員となり、子どもには「あそび」を、親には「交流」や「学習」を提供す

ることで、子育てを楽しみながら「家族が一緒に成長」していくことをめざしました。親が中心と

なり、子育てを楽しみ、地域と連携しながら、親育て・子育てにつながるよう事業運営を実施しま

した。 

 

１１．認定子育てサポーター事業 

子育てや保育の経験のある市民、子育て支援に関心のある市民を市が認定し、地域でさまざまな

子育て支援活動を展開しています。市内の公園・地区集会所での自主活動をはじめ、幼稚園・こど

も園で実施している未就園児対象のひろば事業や 3 歳児保育の補助協力を行いました。 

また、“ＵＰっぷ”の子育てひろばを利用される親子の様子を見守り、話し相手になるなどの子

育て支援活動を行いました。 

 

認定子育てサポーター 登録数 108 名（令和 6 年 3 月末時点）（Ⅰ期生：18 名、Ⅱ期生：13 名、

Ⅲ期生：15 名、Ⅳ期生：29 名、Ⅴ期生：19 名、Ⅵ期生：14 名） 

 

 (1)自主活動実績 

 

(2)“UP っぷ”（子育て交流ひろば）子育て支援活動の実績 

    活動日数：242 日 活動人数：75 人 

事 業 名 実 施 主 体 実 施 場 所 開 設 期 間 参加延べ数 
一時預かり 

事業 

わんぱくプラザ 
社会福祉法人  

光久福祉会 
池尻保育園 

R5.4.1～

R6.3.31  

（293 日間） 

668 組 

（1,462 人） 
－ 

団 体 名 活動場所 対 象 者 会員登録数(組) 参加延組数(組) 

た ん ぽ ぽ の 会 東野幼稚園 

就学前の子ども

と保護者 

休会中    

こ ぐ ま の 会 東池尻会館 17 118 

チェリービーンズ 東村公民館 休会中   

げ ん き っ ず 狭山地区会館 7     58 

ヤミー！！ 池尻自由丘会館 5  56 

ピーナッツクラブ 東野地区公民館 7  64 

きらきらきっず 川向地区公民館 8  76 

事 業 名 実施か所数（実施場所） 延実施回数（回） 参加延組数（組） 

あおぞらひろば 
8 

（大野第 6 公園・幼稚園ほか） 
41 178 

あそびのひろば 
5 

（東野地区公民館ほか） 
42 101 

子育てサポータ

ーとあそぼう！ 

１  

（ＵＰっぷ研修室）  
 4  39 

計 87 318 



 

１２．子育て支援センター“ぽっぽえん”運営事業 

生後２か月から就学前までの子どもを持つ保護者に対し、子育てに関する育児支援を行うため、

相談業務や子育て講座等の育児情報の提供を行いました。また、利用者が安心して利用できるよう、

備品や玩具の清掃・消毒等を徹底し、安全な環境を設定した上で、あそびの広場など親子の交流の

場を提供しました。 

 

 (1)あそびの広場の利用者数・登録者数                      （単位：人） 

0 歳 

1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
保護者

数 合 計 

新規 

登録者

数 

Ｒ5 年度
生まれ 

Ｒ4 年度
生まれ 

326 2,624 2,141 1,420 729 365 255 7,860 6,475 14,335 324 

 

小学校区別利用乳幼児数                           （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 その他 計 

1,218 910 1,797 1,377 354 485 1,688 31 7,860 

 

(2)主な事業実績 

  

事 業 名 延べ利用数等 内  容  等 

市民協働 73 人 

市民公益活動団体の持つ特性や能力を活用し、子育てに役

立つような親子で楽しめる講座を実施した。 

「親子体操で楽しくスキンシップ！！」 

（ボール遊び・サーキット遊び） 

「わらべ歌と絵本で子育てを楽しもう」 

（わらべ歌・絵本） 

子育て講座 

 330 人  

就学前の子どもと保護者が楽しみながら日々の生活や育児

に役立つよう、それぞれに興味・関心のある内容の講座を

実施した。 

「骨盤ケア」「ベビーヨガ」 

「ベビーマッサージ」「産後ヨガ」 

「手形アート」「パパあつまれ」 

「敬老フォトフレーム」 

「ＨＡＰＰＹへのヒント」 

～子どものイヤイヤに対処する方法～ 

「リース作り」「英語で遊ぼう」 

「ほぐしヨガ」「メモリーカード」等 

 164 人  

同じ月の誕生日の子どもと親子が集い、異年齢で楽しい時 

間を共有しながら、我が子の育ちを実感する機会として実 

施した。 

・誕生会 



 

 

 

１３．子育て支援・世代間交流センター“ＵＰっぷ”運営事業 

利用者が安心して利用できるよう、備品や玩具の清掃・消毒等を徹底し、安全な環境を設定した

上で、1 階の子育て交流ひろばでは、就学前の子育て家庭が気軽に集える、交流の場の提供をはじ

め、子育て情報の提供、相談、子育て講座等を実施しました。２階の世代間交流ひろばでは、市民

協働事業の実施、子どもや子育て家庭と世代を超えて市民が交流できる場を提供しました。 

 

 (1)利用者数・登録数 

①子育て交流ひろば（１階） 

プレイルームの利用者数・登録者数                     （単位：人） 

0 歳 

1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 保護者数 合 計 

新規 

登録者

数 

R5 年度
生まれ 

R4 年度
生まれ 

641 2,314 1,502     787 434 219 118 6,015 5,314 11,329 401 

 

小学校区別利用乳幼児数                          （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 その他 計 

2,710 306 122 190 4 795 626 1,262 6,015 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 延べ利用数等 内  容  等 

年齢別交流会   558 人 

同年齢の子どもとその保護者が他の親子と一緒にさまざま

な活動を経験したり、交流したり、親子関係を深め、安心

して子育てができるよう支援した。 

ぶどうクラブ・さくらんぼクラブ 

（0 歳児とその保護者） 

いちごクラブ（1 歳児とその保護者） 

ばななクラブ（2 歳児とその保護者）   

ボランティア 

交流会 

合同研修会 

 116 人  

・ボランティア同士のつながりを促し、活動意欲を高める

交流会       

・ファミサポ会員との合同研修会 

（登録ボランティア数 42 人） 

子育てサークル 

支援 
 1,536 人 

子育て講座に参加した親子が自主的にサークルを立ち上

げ、交流や子育て講座の講師依頼等の活動支援を行った。 

（登録団体数 16 団体） 

ＨＡＰＰＹ  

ぽっぽ  

ＤＡＹＳ  

 304 人  

地域の団体等と協力して「お楽しみコーナー」を設置し、

地域の方々と共に親子で遊び、さまざまな世代との交流を

図りながら、より楽しいひと時を過ごし親子の絆を深め

た。（10 月 19 日～21 日実施） 



 

②世代間交流ひろば（２階） 

利用登録者数                               （単位：人） 

幼児  小学生 中学生  高校生  大学・一般  計 

新規  

登録者

数  

24 144 479 1,235 566 2,448 
 

1,310 

自習室利用数                               （単位：人） 

小学生  中学生  高校生 大学・一般  計  1 日平均  

256 1,716 13,579 2,272 17,823 52.1 

 

 (2)主な事業実績 

  

事 業 名 延べ利用数等 内  容  等 

子育て講座 153 人 

・赤ちゃんのやわらか抱き方講座 

・土曜日ＵＰっぷ「赤ちゃんのやわらか抱き方講座 第 2

弾」 

・日曜日ＵＰっぷ「夏まつり」イベント 

・心を育む絵本の世界 

・親子 de 絵本ライブ 

・ベビーマッサージ 

・ぱくぱくキッチン 

交流会・その他 419 人 

・Ｗelcome!ＵＰっぷ 

 「ふたごちゃん・みつごちゃんの会」 

 「べびぃちゃんおいでよ！」 

 「とことこ」 

・夏の遊び 

子育てサークル 

支援 
636 人 

子育て講座に参加した親子が自主的にサークルを立

ち上げ、交流や子育て講座の講師依頼等の活動支援

を行った。  

（登録団体数 8 団体） 

ＵＰっぷ 

フェスタ 

「クリスマス」 
1,194 人  

認定子育てサポーター・まちライブラリーサポー  

ター・民生委員児童委員の協力により（ 12 月 20 日・  

21 日）実施した。  

「プレイルーム  クリスマス会」   

「さやりんパークであそぼう」  

ＵＰっぷ 

フェスタ 

「5 周年」 
290 人  

UP っぷ 5 周年記念イベントを実施した。  

（ 1 月 20 日）  

育児支援家庭 

訪問事業 
5 家庭 9 回 

子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭に、関係機関と

連携を図りながら訪問し支援した。 

支援員登録人数 10 人 



 

 

１４．利用者支援事業 

  育児情報や子育て講座の情報提供を行い、子育て家庭が気軽に出入りできる身近な相談窓口とし

て、子育て支援センター“ぽっぽえん”と子育て支援・世代間交流センター“ＵＰっぷ”に専門の

相談員「保育・子育てコンシェルジュ」を配置し、地域の子育て支援を行いました。 

                              （単位：件） 

 

相談内容 

計 幼 稚 園 ・ 保 育

所・こども園 
発達 育児・しつけ その他 

子育て支援 

センター 
21 21 26 17 85 

子育て支援・

世代間交流 

センター 

35 14 25 14 88 

計 56 35 51 31 173 

 

 

事 業 名 延べ利用数等 内  容  等 

認定子育てサポー

ター・育児支援員

フォローアップ 

研修 

112 人 

・絵本のひろばをもっとたのしもう～よみ方・えら

び方・とどけ方  

・発達障がい児と親子への関わりについて学ぼう  

・応急手当  

・子どもに起こりやすい事故の予防と応急手当  

他部署との 

共催事業 

（共同事業） 
116 人 

・大阪芸術大学生による「夏休みアート宿題講座」  

・教育部社会教育グループとの共催事業  

子育て応援講座  

（知ってうれしい子育てのヒント /「心を育む絵本の

世界」＆「自己免疫力アップ体操」）  

市民協働事業 270 人 

・coder dojo（プログラミング） 

・将棋ミニ講座 

・アレンジフラワー 

・「知ってうれしい子どものアレルギースキンケア」講座 

・ハンドメイド作家によるワークショップ 

世代間交流事業  182 人 

・ボードゲーム de あそぼう 

・手形パステルアート 

・赤ちゃんと来れる！みんなで歌おう“マミーズエコー” 

・ＵＶレジンでアクセサリーをつくろう 

・バレンタインしおり・ホワイトデーカードつくり 

まちライブラリー 

蔵書数 

3,440 冊 

サポーター 

登録者数 13 人  

メッセージ付きの寄贈本を通して人の縁を紡ぐ活動  

として、まちライブラリーサポーターの協力のもと  

子育て交流ひろば（プレイルーム）での出張お話会  

やしおり作りを実施した。 

まちライブラリー

サポーター事業 
100 人 

・おいでよ！絵の本ひろば 

・オリジナル豆本をつくろう 



 

１５．児童家庭相談事業 

(1)相談種別受付件数                              （単位：件） 

 （ ）内は延べ相談件数  

 

(2)年齢別件数                              （単位：件） 

 

１６．ひとり親家庭相談件数                          （単位：件） 

（ ）内は延べ相談件数  

１７．心身障がい児通園施設事業 

知的障がい児又は肢体不自由児の就学前児童を対象に、自立生活に必要な機能訓練等を行う通園

施設に、南河内地域 3 市 2 町 1 村で同施設の円滑な運営を図るため一般運営費を負担しました。ま

た、利用希望者について 6 市町村と入所調整を行いました。 

本市からの通園児数  本市負担額  

15 人  9,808,750 円  

 

１８．発達障がい児等支援事業 

発達障がい児や発達のサポートが必要な子どもたちが、家族や学校園・地域の人たちとともに、

より豊かで幸せに自尊心を持って自立した生活ができるよう支援しました。 

(1)「手をつな GO！」事業 

①療育事業 

対 象 者：小学校 3 年生までの子どもと保護者 

    療育児童数：20 人  隔週 1 回 1 時間 

ペアレントトレーニング：5 人  5 回とフォローアップ 1 回 計 6 回実施 

 養護相談 保健相談 障がい相談 非行相談 育成相談 その他の相談 計 

子育て支援 

グループ 
302(1,872) 1(1) 41(101) 1(2) 52(73)     0(0) 397(2,049) 

子育て支援・

世代間交流 

センター 

20(153) 0(0) 64(199) 0(0) 3(5) 1(3) 88(360) 

計 322(2,025) 1(1) 105(300) 1(2) 55(78) 1(3) 485(2,409) 

 

 

幼児前期 

0～2 才 

幼児後期 

3～5 才 

小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 中卒以上 計 

子育て支援 

グループ 
107 115 54 34 44 43 397 

子育て支援・

世代間交流 

センター 

37 46 2 0 1 2 88 

計 144 161 56 34 45 45 485 

 
生 活 一 般 相 談 

（資格取得・養育費等） 

児 童 相 談 

(教育・養育等) 

経済支援・生活援護相談 

（母子寡婦・児童扶養手当等） 
計 

母子家庭 58（94） 5（8） 20（23） 83(125) 

父子家庭 2（2） 0（0） 2（2） 4(4) 

計 60（96） 5（8） 22（25） 87(129) 



 

②相談事業 

対 象 者：中学校 3 年生までの子どもの保護者や教職員・関係者 

    相談延件数：272 件  

(2)発達障がい療育等支援事業 

    療育児童数：0 人 

 

１９．子育て情報提供事業 

  スマートフォンやタブレット等にアプリをダウンロードすることで、市内の子育てに関する情報

（イベント、講座、支援情報、予防接種など）を閲覧することができます。令和 5 年 7 月に新しい

アプリを導入し、予防接種のスケジュールを自動作成する機能等、より充実した使いやすいアプリ

に変更しました。また、子どもの年齢に応じた情報を配信し、子育て家庭への支援の充実を図りま

した。 

   ダウンロード件数：751 件（再登録者含む） 配信件数：1,236 件 

 

２０．物価高騰対策給付金事業 

  物価高騰の影響により、子育て世帯の負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、次のと

おり、特別給付金を支給しました。 

 

名 称 対 象 支 給 額 実 績 額 

子育て世帯生活支援特別 

給付金 

（ひとり親世帯分） 

・令和 5 年 3 月分の児童扶養手当受給者 

・公的年金の受給により、令和 5 年 3 月

分の児童扶養手当の支給を受けていな

い人 

・家計が急変し、児童扶養手当と同水準

の収入となった人 

児童ひとり 

50,000 円 

36,050,000 円 

子育て世帯生活支援特別 

給付金（その他世帯分） 

令和 5 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の児

童（特別児童扶養手当の支給要件に該当

する障がい児の場合、20 歳未満）を養

育する父母等で令和 5 年度の市町村民税

（均等割）が非課税の人または令和 5 年

1 月 1 日以降の収入が急変し、市町村民

税非課税相当の収入となった人 

（令和 6 年 2 月末までに生まれた新生児

等を含む。） 

児童ひとり 

50,000 円 

46,750,000 円 

 

２１．出産・子育て応援事業 

  核家族化や地域のつながりの希薄化により、孤立感や不安を抱く妊婦、子育て家庭が増えている

中で、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境をめざし、妊娠中から出

産・子育てまでの経済的支援として、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給を行いました。 

  

名 称 支給人数 (人 ) 支 給 額 実 績 額 

出 産 応 援 ギ フ ト 388 妊 婦 ひ と り 50,0 00 円 19,400,000 円  

子育て応援ギフト  407 子どもひとり 50,000 円 20,350,000 円  



 

保育・教育グループ 
 

１．保育所・認定こども園等利用状況 

子ども・子育て支援新制度に基づき、保育所や認定こども園等を利用する子どもにかかる施設型

給付費、地域型保育給付費等を支給しました。 

 

(1)保育所 

   ＊保育所における公定価格は施設型給付費相当額を表しています。 

 

(2)認定こども園 

施 設 名 
延利用児童数

(人) 
公定価格  

(円 ) 

利用者負担額  
（保育料）  

(円 ) 

国・府負担金  
及び補助金等  

（円）  

市負担金  
（円）  

池尻保育園 
1,529 

(月当たり 127.5) 
153,308,730 16,510,230 102,637,676 34,160,824 

ルンビニ保育園 
1,037 

(月当たり 86.5) 
115,301,760 8,850,600 79,840,696 26,610,464 

花梨つばさ保育園 
1,652 

(月当たり 137.7) 
150,789,180 19,170,700 98,741,341 32,877,139 

夢の実保育園 
675 

(月当たり 56.3) 
88,563,440 10,087,830 58,820,992 19,654,618 

他市保育所 
25 

(月当たり 2.1) 
2,547,640 142,200 1,743,101 662,339 

計 4,918 510,510,750 54,761,560 341,783,806 113,965,384 

施 設 名 
延利用児童数 

(人) 
公定価格 

(円) 

施設型 
給付費 
（円） 

利用者  
負担額  
(円 ) 

国・府負担金  
及び補助金等  

（円）  

市負担金  
（円）  

山本こども園 1,284 

(月当たり 107) 

171,305,440 160,205,130 11,100,310 117,325,100 42,880,030 

大野台こども園 2,759 

(月当たり 230) 

233,246,495 210,584,535 22,661,960 153,463,220 57,121,315 

つぼみこども園 1,857 

(月当たり 154.8) 

208,776,990 188,966,140 19,810,850 138,523,479 50,442,661 

大谷さやまこども園 2,623 

(月当たり 218.6) 

218,671,880 204,471,570 14,200,310 148,779,038 55,692,532 

池尻ななこども園 1,545 

(月当たり 128.8) 

178,560,510 159,505,510 19,055,000 117,345,103 42,160,407 

きらりこども園 2,404 

(月当たり 200.4) 

221,099,520 200,131,270 20,968,250 148,061,303 52,069,967 

他市認定こども園 3,118 

(月当たり 259.9) 

259,459,486 251,935,336 7,524,150 178,927,478 73,007,858 

計 15,590 1,491,120,321 1,375,799,491 115,320,830 1,002,424,721 373,374,770 



 

 (3)地域型保育事業 

 

２．市立こども園・幼稚園 

(1)利用状況                                  （単位：人） 

 

(2)教育・保育費用                （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)預かり保育利用状況 

施設名  実施日数(日) 
利用児童数

(人) 
一日平均利用
児童数(人) 

こ ど も 園 222 572 2.58 

東   幼 稚 園 234 2,497 10.67 

半  田  幼 稚 園 236 2,283 9.67 

東  野  幼 稚 園 236 1,415 6.00 

計 ― 6,767 28.92 

施 設 名 
延利用児童数 

(人) 
公定価格 

(円) 
施設型給付費 

（円） 

利用者  
負担額  
(円 ) 

国・府負担金  
及び補助金等  

（円）  

市負担金  
（円）  

サニーサイド 33 

(月当たり 2.8) 

10,074,150 9,348,550 725,600 7,171,636 2,176,914 

西山台くじら

小規模保育園 

178 

(月当たり 14.9) 

42,777,940 38,313,390 4,464,550 29,375,739 8,937,651 

他市小規模保

育事業所 

22 

(月当たり 1.9) 

5,917,020 5,213,870 703,150 3,993,254 1,220,616 

計 233 58,769,110 52,875,810 5,893,300 40,540,629 12,335,181 

施設名  0 歳児  1 歳児  2 歳児  3 歳児  4 歳児  5 歳児  計  

こども園（保育） 101 206 286 327 349 334 1,603 

こども園（教育）    84 96 123 303 

東幼稚園    307 312 324 943 

半田幼稚園    185 202 240 627 

東野幼稚園    150 168 156 474 

計 101 206 286 1,053 1,127 1,177 3,950 

施 設 名 公定価格  施設型給付費  利用者負担額  

こども園（保育） 107,037,580 93,620,180 13,417,400 

こども園（教育） 10,130,280 10,130,280      0 

東幼稚園 29,836,110 29,836,110          0 

半田幼稚園 24,636,510 24,636,510          0 

東野幼稚園 18,730,080 18,730,080          0 

計 190,370,560 176,953,160 13,417,400 



 

３．子育てのための施設等利用費 

  私立幼稚園の入園料・保育料のほか、預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業等の利用に

係る施設等利用費を支給しました。 

 

４．保育料収入状況 

(1)保育負担金 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 55,059,460 54,761,560 0 297,900 99.5 

過年分 

（滞納繰越分） 
5,274,028 423,280 496,800 4,353,948  8.9 

 

(2)認定こども園保育料（保育認定分） 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 13,417,400 12,952,700 0 464,700 96.6 

過年分 

（滞納繰越分） 
1,462,140 92,000 275,700 1,094,440  7.8 

 ※施設型給付費を除く。 

 

(3)幼稚園保育料 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 73,202,700 73,202,700 0 0 100.0 

過年分 

（滞納繰越分） 
335,580 0 0 335,580   0.0 

 

(4)認定こども園保育料（教育認定分） 

区分 
調定額 

(円) 

収入額 

（円） 

不納欠損額 

（円） 

収入未済額 

（円） 

徴収率 

（％） 

現年分 10,130,280 10,130,280 0 0 100.0 

過年分 

（滞納繰越分） 
43,620 0 0 43,620   0.0 

 

事業区分 
延利用児童数

(人) 
施設等利用費  

(円 ) 

国・府負担金  
及び補助金等

（円）  

市負担金  
（円）  

私立幼稚園保育料等 
2,283 

(月当たり 190.3) 
56,690,193 42,517,644 14,172,549 

預かり保育利用料 
     1,504 
(月当たり 125.3) 

5,824,430 4,368,322 1,456,108 

認可外保育施設利用料 
45 

(月当たり 3.8) 
1,665,000 1,248,750 416,250 

一時預かり保育利用料  
     4 
(月当たり 0.3) 

39,600 29,700 9,900 

計 3,836 64,219,223 48,164,416 16,054,807 



 

放課後こども支援グループ 
 

１．放課後児童会実施概要 

就労または疾病等により、昼間保護者が家庭にいない小学１年生から６年生を対象に、適切な遊

びの場や生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的として放課後児童会を開設しました。 

 

【平均入会児童数】 

(1)公設放課後児童会（開設場所：全小学校）                 （単位：人） 

東 西 南第一 南第二 南第三 北 第七 計 

5 クラス 3 クラス 1 クラス 3 クラス 1 クラス 4 クラス 4 クラス 21 クラス 

174 100 46 105 37 149 151 762 

 

(2)運営事業費補助対象民間放課後児童会（開設場所：各民間放課後児童会施設）（単位：人） 

リッジインター 

ナショナル学童 

きらりこども園 

放課後児童会 

大野台こども園 

放課後児童会 
計 

1 クラス 1 クラス 1 クラス 3 クラス 

12 33 23 68 

※令和５年度は、3 つの民間事業者と連携・協力し、待機児童対策を推進しました。 

 

２．負担金の収入状況（公設放課後児童会） 

 (1)放課後児童会保護者負担金 

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 入 額 

(円) 

不納欠損額

(円) 

未収入額 

(円) 

徴収率 

(％) 

現年(度)分 39,497,500 39,297,500 0 200,000 99.5 

過年(度)分

(滞納繰越分     ) 
803,500 103,000 0 700,500 12.8 

 計 40,301,000 39,400,500 0 900,500 97.8 

 

 (2)放課後児童会延長利用負担金 

区 分      
調 定 額 

(円) 

収 入 額 

(円) 

不納欠損額

(円) 

未収入額 

(円) 

徴収率 

(％) 

現年(度)分 2,534,250 2,511,300 0 22,950 99.1 

過年(度)分

(滞納繰越分     ) 
84,300 18,900 0 65,400 22.4 

 計 2,618,550 2,530,200 0 88,350 96.6 

 

 

 

 



 

３．放課後児童支援員の状況 

 (1)放課後児童支援員数                  令和 5 年 5 月 1 日時点（単位：人） 

総括支援員 放課後児童支援員 放課後児童支援員補助員 

2 57 54 

※委託先及び運営事業費補助対象民間放課後児童会雇用人数を含む。 

 

(2)放課後児童支援員研修 

実施日 研修名 講師等 
受講者数

（人） 

5 月 17 日 

放課後児童支援員研修会（第一

回） 

アンガーマネジメント研修 

「イライラと上手に付き合うため

に」 

キャリアインプルーブ 

代表 米山 万由美 氏 
47 

6 月 20 日 

放課後児童支援員研修会（第二

回） 

保健安全研修会 

「ケガの手当や児童の疾病、性教

育について」 

市立北小学校 養護教諭 

泉 環 氏 
36 

7 月 14 日 

放課後児童支援員研修会（第三

回） 

「多様なニーズのある子どもの理

解と支援について」 

大阪大谷大学 教授  

小田 浩伸 氏 
43 

9 月 19 日 

放課後児童支援員研修会（第四

回） 

「子どもの発達と支援の在り方に

ついて」 

一般社団法人 発達支援

ルーム「まなび」理事 

苫廣 みさき 氏 

40 

10 月 19 日 

放課後児童支援員研修会（第五

回） 

「クラフト実技を通じた支援員交

流会」 

東放課後児童会  

林 明日香 氏 
41 

11 月 20 日 

放課後児童支援員研修会（第六

回） 

「食物アレルギーを持つ児童への

対応について」 

独立行政法人大阪府立病

院機構大阪はびきの医療

センター 亀田 誠 氏 

44 

令和 6 年 1 月 29 日 

～2 月 2 日 

（オンライン研修） 

全国こどもの健全育成リーダー養

成セミナー 

「こどもの声からはじまる居場所

づくり」 

・一般財団法人  

児童健全育成推進財団 

・こども家庭庁 

1 



 

実施日 研修名 講師等 
受講者数

（人） 

①令和 6 年 2 月 5 日 

②令和 6 年 2 月 13 日 

③令和 6 年 2 月 19 日 

④令和 6 年 2 月 28 日 

（オンライン研修） 

① 子どもの集団づくりとあそび

（高学年を含む学童づくり

等） 

② 子どもの人権と倫理 

③ 放課後児童クラブにおける安

全計画 

④ 要支援児童等（要支援児童、

要保護児童及びその保護者

（ヤングケアラーを含む））

への対応 

①大阪健康福祉短期大学

教授 代田 盛一郎 氏 

②大阪大谷大学 教授  

長瀬 美子 氏 

③吹田市学童保育指導員

（放課後児童支援員） 

川崎 みゆき 氏 

④佛教大学 教授 

・伊部 恭子氏 

・一般社団法人こもれび 

水流添 真 氏 

①15 

②22 

③13 

④13 

 

 



議会事務局 
 

１．議員報酬、期末手当 

区         分    金  額 （円） 対  象  人  員 

報               酬 80,419,033  

14 人 
期末手当  

 令和 5 年 6 月 12,833,550  

 令和 5 年 12 月 17,199,750  

計 30,033,300  

 

２．議員共済会費等 

区         分 金               額 （円） 

議 員 共 済 会 公 費 負 担 金 25,401,600  

議 員 共 済 会 事 務 費 負 担 金 195,000  

計 25,596,600  

 

３．議会だより等 

発行号数 

発 行 日 
ページ 

発行部数 

配布部数

(部) 

印 刷 製 本 費 

配布業務委託料

(円) 

声の議会だより 

作成業務委託料

(円) 

内       容 

№224 

令和 5. 5.1 
12 

  27,800 

  26,997 

   245,863 

   145,216 
   14,000 

令和 4 年招集 

3 月定例月議会 

№225 

令和 5. 6.1 
4 

  27,700 

  27,008 

   81,659 

   56,817 
      － 

令和 5 年招集 

5 月開会議会 

№226 

令和 5. 8.1 
12 

  27,750 

  27,012 

   245,421 

   145,297 
   14,000 

令和 5 年招集 

6 月定例月議会 

№227 

令和 5.11.1 
12 

  27,800 

27,069   

   245,863 

   128,780 
   14,000 

令和 5 年招集 

9 月定例月議会 

№228 

令和 6. 2.1 
12 

  27,800 

27,074   

   245,863 

   145,630 
   14,000 

令和 5 年招集 

12 月定例月議会 

小 計 52 
 138,850 

 135,160 

  1,064,669 

   621,740 
   56,000 

 

議会報告会等の案内 
27,600 

 27,069 

   182,160 

   151,856 
      － 

 

議会だより等事業計 2,076,425  

 

４．議会情報配信  

業  務  名  業 務 内 容  委託料 (円) アクセス件数  

会議録検索システム及び  

ホ ー ム ペ ー ジ 配 信 業 務  
配信月数     12 ヶ月   792,000 

議会ホームページ  

71,918 件 

 

本会議録画映像  

（閲覧数）  

1,608 件  

議会ホームページ管理業務 管理月数     12 ヶ月   158,400 

本会議録画映像編集業務  編集延時間  55 時間 30 分    61,050 

議会情報配信事業計   1,011,450  

 



５．議員研修・行政視察 

年 月 日 視 察 ・ 研 修 事 項 研修（視察）先 
参加 

人数 

令和 5. 5.17 

     ～  5.19 
第２７回自治体総合フェア２０２３ 東京都江東区 1 

令和 5. 5.20 

     ～  5.21 
中国・四国・九州地区生涯学習実践研究交流会 福岡県糟屋郡 2 

令和 5. 8. 7 日本公共政策研究センター「稼ぐ自治体」 大阪府大阪市 1 

令和 5. 8. 8 

     ～  8.10 

令和５年度市町村議会議員研修「地方議員のための政策

法務～政策実現のための条例提案に向けて～」 
滋賀県大津市 1 

令和 5. 8.17 

     ～  8.18 
令和５年度市町村議会議員研修「自治体予算を考える」 滋賀県大津市 4 

令和 5. 8.19 

     ～  8.20 
未来の先生フォーラム 2023 東京都新宿区 1 

令和 5.10.12 

     ～  10.13 
第８５回全国都市問題会議 青森県八戸市 4 

令和 5.10.17 行政視察「タブレット端末の導入・運用について」 大阪府松原市 14 

令和 5.10.25 

     ～  10.26 
第１８回全国市議会議長会研究フォーラム 福岡県北九州市 4 

令和 5.10.27 
大阪公立大学公開シンポジウム 「『再都市化』と都心

コミュニティ」 
大阪府大阪市 1 

令和 5.11.15 
第６３回大阪府市議会議員研修会「脳を知り、脳を育み、

脳を鍛える」 
大阪市中央区 14 

令和 5.12. 4 
大阪公立大学公開シンポジウム 「ウェルビーングとビ

ジネス、地域づくり」 
大阪府大阪市 1 

令和 6. 1. 19 

大阪府中部市議会議長会議員研修会「生成 AI の衝撃！

人工知能時代をどう生きるか ～自治体と市議会への

影響＆市議会議員としての対応～」  

大阪府八尾市 14 

令和 6. 1. 28 
もったいないやん活動隊養成講座「食品ロス削減につい

て深く学び、啓発活動等をする力をつける」 
大阪府守口市 1 

令和 6. 2. 21 
もったいないやん活動隊養成講座「食品ロス削減につい

て深く学び、啓発活動等をする力をつける」体験実習 
大阪府守口市 1 

 

６．他市町村等からの行政視察 

年  月  日 視    察    事    項 市 町 村 名 等 
視察 

人数 

令和 5. 7. 6 ごみの戸別収集 
大阪府河内長野

市 
4 

令和 5. 8.24 スポットエアコンについて 大阪府松原市 17 

令和 5.10. 2 さやりんポイント事業について  栃木県小山市 7 

令和 5.10.12 重層的支援体制整備事業について  栃木県宇都宮市 11 

令和 5.10.23 議会活性化と透明性の向上の取組について  山形県長井市 8 

令和 5.11.14 ごみの減量化の取組について  愛媛県東温市 8 

令和 5.11.14 子育て支援事業について  北海道音更町 3 

令和 5.11.24 大阪狭山市議会について 
日本政物多様性

保全チーム 
1 

令和 6. 1.17 通年議会について  佐賀県武雄市 7 

令和 6. 1.24 8050 問題について（重層的支援体制整備事業について） 東京都稲城市 9 



７．議事 

(1)本会議の状況 

区      分 

開催 

日数 

（日） 

会議延時間 

会議録 

ページ数 

（頁） 

会議録作成及び会議録 

検索システム用データ 

作成業務委託料 

令和４年 

招 集 

4 月緊急議会 1 2 分 1 1,820 円 

第 2回 4月緊急議会 1 9 分 6 10,923 円 

4 月閉会議会 ― ― 2 3,641 円 

令和５年 

招 集 

5 月開会議会 1 42 分 10 18,205 円 

6 月定例月議会 4 13 時間 38 分 194 397,233 円 

9 月定例月議会 4 13 時間 40 分 200 364,100 円 

12 月定例月議会 5 11 時間 42 分 177 322,228 円 

1 月緊急議会 1 9 分 6 10,923 円 

3 月定例月議会 5 15 時間 15 分 228 415,074 円 

計 22 55 時間 17 分 824 1,544,147 円 

(2)常任委員会等の状況 

区        分 
開催 
日数 
(日) 

会議延時間 
会 議 録 
ページ数 

(頁) 

会議録作成及び会
議録検索システム
用データ作成業務
委託料 

令和  

5 年 

招集  

6月定例月

議会 

建設厚生常任委員会 1 2 時間 05 分 
53 96,486 円 

総務文教常任委員会 1 1 時間 22 分 

予算決算常任委員会 1 2 時間 32 分 41 74,640 円 

9月定例月

議会 

建設厚生常任委員会 1 3 時間 19 分 
57 103,768 円 

総務文教常任委員会 1 5 分 

予算決算常任委員会 2 9 時間 10 分 134 243,947 円 

12 月定例

月議会 

建設厚生常任委員会 1 1 時間 02 分 
30 54,615 円 

総務文教常任委員会 1 29 分 

予算決算常任委員会 1 1 時間 28 分 26 47,333 円 

3月定例月 

議会 

建設厚生常任委員会 1 51 分 
28 50,974 円 

総務文教常任委員会 1 32 分 

予算決算常任委員会 3 13 時間 48 分 213 387,766 円 

常任委員会 計 

建設厚生常任委員会 4 7 時間 17 分 

582 1,059,529 円 総務文教常任委員会 4 2 時間 28 分 

予算決算常任委員会 7 26 時間 44 分 

特別委員会 

議会改革特別委員会 4 2 時間 26 分 49 89,204 円 

狭山ニュータウン 

再生調査特別委員会 
3 5 時間 20 分 80 145,640 円 

その他会議 34 30 時間 51 分 363 660,842 円 

合計 56 75 時間 06 分 1,074 1,955,215 円 



(3)会議状況 R6.3.31時点 

区  分 議会 
期間 

本 

会 

議
（
回
） 

委員会           市   長   提   出       （件）      議 員 提 出  （件） 選 
 

挙
（
件
） 

傍 

聴 

者
（
人
） 

常 

任
（
回
） 

特 

別
（
回
） 

種     類     別 議   決   態   様   別 種  類  別 議決態様別 

条

例 

予

算 

決

算 

報

告 

そ

の

他 

原
案
可
決 

修
正
可
決 

否

決 

同

意 

承

認 

認

定 

不

認

定 

そ

の

他 

決

議 

意

見

書 

条

例 

そ

の

他 

原
案
可
決 

否

決 

そ

の

他 招集  

令和
4 年 

4 月 
緊急議会 

5.4.3 1                       1 

第 2回 
4 月 

緊急議会 
5.4.14 1    1    1                

令和 
5 年 

5 月 
開会議会 

5.5.16 1  

7 

    2      2      1  1   3  

 6 月 
定例月 
議会 

5.6.1 
 

6.27 
4 3 10 2  5 25 13   19    10 2   2    54 

 9 月 
定例月 
議会 

5.8.31 
 

9.27 
4 4 8 6 11 3 24 14   24  11  3 1 1  1 1   40 

 12 月 
定例月 
議会 

5.11.30 
 

12.22 
5 3 7 11   5 23        3   3    43 

 １月 
緊急議会 

6.1.15 1   1    1                

 3 月 
定例月 
議会 

6.2.28 
 

 3.26 
5 5 12 20   2 34        3 3 3 9    31 

計 22 15 7 37 41 11 8 58 86   45  11  13 9 5 3 16 1  3 136 

 



選挙管理委員会事務局  

 

１．選挙管理委員会開催状況  
 

年  月  日  内         容  

令和 5． 4． 9 大阪府知事選挙に関する事項について  

令和 5． 4．15 
在外選挙人名簿の登録及び登録の移転を行うことについて  

大阪狭山市議会議員一般選挙及び大阪狭山市長選挙に関する事項について  

令和 5． 4．23 大阪狭山市議会議員一般選挙及び大阪狭山市長選挙に関する事項について  

令和 5． 6． 1 選挙人名簿の定時登録を行うことについて  

令和 5． 9． 1 

選挙人名簿の定時登録を行うことについて  

在外選挙人名簿の登録の移転を行うことについて  

選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について  

裁判員候補者の割当員数等について  

検察審査員候補者の割当員数等について  

令和 5．12． 1 
選挙人名簿の定時登録を行うことについて  

在外選挙人名簿の抹消を行うことについて  

令和 6． 3． 1 
選挙人名簿の定時登録を行うことについて  

選挙人名簿の登録の日の変更について  

 



２．大阪府議会議員選挙及び大阪府知事選挙  

  令和 5 年 4 月 9 日に執行されました。投票区別投票者数等（知事選挙）については、

次のとおりです。※大阪府議会議員選挙は、無投票となりました。  

 
投

票
区
番

号  

区 域 概 略      

当 日 有 権 者 数       (人 ) 投 票 者 数     (人 ) 投票率  

男  女  計  男  女  計  男  女  計  

1 
狭山 2～4/東池尻 3/半

田 6/池尻中 2 
1,493  1,730  3,223  772  895  1,667  51.71% 51.73% 51.72% 

2 
茱萸木 1、3/今熊 1～

3、5～7/池之原 3 
1,475  1,697  3,172  628  750  1,378  42.58% 44.20% 43.44% 

3 大野東、中、西 377  407  784  137  172  309  36.34% 42.26% 39.41% 

4 半田 1～5/金剛 1 1,698  2,018  3,716  763  917  1,680  44.94% 45.44% 45.21% 

5 
山本北、中、東、南/池之原/

岩室 
1,338  1,416  2,754  552  597  1,149  41.26% 42.16% 41.72% 

6 
池尻北/池尻中 1/池尻自由丘

1、2 
1,051  1,216  2,267  528  626  1,154  50.24% 51.48% 50.90% 

7 東野東、中、西 1,061  1,122  2,183  499  540  1,039  47.03% 48.13% 47.60% 

8 
茱萸木 6～8/東茱萸木 2

～4 
1,505  1,626  3,131  598  674  1,272  39.73% 41.45% 40.63% 

9 
西山台 1～3、6/今熊 2/

茱萸木 4 
1,418  1,749  3,167  708  913  1,621  49.93% 52.20% 51.18% 

10 大野台 1～4/大野東 1,268  1,566  2,834  658  802  1,460  51.89% 51.21% 51.52% 

11 西山台 4 584  876  1,460  191  334  525  32.71% 38.13% 35.96% 

12 西山台 5、6/今熊 3、4 1,459  1,718  3,177  558  715  1,273  38.25% 41.62% 40.07% 

13 
大野台 3～7/大野中、

西 
1,643  1,972  3,615  851  1,003  1,854  51.80% 50.86% 51.29% 

14 
金剛 2/狭山 1、4、5/東

池尻 1/半田 6 
1,411  1,780  3,191  646  852  1,498  45.78% 47.87% 46.94% 

15 東池尻/池尻北 2 1,224  1,339  2,563  567  607  1,174  46.32% 45.33% 45.81% 

16 池尻中/池尻自由丘 3 1,310  1,449  2,759  618  698  1,316  47.18% 48.17% 47.70% 

17 
茱萸木 2、4、5/東茱萸

木 1 
1,557  1,810  3,367  707  834  1,541  45.41% 46.08% 45.77% 

合    計  21,872  25,491  47,363  9,981  11,929  21,910  45.63% 46.80% 46.26% 

 



３．大阪狭山市議会議員一般選挙及び大阪狭山市長選挙  

  令和 5 年 4 月 23 日に執行されました。投票区別投票者数等（市長選挙）については、

次のとおりです。  

 
投

票
区
番

号  

区 域 概 略      

当 日 有 権 者 数       (人 ) 投 票 者 数     (人 ) 投票率  

男  女  計  男  女  計  男  女  計  

1 
狭山 2～4/東池尻 3/半

田 6/池尻中 2 
1,494 1,736 3,230 794 956 1,750 53.15% 55.07% 54.18% 

2 
茱萸木 1、3/今熊 1～

3、5～7/池之原 3 
1,475 1,698 3,173 649 748 1,397 44.00% 44.05% 44.03% 

3 大野東、中、西 377 408 785 170 212 382 45.09% 51.96% 48.66% 

4 半田 1～5/金剛 1 1,695 2,018 3,713 757 894 1,651 44.66% 44.30% 44.47% 

5 
山本北、中、東、南/池之原/

岩室 
1,338 1,420 2,758 572 633 1,205 42.75% 44.58% 43.69% 

6 
池尻北/池尻中 1/池尻自由丘

1、2 
1,046 1,212 2,258 534 635 1,169 51.05% 52.39% 51.77% 

7 東野東、中、西 1,058 1,120 2,178 541 596 1,137 51.13% 53.21% 52.20% 

8 
茱萸木 6～8/東茱萸木 2

～4 
1,505 1,622 3,127 590 646 1,236 39.20% 39.83% 39.53% 

9 
西山台 1～3、6/今熊 2/

茱萸木 4 
1,418 1,751 3,169 705 921 1,626 49.72% 52.60% 51.31% 

10 大野台 1～4/大野東 1,263 1,562 2,825 678 831 1,509 53.68% 53.20% 53.42% 

11 西山台 4 581 873 1,454 224 399 623 38.55% 45.70% 42.85% 

12 西山台 5、6/今熊 3、4 1,460 1,718 3,178 599 755 1,354 41.03% 43.95% 42.61% 

13 
大野台 3～7/大野中、

西 
1,641 1,974 3,615 847 1,020 1,867 51.61% 51.67% 51.65% 

14 
金剛 2/狭山 1、4、5/東

池尻 1/半田 6 
1,412 1,782 3,194 642 864 1,506 45.47% 48.48% 47.15% 

15 東池尻/池尻北 2 1,226 1,341 2,567 573 642 1,215 46.74% 47.87% 47.33% 

16 池尻中/池尻自由丘 3 1,310 1,448 2,758 644 723 1,367 49.16% 49.93% 49.56% 

17 
茱萸木 2、4、5/東茱萸

木 1 
1,557 1,813 3,370 702 862 1,564 45.09% 47.55% 46.41% 

合    計  21,856 25,496 47,352 10,221 12,337 22,558 46.77% 48.39% 47.64% 

 



 

４ . 選挙人名簿の定時登録  

選挙人名簿の定時登録を令和 5 年 6 月、 9 月、 12 月、令和 6 年 3 月に行いました。こ

のうち令和 6 年 3 月 1 日を基準日及び登録日とする投票区別の登録者数は、次のとおり

です。   
 

投票区 

番 号 
区  域  概  略 

登  録  者  数（人） 

男 女 計 

1 狭山 2～4／東池尻 3／半田 6／池尻中 2 1,512 1,754 3,266 

2 茱萸木 1、3／今熊 1～3、5～7／池之原 3 1,489 1,720 3,209 

3 大野東、中、西 394 422 816 

4 半田 1～5／金剛 1 1,733 2,038 3,771 

5 山本北、中、東、南／池之原／岩室 1,336 1,421 2,757 

6 池尻北／池尻中 1／池尻自由丘 1、2 1,056 1,220 2,276 

7 東野東、中、西 1,049 1,125 2,174 

8 茱萸木 6～8／東茱萸木 2～4 1,553 1,673 3,226 

9 西山台 1～3、6／今熊 2／茱萸木 4 1,457 1,770 3,227 

10 大野台 1～4／大野東 1,261 1,575 2,836 

11 西山台 4 566 856 1,422 

12 西山台 5、6／今熊 3、4 1,489 1,744 3,233 

13 大野台 3～7／大野中、西 1,642 1,974 3,616 

14 金剛 2／狭山 1、4、5／東池尻 1／半田 6 1,441 1,808 3,249 

15 東池尻／池尻北 2 1,253 1,359 2,612 

16 池尻中／池尻自由丘 3 1,341 1,475 2,816 

17 茱萸木 2、4、5／東茱萸木 1 1,595 1,837 3,432 

合     計 22,167 25,771 47,938 

 

５．選挙啓発事業  

選挙への関心を深め、投票率向上のため、大阪府議会議員選挙及び大阪府知事選挙並びに大

阪狭山市議会議員一般選挙及び大阪狭山市長選挙の期日前投票期間中に市内主要箇所での啓発

物品を配布しました。 

投票済証の裏面に市のフォトコンテスト入賞作品やポスターコンクール入賞作品を活用したりす

るなど、より親しみやすいデザインに変更しました。 

若者の選挙への理解、関心を深めるため、選挙人名簿に新たに登録される新有権者に対してお知

らせを送付しました。 

公民連携・協働推進グループ主催のもと、大阪府立狭山高等学校との連携授業として、２年生を

対象に「若者の投票について」の講義及び投票率の向上についてのグループワークを行いました。 



監査委員事務局 
 
１．監査の実施状況 
 

種  別 内  容 項目・対象等 実施月 

例月出納検査 

地方自治法第 235 条の 2 第 1 項の

規定に基づき、会計管理者及び下水

道事業管理者の権限に属する現金の

出納検査を行いました。 

 

令和5年4月 

 12回 

令和6年3月 

決 算 審 査 

地方自治法第 233 条第 2 項及び地

方公営企業法第 30 条第 2 項の規定

に基づき、決算に関する証憑書類、

その他関係法令で定める書類審査を

行いました。 

一般会計・特別会計（令和 4 年度

歳入歳出決算について） 
令和5年8月 

下水道事業会計 

（令和 4年度決算について） 
令和5年6月 

基金運用審査 

地方自治法第 241 条第 5 項の規定

に基づき、基金運用状況に関する証

憑書類の審査を行いました。 

各 基 金 令和5年8月 

財政健全化審査 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第 3 条第 1 項の規定に基づ

き、健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の審

査を行いました。 

・実質赤字比率 

・連結実質赤字比率 

・実質公債費比率 

・将来負担比率 

令和5年8月 

経営健全化審査 

地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第 22 条第 1 項の規定に基

づき、資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の審

査を行いました。 

下水道事業会計 令和5年8月 

定 期 監 査 

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2

項及び第 4 項の規定に基づき、財務

等に関する事務の執行が適正かつ効

率的に行われているか監査を行いま

した。 

政策推進部 

人事グループ 
令和5年10月 

政策推進部 

広報プロモーショングループ 

 危機管理室 

令和5年11月 
政策推進部 

企画グループ 

 大阪狭山市立南中学校 

政策推進部 

秘書グループ 
令和5年12月 

政策推進部 

公民連携・協働推進グループ 

財政援助団体等

監査 

地方自治法第 199 条第 7 項の規定

に基づき、出納その他の事務の執行

が適正に処理されているか監査を行

いました。 

特定非営利活動法人 

大阪狭山アクティブエイジング 

（市民活動支援センター） 

令和5年12月 

特定非営利活動法人 

南中学校区円卓会議 
令和6年1月 

 



固定資産評価審査委員会事務局  

 

１．固定資産評価審査申出状況 

  令和５年度においては、固定資産評価に対する審査申出は、ありませんでした。 

 

２．固定資産評価審査委員会開催状況 
  

年  月  日  内         容  

令和 6. 1.17 委員長及び委員長代理の選出について  

 

３．固定資産評価審査委員会委員研修状況 

年  月  日  内         容  

令和 6. 1.17 固定資産税の概要について  

 
 
 
 
  

 



農業委員会事務局 

 

１．農業委員会の開催状況 

年 月 日 内         容  

令和 5. 5.10 
農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について確認の件 

専決処理の報告について 

令和 5. 6. 9 
農地法第 3 条の規定による許可申請について 

専決処理の報告について 

令和 5. 7.10 

農地法第 3 条の規定による許可申請について 

農地法第 4 条の規定による許可申請に係る意見の決定について 

専決処理の報告について 

令和 5. 8.10 

農地法第 5 条の規定による許可申請に係る意見の決定について 

農用地利用集積計画の作成の決定について 

大阪狭山市農業経営基盤強化促進基本構想の変更に係る意見の決定について 

専決処理の報告について 

令和 5. 9.11 
農地法第 4 条の規定による許可申請に係る意見の決定について 

専決処理の報告について 

令和 5.10.10 
相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認の件 

専決処理の報告について 

令和 5.11.10 
農地法第 5 条の規定による許可申請に係る意見の決定について 

専決処理の報告について 

令和 5.12. 7 

農地法第 3 条の規定による許可申請について 

農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について確認の件 

専決処理の報告について 

令和 6. 2. 9 
大阪狭山市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について 

専決処理の報告について 

令和 6. 3.12 

農地法第 3 条の規定による許可申請について 

専決処理の報告について 

 

 

２．研修会の開催状況 

年月日 研 修 会 名 場     所 内      容 

令和 5.10.25 大阪府農業委員会大会 
大阪国際交流センター 

（大阪市天王寺区） 
講演 

 

３．月別処理件数   

       月 
区  分 

Ｒ5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ｒ6/1 2 3 計 

農  地  法 

第 3 条許可 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

2 

586 

1 

752 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

483 

0 

0 

0 

0 

1 

386 

1 

549.35 

6 

2,756.35 

農  地  法 

第 3 条の 3 届出 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

595 

1 

6,362.37 

0 

0 

1 

485 

0 

0 

3 

7,442.37 



       月 
区  分 

Ｒ5/4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ｒ6/1 2 3 計 

農  地  法 

第 4 条届出 

件 数 
面積(㎡) 

2 

509 

0 

0 

0 

0 

1 

1,022 

0 

0 

1 

28 

1 

3,198 

2 

253 

0 

0 

0 

0 

1 

1.54 

1 

325 

9 

5,336.54 

農  地  法 

第 4 条許可 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

1 

458 

0 

0 

1 

1,033 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

803 

3 

2,294 

農  地  法 

第 5 条届出 

件 数 
面積(㎡) 

3 

2,536 

0 

0 

1 

100.39 

1 

1,764 

1 

1,414 

1 

1,249 

0 

0 

1 

671 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

7,734.39 

農  地  法 

第 5 条許可 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

824 

  0 

0 

0 

0 

1 

244 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1,926 

3 

2,994 

農  地  法 

第 18条許可 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

農  地  法 

第 18条通知 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

2 

669 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

595 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1,264 

相続税 

納税猶予証明 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

贈与税 

納税猶予証明 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

相続税の納税猶予に

係る特例適用農地の

利用状況の確認 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7,119 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7,119 

特定農地貸付に

係る農業委員会

の承認 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

生産緑地に係る

農業の主たる従

事者についての

証明 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

543 

0 

0 

0 

0 

1 

543 

耕 作 証 明  件数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

農業従事証明 件数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

引き続き農業経

営を行っている

旨の証明 

件数 4 1 3 1 2 3 4 2 1 2 2 1 25 

農用地利用集積

計画の作成に係

る承認 

件 数 
面積(㎡) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

500 

 

４．用途別転用状況                       （単位：件・㎡） 

住 宅 倉庫・工場 資材置場 駐車場 その他 計 

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 

9 5,867.39 0 0 3 4,825 8 7,280.54 3 386 23 18,358.93 

 


